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平
城
宮
跡
の
発
掘
調
査
で
は
じ
め
て
木
衛
が
検
出
さ
れ
て
よ
り
す
で
に
九
年
の
歳
月
を
経
た
。

こ
の
間
に
出
土
し
た
木
筒
は
す
で
に
二
万
点
に
達
し
て
い
る
。
現
在
ま
で
の
発
掘
は
宮
全
域
の
一

五
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
予
想
さ
れ
る
木
簡
の
数
が
い
か
に
厖
大
な
も
の
で
あ
る
か
が

推
測
さ
れ
る
。

平
城
宮
の
発
掘
は
す
で
に
十
年
を
越
え
、
そ
の
間
に
幾
多
の
学
術
的
成
果
を
得
た
が
、
そ
の
最

大
の
も
の
の
一
つ
に
木
簡
の
発
見
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
そ
の
も
の
に
と

っ
て
、
ま
た
日
本
古
代
史
研
究
史
料
と
し
て
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
に
事
新
し
く
云
々
す
る

必
要
は
な
い
が
、
我
が
国
書
道
史
上
の
価
値
も
ま
た
高
く
、
今
後
そ
の
方
面
で
の
研
究
が
期
待
さ

れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
本
衛
は
そ
の
ま
ま
で
は
後
世
に
永
く
保
存
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て



そ
の
銀
存
は
最
緊
急
の
問
題
と
し
て
、
当
研
究
所
に
お
い
て
保
存
科
学
的
研
究
に
と
り
く
み
、
着

々
成
果
を
あ
げ
て
い
る
が
、
な
お
必
ず
し
も
完
全
な
方
法
を
開
発
し
え
た
と
は
い
い
え
な
い
。
即

ち
木
衛
の
完
全
な
記
録
を

一
日
も
早
く
世
に
出
す
こ
と
が
こ
の
保
存
の
一
方
途
と
し
て
考
え
ら
れ

た
。
そ
こ
で
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部
史
料
調
査
室
は
、
当
研
究
所
各
研
究
員
の
支
援
の
も
と
に
こ

の
史
料
の
公
刊
事
業
に
と
り
く
ん
だ
が
、
今
回
公
刊
し
た
史
料
の
み
で
も
中
板
の
写
真
原
板
二
千

枚
に
お
よ
び
、
そ
の
原
板
の
整
理
・
編
集
、
釈
文
お
よ
び
解
説
原
稿
の
作
製
か
笏
校
正
に
い
た
る

ま
で
の
作
業
は
、
そ
の
間
に
次
々
に
出
土
す
る
新
し
い
木
街
の
整
理
に
追
わ
れ
な
が
笏
進
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
努
力
に
よ
り
こ
こ
に
第

一
冊
目
を
公
刊
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ
た
が
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
な
る
べ
く
速
か
に
第
二
冊
以
降
の
刊
行
を
進
め
て
行
く
計
画
で

あ
る
。

な
お
本
書
の
作
製
に
当
っ
て
は
平
城
官
跡
発
掘
調
査
指
導
委
員
会
の
諸
先
生
を
始
め
多
く
の
方

々
よ
り
有
益
な
御
指
導
を
賜
っ
た
が
、
と
く
に
赤
松
俊
秀
、
岸
俊
男
、
鈴
木

一
男
、
直
木
孝
次
郎
、

森
鹿
三
の
諸
先
生
に
は
何
か
と
お
世
話
に
な
り
多
く
の
御
数
示
を
得
た
。
英
文
要
約
の
翻
訳
は
マ



ネ
ー
・
Ｌ

・
ヒ
ッ
ク
マ
ン
氏
に
作
成
し
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
本
書
の
出
版
に
当
っ
て
は
真
陽
社

の
中
村
友
吉
氏
以
下
多
く
の
方
々
の
献
身
的
な
御
協
力
を
願
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
甚
の
謝
意

を
表
す
る
と
と
も
に
、
諸
賢
の
今
後
の
御
協
力
を
心
か
ら
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。
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片
　
（査
七―
奎
じ

Ｓ
Ｋ
八
二
〇
　
断
片
　
（査
一―
蛮
じ

Ｓ
Ｋ
八
二
〇
　
断
片
　
（奮
四―
蛮
影

Ｓ
Ｋ
八
二
〇
　
断
片
　
（査
〓ｔ
奎
◇

Ｓ
Ｋ
八
二
〇
　
断
片
　
（奎
九―
宍
Ｃ

Ｓ
Ｋ
八
二
〇
　
削
暦
　
（宍
ヨー
占
鬱

Ｓ
Ｋ
八
二
〇
　
削
暦
　
（占
玉―
菫
５

Ｓ
Ｋ
八
二
〇
　
削
暦
　
（菫
ニー
実
ラ

Ｓ
Ｋ
八
二
〇
　
削
暦
　
（実
〓―
台
こ

Ｓ
Ｋ
八
二
〇
　
断
片
　
（金
ニー
台
◇

Ｓ
Ｋ
八
二
〇
　
断
片
　
（台
九―
全
Ｃ

Ｓ
Ｋ
八
二
〇
　
断
片
　
（全
エー
全
ё

Ｓ
Ｋ
八
二
〇
　
断
片
　
（全
四―
全
９
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九

例

一
、
釈
文
は
木
簡
番
号
に
し
た
が
っ
て
配
列
し
、
こ
れ
に
木
簡
の
形
状

・
内
容
等
に
つ
い
て
補
注
を
加
え
た
。

一
、
釈
文
の
異
体

・
略
体
（古
体
）文
字
は
正
字
体
に
改
め
る
の
を
原
則
と
し
た
。
た
だ
し
、
つ
ぎ
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て

は
略
体
文
字
を
採
っ
た
。
（　
）内
は
正
字
。

乱
（飢
）
万
（萬
）
ム
（英
）
余
（餘
）
礼
（薩
）
塩
（蔭
）
容
（爾
）
弥
（爾
）
鹿
（轟
）

一
、
釈
文
上
段
の
平
体
和
数
字

（
ゴ
シ
ッ
ク
）
は
木
簡
番
号
を
示
す
。

一
、
釈
文
下
段
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
、
木
衡
の
長
さ

。
幅

・
厚
さ
を
示
す
。
欠
損
し
て
い
る
も
の
は
、
現
存
部
分
の
法
量
を

括
弧
つ
き
で
示
し
た
。
最
下
段
の
四
桁
の
数
字

（イ
タ
リ
ッ
ク
）
は
型
式
番
号
を
示
す
。

一
、
編
者
に
お
い
て
加
え
た
文
字
に
は
す
べ
て
次
の
二
種
の
括
弧
を
施
し
た
。
括
弧
は
原
則
と
し
て
右
傍
に
加
え
た
が
、
割

書
等
に
お
い
て
は
組
版
の
都
合
上
、
左
傍
に
加
え
た
場
合
も
あ
る
。

〔　
　
〕
　

校
訂
に
関
す
る
注
の
う
ち
、
本
文
に
置
き
換
わ
る
べ
き
文
字
を
含
む
も
の
。

（　
　
）
　

右
以
外
の
校
訂
注

・
説
明
注
。

一
、
本
文
に
加
え
た
符
号
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

ミヽ

　ヽ
　
　
抹
消
し
た
字
画
の
あ
き
ら
か
な
場
合
に
限
り
原
字
の
左
傍
に
付
し
た
。

■
　
一■
■
　
抹
消
に
よ
り
判
読
困
難
の
も
の
。



醒

一

日

日

回

口

・ へ
¬

マ  カ

欠
損
文
字
。

欠
損
文
字
の
う
ち
字
数
を
数
え
ら
れ
な
い
も
の
。

記
載
内
容
か
ら
み
て
上
ま
た
・は
下
に
少
な
く
と
も
一
字
以
上
の
文
字
を
推
定
し
た
も
の
。

異
筆
、
追
筆
。

合
点
。

木
簡
の
表
裏
に
文
字
の
あ
る
場
合
、
そ
の
表
裏
の
区
別
を
示
す
。

編
者
の
加
え
た
と
で
疑
間
の
残
る
も
の
。

文
字
に
疑
関
一は
な
い
が
意
味
の
通
じ
難
い
も
の
。





平

城

宮

本

簡

一

解
説





序 言

総

説

第

一
章
　
序

ロ

昭
和
三
六
年

一
月
二
四
日
、
平
城
宮
跡
中
央
北
部
で
実
施
中
の
第
五
次
調
査
地
域
の
一
土
壊
か
ら
、
は
じ
め
て
木
簡
を
発
見
し
た
。

こ
の
予
期
し
な
か
っ
た
発
見
以
後
、
調
査
地
域
が
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
木
簡
の
出
土
点
数
も
増
加
し
、
昭
和
四
三
年

一
〇
月
末
で

は
、
ほ
ぼ
二
万
点
に
な
っ
た
。

平
城
官
出
土
の
木
簡
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
意
さ
れ
な
か
っ
た
ご
く
少
数
の
発
掘
ま
た
は
伝
世
品
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
日
本

に
お
い
て
多
量
に
出
上
し
た
最
初
の
例
で
あ
る
。
こ
の
木
簡
の
示
す
よ
う
な
木
札
に
文
字
を
書
き
、
事
務
処
理
に
用
い
た
こ
と
や
そ

の
豊
か
な
記
載
内
容
は
、
こ
れ
ま
で
想
像
も
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
数
少
な
い
奈
良
時
代
の
文
献
史
料
を
補

う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
研
究
は
奈
良
時
代
研
究
に
お
い
て
不
可
欠
の
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
に
よ
る
平
城
宮
跡
の
発
掘
調
査
は
、
予
備
的
な
昭
和
三
〇
年
の
第

一
次
調
査
の
後
、
昭
和
三
四
年
に
本

格
的
な
調
査
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
、
満
十
年
に
な
ら
ん
と
し
、
そ
の
調
査
成
果
は
『
平
城
官
発
掘
調
査
報
告
』
（奈
良
国
立
文
化
財
研
究



総 説

所
学
報
）と
し
て
、
Ｉ
ぞ
Ⅳ
の
四
冊
を
す
で
に
公
刊
し
て
い
る
。
木
簡
は
そ
の
Ⅱ
と
Ⅳ
に
報
告
該
当
地
域
出
上
の
も
の
に
つ
い
て
述
べ

た
が
、
今
回
か
ら
木
簡
を
集
成
し
た
図
版
を
中
心
に
し
た
報
告
書
を
作
成
し
、
そ
の
第

一
冊
と
し
て
本
書
を
刊
行
す
る
こ
と
に
し
た
。

こ
の

『
平
城
宮
木
簡

一
』
に
は
、
発
掘
調
査
開
始
以
来
昭
和
三
八
年
度
第

一
三
次
発
掘
調
査
ま
で
に
出
土
し
た
木
簡
を
す
べ
て
収

録
し
た
。
最
初
に
木
簡
が
出
土
し
た
の
は
、
昭
和
三
五
年
度
に
宮
域
内
北
都
中
央
付
近
の
官
内
省
大
膳
職
と
推
定
し
た
官
衛
遺
跡
の

あ
る
地
域
で
行
な
っ
た
第
五
次
発
掘
調
査
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
天
平
宝
字
末
年
頃
に
塵
芥
を
処
理
す
る
た
め
に
う
が
ち
、
埋
没
し

た
土
壊
内
か
ら
四
〇
点
を
発
見
し
た
。
つ
い
で
、
同
じ
く
大
膳
職
推
定
地
域
内
で
行
な
っ
た
昭
和
三
七
年
度
第
七
次
発
掘
調
査
に
お

い
て
、
大
型
の
井
戸
の
中
か
ら
二
点
の
木
衝
を
発
見
し
た
。
さ
ら
に
昭
和
三
八
年
に
第
二
次
内
裏
北
部
外
郭
内
で
実
施
し
た
第

一
三

次
発
掘
調
査
の
と
き
、
二
個
所
の
土
壊
か
ら
木
簡
が
出
土
し
た
。
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
と
よ
ぶ
土
躾
は
、
天
平
末
年
頃
に
埋
め
ら
れ
た
と
推

定
し
て
い
る
塵
芥
処
理
用
の
も
の
で
、　
一
八
四
三
点
の
木
簡
が
多
量
の
土
器

・
瓦

・
木
製
品
と
と
も
に
出
土
し
て
い
る
。
Ｓ
Ｋ
八
七

〇
土
鍍
は
、
ほ
ぼ
天
平
宝
字
末
年
頃
に
埋
没
し
た
と
推
定
で
き
る
も
の
で
、
四
〇
点
の
木
簡
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
収
め
た
木
簡
は
、

以
上
四
個
所
の
遺
構
か
ら
出
土
し
た

一
九
二
五
点
で
あ
る
。

こ
こ
に
収
録
し
た
木
簡
の
発
掬
整
理
に
は
、
平
城
官
跡
発
掘
調
査
部
員
全
員
が
あ
た
り
、
報
告
書
の
執
筆
作
成
は
主
と
し
て
、
坪

井
清
足

・
守
田
公
夫

・
田
中
稔

。
田
中
琢

。
狩
野
久

。
原
秀
三
郎

・
横
田
拓
実

。
工
楽
善
通

・
鬼
頭
清
明

・
加
藤
優

。
岩
本
次
郎
な

ど
が
お
こ
な
い
、
写
真
撮
影
に
は
、
渡
辺
衆
芳

・
八
幡
扶
桑

・
佃
幹
雄

・
杉
本
敏
昭
が
あ
た
っ
た
。



SK 219土壊と木簡

第
二
章
　
木
簡
出
土
の
遺
構

こ
こ
に
収
録
し
た
木
簡
は
、
四
個
所
の
遺
構
か
ら
出
上
し
た
。
そ
の
う
ち
二
個
所
は
、
宮
内
省
大
膳
職
と
推
定
し
て
い
る
官
衝
遺

跡
の
あ
る
６
Ａ
Ｂ
Ｏ
区
に
あ
り
、
Ｓ
Ｋ
二

一
九
と
よ
ぶ
土
壊
と
Ｓ
Ｅ
三

一
一
の
井
戸
で
あ
る
。
残
る
二
個
所
は
、
第
二
次
内
裏
北
部

一

外
郭
内
に
あ
た
る
と
み
ら
れ
る
６
Ａ
Ａ
Ｏ
区
と
６
Ａ
Ａ
Ｂ
区
に
あ
る
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
お
よ
び
Ｓ
Ｋ
八
七
〇
の
上
竣
で
あ
る
。

一　
Ｓ
Ｋ
二
一
九
土
壌
と
木
簡

Ｓ
Ｋ
二

一
九
土
躾
は
、
平
城
官
発
掘
調
査
で
最
初
に
木
簡
が
出
上
し
た
遺
構
で
あ
る
。
こ
の
遺
構
は
塵
芥
処
理
の
た
め
の
上
壌
で
、

宮
跡
中
央
北
部
の
６
Ａ
Ｂ
Ｏ
区
の
Ｂ
地
区
と
Ｃ
地
区
に
ま
た
が
っ
て
い
る
。
こ
の
上
竣
は
東
西
三
ｍ
。
南
北
三

・
五
ｍ
。
深
さ

一
ｍ

の
北
半
部
と
東
西
三
ｍ
・
南
北
二

・
五
ｍ
。
深
さ

一
ｍ
の
南
半
部
か
ら
な
り
、
あ
た
か
も
二
個
の
土
壊
が
相
接
し
て
穿
た
れ
た
よ
う

な
形
に
な
っ
て
い
る
（第

一
図
）。

し
か
し
、
内
部
を
充
た
す
堆
積
上
に
は
差
が
な
く
、
同

一
個
体
に
属
す
る
遺
物
の
破
片
が
南
北
に

わ
か
れ
て
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
個
の
土
壊
が
ほ
ぼ
同
時
に
穿
た
れ
、
存
続
し
、　
一
時
に
埋
没
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

遺
物
は
、
土
壌
の
周
辺
か
ら
底
部
に
か
け
て
、
あ
た
か
も
ハ
周
か
ら
投
げ
込
ん
だ
よ
う
な
状
況
で
発
見
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
多
い

の
は
土
器
類
で
、
ほ
か
に
瓦
類
や
木
製
品
、
檜
皮
の
よ
う
な
建
築
材
、
ク
ル
ミ
・
桃
の
種
子
な
ど
の
自
然
遺
物
が
あ
っ
た
。
埋
没
後
、

常
に
地
下
水
に
浸
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
、
遺
物
の
保
存
状
態
は
極
め
て
良
好
で
あ
っ
た
。
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木
簡
は
主
と
し
て
土
壊
医
部
の
灰
色
砂
質
土
層
中
か
ら
四
〇
点
検
出
し
た
。
そ
の
う
ち
年
紀
の
明
瞭
な
も
の
は
、
天
平
宝
字
六
年

の
ょ
の
全
キ

３
二
ど

が
三
点
あ
り
、
他
に
記
載
内
容
か
ら
宝
字
七

・
八
年
と
推
定
で
き
る
も
の
全
二
３

が
二
点
あ
る
。
遺
物
が
同

一
層
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
や
鍍
壁
が
殆
ん
ど
く
ず
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
上
竣
が
開
い
て
い
た
の
は
、
さ
ほ
ど
長

期
間
に
お
よ
ん
だ
も
の
と
は
み
ら
れ
な
い
。
木
簡
の
示
す
年
代
は
、
こ
の
上
壊
を
埋
没
し
た
時
期
に
ほ
ぼ
近
く
、
土
媛
埋
没
は
天
平

宝
字
末
年
と
み
て
い
る
。
こ
の
木
簡
の
年
代
に
よ
っ
て
、
同
時
に
出
土
し
た
他
の
遺
物
の
年
代
推
定
が
可
能
に
な
っ
た
。
ま
た
６
Ａ

Ｂ
Ｏ
区
の
遺
構
は
、
そ
の
出
土
状
況
か
ら
相
対
的
な
新
旧
の
関
係
を
推
定
し
、
そ
れ
に

基
づ
い
て
編
年
し
て
い
る
が
、
こ
の
土
壊
の
掘
攀
と
建
物
造
営
の
前
後
関
係
を
認
定
す

る
こ
と
に
よ
り
、
遺
構
の
編
年
に
絶
対
年
代
推
定
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
与
え
る
こ
と
が
可

能
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
木
簡
の
記
載
内
容
か
ら
、
こ
の
地
域
に
あ
っ
た
官
衝
の
性
格

を
究
明
し
、
ほ
ぼ
宮
内
省
大
膳
職
に
あ
た
る
と
推
定
す
る
に
い
た
っ
た
。

な
お
、
土
器
に
文
字
を
墨
で
書
い
た
も
の
も
出
土
し
て
い
る
。
土
師
器
の
杯
の
外
面

に

「弁
坑
勿
他
人
者
」
「弁
培
勿
他
人
取
」
と
あ
る
も
の
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。

一一
Ｓ
Ｅ
三

一
一
井
戸
と
木
簡

宮
内
省
大
膳
職
が
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
６
Ａ
Ｂ
Ｏ
区
に
は
、
規
模
の
大
き
い
井
戸

が
三
個
所
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
東
と
中
央
に
あ
る
二
個
所
の
井
戸
は
昭
和
三
六
年
夏
に

第 1図 発掘後のSK 219土墳
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実
施
し
た
第
七
次
発
掘
調
査
に
お
い
て
発
見
し
た
も
の
で
、
木
簡
は
中
央
の
Ｓ
Ｅ
三

一

一
か
ら
出
上
し
た
。

こ
の
井
戸
（第
二
図
）
は
、
方
七
ｍ
。
深
さ
四
ｍ
ほ
ど
の
上
壊
を
掘
り
、
な
か
に
最
初

は
長
方
形
の
材
を
内
法
二

・
二
五
ｍ
ほ
ど
の
井
籠
形
に
組
ん
だ
も
の
を
積
み
重
ね
て
井

戸
枠
と
し
た
も
の
で
あ
る
（Ａ
井
一Ｅ
。

八
世
紀
末
に
な
り
、
長
岡
京

へ
の
遷
都
と
と
も

に
、
こ
の
井
戸
も
放
棄
さ
れ
、
土
砂
が
堆
積
す
る
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
が
、
九
世
紀
の

平
城
上
皇
に
よ
る
平
城
宮
の
再
建
に
と
も
な
っ
て
、
こ
の
井
戸
も
ぶ
た
た
び
使
用
さ
れ

た
。
こ
の
と
き
、
朽
ち
て
い
た
井
戸
枠
は
下
二
段
を
残
し
て
撤
去
さ
れ
、
な
か
に
堆
積

し
て
い
た
土
秒
も
下

一
段
上
部
ま
で
を
と
り
の
ぞ
き
、
そ
の
上
に

一
ま
わ
り
小
さ
く
、

ほ
ぼ
内
法
方

一
・
九
ｍ
の
枠
を
組
み
な
お
し
て
い
る
（Ｂ
井
一Ｅ
。　
こ
の
再
建
さ
れ
た
Ｂ

井
戸
も
、
平
城
上
皇
の
崩
御

（天
長
元
年
）
に
よ
る
平
城
官
の
完
全
な
使
用
停
止
に
よ
り
放
棄
さ
れ
、　
そ
の
底
に
は
多
量
の
塵
芥
が
な

げ
こ
ま
れ
る
に
い
た
っ
た
。

木
簡
は
、
八
世
紀
末
の
Ａ
井
戸
放
棄
の
際
に
投
入
さ
れ
た
土
器

・
瓦
類
と
と
も
に

一
点
、
改
造
Ｂ
井
戸
の
塵
芥
中
に

一
点
あ

っ
た
。

Ａ
井
戸
で
は
、
そ
の
ほ
か
に
万
年
通
宝

・
神
功
開
宝
と
呪
諷
の
人
形
や

「羮
所
」
と
墨
書
し
た
土
師
器
塞
が
注
意
さ
れ
る
。
Ｂ
井
戸

に
は
、
隆
平
永
宝
と
多
量
の
上
器

・
瓦

・
木
製
品
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
奈
良
時
代
最
末
期
お
よ
び
平
安
時
代
初
頭
と
絶
対
年
代
を
推

定
し
う
る
貴
重
な

一
括
基
準
資
料
に
な

っ
て
い
る
。

第 2図 SE 311井 戸
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〓
一
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
土
鍍
と
木
簡

第
二
次
内
裏
と
我
々
が
推
定
し
て
い
る

一
郭
は
、
ほ
ぼ
東
西

一
八
〇
ｍ
・
南
北

一
九
〇
ｍ
の
内
郭
部
分
と
さ
ら
に
そ
れ
を
外
か
ら

大
き
く
築
地
で
と
り
か
こ
ん
だ
外
郭
と
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
内
郭
部
分
の
北
に
あ
た
り
外
郭
築
地
で
か
こ
ま
れ
た
東
西
に
長
い

地
域
を
昭
和
三
七
年
か
ら
三
八
年
に
か
け
て
調
査
し
た
。
そ
の
東
部
に
あ
た
る
第

一
三
次
発
掘
調
査
で
発
見
し
た
二
個
所
の
土
墳
か

ら
木
簡
が
出
上
し
て
い
る
。

今
回
報
告
す
る
も
の
で
、
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
数
量
の
木
簡
を
検
出
し
た
の
は
、
そ
の
う
ち
の
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
と
よ
ぶ
土
壊
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
土
壊
は
、
昭
和
三
八
年
夏
の
第

一
三
次
調
査
で
発
掘
し
た
第
二
次
内
一異
外
郭
内
東
北
隅
に
近
い
６
Ａ
Ａ
Ｂ

・
Ｕ
地
区

に
あ
り
、　
一
辺
約
四
ｍ
の
方
形
に
近
い
平
面
形
を
も
ち
、
深
さ
約
二

・
三
ｍ
の
底
部
で
は

一
辺
約
二
ｍ
に
な
っ
て
い
る
。
平
面
形
が

よ
く
整
っ
て
お
り
、
そ
の
大
き
さ
も
適
当
な
と
こ
ろ
か
ら
、
発
掘
当
初
は
井
戸
で
は
な
い
か
と
考
え
た
が
、
発
掘
の
結
果
、
単
に
ご

み
捨
て
穴
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
（第
三
図
）。

こ
の
上
壊
の
底
に
は
、
厚
さ
五
ｃｍ
内
外
で
樹
葉
を
主
体
と
し
た
自
然
遺
物
の
層
が
あ
り
、
こ
の
層
は
木
簡
や
人
工
遺
物
が
比
較
的

少
な
か
っ
た
。
そ
の
上
に
有
機
質
を
多
量
に
含
ん
で
暗
褐
色
を
塁
す
る
厚
さ
五
〇
ｃｍ
ほ
ど
の
上
層
が
あ
り
、
遺
物
の
多
く
が
こ
の
層

に
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
暗
褐
色
の
上
層
は
、
上
部
ほ
ど
漸
移
的
に
黒
色
の
度
合
の
強
い
色
調
を
し
め
し
、
間
に
薄
い
秒
や
泥
の
間

層
を
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
は
さ
ん
で
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
っ
き
り
と
い
く
つ
か
の
層
を
判
別
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

遺
物
も
と
く
に
ま
と
ま
っ
た
状
況
で
な
く
、
こ
の
土
層
中
の
全
体
に
わ
た
っ
て
各
種
の
も
の
が
出
上
し
て
い
る
。
こ
の
暗
褐
色
土
以
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上
の
土
墳
内
は
、
赤
褐
色
の
粘
土
質
土
で
み
た
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
は
少
量
の
土
器

と
瓦
を
含
ん
で
い
る
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
赤
福
色
土
は
、
自
然
堆
積
に
よ
っ
て
生
ず

る
よ
う
な
整
然
と
し
た
土
層
を
示
さ
ず
、
種
々
の
大
き
さ
の
秒
粒
や
礫
が
混
在
し
、
明

ら
か
に
壊
内
に
人
為
的
に
投
入
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
状
態
に
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
壊

内
の
遺
物
と
土
層
の
状
況
か
ら
、
こ
の
上
壊
を
掘
っ
た
の
ち
間
も
な
く
、
多
量
の
自
然

遺
物
類
や
不
用
品

・
塵
芥
の
た
ぐ
い
を
上
秒
と
と
も
に
比
較
的
短
期
間
に
投
入
し
、　
一

時
に
土
壊
を
埋
め
も
ど
し
て
平
ら
に
し
た
と
い
っ
た
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
た
。

と
く
に
、
出
土
し
た
木
質
品
の
類
で
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
て
腐
朽
し
た
痕
跡
を
と
ど
め
る

も
の
の
割
合
は
極
め
て
少
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
木
肌
が
新
鮮
な
状
態
に
保
た
れ
て
い
た

こ
と
は
、
単
に
こ
の
土
壊
内
の
遺
物
の
保
存
条
件
が
良
好
だ
っ
た
こ
と
の
み
で
な
く
、

土
壊
で
遺
物
が
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
た
時
間
の
短
か
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
土
城
内

へ
の
遺
物
投
入
が
短
期
間
に
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と

を
推
定
さ
せ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
上
壊
の
木
簡
以
外
の
遺
物
の
年
代
を
推
定
す
る
う
え
で
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

出
上
し
た
木
簡
は
、
総
数

一
八
四
三
点
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
で
は
、　
一
度
使
用
し
た
木
簡
を
再
使
用
す
る
た
め
に
墨
書
部
分
を
削

り
と
っ
た
際
に
生
じ
た
削
り
暦
が
最
も
多
く
、
廃
乗
す
る
た
め
に
割

っ
た
り
折

っ
た
り
し
た
も
の
あ
る
い
は
折
損
し
て
原
形
を
失
い

木
簡
の
一
部
分
の
み
を
残
す
も
の
が
つ
ぎ
に
多
く
、
両
者
を
あ
わ
せ
る
と
八
割
以
上
に
達
し
、
ほ
ぼ
完
形
に
近
い
も
の
は

一
割
に
も

達
し
な
い
。
こ
の
割
合
は
こ
れ
ま
で
の
平
城
官
出
土
木
簡
の
大
勢
と
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
る
。

第 3図  SK 820上 躾と
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原
形
を
失

っ
た
も
の
が
多
い
か
ら
、
当
然
記
載
内
容
が
完
結
し
た
も
の
も
多
く
な
い
。
記
載
内
容
が

一
応
判
明
す
る
も
の
は
三
割

ほ
ど
で
、
そ
れ
を
大
別
す
る
と
文
書
風
な
内
容
を
も
つ
も
の
と
付
札
荷
札
の
類
が
い
ず
れ
も
四
割
五
分
ほ
ど
、
習
書
落
書
の
類
が

一

割
ほ
ど
あ
る
。
そ
の
他
で
は
、
文
字
の
判
読
し
う
る
程
度
の
も
の
が

一
割
強
、
墨
痕
の
み
あ

っ
て
文
字
の
判
読
し
え
な
い
も
の
は
六

割
に
近
い
。

記
載
内
容
の
明
ら
か
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
木
簡
ご
と
に
簡
単
に
注
記
し
、
各
木
簡
に
通
ず
る
い
く
つ
か
の
問
題
を
第
二

章
で
述
べ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
省
略
し
、
土
壊
埋
没
年
代
の
推
定
と
関
連
す
る
問
題
の
み
を
と
り
あ
げ
て
お
こ
う
。

木
簡
に
年
号
の
記
載
の
あ
る
も
の
が
、
六
三
点
あ
る

（第

一
表
）。

最
も
古
い
も
の
は
、
養
老
二
年
の
調
綿
に
つ
け
た
荷
札

全
兌

・

元
四）
で
あ
り
、
下
限
は
天
平

一
九
年
七
月
二
三
日
の
付
札
で
あ
る
（塁
ｃ
。
こ
の
間
は
三
〇
年
の
長
さ
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
三
〇
年

間
に
平
均
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
大
き
く
二
群
に
わ
か
れ
、
養
老
二
年
か
ら
天
平
四
年
ま
で
の

一
五
年
間
に

一
九
点
が
散
在
し
て

い
る
の
に
対
し
て
、
天
平

一
七
年
か
ら

一
九
年
の
わ
ず
か
三
個
年
に
は
四
二
点
が
集
中
し
て
い
る
。
そ
の
二
群
の
間
に
は
い
る
も
の

と
し
て
天
平

一
三
年
八
月
（〓
↓
と
天
平

一
五
年
四
月
（四七Ｃ
が
各

一
点
あ
る
。
こ
の
両
群
に
お
お
よ
そ
分
れ
る
こ
と
は
、
新
し
い
群
の

上
限
が

一
七
年
九
月
で
あ
る
か
ら
、
天
平

一
二
年
末
か
ら
同

一
七
年
五
月
に
か
け
て
の
恭
仁
遷
都
に
は
じ
ま
る
平
城
官
の
空
白
期
間

を
考
慮
す
る
と
当
然
の
結
果
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
尚
子
細
に
両
群
各
々
の
記
載
内
容
を
検
討
す
る
と
、
古
い
群
に
属
す
る
も
の

は
調
綿
と
調
塩
の
荷
札
ま
た
は
そ
れ
と
推
定
で
き
る
も
の
の
み
で
あ
る
の
に
対
し
、
新
し
い
も
の
は
内
容
も
調

・
贄

。
中
男
作
物

・

白
米
な
ど
各
種
の
貢
進
札
の
ほ
か
官
衛
の

一
時
的
な
事
務
処
理
の
帳
簿

・
伝
票
な
ど
文
書
風
の
内
容
を
も
つ
も
の
が
含
ま
れ
る
と
い

う
違
い
が
あ
る
。
し
か
も
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
土
壊
の
埋
没
状
況
は
、
木
簡
を
含
め
た
遺
物
類
が
短
期
間
に
投
入
さ
れ
、
埋
め



ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
、
木
簡
の
年
紀
の
新
旧
二
群
の
存
在
は
、
こ
の
上
嫉
が
長
期
間
使
用
さ
れ
た
こ
と
や
、
あ
る
い
は

埋
没
時
の
差
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
古
い
群
の
も
の
は
、
綿

・
塩
の
荷
札
類
で
あ
る
か
ら
保
存
の
き
く
こ
の
種
の
も
の
の
み
が
の

ち
に
な
っ
て
使
用
さ
れ
た
結
果
、
新
し
い
年
紀
の
も
の
と
混
在
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
荷
札
が
廃
棄
さ
れ
る
時
期
と
そ
れ
の
付
さ

れ
た
物
品
が
消
費
さ
れ
る
時
期
と
が
符
合
す
る
蓋
然
性
は
強
い
に
し
て
も
、
な
お
そ
こ
に
偶
然
的
な
事
情
の
入
り
得
る
余
地
は
十
分

に
あ
る
か
ら
必
ず
し
も
そ
う
と
は
断
定
で
き
な
い
。

遺
物
類
の
投
入
が
短
期
間
に
行
な
わ
れ
た
と
し
て
こ
の
上
壌
の
埋
没
時
は
い
つ
で
あ
ろ
う
か
。
年
紀
の
あ
る
も
の
で
最
も
新
し
い

の
は
天
平

一
九
年
七
月
で
ぁ
る
。
し
か
も
第

一
表
に
み
る
よ
う
に
、
天
平

一
九
年
の
も
の
は

一
七

・
一
八
両
年
に
比
べ
て
圧
倒
的
に

少
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、　
一
九
年
の
も
の
に
は
九
月

・
一
〇
月
に
地
方
を
発
進
す
る
調
物
の
荷
札
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
と
関
連

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
土
填
埋
没
時
は
天
平

一
九
年
の
調
物
の
荷
札
が
破
棄
さ
れ
る
以
前
、
す
な
わ
ち
同
年
の
調
物
が
消

費
さ
れ
る
以
前
に
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
天
平

一
九
年
を
そ
う
遠
く

へ
だ
た
ら
な
い
時
期
で
あ
ろ
う
。

こ
の
木
簡
を
検
出
し
た
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
土
壊
の
あ
る
６
Ａ
Ａ
Ｂ

・
Ｕ
地
区
は
、
第
二
次
内
一異
の
外
郭
を
め
ぐ
る
築
地
と
内
郭
の
築
地

回
廊
の
間
に
は
さ
ま
れ
て
額
縁
状
を
呈
す
る
内
裏
外
郭
部
の

東
北
隅
に
位
置
す
る
。
第
二
次
内
裏
は
、
現
在
の
発
掘
調
査

の
結
果
か
ら

一
応
天
平

一
七
年
に
恭
仁
京
か
ら
遷
都
し
た
後

二

の
内
一異
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
こ
の
上
壊
が
天
平
の
最

末
年
の
ご
み
棄
て
穴
な
ら
ば
、
す
で
に
こ
の
地
域
が
内
裏
に

SK 320上壊と木簡

年号  西暦 点数

嘉尋晃全  2  718   2

養老 3 719 1
養老 7 723 5
湘‡埴2  2  725   3

れ申慣自  4  727   3

ヲミv‐  1  729   2

ヲく司子  3  731   2

ラミ司「  4  732   1
/1ヽ計  19

天平 13  741   1

フく日『  15  743   1

小計  2
つミ司浄 17  745  18

天平 18 746 19

フくミ『  19  747   5
/1ヽ言+  42

総計 63

第 1表 木簡の年号
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な
っ
て
か
ら
穿
た
れ
、
埋
没
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
土
壌
中
か
ら
も
木
材
加
工
の
時
に
生
じ
た
多
量
の
木
暦
の
類
や
構
皮
が
出
て
お
り
、
建
物
造
営
時
の
塵
芥
の
た
ぐ
い
も
混
入

し
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
第
二
次
内
一異
の
造
営
が
こ
の
地
区
付
近
に
お
よ
ん
だ
頃
に
、
塵
芥
を
処
理
し
た
土
墳

と
す
る
の
が
ヌ
当
で
あ
ろ
う
。

木
衝
と
と
も
に
、
他
の
遺
物
も
多
量
に
出
土
し
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
個
体
は
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
土
器
類
は
、
整
理
中
で
最
終
的

な
結
論
は
出
て
い
な
い
が
、
天
平
最
末
年
の
一
括
基
準
資
料
と
し
て
重
要
な
も
の
に
な
る
。
三
彩
釉
を
ほ
ど
こ
し
た
小
型
の
薬
重
蓋

一
点
や
緑
釉
陶
片

一
点
は
保
存
状
態
の
良
好
な
鮮
や
か
な
色
調
を
残
し
、
低
火
度
釉
陶
研
究
の
重
要
資
料
に
な
る
。
土
器
類
に
は
、

墨
書
の
あ
る
も
の
が

一
〇
数
点
あ
り
、
「鳥
食
入
器
二
日
」
「文
選
巻
七
‐上
盤
」
や
文
字
遊
び
風
な
も
の
、
鳥
や
雲
の
絵
画
な
ど
注
目

す
べ
き
も
の
が
あ
り
、
土
製
品
と
し
て
土
馬
が

一
点
あ
る
。
瓦
類
も
整
理
中
で
あ
る
が
、
編
年
研
究
上
問
題
に
な
る
資
料
が
含
ま
れ

て
い
る
。
木
製
品
で
は
、
建
築
材
類
を
加
工
し
た
と
き
の
木
居
類
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
糸
巻

・
紡
経
車

・
火
鑽
日

・
杓
子

・
箸

・

曲
物
容
器

・
漆
器
や
檜
扇

。
人
形
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
正
倉
院
以
外
に
は
資
料
の
乏
し
い
奈
良
時
代
木
製
品
研
究
に
お
け
る
重

要
な
発
見
と
い
え
る
。
ま
た
、
平
絹
断
片
や
床
紐
の
類
、
席

・
籠
の
断
片
な
ど
も
あ
る
。
自
然
遺
物
で
は
、
栗

・
胡
桃

・
桃

・
瓜

。

梨
な
ど
食
用
に
な
る
も
の
の
種
子
や
当
時
の
自
然
環
境
復
元
の
資
料
に
な
る
樹
枝

・
美
な
ど
も
多
か
っ
た
。

四

Ｓ
Ｋ
八
七
〇
土
墳
と
木
簡

第
二
次
内
一異
の
内
郭
築
地
回
廊
の
東
北
隅
か
ら
北

へ
約
二
〇
ｍ
の
地
点
に
、
東
西
五
ｍ
。
南
北
五
ｍ
・
深
さ

一
・
三
ｍ
ほ
ど
の
不



一 註

SK 870土 壊と木簡

整
形
の
土
壊
Ｓ
Ｋ
八
七
〇
が
あ
っ
た
。
こ
の
上
墳
の
周
縁
か
ら
底
に
か
け
て
、
土
器
や
瓦
類
と
と
も
に
木
簡
が
な
げ
こ
ま
れ
た
か
の

ご
と
く
埋
没
し
て
い
た
。
遺
物
は
土
壊
全
体
に
あ

っ
た
の
で
な
く
、
南
半
の
西
か
ら
南
の
縁
に
か
け
て
多
か
っ
た
。
こ
の
上
壊
は
浅

か
っ
た
た
め
、
他
の
遺
構
に
比
べ
て
、
出
土
遺
物
の
保
存
状
態
が
悪
か
っ
た
。

木
簡
は
四
〇
点
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
折
損
ま
た
は
腐
朽
し
て
お
り
、
完
形
に
近
い
も
の
は
わ
ず
か
に
四
点
で
あ
る
。
ま
た
、
年

紀
を
も
つ
も
の
は
な
く
、
土
壌
の
埋
没
年
代
は
木
簡
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
同
時
に
出
土
し
た
土
器
は
、
日
下
整
理
中
で

最
終
的
な
結
論
は
出
て
い
な
い
が
、
さ
き
に
述
べ
た
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
の
も
の
よ
り
は
、
む
し
ろ
最
初
に
記
し
た
Ｓ
Ｋ
二

一
九
出
上
の
土

器
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「左
衛
士
府
」
と
記
さ
れ
た
木
簡
が
あ

っ
て
、
左
勇
士
衛
と
官
名
を
改
め
た
天
平
宝
字
二
年
八
月

か
ら
八
年
九
月
の
間
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
土
壊
埋
没
は
そ
れ
以
後
の
天
平
宝
字
末
年
に
あ
っ
た
も
の
と
お
も
え
る
。

６
Ａ
Ｂ
Ｏ
区
や
６
Ａ
Ａ
Ｏ
区
な
ど
の
記
号
は
、
発
掘
調
査
実
施
上
の
必
要
か
ら
、
宮
域
内
を
仮
に
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
付
し
た
も

の
で
あ
り
、
Ｓ
Ｋ
二
一
九
の
類
は
、
発
見
し
た
遺
構
に
付
し
た

一
連
番
号
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
は

『平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
Ⅱ
』
奈
良
目
立

文
化
財
研
究
所
学
報
第

一
五
冊
（以
下

『平
城
宮
報
告
正
』
と
略
称
す
る
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
Ｓ
Ｋ
二

一
九

。
Ｓ
Ｅ
三

一
一
と
そ
の

木
簡
は

『
平
城
宮
報
告
Ⅱ

・
Ⅳ
』
で
報
告
し
、
Ｓ
Ｋ
八
二
〇

・
八
七
〇
と
そ
の
木
簡
の
概
略
は
、
「第
十
三
次
平
城
宮
発
掘
調
査
出
上
の
木

簡
」
翁
奈
良
目
立
文
化
財
研
究
所
年
報

一
九
六
四
し
で
報
告
し
た
。

『平
城
宮
報
告
Ⅲ
』
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第
二
章
　
木
簡
の
形
態
と
記
録
内
容

一

木

簡

の

形

態

平
城
宮
の
発
掘
調
査
で
は
、
も
っ
ば
ら
木
片
に
文
字
を
墨
書
し
た
も
の
を
木
簡
と
よ
び
、
他
の
木
製
品
と
区
別
し
て
い
る
。
木
簡

は
、
本
来
そ
の
用
途
、
機
能
に
応
じ
た

一
定
の
形
態
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
に
は
、
使
用
後
の
加
工
や
転
用
な
ど

に
よ
り
、
も
と
の
形
態
を
失
っ
た
も
の
も
多
い
。
さ
ら
に
、
木
製
の
日
用
雑
器
の
類
な
ど
で
、
文
字
を
書
い
た
も
の
が
あ
り
、
こ
れ

ら
も
使
宜
的
に
木
衡
に
加
え
て
取
扱
う
こ
と
に
し
て
い
る
。
平
城
官
出
上
の
木
簡
を
、
現
在
遺
存
し
て
い
る
形
態
を
も
と
に
、
次
の

一
三
型
式
に
分
類
し
て
い
る
（第
四
図
）。

３
Ｆ
型
式
　
短
冊
形
の
も
の
で
、
多
く
は
方
頭
の
ま
ま
で
あ
る
。
文
書
風
な
記
載
内
容
を
も
つ
も
の
に
多
い
。

８
Ｓ
型
式
　
一
端
が
方
頭
で
、
他
端
は
折
損

・
腐
蝕
な
ど
に
よ
り
原
形
の
失
わ
れ
た
も
の
。

３
褪
型
式
　
小
形
の
短
い
も
の
で
、
付
札
類
が
多
い
。
粗
い
仕
上
げ
の
も
の
が
あ
る
。

３
謡
型
式
　
一削
型
式
同
様
に
小
形
の
短
い
も
の
だ
が
、　
一
端
の
両
角
を
削
り
お
と
し
て
圭
頭
と
し
た
も
の
で
、
丁
寧
に
仕
上
げ
て
い

る
。
小
孔
を
う
が
ち
、
付
札
と
し
て
使
用
し
た
も
の
が
あ
る
。

３
解
型
式
　
短
冊
形
の
材
の
両
端
に
近
く
、
左
右
か
ら
切
り
込
み
を
い
れ
た
も
の
で
あ
る
。
圭
頭

・
方
頭
な
ど
種
々
あ
る
。
荷
札

・



木簡の形態

８
駕
型
式

８
器
型
式

８
毬
型
式

８
留
型
式

８
毬
型
式

３
２
型
式

８
３
型
式

３
留
型
式

付
札
に
用
い
て
い
る
。

短
冊
型
の
材
の
一
端
に
近
く
、
左
右
か
ら
切
り
込
み
を
い
れ
た
も
の
で
、
他
端
に
は
切
り
込
み
は
な
い
。
圭
頭

・
方
頭

な
ど
種
々
あ
る
。
荷
札

・
付
札
が
多
い
。

３
駕
型
式
と
同
じ
頭
部
を
も
ち
、
切
り
込
み
を
い
れ
な
い
端
部
を
両
側
か
ら
削

っ
て
、
尖
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。
や
は

り
荷
札

・
付
札
の
類
が
多
い
。

短
冊
形
の
材
の
一
端
に
近
く
、
左
右
か
ら
切
り
込
み
を
い
れ
た
も
の
で
、
他
端
は
折
損
あ
る
い
は
腐
蝕
し
て
、
原
形
が

わ
か
ら
な
い
も
の
を

一
括
す
る
。
折
損
あ
る
い
は
腐
蝕
な
ど
す
る
以
前
の
原
形
は
８
留
ぞ
３
器
の
い
ず
れ
か
に
属
す
る

も
の
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。

短
冊
形
の
材
の
一
端
を
両
側
か
ら
削
っ
て
尖
ら
せ
た
も
の
で
、
他
端
は
方
頭
に
な
る
も
の
が
多
い
。
多
く
は
荷
札

・
付

札
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

短
冊
形
の
材
の
一
端
を
両
側
か
ら
削
っ
て
尖
ら
せ
た
も
の
だ
が
、
他
端
が
折
損
あ
る
い
は
腐
蝕
な
ど
に
よ
り
失
わ
れ
て
、

原
形
を
知
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
原
形
は
お
そ
ら
く
８
器
ま
た
は
３
留
型
式
で
あ
ろ
う
。

用
途
を
ほ
ぼ
推
定
で
き
る
木
製
品
、
例
え
ば
杓
や
曲
物
容
器
な
ど
ま
た
は
そ
の
部
品
に
墨
書
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

何
ら
か
の
用
途
を
も
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
現
在
で
は
そ
れ
が
判
然
と
し
な
い
木
製
品
あ
る
い
は
そ
の
部
品
に
墨
書
の

あ
る
も
の
を

一
括
す
る
。

折
損

・
切
割

・
腐
蝕
な
ど
に
よ
っ
て
、
原
形
を
失
っ
た
も
の
を

一
括
し
て
お
り
、
原
形
は
こ
れ
ま
で
の
型
式
の
い
ず
れ
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か
に
属
し
た
も
の
で
あ
る
。

３
留
型
式
　
木
簡
は
再
使
用
そ
の
他
の
目
的
で
、
墨
書
の
あ
る
面
を
薄
く
削
り
と
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
際
に
で
き
た
削
り
層
が
か

な
り
多
量
に
あ
り
、
そ
れ
を

一
括
し
て
分
類
し
た
。

一一
本
簡
の
記
録
内
容

Ａ
　
概

　

　

観

平
城
宮
木
簡
が
そ
の
歴
史
的
淵
源
を
中
国
に
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
大
方
の
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
中
国

に
お
い
て
、
紙
が
発
明
さ
れ
る
以
前
、
主
要
な
記
録
材
は
、
竹
畠
や
木
片
で
あ
っ
た
。
今
や
そ
の
徴
証
を
、
片
々
た
る
文
献
資
料
に

求
め
な
く
と
も
、
今
世
紀
に
入
っ
て
続
々
と
中
国
各
地
で
発
見
さ
れ
た
実
例
を
も
っ
て
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
か
で
も
質
量

と
も
に
最
も
大
き
な
発
見
で
あ
っ
た
の
は
、　
一
九
二
〇
年
、
西
北
科
学
考
査
団
の
中
心
メ
ン
ノミ
ー
で
ぁ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ベ
ル
グ

マ
ン
が
、
内
蒙
古
自
治
区
エ
チ
ナ
川
流
域
で
採
集
し
た
約

一
万
点
の
木
簡
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
漢
末
か
ら
後
漢
に
お
よ
ぶ
何
奴
防
衛

の
兵
培
基
地
、
居
延
都
尉
府
の
生
々
し
い
日
常
記
録
で
あ
る
。
今
日

「居
延
漢
簡
」
の
宅
で
わ
が
国
に
お
い
て
も
ひ
ろ
く
紹
介
さ
れ

て
い
る
こ
の
記
録
は
、
単
に
東
洋
古
代
史
に
新
資
料
を
提
供
し
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
圧
倒
的
な
数
量
と
豊
富
な
内
容
を
も
っ
て
、
現

在
わ
れ
わ
れ
が
記
録
材
と
し
て
の
紙
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
安
易
な
イ
メ
ー
ジ
を
徹
底
的
に
破
壊
し
、
そ
の
前
代
の
姿
を
明
ら
か
に

し
た
点
に
お
い
て
画
期
的
な
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

そ
の
内
容
は
釈
読
を
完
成
さ
せ
た
労
珠
の
分
類
に
よ
る
と
、
第
二
表
の
よ
う
に
な
る
。
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大
部
分
は
狭
長
な
木
片

（材
質
は
白
楊
木

・
紅
柳
木
な
ど
）
に
墨
書
し
た
も
の
で
、

類
　

な
か
に
若
干
竹
簡
が
含
ま
れ
る
。
教
態
近
く
の
玉
門
関
付
近
で
ス
タ
イ
ン
が
発

妨
　

見
し
た
竹
簡

一
一
点
は
、
内
容
は
薬
方
書
で
、
こ
れ
は
む
し
ろ
内
地
か
ら
将
来

飾

　

さ
れ
た
貴
重
書
と
考
え
る
べ
き
も
の
の
よ
う
で
ぁ
る
。
居
延
出
上
の
も
の
に
竹

５
　
　
　
　
　
竹
簡
の
製
法
、
す
な
わ
ち
竹
の
節
を
切
り
落
し
て
縦
に
裂
く
場
合
に
竹
の
ま
る

み
を
考
慮
し
て
、
幅
を
狭
く
裂
く
必
要
か
ら
狭
長
に
な
ら
ぎ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
、
こ
の
場
合
注
目
さ
れ
る
。
尺
書

・
尺
籍

・
尺
贖
な
る
こ
と
ば
は
簡
が
お
よ
そ
漢
尺
の
一
尺

ｃ
一〇
Ｃｍ
程
度
）
相
当
の
長

さ
に
つ
く
ら
れ
た
こ
と
に
拠
る
も
の
と
い
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て

一
簡
に
入
り
得
る
字
数
は
、
二
〇
字
乃
至
三
〇
字
程
度
で
、
よ
り

多
く
の
文
字
を
記
録
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
簡
を
編
綴
す
る
必
要
が
あ
る
。
事
実
、
居
延
で
は
そ
の
実
例
と
し
て
、
七
六
衝
を
床

縄
で
編
ん
だ
広
地
南
部
候
の
兵
物
簿
、
永
光
二
年
の
甲
渠
候
官
か
ら
居
延
都
尉
府
に
提
出
し
た
賜
暇
申
請
文
書
の
二
例
が
発
見
さ
れ

て
い
る
。
困
み
に
文
字

「冊
」
は
、
ひ
も
で
上
下
二
条
に
編
ん
だ
簡
の
象
形
文
字
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
居
延
漢
簡
は
前
漢
武
帝
末
年
か
ら
後
決
初
頭
に
か
け
て
の
紙
以
前
の
時
代
の
記
録
で
あ
る
が
、
ス
ウ
ェ
ン
＝

ヘ
デ
ィ
ン

が

一
九
〇

一
年
楼
蘭
古
址
で
紙
の
文
書
と
共
に
発
見
し
た
木
札
文
書
や
、
オ
ウ
レ
ル
ー
ス
タ
イ
ン
が
第

一
回
、
第
二
回
の
探
検
で
同
　

‐９

1 文書

書檄 封検 符券 刑訟

2 符冊

睦隧 成役 疾病死亡 銭穀

名籍 資績 器物 車馬 酒食

計符 雑符

3  布ヨ木し

4 経籍

暦譜 小学 六経諸子 律令

瓜方 術数
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地
区
付
近
か
ら
発
見
し
た
木
側
は
い
ず
れ
も
、
紀
元
後
三

・
四
世
紀
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
紙
が
発
明
さ

れ
て
以
後
の
も
の
に
属
す
る
。
点
数
も
少
な
く
断
衛
類
が
多
い
た
め
そ
の
全
容
は
尚
充
分
切
ら
か
で
は
な
い
が
、
中
国
に
お
い
て
紙

が
発
明
さ
れ
た
後
、
記
録
材
と
し
て
紙
木
併
用
の
時
代
が
し
ば
ら
く
続
く
の
で
あ
る
。
中
国
に
お
い
て
木
簡
の
使
用
が
い
つ
終
焉
す

一

る
の
か
、
こ
の
問
題
は
今
後
の
検
討
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
紙
木
併
用
時
代
の
産
物
で
あ
る
平
城
官
木
簡
の
記
録
内
容
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
記
事

そ
の
も
の
の
解
説
に
う
つ
る
前
に
、
こ
こ
で
木
衝
の
文
献
上
の
徴
証
を
つ
き
合
せ
て
若
千
の
概
観
を
あ
た
え
て
お
こ
う
。

す
で
に
は
や
く
滝
川
政
次
郎
は
、
秋
田
県
払
田
柵
址
出
上
の

「件
縮
請
取
閏
四
月
十
六
日
寺
寿
生
仙
氏
監
」
と
い
う

一
片
の
木
札

文
書
に
関
連
し
て

『短
冊
考
』
な
る
論
文
を
発
表
し
、
古
い
時
期
の
文
献
に
み
る

「短
冊
」
３
短
籍
」
「短
策
」
「短
尺
」
な
ど
と
も
書
か

れ
る
）
は
、
和
歌
、
俳
句
の
料
紙
の
意
で
は
な
く
、
木
札
に
書
か
れ
た
記
録
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た

（『古
代
学
』
第
七
巻
二
号
所
収
）。

「短
籍
を
何
事
に
ま
れ
、
た
だ
い
さ
さ
か
の
事
を
書
く
物
な
り
、
但
し
歌
を
か
く
は
進
に
後
の
こ
と
な
り
」
と
注
意
し
た
本
居
宣
長
の

説
埼
玉
勝
間
Ｌ

四
）、
こ
れ
を
う
け
た

『古
事
類
苑
』
編
者
の
説
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
滝
川
は
次
の

よ
う
な
文
献
事
例
を
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
１

『
続
日
本
紀
』
天
平
二
年
正
月
辛
丑
条
に
み
え
る
、
仁
義
礼
智
信
の
五
文
字
を
各
々
書

い
て
、
こ
れ
を
探
さ
せ
物
を
賜
う
た
と
い
う
短
籍
、
２

『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
二
八
話
に
み
え
る
大
安
寺
大
修
多
羅
供
銭
四
貫
に

つ
け
た
短
籍
、
３
翌
一代
実
録
』
『
延
喜
式
』
『
儀
式
』
に
み
え
る
擬
階
奏
の
際
に
提
出
す
る
成
選
短
冊
、
４

『
延
喜
式
』
主
鈴
の
飛
駅

儲
料
に
み
え
る
短
冊
二
〇
枚
。
滝
川
は
こ
れ
ら
を
い
ず
れ
も
木
札
に
し
る
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
と
推
定
し
た
が
、
こ
の
見
解
は
お
お

よ
そ
平
城
官
出
上
の
木
簡
に
よ
っ
て
実
例
を
も
っ
て
証
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
２
の
品
物
を
表
記
す
る



木簡の記録内容

た
め
の
付
札
類
は
、
本
図
録
中
に
も
相
当
数
の
分
量
を
占
め

（例
え
ば

ＰＬ。
７．
１
７６
を
み
よ
）、
　

ま
た
正
倉
院
に
も
こ
の
種
の
付
札
が
数

二

点
現
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
３
の
成
選
短
冊
が
木
札
で
あ
る
か
は
尚
不
確
か
で
あ
る
と
は
い
え
、
昭
和
四

一
年

一
〇
月
に
宮
跡
東

三

南
隅
の
築
地
大
垣
内
側
の
浩
で
発
見
し
た
考
課
関
係
の
木
簡
は
、
短
冊
型
の
材
の
上
方
側
面
に
小
孔
を
貫
通
し
た
特
異
な
形
態
の
も

の
で
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
段
階
の
事
務
処
理
に
必
要
と
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
の
か
は
今
後
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、
延

喜
式
部
式
に
い
う
と
こ
ろ
の
成
選
の
短
冊
と
同
類
の
性
格
を
も
つ
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

古
い
文
献
に
み
え
る
短
冊
な
る
用
語
が
木
札
文
書
を
意
味
す
る
と
い
う
滝
川
の
見
解
は
、
お
よ
そ
妥
当
な
も
の
と
お
も
わ
れ
る
の

で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
こ
こ
で
二
、
三
の
木
簡
に
関
す
る
文
献
徴
証
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

天
平
宝
字
六
年

一
二
月

一
五
日
の
日
付
を
も
つ
造
石
山
院
に
関
す
る

一
通
の
正
倉
院
文
書

（史
館
本
）
に

「板
写
公
文
」
な
る
用
語

が
み
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
用
語
は
正
倉
院
文
書
中
に
お
い
て
も
こ
の
一
例
に
限
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
果
し
て
木
筒

と
同
質
の
も
の
を
意
味
す
る
か
は
未
詳
で
あ
る
が
、
そ
の
可
能
性
も
全
く
否
定
し
難
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
同
文
書
は
、
石
山
院

の
造
営
が
完
了
し
た
後
の
残
務
整
理
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
海
藻

・
醤
な
ど
の
残
物
を
書
き
あ
げ
た
あ
と
、
「但
道
主
板
写

公
文
未
了
」
と
し
て
、
追
記
に
阿
刀
乙
万
呂
を
二
箇
日

「為
〓板
写
公
文
読
合
井
経
所
食
口
抜
出
こ
に
請
う
と
こ
ろ
で
あ
る
と
記
し
て

い
る
。
の
ち
に
触
れ
る
よ
う
に
、
平
城
官
木
簡
の
中
で
、
諸
官
衛
の
日
常
的
な
出
納
事
務
な
ど
の
際
の
手
控
え
な
い
し
覚
え
書
が
、

か
な
り
の
分
量
を
占
め
る
こ
と
と
関
連
し
て

「板
写
公
文
」
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
と
お
も
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
本
図
録
収
載
分
以
後
に
出
上
し
た
い
わ
ゆ
る
過
所
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
れ
に
は
年
紀
は
な
い
が
、
そ
れ
に
み
え
る
官
位

の
記
法
が
大
宝
令
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
出
土
遺
構
が
朱
律
門
造
営
直
前
の
満
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
年
紀
を
尚
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幅
せ
ま
く
限
定
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
平
城
京
造
営
期
の
早
い
時
期
と
み
て
誤
り
な
い
と
お
も
わ
れ
る
。
『
続
日
本
紀
』
霊
亀
元
年
五

月
朔
日
条
に
は

「始
レ今
、
諸
国
百
姓
、
往
来
過
所
、
用
と当
国
印
・焉
」
と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
諸
国
の
朝
集
使
に
勅
し
た
も
の
で
、
そ

の
前
文
に
は

「天
下
百
姓
」
が
本
貫
に
背
い
て
他
郷
に
流
宕
し
て
、
課
役
を
忌
避
し
、
浮
浪
逗
留
が
三
月
以
上
に
な
る
も
の
は
そ
の

地
に
お
い
て
調
肩
を
輸
さ
し
め
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
土
断
法
の
記
事
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
諸
国
百
姓
の
過
所
に
当
国
の
印
を
用
い

さ
せ
た
こ
と
も
上
記
の
前
文
と
深
く
関
連
し
て
い
る
こ
と
で
、
百
姓
の
逃
亡

・
移
動
を
禁
ず
る
政
策
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
記
事
に

は
過
所
に
当
国
の
印
を
用
い
よ
と
あ
る
の
み
で
あ
る
が
、
公
式
令
集
解
古
記
が
同
日
の
格
を
引
用
し
て
い
て
、
「過
所
符
者
、
随
レ便

用
と竹
木
こ
と
い
う
養
老
令
に
は
な
い
大
宝
令
文
の
と
を
記
し
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
に
よ
っ
て
霊
亀
元
年
の

改
正
は
、
そ
れ
ま
で
過
所
に
竹
木
を
使
う
こ
と
を
認
め
て
い
た
の
を
改
め
て
、
国
印
を
お
す
た
め
に
竹
木
の
使
用
を
禁
じ
紙
に
書
く

こ
と
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
延
暦
二
年
伊
勢
国
計
会
帳
に
は

「判
給
百
姓
過
所
廿
五
紙
」
と
あ
っ

て
、
過
所
が
紙
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
平
城
宮
出
上
の
過
所
は
、
和
釦
八
年
の
改
正
以
前
に
属
す

る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
こ
と
は
前
述
の
過
所
の
推
定
年
紀
と
も
符
合
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
管
見
の
限
り
で
木
簡
に
関
す
る
文
献
資
料
を
あ
げ
た
が
、
こ
れ
は
誠
に
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
木
簡
が
少

な
く
と
も
律
令
制
の
文
書
主
義
の
中
で
正
統
な
地
位
を
与
え
ら
れ
ず
、
紙
の
記
録
に
対
し
て
い
わ
ば
補
助
的
、
副
次
的
役
割
に
と
ど

ま
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
木
簡
に
は
公
文
書
の
証
明
と
し
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
官
印
が
お
さ
れ
る
こ
と
は

な
く
、　
一
簡
に
入
り
得
る
文
字
数
に
も
制
限
が
あ
る
、
な
ど
の
こ
と
は
、
木
簡
の
記
録
材
と
し
て
の
限
界
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
こ
と
は
、
木
簡
の
資
料
的
価
値
を
い
さ
さ
か
も
損
う
も
の
で
は
な
く
、
以
下
に
各
項
ご
と
に
そ
の
解
説
を
つ
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け
る
よ
う
に
、
文
献
か
ら
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
律
令
制
官
僚
組
織
の
運
用
実
態
を
具
体
的
に
伝
え
る
好
資
料
で
あ
り
、
ま
た
正

史
の
伝
え
る
史
実
を
日
常
的
な
生
活
の
断
面
か
ら
裏
づ
け
る
資
料
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
調
な
ど
律
令
政
府
に
貢
進
さ
れ
る
物
資
に
つ

け
た
付
札
の
類
は
、
単
に
地
方
貢
進
物
の
種
類
を
知
り
得
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
記
載
形
式
は
貢
納
形
態
を
推
測
さ
せ
る
し
、
調

・

中
男
作
物

・
雑
役

・
贄
な
ど
の
税
目
の
具
体
像
を
示
す
新
資
料
で
あ
る
な
ど
、
そ
の
一
端
を
と
り
あ
げ
て
も
そ
の
資
料
価
値
は
高
く

評
価
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
記
録
材
と
し
て
の
木
片
の
利
用
が
い
つ
に
始
ま
り
、
い
つ
終
焉
す
る
の
か
の
問
題
は
、
そ
れ
自
身
甚
だ
興
味
あ
る
こ

と
で
あ
り
、
今
後
の
検
討
に
委
ね
た
い
が
、
こ
こ
で
は
次
の
こ
と
だ
け
を
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。
さ
き
に
触
れ
た
よ
う
に
、
電
所

に
木
札
を
使
用
す
る
こ
と
が
、
霊
亀
元
年
の
改
正
で
禁
止
な
い
し
制
限
さ
れ
る
事
態
は
、
こ
の
時
期
頃
か
ら
律
令
体
制
の
官
僚
的
支

配
が
よ
り
徹
底
化
し
て
く
る
事
象
と
符
合
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
平
城
宮
の
時
代
以
前
に
は
、
公
用
文
書
に
木

・
竹
簡
を
使
用
す
る

こ
と
が
さ
ら
に
広
汎
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
の
で
あ
る
。
平
城
官
出
上
の
木
簡
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
木

・
竹
簡
の
歴

史
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の
か
は
今
後
に
期
待
さ
れ
る
各
地
の
遺
跡
の
調
査
を
ま
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

Ｂ
　
木
簡
の
内
容
分
類

平
城
宮
木
簡
の
記
載
内
容
は
、
大
別
す
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「文
書
」
　

つ
ぎ
の
物
資
の
つ
け
札
に
対
し
て
、
諸
官
衝
の
さ
ま
ざ
ま
な
記
録
、
官
人
の
書
状
な
ど
を

一
括
し
て

「文
書
」
と
仮
称

す
る
。
こ
れ
を

一
応
、
文
書
の
形
式
に
よ
っ
て
文
書
と
帳
簿

・
伝
票
に
わ
け
る
。

文
書
　

音ヽ
⊆
に
い
う
文
書
は
、
書
式
上
何
ら
か
の
形
で
授
受
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
を
指
す
。
文
書
の
差
出
者
及
び
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受
取
者
が
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
充
所
は
な
い
が
い
ず
れ
か
に
差
し
出
し
た
こ
と
を
示
す
用
語

（例
え
ば

「請
」
な
ど
）が
あ
る
も
の
も
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
。
図
録
で
文
書
と
分
類
し
た
も
の
。

帳
簿

・
伝
票
　
形
式
上
、
文
書
の
授
受
関
係
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
、
諸
官
衛
の
物
資
の
出
納

（支
給
≧
市
求
・
購
入
な
ど
）、

人
件
の
異
動
な
ど
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
。

「
つ
け
札
」

荷
札
と
付
札
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

荷
札
　
中
央
政
府
に
貢
進
さ
れ
る
調
な
ど
の
荷
物
に
つ
け
た
木
札
を
次
の
付
札
に
対
し
て
、
荷
札
と
仮
称
す
る
。

付
札
　
お
も
に
宮
内
で
物
品
の
保
管

。
管
理
の
た
め
に
つ
け
た
木
札
。

習
書

・
楽
書

そ
の
他

以
下
お
の
お
の
に
つ
い
て
簡
単
に
説
甥
を
加
え
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

Ｃ
　
文
　
　
　
　
書

文
書
　
　
　
】∝
れ
に
は
公
式
令
に
定
め
ら
れ
た
書
き
方
に
準
拠
し
て
い
る
も
の
、
ま
た
、
公
式
令
に
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
公

式
令
の
文
書
の
書
き
方
と
近
似
し
た
も
の
、
さ
ら
に
こ
れ
が
簡
略
化
さ
れ
た
も
の
な
ど
が
あ
る
。

公
式
令
に
定
め
ら
れ
た
文
書
は
充
所
、
差
出
者
と
の
上
下
関
係
如
何
に
よ
っ
て
書
き
方
を
定
め
て
い
る
。
即
ち
所
管

（の
官
司
）
か

ら
被
管
に
下
す
文
書
ｃ
」
れ
を
符
式
と
で
こ
、
こ
の
逆
に
被
管
か
ら
所
管
に
差
し
出
す
文
書
（解
式
）、
ま
た
上
下
関
係
に
な
い
官
司
間

で
と
り
交
わ
す
文
書
（移
式
）な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
木
簡
で
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。



木簡の記録内容

「符
三
野
部
石
島
等
　
口
日
日
日
一
　

　

　

「莫
為
怠
遅
符
到
奉
行

右
為
打
　
勅
旨
紙
召
宜
知
此
状
以
　
　
　
　
　
大
属
錦
部
連
真
道

一　

　

　

　

　

　

　

　

　

」
　

　

　

　

　

一＝

一」
　

（ェ◇

こ
れ
は
或
る
官
司

（図
書
寮
か
）
が
三
野
都
石
島
ら
に
対
し
て
勅
旨
紙
を
打
た
せ
る
た
め
に
出
頭
す
る
よ
う
命
令
し
た
も
の
で
、
こ
の

記
載
内
容
は
、
「右
為
打
　
勅
旨
紙
…
…
符
到
奉
行
」
と
い
う
本
文
の
書
始
め
と
書
止
め
、
差
出
者
大
属
錦
部
連
真
道
の
署
名
な
ど

を
具
え
、
ま
た
、
本
文
中

「勅
旨
紙
」
の
上
の
一
字
分
を
閉
字
と
し
て
い
る
点
な
ど
、
い
ず
れ
も
公
式
令
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
文
書
は
明
ら
か
に
公
式
様
文
書
の
体
裁
を
と
と
の
え
て
お
り
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
他
に
公
式
様
文
書

と
し
て
は
、
そ
の
全
文
を
知
り
得
な
い
が
移
式
粂
じ
図
書
寮
解
文
含
◇
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
官
人
が
月
借
銭
の
た
め
に
お
そ

ら
く
公
式
様
文
書
に
準
じ
て
作
成
し
た
と
理
解
で
き
る
証
文
の
解
文
が

一
通
残
っ
て
い
る
Ｃ
９
。

上
述
の
官
人
召
喚
の
符
式
は
公
式
様
文
書
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
近
似
し
た

「召
」
と
い
う
書
き
方
の
文
書
が
あ
る
。

「府
召
　
牟
儀
猪
養
　
右
可
問
給
依
事
在
召
宜
知
」

「状
不
過
日
時
参
向
府
庭
若
遅
緩
科
必
罪
醸
月
歓
聴

砂
聴
若
虫
」
（三じ

こ
れ
も
内
容
は
兵
衛
府
が
牟
儀
猪
養
を
召
喚
し
た
も
の
で
、
符
式
と
内
容
的
に
は
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
命
令
書
で
あ
る
。
本

文
の
書
始
め

・
書
止
め

。
四
等
官
の
署
名

・
月
日
な
ど
を
具
え
た
文
字
通
り
の
文
書
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
某
寮
が
錦
部
岡
万
呂
を

召
喚
し
た
同
じ
よ
う
な
内
容
の
文
書
が
あ
る
全
う
。
正
倉
院
文
書
に
も
こ
の
書
き
方
の
文
書
は
散
見
し
、
例
え
ば
写
経
所
が
経
師
等

六

を
召
喚
す
る
と
き
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
「召
」
文
書
は
相
当

一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
他
に
非
常
に
簡
略
化
さ
れ
た
文
書
が
あ
る
。
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「請
御
食
　
川
内
五
百
足
　
田
口
牛
甘
」

（憂
ё

こ
れ
は
二
人
の
兵
衛
の
食
料
請
求
に
関
係
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
文
書
の
差
出
者

・
充
所
も
文
面
か
ら
は
不
明
で
、
署
名

。
年
月
日

な
ど
も
欠
い
て
お
り
、
伝
達
し
よ
う
と
す
る
内
容
の
み
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
文
書
の
差
出
者
と
受
取
者
の
両
者
間
に
、

一
定
の
諒
解
が
な
り
立
っ
て
い
る
場
合
に
こ
う
し
た
簡
略
な
文
書
が
発
行
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

帳
簿

・
伝
票
　
　
　

⊆ヽ
れ
は
物
品
の
支
給

。
請
求

。
購
入
な
ど
に
関
係
し
た
主
と
し
て
帳
簿

・
伝
票
類
を
い
う
。
即
ち
、
官
司
が
物

品
の
支
給

・
請
求

・
購
入
に
あ
た
っ
て
、
日
別
に
記
録
し
た
帳
簿
的
な
も
の
や
伝
票
な
ど
で
あ
る
。
。
た
と
え
ば
、

「
八
月
十
九
日
請
古
御
酒
酢
ギ
　
又
十
□
謡
駒
酌
ぎ
升
　
叉
十
二
日
古
御
酒
三
升
…
…
」

（
一七し

が
あ
る
。
こ
れ
は
日
毎
に
請
求
し
た
古
酒
の
量
を
帳
簿
風
に
書
き
あ
げ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
断
片
的

で
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
下
記
の
よ
う
な
長
方
形
の
材
を
横
に
し
て
記
録
し
た
絶
の
支
給
簿
と
考
え
ら
れ
る
も
の

も
あ
る
。
こ
れ
も
日
別
に
絶
を
支
給
し
て
い
っ
た
帳
簿
で
、
少
な
く
と
も
二
日
間
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
。　
一
枚

の
木
簡
に
あ
る
程
度
の
日
数
に
わ
た
る
も
の
を
記
す
必
要
が
あ
る
と
す
る
と
、
た
て
に
長
い
も
の
よ
り
も
あ
る
程

度
幅
広
い
、
横
に
長
い
も
の
の
方
が
便
利
で
あ
る
。
こ
の
文
書
が
長
方
形
の
材
を
横
に
し
て
記
録
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
帳
簿
の

一
つ
の
性
格
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
帳
簿
と
は
呼
び
に
く
い
が
、
官
司
が
物
品
を
購

入
し
た
り
、
支
給
、
請
求
し
た
と
き
、
そ
の
覚
え
と
し
て
控
え
て
お
ぐ
場
合
が
あ

っ
た
。
例
え
ば
、

「教
七
十
二
口

′‐ヽ大
尉
抑
車
峨
磁
慾
計
戴
幣
統
熟
彼
奎
一受
」
　

　

「合
参
伯
壱
拾
陸
文
」
全
一ё

が
あ
る
。
こ
れ
は
叡
を
購
入
し
た
と
き
の
支
払
い
高
三

一
六
文
の
覚
え
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
官
司
は
出
納

「呻肺叶浄□ぐエニ木

□
播
料一

〔
絶
〕

十
日
□

□
練
料

〔
一二
ヵ
〕

□

□
虫一

匹
剛
匹鱒

三
匹

〔
一一一〕

□
匹
□
」
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を
行
な
い
、
こ
の
木
札
を
集
計
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
別
、
月
別
の
支
出
を
計
算
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
最
も

よ
い
例
が
八
月
二
八
日
に
某
官
司
が
紺
糸
を
進
上
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
そ
れ
に
は
進
上
に
関
す
る
責
任
者
と
し
て
、
山
口
伊

美
吉
の
署
名
が
あ
る
。

「
八
月
十
八
日
進
紺
糸
二
斤
六
両

一
分
□
□
□
附
薬
日
」

「正
六
位
上
行
正
勲
十
二
等
山
口
伊
美
吉
　
天
平
十
三
年
」
全
↓

こ
れ
か
ら
み
る
と
官
司
で
は
物
品
の
授
受
に
あ
た
っ
て
は

一
件
ご
と
に
木
札
に
記
し
て
出
納
の
覚
え
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
故
、
こ
の
種
の
も
の
が
多
数
集
ま
っ
た
場
合
、
た
だ

「八
月
十
八
日
」
と
い
う
日
付
だ
け
で
は
年
代
が
わ
か
ら
な
く
な
る
恐
れ

が
あ
る
の
で
、
責
任
者
の
署
名
の
下
に
覚
え
の
意
味
で

「天
平
十
三
年
」
と
記
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
の
叡
の
購
入
伝
票
と

同
様
、
木
簡
が

一
つ
の
覚
え
と
し
て
極
め
て
有
効
に
使
用
さ
れ
た
よ
い
例
で
あ
る
。

当
時
、
支
給

・
請
求
ま
た
購
入
な
ど
の
物
品
の
授
受
が
行
な
わ
れ
る
と
き
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
手
控
え
と
し
て
記
載
し
残
し
た

の
か
は
っ
き
り
は
し
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
正
倉
院
文
書
を
み
る
と
、　
一
つ
の
事
業

（例
え
ば
写
経
）
が
終
了
す
る
と
、
必
ず
そ
の

決
算
報
告
と
い
う
も
の
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
決
算
報
告
は
、
日
々
の
物
品
の
購
入
か
ら
請
求

。
支
給
の
各
段
階
で
そ
れ
ぞ
れ
出

入
を
控
え
て
お
か
な
け
れ
ば
到
底
作
成
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
上
述
の
木
簡
の
性
格
は
こ
の
点
で
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

西
宮
兵
衛
伝
票
　
　
　
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
土
坂
出
上
の
木
簡
の
う
ち
、
西
官
兵
衛
に
関
す
る
類
似
の
資
料
が
四
三
点
に
の
ぼ
る

（と
―
一吾

二
三
ｔ
一一一３
。
こ
れ
は
同
土
埃
出
上
の
も
の
で
は
際
立
っ
た
資
料
で
あ
り
、
出
土
遺
構
近
傍
の
性
格
を
考
え
る
上
で
も
有
力
な
材
料

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
例
え
ば
、

「西
宮
東

一
開
　
腟
上

悲
即
部

雑
　
右
七
人

」

「
二
魏
輸

帥
鰯

離
瑯
　
合
六
人

」

（九ラ
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と
あ
る
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
書
式
は
お
お
よ
そ
西
官
の
開
篤
を
あ
げ
て
そ
の
下
に
人
亀
を
列
記
し
、
そ
の
員
数
を
合
計
す
る
や
り

方
で
あ
る
。
な
か
に
西
官
を
冠
せ
ず
、
門
名
か
ら
は
じ
ま
る
も
の
も
あ
る
が
全
Ξ
二
宝
な
ど
）、
書
式

・
内
容
と
も
に
あ
い
通
ず
る
も

の
で
あ
る
か
ら
西
宮
の
開
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
議

・
３
三
は
右
の
も
の
と
全
く
書
式
を
異
に
す
る
が
、

そ
こ
に
あ
が
っ
て
い
る
人
第
二
人
の
う
ち
の
一
人
が
、
西
官
の
問
を
明
記
し
た
他
の
木
簡
に
み
え
る
こ
と
分
０
か
ら
推
し
て
関
連
資

料
と
し
て
あ
つ
か
っ
た
。
な
お

「大
官
□
□下
噌
全
ラ
ヽ
「酔
左
酌
ヵ一

門
」
令
う

と
あ
る
の
が
西
官
と
は
や
や
系
統
を
異
に
す
る
よ
う

で
あ
る
が
、
そ
れ
も
こ
の
中
に
ぶ
く
め
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
資
料
は
い
ず
れ
も
年
紀
を
欠
い
て
い
る
。
文
書
と
し
て
の
木
簡
に
年
紀
の
記
載
が
な
い
の
は
こ
れ
に
限
っ
た
こ

と
で
は
な
く
、
む
し
ろ

一
般
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
文
書
と
し
て
の
木
街
の
一
つ
の
性
格
を
示
す
も
の
と
し

て
す
で
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
こ
れ
ら
の
記
事
に
は
月
日
を
記
し
て
い
る
も
の
さ
え

一
例
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は

と
も
か
く
、
こ
の
資
料
の
年
紀
は
、
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
土
娯
出
上
の
年
紀
を
欠
く
他
の
文
書
同
様
、
お
そ
ら
く
は
天
平

一
七
年
五
月
の
平

城
還
都
後
に
属
し
、
天
平
末
年
も
し
く
は
そ
れ
を
そ
う
遠
く
下
ら
な
い
も
の
と
推
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
こ
に
み
え
る

（人蕗
φ
兵
衛
で
あ
る
こ
と
は
、
す
べ
て
に
注
記
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
つ
に
、

「北
姫
兵
衛
蓼
削
嫉織
麒争
脚加
醸綸
」　
　
　
「勝琳　
合
十
二
人
　
　
　
」　
　
（九ラ

と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
の
ち
に
述
べ
る
記
事
内
容
か
ら
判
断
し
て
、
こ
れ
ら
が
兵
衛
の
記
録
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
記

載
さ
れ
て
い
る
人
名
は
第
三
表
の
ご
と
く
姓
に
し
て
五

一
に
の
ぼ
る
。
尚
こ
の
中
で
姓
名
が
わ
か
る
も
の
が

一
〇
人
あ
る
。
ま
た
、

番
長
が

一
人
み
え
る

貪
０
．
因
み
に
職
員
令
に
よ
る
と
、
左
右
府
各
四
百
人
の
兵
衛
に
対
し
て
番
長
は
そ
れ
ぞ
れ
四
人
配
属
さ
れ
て



大野,春部,上,君子,日下部,春米,船 ,茨 田修),室

鴨,違沙,丹比部,奈林

1敢 ,大伴鬱),膳,川上に),君子,多紀,館,錦都,茨田脩),室 ,矢田部

綾修),漆部,大原,尾張,軽,奈林俗I今鳥部,額田,土師(鋤 ,槍前,三野俗)

漆部,各務,丹比部,錦都,額田修),秦 ,林 ,茨 田,神

番長,安曇鳥,大原大魚,上広足,国 口牛甘,民金万呂

盛,石前,枝井,尾張,河内,宗我,日都,道守,錦都,八戸,養徳,若床

縣, 日下都

大伴,月R結

第 3表 木簡にみえる兵衛 カッコの数字は頻度数

木簡の記録内容

門 名

束二四 憾)

東三門 修)

三 F弓 (1)

北垣F月 (1)

封ヒ F弓 (1)

司ヒ 府 (1)

経輯透靱鰯麹鰯麹
い
る
か
ら
、
番
長

一
人
は

一
〇
〇
人
の
兵
衛
集
団
を
統
轄
す
る
形
に
な
っ
て
い

る
。
集
解
の
釈
、
古
記
両
説
に
よ
る
と
、
番
長
は
四
〇
〇
人
の
兵
衛
の
中
か
ら

選
ば
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
記
事
内
容
に
た
ち
い
っ
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
西

官
と
は
ど
の
よ
う
な
場
所
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
門
部
が
官
城

一
二
大

門
を
、
衛
門
と
衛
士
が
中
門
を
防
守
す
る
の
に
対
し
て
、
兵
衛
が
禁
守
す
る
の

は
閤
門
（内
門
）
す
な
わ
ち
内
一異
の
門
で
あ
る
か
ら
、
西
官
は
内
一異
な
い
し
そ
れ

に
準
ず
る
施
設
で
あ

っ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
（職
員
令
、
宮
衛
令
集
解
官
閤

門
条
諸
説
、
同
奉
勅
夜
開
門
条
古
記
所
引
八
一
例
）。　
と
こ
ろ
で
、　
西
宮
の
文
献
資

料
と
し
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
『
続
日
本
紀
』
に
は
、
西
官
は
称
徳

朝
に
限

っ
て
み
ら
れ
る
宮
殿
名
で
あ
る
。
神
護
景
雲
四
年
八
月
称
徳
天
皇
は
西

官
寝
殿
で
崩
御
し
た
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
神
護
景
雲
元
隼
四
月

あ
ら
た
に
峻
工
し
た
東
院
玉
殿
と
な
ら
ぶ
重
要
な
施
設
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
の
ほ
か
、
平
城
宮
の
西
宮
か
否
か
は
確
か
で
は
な
い
が
、
正
倉
院
文
書

の
中
に
長
官
宮
の
天
平
感
宝
元
年
五
月
二

一
日
宣
に
よ

っ
て
、
文
殊
師
利
問
経

一
部
二
巻
を
西
宮
に
奉
請
す
る
記
事
が
み
え
る
の
で
あ
る
３
大
日
本
古
文
圭
ｇ

二
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四
の
一
八
一●
。
ま
た
天
長
二
年
宣
勅
に
よ
り
、
平
城
上
皇
（天
長
元
年
崩
御
）
の
親
王
ら
に
平
城
西
官
の
使
用
を
許
し
た
と
あ
る
記
事

（類
乗
符
宣
抄
巻
一０
は
、
大
同
四
年
以
降
崩
御
ま
で
の
一
五
年
間
平
城
上
皇
が
御
在
所
と
し
た
平
城
官
を
理
解
す
る
上
で
重
要
で
あ
る

ば
か
り
で
は
な
く
、
平
城
宮
の
歴
史
を
通
じ
て
西
官
が
存
在
し
た
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
史
料
と
し
て
注
目
に
価
す
る
。

ま
た

『
続
日
本
紀
』
養
老
元
年
四
月
条
に
は
、
西
朝
な
る
施
設
が
み
え
、
こ
こ
に
天
皇
が
出
御
し
て
大
隅

。
薩
摩
の
隼
人
ら
が
風
俗

の
歌
舞
を
奏
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
西
官
に
関
連
し
て
併
せ
て
参
考
に
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
以
上
の
文

献
に
み
え
る
西
官
が
い
ず
れ
も
同

一
の
特
定
施
設
を
指
し
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
『
続
日
本
紀
』
に
み
え
る
東
院

。
東
官

・
中

官
な
ど
と
な
ら
べ
て
考
え
る
な
ら
、
西
官
は
平
城
官
の
な
か
で
西
に
位
置
し
た
内
一異
な
い
し
内
一異
に
準
ず
る
施
設
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
位
置
関
係
で
よ
ば
れ
た
官
殿
名
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
自
体
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
時

期
に
よ
り
異
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
天
皇

・
皇
后

・
夫
人

・
太
上
天
皇

・
皇
太
后

・
皇
太
子
な
ど
が
同
時

に
存
在
す
る
時
期
に
は
と
く
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
別
個
の
官
を
造
営
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
平
城
官
内
と

は
限
ら
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
い
く
つ
か
は
官
内
に
つ
く
ら
れ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
西
官
関
係
の
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
の
は
い
わ
ゆ
る
第
二
次
内
裏
地
区
内
で
あ
る
。
方
八
町
の
平
城

官
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
東
に
偏

っ
た
地
域
で
あ
る
。
し
か
も
、
木
簡
を
発
見
し
た
遺
構
は
濤
な
ど
と
ち
が
い
土
壊
で
あ
る
か
ら
、
廃

棄
し
た
当
初
と
比
べ
て
遺
物
の
移
動
は
あ
り
得
る
は
ず
が
な
く
、
ま
た
か
つ
て
こ
の
木
筒
が
使
わ
れ
た
場
所
も
そ
の
近
く
に
あ
る
と

解
す
る
の
が
も
っ
と
も
自
然
で
あ
る
か
ら
、
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
土
羨
の
近
傍
に
西
官
を
予
想
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
第

二
次
内
裏
と
よ
ん
で
い
る
も
の
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
木
簡
が
作
成
さ
れ
た
時
点
、
す
な
わ
ち
天
平
末
年
前
後
に
お
い
て
西
官
と
よ



木簡の記録内容

ば
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

方
八
町
内
の
東
に
位
置
す
る
第
二
次
内
一異
地
区
か
ら
西
宮
の
本
簡
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
こ
数
年
来
の
方
八
町
外
の
東
域
部

の
調
査
結
果
と
併
せ
考
え
る
と
極
め
て
興
味
あ
る
事
実
な
の
で
あ
る
。
調
査
成
果
に
よ
れ
ば
、
平
城
宮
東
面
築
地
大
垣
は
こ
れ
ま
で

の
推
定
線
か
ら
約
二
五
〇
ｍ
東
に
よ
っ
た
線
上
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
だ
け
官
域
は
大
き
か
っ
た
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
少
な
く
と
も
養
老
神
亀
年
間
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
れ
ま
で
の
推
定
以
上
に
拡
大
し
た
平
城
官
を
想
定
で
き
る
の
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
拡
が
っ
た
地
域
に
、
『
続
日
本
紀
』
に
み
え
る
東
院
。
東
院
玉
殿
。
東
宮
な
ど
が
所
在
し
た
こ
と
も
出
土
遺
物
類
の
特
殊
性

か
ら
考
え
て
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
平
城
宮
を
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
こ
の
東
域
部
に
対

し
て
西
に
位
置
す
る
第
二
次
内
裏
地
区
が
西
官
と
よ
ば
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
重
一要
で
あ
る
か
ら
、
今
後
の

発
掘
調
査
を
ま
っ
て
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
、
い
ま
は
以
上
の
ご
と
き

一
応
の
見
通
し
を
の
べ
る
に
と
ど
め
た
い
。

西
官
の
開
な
い
し
施
設
と
し
て
木
衝
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
南
門

・
角
門

。
東

一
・
二

・
三
聞

・
北
門

・
北
短
開

・
北
府

な
ど
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
さ
き
に
も
少
し
ぶ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
西
官
の
い
わ
ゆ
る
内
門
に
比
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「外
門
、

謂
最
外
四
面
十
二
大
門
也
、
主
当
門
司
、
謂
聞
都
也
、
其
中
門
、
謂
衛
門
与
圭衛
士
・共
防
守
也
、
開
始
著
ツ籍
此
開
也
、
内
門
、　
謂
兵

衛
主
当
開
之
也
」
（宮
衛
令
集
解
宮
閤
閑
条
古
記
）な
ど
の
資
料
か
ら
、
宮
城
は
内
裏
を
中
心
に
内
開
（閤
門
）、
中
門
（官
門
）、
外
門
（宮
城

門
）
の
三
重
の
門
壁
に
か
こ
ま
れ
る
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
内
裏
の
内
門
は
兵
衛
が
守
衛
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
外
門
が
宮
城

一
二
門
で
あ
る
こ
と
は
問
題
が
な
い
が
、
中
門

・
内
閣
が
ど
う
い
う
も
の
か
は
、
平
安
宮
で
は
内
裏
を
二
重
に

囲
む
建
礼
門

一
郭

・
承
明
門

一
郭
が
こ
れ
に
相
当
す
る
よ
う
で
あ
り
、
平
城
官
の
場
合
は
、
第
二
次
内
裏
地
区
に
つ
い
て
い
う
な
ら
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ば
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
一異
を
囲
む
内
郭
築
地
回
廊
お
よ
び
そ
の
外
ま
わ
り
に
大
極
殿

を
ぶ
く
め
て
と
り
こ
む
外
郭
築
地
が
そ
れ
ぞ
れ
内
門

一
郭

・
中
門

一
郭
に
当
る
と
判
断
さ
れ
る
。
兵
衛
は
そ
の
築
地
回
廊
に
開
か
れ

た
内
門
を
防
衛
し
た
も
の
と
お
も
わ
れ
、
問
題
の
木
簡
が
内
郭
と
外
郭
の
間
か
ら
発
見
さ
れ
た
こ
と
も
偶
然
で
は
な
か
ろ
う
。

南
門
は
西
宮
の
正
門
で
あ
ろ
う
。
角
門
は
本
簡
に
は
南
門
と
と
も
に
記
載
さ
れ
、
兵
衛
の
員
数
も
両
者
あ
わ
せ
て
通
計
し
て
い
る

か
ら
、
南
門
近
く
で
（そ
の
東
寄
り
か
）南
面
し
た
腋
門
で
あ
ろ
う
（豊
免
↓
。

東
側
に
は
、
三
門
が
開
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、

東

一
・
二

・
三
と
あ
る
の
は
南
か
ら
北

へ
番
づ
け
し
た
も
の
で
あ
る
。
東

一
・
二
門
が
同

一
の
木
簡
に
併
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し

（空

免
〒

宍

生
全

二
皇
生
天
）、
東
三
門
は
北
門
、
北
府
と
同
じ
木
簡
に
み
え
る
か
ら
で
あ
る
（
一８
）。
北
門
は
南
門
に
対
す
る
も
の

で
、
北
側
に
は
角
門
は
み
あ
た
ら
な
い
。
北
短
門
は
、
令
制
で
い
う
と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
理
聞
で
あ
り
、
宮
衛
令
に
よ
る
と
夜
間
は

外

。
中

・
内
の
各
門
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

一
個
所
の
開
だ
け
を
開
き
、
姫
を
焚
い
て
人
々
の
出
入
を
監
察
し
た
と
あ
り
、
そ
の
門

が
理
門
と
よ
ば
れ
た
。
北
矩
門
と
い
う
表
記
か
ら
、
西
官
は
北
門
を
理
門
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
北
府
は
西
宮
禁
衛
の
兵
衛
の
詰
所

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
諸
聞
府
は
木
簡
の
記
載
法
か
ら
お
よ
そ
次
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す

門名  兵衛員数

南 開 34
角 門 22
東一門 22447(ω
拐ミ三二F月  1 4 4 4 6

東三門 65+α
】ヒ  F弓  2

引ヒ  冴子 2

】ヒ咆目F耳  12

第 4表 兵衛員数表

連 木 限   な
し 簡 ら 以 わ
て 出 れ 上 ち
注 土 て の  ｀

日 の い ご (1)

さ 土 る と 南
れ 壊 と く 門
る  が  い  木  と
こ 第 う 簡 角
と 二 特 に 関
で 次 徴 記

｀

あ 内 が 載 (2)

る 裏 あ さ 東°
地 り れ 一

あ 区  ｀
て 門

え の 西 い 。

て 外 門 る 東
臆 郭 は 聞 二
測 の ま 府 門
す 東  つ は  ｀

る 】ヒ た  ｀
(3)

な 隅 く 西 東
ら に み 官 三
ば 位 あ の 開｀

置 た 南  ・
西 し ら ・ 北
F弓   ¬こ  たR  】ヒ  F弓
関 い い と ・
係 る °

東 北
の こ そ 側 府
も と の の で
の と こ も あ
が  も と の る
な 関 は に  °



木簡の記録内容

い
こ
と
は
左
兵
衛
府
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
延
喜
左
右
衛
府
式
に
よ
る
と
、
平
安
宮
城

一
四
門
の
う
ち
、
未

雀
（南
正
面
▼

偉
鑑
（北
正
面
）
の
二
聞
は
左
右
府
が
相
共
に
あ
る
い
は
交
替
に
衛
る
の
に
対
し
、
残
り

一
二
門
は
左
右
府
が
そ
れ
ぞ
れ

六
門
ず
つ
を
う
け
も
ち
、
東
半
の
開
は
左
府
が
、
西
半
は
右
府
が
守
衛
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
参
照
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
各
門
に
分
配
さ
れ
て
い
る
兵
衛
の
員
数
を
み
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
第
四
表
の
ご
と
く
で
あ
る
。
事
例
は
必
ず
し
も
充
分

で
は
な
く
、
ま
た
各
門
に
つ
い
て
員
数
の
出
入
が
か
な
り
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
東

一
門
の
場
合
、
二
人

・
四
人

・
六
人
の
幅
が
あ

る
。
た
だ
し
例
数
の
多
い
員
数
は
東

一
門

。
東
二
聞
で
は
四
人
で
あ
り
、
各
門
に
つ
い
て
も
お
よ
そ
の
傾
向
は
う
か
が
わ
れ
る
。
南

門
と
角
間
で
六
人
、
東

一
門

。
東
二
聞
が
各
四
人
、
東
三
門
が
六
人
、
北
門

。
北
府
が
各
二
人
と
し
て
、
計
二
四
人
の
兵
衛
が
西
宮

の
東
半
部
分
の
問
の
守
衛
に
つ
い
た
員
数
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
夜
間
守
衛
は
そ
の
半
数
の
一
二
人
の
例
が
知
ら
れ
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
い
っ
た
い
、
こ
の
西
宮
兵
衛
の
木
簡
は
い
か
な
る
目
的
で
記
録
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
毎
日
の
西
官

諸
門
を
守
る
兵
衛
を
わ
り
ふ
る
た
め
に
も
こ
の
よ
う
な
記
録
は
必
要
と
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
れ

に
特
殊
な
目
的
の
あ
っ
た
こ
と
が
片
々
と
で
は
あ
る
が
、
「朝
夕
料
女
九し
、
「食
司
日
下
都
太
万
呂
状
ス
一ｏｅ
な
ど
の
記
事
か
ら
う
か

が
わ
れ
る
。
朝
夕
料
は
い
う
ま
で
も
な
く
常
食
料
で
あ
り
、
食
司
は
い
わ
ば
兵
衛
の
食
料
事
務
担
当
官
で
あ
ろ
う
か
ら
、
何
ら
か
兵

衛
の
食
料
に
関
し
て
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
一
括
資
料
に
は
、
「飯
請
女
九四）、
理
甫
御

食
」
（晉
一一）
に
は
じ
ま
る
兵
衛
の
食
料
（飯
）請
求
文
書
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
記
事
か
ら
判
断
す
る
と
、
西
宮
某
門
で
は
じ
ま
る
も
の
も
単
に
兵
衛
を
諸
門
に
分
配
す
る
だ
け
の
記
録
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
来
月
某
日
開
衛
に
つ
い
た
兵
衛
の
食
料
を
い
ず
れ
か
へ
請
求
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
記
録
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
に
い
う
食
料
と
は
、
実
際
に
内
門
の
守
衛
に
つ
い
た
兵
衛
に
汁
し
て
支
給
さ
れ
る
飯

（朝
夕
料
）
で
あ
ろ
う
。
兵
衛
に
は
い
わ

ば
生
活
給

（米
）
と
し
て

一
般
官
人
に
広
く
支
給
さ
れ
る
月
料
、
あ
る
い
は
大
同
四
年
四
月

一
日
格
に
み
え
る
番
上
根

（日
一
升
）
の
ご

一
〇

と
き
食
料
が
与
え
ら
れ
た
と
お
も
わ
れ
、
問
題
の
兵
衛
の
食
料
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
月
料

。
番
上
根
な
ど
の
給
米
は
宮
内
省
大
炊
寮
が
行
な
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
木
簡
の
食
料
請
求
が
直
接
大
炊
寮
に
あ

て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
或
い
は
兵
衛
本
府
が
翌
月
分
を
予
定
し
て

一
括
し
て
大
炊
寮
か
ら
さ
き
に
う
け
と
っ
て
い
る
も
の

（延
喜
太
政
官
式
な
ど
）
に
対
し
て
、
西
宮
門
衛
の
兵
衛
が
請
求
し
た
も
の
か
は
な
お
明
ら
か
で
な
い
が
、
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
後
者
の

可
能
性
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
木
簡
で
は
兵
衛

一
般
で
は
な
く
、
西
官
の
兵

衛
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
を
発
見
し
た
地
点
は
い
わ
ゆ
る
第
二
次
内
裏
の
外
郭
で
あ
り
、
こ
の
西
官
兵
衛
の
木
簡
を
処

理
し
た
と
こ
ろ
は
、
宮
内
省
大
炊
寮
で
も
兵
衛
の
本
府
（左
兵
衛
府
か
）そ
の
も
の
で
も
な
く
、
西
官
東
半
部
分
警
衛
の
任
務
を
も
つ
兵

衛
詰
所
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
西
宮
兵
衛
関
係
の
記
録
以
外
に
、
こ
の
地
点
か
ら
兵
衛
本
府
が
兵
衛
と
推
定
で
き
る
牟
儀
猪
養
を

召
喚
し
て
い
る
文
書
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
釜
Ｃ
、
こ
れ
を
う
け
と
っ
た
と
こ
ろ
と
し
て
、
兵
衛
詰
所
の
ご
と
き
も
の
を
想
定
す
る

の
が
も
っ
と
も
ぶ
さ
わ
し
い
こ
と
も
右
の
推
定
を
た
す
け
よ
う
全
〒

≡
（も
そ
の
関
連
史
料
）。

そ
れ
な
ら
ば
問
題
の
木
簡
は
こ
の
詰
所
に
対
し
て
、
例
え
ば
西
宮
の
開
衛
に
分
配
さ
れ
た
兵
衛
が
そ
の
日
の
朝
夕
料
を
請
求
し
た

ご
と
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
資
料
の
の
こ
り
方
か
ら
い
え
ば
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
有
力
の
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
食
料

を
請
求
し
て
い
る
３
ｏ
の
「食
司
」
は
西
官
兵
衛
詰
所
の
食
料
担
当
官
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
か
ら
、
食
料
は
や
は
り
詰
所
か
ら

本
府
（あ
る
い
は
大
炊
寮
か
）
に
対
し
て
請
求
し
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
と
す
る
と
、
こ
の
木
簡
が
請
求
先



木簡の記録内容

で
は
な
く
支
給
を
も
と
め
た
側
に
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
が
、　
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
本
府
が
食
料
を
支
給
す
る

際
に
、
そ
れ
が
誰
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
問
題
の
請
求
伝
票
を
食
料
に
つ
け
て
も
ど
し
た
も
の

と
解
し
て
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
つ
ぎ
に
門
衛
に
あ
た
る
兵
衛
が
ど
の
よ
う
な
形
で
勤
務
に
つ
い
た
の
か
を
以
下
若
千
、
ま
ず
文
献
資
料
を
通
し
て
考
え
、

つ
い
で
そ
の
こ
と
に
関
し
て
木
簡
資
料
か
ら
推
測
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
。
兵
衛
は
史
生

・
舎
人
な
ど
と
共
に
、
い
わ
ゆ
る

分
番
官

（内
分
番
）
で
あ
る
か
ら
、
月
い
っ
ぱ
い
で
は
な
く
、
そ
の
う
ち
の
何
日
か
を
動
務
す
る
の
が
令
制
の
た
て
前
で
あ
っ
た
。
考
課

令
内
外
初
位
条
に
よ
る
と
、
分
番
官
が
考
課
の
対
象
に
な
る
年
間
の
必
要
日
数
は
、
長
上
官
の
二
四
〇
日
に
対
し
て

一
四
〇
日
で
あ

る
か
ら
、
月
に
平
均
し
て
出
勤
日
数
は

一
二
日
以
上
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
分
番
官
の
中
で
兵
衛
の
み
は
、
職
事
官
が
位
階

に
応
じ
て
与
え
ら
れ
る
季
藤
支
給
の
対
象
に
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
必
要
日
数
は
半
年
で
日
夜
各
八
〇
以
上
と
な
っ
て
い
る
か
ら
（月
平

均
日
夜
一
四
日
以
上
）、
兵
衛
の
上
日
数
は
こ
の
条
文
に
規
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（禄
令
兵
衛
条
）。
尚
こ
の
条
文
の
古

記
に
よ
っ
て
大
宝
令
文
で
は

「
日
夜
各

一
百
以
上
」
と
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
養
老
令
で
こ
れ
が
八
〇
以
上
と
改
め
ら
れ
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
兵
衛
は
内
舎
人
と
と
も
に

″
宿
衛
の
人
″

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
日
勤
だ
け
で
な
く
夜
勤

・
宿
衛
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
点
が
ほ
か
の
官
人
の
勤
務
と
異
な
る
点
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
上
日
数
を
か
ぞ
え
る
際
に
も
日
勤
と
夜
勤
を
通
計
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
節
日
、
会
集
な
ど
の
日
に
は

上
番

・
下
番
を
と
わ
ず
参
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（同
条
集
解
古
記
）。

二

一
般
に
分
番
官
と
い
わ
れ
る
官
人
の
勤
務
に
は
、
番
を
編
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
交
互
に
任
務
に
つ
く
方
法
が
と
ら
れ
た
。
Ａ
番
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が

一
定
期
間
勤
務
に
つ
く
と
、
つ
ぎ
の
期
間
は
Ｂ
番
が
就
務
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
実
際
に
は
し
か
し
分
番
雑
任
が
非
番
な
し

の
動
務
を
行
な
っ
た
事
例
は
、
正
倉
院
文
書
中
に
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
内
裏
守
衛
と
い
う
任
務
を
も

つ
兵
衛
の
人
員
は
毎
日

一
定
数
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
兵
衛
の
番
編
成
は
厳
格
に
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

職
員
令
に
よ
る
と
兵
衛
府
の
場
合
は
左
右
各
四
つ
の
番
盆
○
○
人
単
位
）が
、
番
長
に
統
率
さ
れ
て
交
替
に
任
務
に
つ
く
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
宮
衛
令
兵
衛
々
士
条
に
は

「九
兵
衛
々
士
上
番
、
衛
土
上
番
、
謂
自
〓本
国
一初
上
者
、
皆
須
下検
者
い正

身
一然
後
奏
聞
こ

と
あ
り
、　
衛
士
は
本
国
よ
り
は
じ
め
て
上
番
し
た
時
に

一
度
だ
け
奏
聞
す
る
の
に
対
し
て
、　
兵
衛
は
番
を
組
む
た

び
に
奏
聞
す
る
の
で
あ
る
（同
条
集
解
諸
説
）。
ま
た
同
令
官
閤
門
条
は
官
人
が
官
門
（中
門
）
以
内
に
入
る
場
合
に
、
前
も
っ
て
衛
府
に

通
知
し
、
入
る
門
に
籍
（名
札
）
を
つ
け
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
だ
が
、
こ
の
条
文
の
末
尾
の
注
に

「宿
衛
人
准
レ此
」
と
あ
り
、

内
舎
人

・
兵
衛
も
ま
た
門
籍
を
著
す
規
定
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
い
ま
興
味
を
惹
く
の
は
、
門
籍
は
同
条
文
に
よ
る
と

「毎
月

一
日
、
十
六
日
、
各

一
換
籍
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

開
籍
を
毎
月

一
日
と

一
六
日
に
換
え
る
こ
と
は
、　
内
一異
へ
の
出
入
を

厳
格
に
す
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
延
喜
近
衛
府
式
に

「九
毎
月

一
日
十
六
日
具
録
〓当
番
近
衛
歴
名
一、
次
官
己
上
奏
進

（中
略
）余
府
准
ツ此
」
と
あ
り
、
さ
き
に
兵
衛
の
上
日
数
が
半
月
ほ
ど
で
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
と
併
せ
考
え
る
と
、
こ
の
両
国
に
は
ま

た
兵
衛
の
番
換
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
宮
衛
令
兵
衛
々
士
条
集
解
所
引
古
記
に

「兵
衛
者
毎
月
二
番
上
」
と
あ
る

の
は
そ
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
宮
衛
令
上
番
条
に
よ
る
と
、
番
に
つ
い
て
い
る
兵
衛
が
故
あ
っ
て
（そ
の
意
味
を
集
解
古
記
は
身
患
、
父
母
病
、
父
母
喪
恨
な
ど

と
し
、
妻
子
病
患
は
認
め
な
い
と
し
て
い
る
）
任
務
に
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
そ
の
旨
を
本
府
に
申
上
す
る
の
で
あ
り
、
た
と
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第 5表 兵衛出現頻度
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え
そ
の
時
番
に
つ
い
て
い
な
い
兵
衛
で
も
、
畿
外
出
身
兵
衛
は
私
家
に
帰
る
こ
と
は
普
通
に
は
許
さ
ず
、
畿
内
出
身
の
兵
衛
は
私
家

に
帰
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
他
所
に
赴
く
場
合
は
本
府
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
兵
衛
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
厳

し
い
規
制
を
加
え
て
い
る
の
は
、
内
裏
守
衛
と
い
う
兵
衛
の
任
務
か
ら
い
っ
て
当
然
の
処
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
因
み
に
豊

に
合
点
を
ぶ
し
た

「茨
田
」
の
下
に
や
や
小
さ
く

「下
」
と
あ
る
の
は
、
某
月
英
日
、
西
官
南
関
の
守
衛
に
予
定
さ
れ
て
い
た
茨
田
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え
る
兵
衛
が

一
四
姓
に
お
よ
ぶ
こ
と
は
、
全
て
が
そ
う
で
な
い
に
し
て
も
、
あ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
あ
る
時
期
の

一
番
の
兵
衛
に

関
す
る
記
録
で
あ
る
可
能
性
を
考
え
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
表
に
よ
れ
ば
ま
た
、
川
上
は
東

一
門
の
問
衛
と
し
て
四
回
、
三
野
は

東
二
門
に
三
回
み
え
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
兵
衛
が
特
定
の
開
衛
に
固
定
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る

一
方
、
錦
部
の
ご
と
き

は
木
簡
ご
と
に
別
な
門
に
割
り
ぶ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
も
興
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
同
姓
必
ず
し
も
同

一
人
と
限
ら

な
い
こ
と
は
空
に
茨
田
が
二
人
い
る
例
か
ら
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
茨
田
の
所
見
が
も
っ
と
も
多
く
八
例
を
か
ぞ
え
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
同
姓
は

一
応
同

一
人
と
み
た
い
の
で
あ
る
。
ま
た
さ
き
に
ふ
れ
た
が
、
西
官
各
門
の
守
衛
に
つ

く
兵
衛
の
員
数
は
第
四
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
か
な
り
の
出
入
り
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
事
例
の
多
い
も
の
を
と
る
と
昼
間
が
合
計
し

て
二
四
人
ほ
ど
で
、
夜
間
が
そ
の
半
数
の

一
二
人
で
あ
る
。
こ
の
両
方
を
あ
わ
せ
た
人
数
が
西
宮
東
半
部
の
諸
門
の
守
衛
に
つ
い
た

兵
衛
の
員
数
と
考
え
ら
れ
、
し
た
が

っ
て
西
宮
兵
衛
の

一
番
の
兵
衛
の
員
数
は
い
く
ら
多
く
見
積

っ
て
も
五
〇
人
を
こ
え
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
閤
門
の
守
衛
員
数
を
規
定
し
た
も
の
は
見
当
ら
な
い
の
で
、　
一
般
例
か
ら
み
て

こ
の
西
宮
の
守
衛
員
数
が
多
い
の
か
少
な
い
の
か
判
断
し
難
い
が
、
延
喜
近
衛
府
式
に
閤
門
を
開
く
に
あ
た
っ
て
閤
門
は
近
衛
五
人
、

腋
門
は
三
人
が
あ
た
る
と
あ
る
条
文
が
参
考
に
な
り
、
西
官
諸
門
の
守
衛
員
数
は
む
し
ろ
こ
れ
に
近
い
こ
と
が
わ
か
る
。
職
員
令
に

は
兵
衛
府
は
左
右
と
も

一
〇
〇
人
単
位
の
四
番
か
ら
な
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
内
一異
の
開
衛
に
関
し
て
は
、
お
よ
そ

五
〇
人
ほ
ど
の

一
隊
が
こ
れ
に
あ
た
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
、
神
亀
五
年
に
設
置
さ
れ
た
中
衛
府
が
三
〇
〇
人
の

中
衛
に
対
し
て
六
人
の
番
長
を
お
き
、　
一
番
五
〇
人
の
編
成
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
も
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
付
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
木
簡
が
作
成
さ
れ
た
時
点
、
す
な
わ
ち
天
平
末
年
頃
に
は
内
裏
守
衛
宿
衛
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の
任
務
を
も
つ
も
の
は
兵
衛
府
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
神
亀
五
年
八
月
藤
原
氏
の
策
動
に
よ
っ
て
つ
く
ら

れ
た
中
衛
府
（゙

大
同
二
年
右
近
衛
府
）が
あ
り
、
さ
ら
に
早
く
慶
雲
四
年
七
月
に
は
授
刀
舎
人
寮

（予
天
平
宝
字
三
年
授
刀
衛
゛
天
平
神
護

元
年
近
衛
府
↓
大
同
二
年
左
近
衛
府
）
が
設
置
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
む
し
ろ
兵
衛
府
以
上
に
実
質
上
、
内
一異
守
衛
の
重
要
任
務
を
負
わ
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
兵
衛
府
そ
の
も
の
は
両
者
に
対
し
て
従
属
的
な
地
位
に
お
と
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
徒
¨

こ
の
三
者
が
内
裏
な
い

し
そ
れ
に
準
ず
る
施
設
の
守
衛
に
ど
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
複
数
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
守
衛
し

た
場
所
に
は

一
定
の
性
格
づ
け
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
天
平
末
年
の
時
点
で
兵
衛
が
守
っ

た
西
官
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
が
あ
ら
た
め
て
間
わ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
後
考
に
ま
ち
た
い
と
思
う
。

な
お
、
壱
に
は
松
原
草
除
充
夫

一
七
人
の
領
と
し
て
中
衛

一
人
が
あ
た
っ
た
こ
と
が
み
え
る
。

最
後
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
土
壊
出
土
の
木
簡
で
西
官
兵
衛
の
食
料
請
求
伝
票
以
外
に
兵
衛
に
関
す
る
資
料

が
相
当
数
に
の
ぼ
る
こ
と
で
あ
る
。
吾

・
垂

ｏ
異
に
つ
い
て
は
さ
き
に
述
べ
た
が
、
き

。
査

・
奢
、
室
に
は
右
兵

・
右
兵
衛
府

・
衛

府
な
ど
と
あ
り
、　
ま
た
宍
（道
守
臣
老
）
。
吝
（大
伴
）
・
全
（檜
前
舎
人
倭
麻
呂
）
上
三
（川
上
足
棒
）
二
震
（養
徳
）
は
い
ず
れ
も
西
官
守
衛

の
兵
衛
に
あ
が
っ
て
い
る
人
名
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
彼
ら
兵
衛
個
人
の
解
状

・
書
つ
け
の
断
片
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
と
に
き
の

大
伴
は
月
借
銭
の
証
人
で
あ
り
、
借
銭
を
し
た
の
は
お
そ
ら
く
同
僚
の
兵
衛
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
興
味
あ
る
資
料
で
あ
る
。
こ

の
ほ
か
、
兵
衛
の
姓
を
示
す
と
お
も
わ
れ
る
断
片
類
が
相
当
あ
る
こ
と
も
参
考
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
加
え
る
と
、

こ
の
上
壊
出
上
の
文
書
と
分
類
で
き
る
も
の
の
中
で
は
兵
衛
関
係
資
料
は
圧
倒
的
な
比
重
を
占
め
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
い
っ

そ
う
こ
の
記
録
が
西
宮
兵
衛
の
詰
所
に
か
か
わ
る
記
録
で
あ
る
こ
と
を
一異
づ
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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Ｄ
　
つ
　
　
け
　
　
札

律
令
国
家
の
中
央
財
政
は
、
全
国
の
百
姓
が
人
別
に
負
担
す
る
調
庸
物
を
基
本
に
し
て
、　
年
料
香
米
（白
米
▼

交
易
進
上
物
な
ど

租
税
と
し
て
の
各
地
か
ら
の
貢
進
物
に
よ
っ
て
多
く
支
え
ら
れ
た
。
木
衝
の
つ
け
札
の
な
か
に
は
、
こ
れ
ら
の
中
央
政
府
に
納
入
さ

れ
た
各
種
の
租
税
物
資
に
つ
け
た
荷
札
が
あ
る
。
こ
の
種
の
荷
札
の
総
点
数
は
、　
一
七

一
点
に
の
ぼ
る
（ＰＬ
．３
・
４
・
３４
１
７０
）。
租
税

の
種
類
か
ら
そ
の
内
訳
を
み
る
と
、
調
七
五
点

・
中
男
作
物
九
点

・
雑
役
三
点

・
贄
四
六
点

・
呑
米
（白
米
）
七
点

・
交
易
物
（麦
ゴ
一

点

・
蘇

一
点

・
租
税
の
種
類
が
明
記
さ
れ
な
い
も
の
五
点

・
断
簡
で
不
明
の
も
の
二
三
点
で
あ
る
。
貢
進
物
の
品
目
で
は
、
綿

・
鍬

を
は
じ
め
、
塩

。
若
海
藻

。
伊
祗
須

・
小
擬

・
海
松

・
綾

・
堅
魚

・
鯖

・
赤
魚

・
佐
米

・
須
須
岐

・
宇
波
加

・
鮒

。
多
比
締

・
水
母

な
ど
の
海
産
類
、
白
米

。
大
麦

・
麦

。
政
の
雑
穀
、
調
味
料
、
胡
桃
子
、
特
殊
な
も
の
で
は
生
蘇

・
檜
木
貨
が
あ
る
。
こ
の
中
で
質

量
と
も
に
多
く
を
占
め
る
の
が
塩
を
は
じ
め
と
す
る
海
産
物
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
お
よ
そ
木
札
を
ど
の
よ
う
な
貢
進
物
に
つ
け

る
の
か
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
従
来
文
献
資
料
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
贄
物
の
多
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
、
ま
た
今

回
報
告
す
る
も
の
で
は
庸
が
み
あ
た
ら
な
い
の
も
注
目
さ
れ
る
点
で
あ
る
。

貢
進
国
は
、
志
摩

・
尾
張

・
参
河

・
遠
江

。
駿
河

・
伊
豆

・
甲
斐

・
武
蔵

・
上
総

・
下
総

・
常
陸

・
近
江

・
若
狭

・
越
前

・
越
中

。
但
馬

・
伯
者

・
出
雲

・
隠
岐

・
美
作

・
備
前

・
備
中

。
備
後

・
周
防

。
長
門

・
紀
伊

・
阿
波

・
讃
岐

・
伊
予

・
筑
前

・
筑
後

・
肥

前

・
肥
後

・
豊
前

・
豊
後
の
三
五
個
国
に
お
よ
ぶ
（第
六
表
）。
東
海
道
が
ほ
と
ん
ど
の
国
を
尽
し
最
遠
限
の
常
陸
を
含
む
の
に
対
し
、

東
山
道
が
近
江

一
国
で
あ
る
の
は
、
貢
進
物
が
多
く
海
産
物
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
注
意
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
ま
た
北

陸
道
は
越
中
、
南
海
道
は
伊
予
ま
で
が
貢
進
国
の
遠
限
を
な
し
て
い
る
。
な
お
、
西
海
道
諸
国
の
貢
進
物
は
綿
で
あ
っ
て
、
後
に
述



木簡の記録内容

べ
る
よ
う
に
他
と
は
よ
う
す
が
違

っ
て
い
る
。
因
み
に
第
六
表
に
賦
役
令
集
解
古
記
所
引
民
都
式
と
延
喜
民
都
式
に
み
え
る
各
道
ご

と
の
近
中
遠
国
の
分
類
と
木
簡
の
貢
進
国
を
表
示
し
て
お
い
た
。
こ
の
貢
進
物
荷
札
は
奈
良
時
代
に
お
け
る
海
産
物
貢
進
地
の
範
囲

の
実
態
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

い
ま

一
つ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
五
畿
内
及
び
そ
の
近
隣
諸
国
の
貢
進
物
が
み
あ
た
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
延
喜
主
計
式
の
調
庸

物
の
内
容
規
定
が
奈
良
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ば
り
得
る
も
の
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
京
畿
内
諸
国
は
銭
の

ほ
か
席

。
薦

・
櫃

・
笥
及
び
土
器
類
を
貢
納
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
五
畿
内
が
み
あ
た
ら
な
い
の
は
今
回
報
告
す
る
荷
札
の
中

遠
江
、
駿
河
、

遠
江
、
駿
河
、

斐
太
、
信
野

飛
熙
、
信
没

越
前
、
越
中

越
前
、
加
賀
、

伯
者
、
出
要

伯
者
、
出
雲

備
中
、
備
後

備
中
、
備
後

伊
予

阿
波
、
讃
岐

伊
賀
、
伊
勢
、
尾
張
、
参
河

伊
賀
、
伊
勢
、
志
摩
、
尾
張
、
参
河

近
江
、
三
野

近
江
、
美
濃

若
狭

若
狭

丹
波
、
但
馬
、
因
幡

丹
波
、
丹
後
、
但
馬
、
因
幡

播
磨
、
備
前

播
磨
、
美
作
、
備
前

紀
伊
、
淡
路
、
阿
波
、
讃
岐

紀
伊
、
淡
路

武
蔵
、
上
総
、
下
総
、
常
陸

相
模
、
武
蔵
、
安
房
、
上
総
、
下
総
、
常
陸

上
野
、
下
野
、
陸
奥

上
野
、
下
野
、
陸
奥
、
出
羽

越
後
、
佐
渡

越
後
、
佐
渡

石
見
、
隠
岐

石
見
、
隠
岐

安
芸
、
周
防
、
長
門

安
芸
、
周
防
、
長
門

上
佐

伊
予
、
土
佐

筑
紫

筑
前
、筑
後
、由豆
前
、由豆
後
、
肥
前
、
肥
後
、
日
向
、大
限
、薩
摩

伊
豆
、
甲
斐
、
相
模

伊
豆
、
甲
斐

能
登
、
越
中

第 6表 木簡にみえる貢進国(太字)

古は古記所引民都式

延は延喜民都式

東海道
酎

東山道
麟

北陸道
購

山陰道
嚇

山陽道
附

南海道
麟

西海道
盛
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で
こ
れ
ら
の
雑
器
類
の
荷
札
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
し
か
し
今
後
に
期
待
さ
れ
る

同
種
資
料
の
増
加
を
ま
っ
て
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

尚
貢
進
物
荷
札
と
類
似
の
資
料
と
し
て
は
、
正
倉
院
御
物
中
に
伝
存
す
る
綾

・
絶

。
布
な
ど
の
調
庸
等
墨
書
銘
が
あ
る
。
国
名
の

明
ら
か
な
も
の
に
限
っ
て
八
〇
余
点
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
は
奈
良
時
代
に
お
け
る
調
庸
等
租
税
の
実
態
を
知
り
う
る
資
料

と
し
て
相
補
う
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

以
下
租
税
の
種
類
ご
と
に
若
千
説
明
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

調
　
　
　
調
と
し
て
貢
進
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
塩

・
腹

・
堅
魚

・
海
松
な
ど
の
海
産
物
類
、
そ
れ
に
綿

・
鍬
な
ど
で
あ
る
。
調
と

推
定
で
き
る
も
の
を
含
め
て
総
点
数
は
七
五
点
あ
る
。
今
回
報
告
す
る
も
の
で
は
、
綿
０
一九
占
一
・
塩
０
一八
占
一
が
多
い
。
賦
役
令
第

一
条
は
、
調
の
品
日
と
正
丁

一
人
の
負
担
量
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
絹

・
絶

・
絲

・
綿
布
な
ど
の
繊
維
製
品
を
い
わ
ば
正
調
と

し
、
鉄

・
鍬

・
塩
以
下
の
海
産
物
類
を
調
雑
物
と
あ
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
分
類
で
み
る
と
、
平
城
官
出
上
の
調
札
は
綿
を
の
で
い

て
は
す
べ
て
雑
物
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
賦
役
令
第
二
条
に
は
、
「九
調
皆
随
レ近
合
成
、
絹
絶
布
両
頭
及
絲
綿
嚢
、
具
注
〓国

郡
里
戸
主
姓
名
年
月
日
・、
各
以
三国
印
亮
之
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、　
調
物
を
輸
貢
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
が
何

人
の
負
担
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
絹

・
絶

・
布
な
ど
の
場
合
は
そ
（
両
端
に
、
糸

・
綿
な
ど
の
場
合

は
そ
れ
を
納
れ
る
嚢
に
、
そ
れ
ぞ
れ
貢
納
者
が
属
す
る
国
郡
里

・
戸
主
姓
名
及
び
貢
進
年
月
日
を
書
き
、
し
か
る
後
に
国
印
を
お
す

の
で
あ
る
。
さ
き
に
の
べ
た
正
倉
院
に
現
存
す
る
調
庸
の
綾

・
絶

。
布
に
は
、
右
の
事
項
の
ほ
か
、
さ
ら
に
貢
進
者
が
戸
主
で
な
い

場
合
は
そ
の
戸
主
姓
名
と
と
も
に
戸
口
姓
名
を
記
し
、
或
る
場
合
に
は
調
庸
専
当
国
郡
司
姓
名
を
書
く
な
ど
、
詳
細
な
記
事
が
み
え
、



木簡の記録内容

同
条
文
が
厳
密
に
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

こ
の
条
文
に
は
調
雑
物
の
処
理
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
絹
布
類
は
直
接
そ
の
も
の
に
右
の
所
定
事
項
を
記
入
し
た
の

に
対
し
て
、
鍬

・
塩

・
崚
な
ど
の
雑
物
の
場
合
は
、
便
宜
上
、
木
札
に
同
様
事
項
を
記
し
、
そ
れ
を
調
物
に
つ
け
る
こ
と
で
間
に
あ

わ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
綿
の
札
を
例
外
と
し
た
の
は
、
の
ち
に
も
触
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
貢
納
者
個
人
の
包
み
に
つ
け
た
札
で

は
な
く
、
郡
で
と
り
ま
と
め
た
折
に

一
〇
〇
屯
の
大
包
に
便
宜
と
り
つ
け
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
調
物
は
賦
役
令
第

一
条
に
明
記
さ
れ
る
ご
と
く
、
成
年
男
子
に
対
し
て
人
別
に
賦
課
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と

は
、
調
札
の
記
事
に
も
明
瞭
に
う
か
が
え
る
。
国
郡
里
名
に
つ
づ
い
て
調
物
負
担
者
が
明
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
記
載
例
に
は

Ｉ
「某
」
・
Ⅱ
「戸
主
某
」
。
Ⅲ
「戸
主
某
戸
某
」
。
Ⅳ
「戸
主
某
炉
口
某
」
な
ど
が
あ
る
が
、　
こ
の
中
で
Ⅱ
以
下
の
い
わ
ば
正
規
の
書
き

方
に
対
し
て
そ
の
省
略
形
で
あ
る
Ｉ
が
も
っ
と
も
多
い
。
こ
の
傾
向
は
、
正
倉
院
御
物
の
調
庸
物
墨
書
銘
に
も
う
か
が
え
る
こ
と
で

あ
る
。
と
こ
ろ
く
例
外
的
に
こ
の
よ
う
に
負
担
者
個
人
を
明
記
し
な
い
も
の
が
あ
る
。
調
鍬
の
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
全
三
―
一一琶
）。

そ
れ
は

「某
郷
調
鍬
」
「某
郡
調
鍬
」
と
記
さ
れ
、
い
ず
れ
も
鍬

一
〇
回
の
つ
け
札
で
あ
る
。
正
丁

一
人
の
負
担
口
数
は
賦
役
令
に
よ

る
と
三
口
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
係
な
く
便
宜
上

一
〇
口
に
ま
と
め
て
貢
進
し
た
も
の
で
あ
る
。
因
み
に
賦
役
令
第
二
条
の
規
定
に

関
連
し
て
い
う
な
ら
ば
、
調
札
そ
の
他
の
貢
進
つ
け
札
類
を
通
じ
て
う
か
が
え
る
国
郡
郷
里
の
表
記
は
、
第
七
表
に
示
し
た
よ
う
に
、

霊
亀
元
年
以
前
は

「国
郡
里
」、
そ
れ
以
降
天
平

一
二
年
ま
で
が

「国
郡
郷
里
」、
そ
れ
以
後
が

「国
郡
郷
」
と
す
る
定
説
に
お
よ
そ

一
致
す
る
。
但
し
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
召
四
・
空
七
の
よ
う
に
天
平

一
八

・
九
年
の
も
の
が

「国
郡
里
」
と
表
記
さ
れ

て
い
る
点
は
、
若
千
注
意
さ
れ
る
点
で
あ
る
。



総 説

第
七
表

木

簡

に
み
え

る
郷
名

一
覧

和
　
具

名
　
錐

番
　
賀

贄

代

富
　
具

新

木

〔析
島
〕

〔篠
島
〕

篠

束

大
　
壁

普

見

棄
　
妾

〓
一　
島

□
　
日

川
　
面

余
　
一戸

白
　
浜

健
　
田

年

　

月

　

日

木

簡

番

号

上 上 武 武 伊 伊 伊 駿 参 参 参 参 参 尾 尾 尾 志 志

総 総 蔵 蔵 豆 豆 豆 河 河 河 河 河 河 張 張 張 摩 摩

朝 安 男 男 賀 賓 田 右 渥 宝 幡 幡 額 智 智 智 英 答

夷 房 余 粂 茂 茂 方 度 美 飲 豆 豆 田 多 多 多 虞 志

野 朝 花

間 倉 井

OO

安 安
房 房
国 国

天
平
十
七
、
九
、

神
亀
　
四
、
十
、
　

七

天
平
元

天
平
元
、
　

十
、
十
九

四
〇
ハ

〓
獨
四

一一
一九

〓一一一〇
一一
一〈

四
工木

三奎
ほ
か
九
点

〓畜
ほ
か

一
三
点

二五
六

二
二
四

二
四
一

【
〓
〇

二
四
二

因
〓
ハ

四
〇
〓

瀬
Φ
四

〓
三
七

三
〓
八
・
一〓
一丸

○○○○○○
新
城

Ｏ
刊
本
新
島

×ＯＯＯＯ
吉
妾

○×○

刊
本
川

原

×

天
平
十
八
、
九
、
　

十

天
平
十
八
、
十

天
平
十
八
、
十

一

天
平
十
八
、
十

一

天
平
十
七
、
　

十

天
平
十
七
、
　

十



木簡の記録内容

備 備 備 備 美 隠 伯

前 前 前 前 作 岐 者

児 赤 邑 藤 真 役 汗

島 坂 久 野 島 道 入

三 月 邑 島 健 都 尺

家 趣 久 村 部 麻 刀

越 若 若 若 者 若 若 若 若

前 狭 狭 狭 狭 狭 狭 狭 狭

丹 三 三 三 遠 遠 遠 遠 遠

生 方 方 方 敷 敷 敷 敷 敷

曽 竹 弥 能 青 野 呈
玉 玉

博 田 美 登   最 置 置

家

野  田 田

井 井

近
　
江

一島
　
島

〔酢
水
浦
〕

播
　
麻

〔須
□
埼
〕

木
　
津

常 常 下

陸 陸 総

那 鹿 海

賀 島 上

丸 中

部 村

神
亀
　
四
、
潤
七

天
平
　
四
、
九

天
平
十
七
、
四
、
十
八

天
平
十
七
、
十

天
平
十
七

天
平
十
七
、
十
、
十

一一三
一一一一一六

〓
【
木

二
四
七

二
九
九

園工
四

四
二
四
・マ
四
一三

〓一言一一
二
四
〓

三 三 窒 蜜 窒 云 異

○  × O×
幡
床

○○○〇
野
里

○
高
本
阿
遠
、
刊
本
阿
桑
　
　
　
　
　
　
大
飯
郡

○○×○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
立
郡

○
尺
度

○
天
平
五
年
隠
岐
国
正
税
帳

役
道
郡

隠
地
郡

○〇〇×
曙
本

建
部



伊 讃 讃 阿 阿 阿 紀 紀 紀 紀 紀

予 岐 岐 波 波 波 伊 伊 伊 伊 伊

神 山 大 那 板 板 牟 日 安 海 海

野 田 内 賀 野 野 婁 高 諦 部 部

駅 海 白 林 田 井 牟 財 購 可 可

容  蔦  上 隈 婁 部 随 太 太

× × ○ × ○ ○ ○ ○

総 説

長 周 周 周 備 備 備 備

門 防 防 防 後 中 中 前

豊 吉 大 大 三 賀 賀 児

浦 敷 島 島 上 夜 夜 島

賀

茂

大
　
井

阿
　
移不

信
　
敷

美

敢

美

敢

神

埼

〔都
濃
島
〕

一一一一一一一
・
一一一二
一一一

一一一一一一

四
一七

一一
一一一一

二
二米
・
一〓
一七
・）
四
〓
七

二
二
八

二
二九

四
〇
一

〓
二
四

四
一
〈

〓
二玉

一八
四
〓〓

四
一九
・
四
二
士

四
二
一

四
一二

四
四大

〓
四
ハ

四
一八

天
平
十
九
、
二
、
　

九

天
平
十
七

天
平
十
七
、
九
、
　

八

天
平
十
八
、
三
、
十
九

天
平
同

天
平
口

天
平
宝
字
五
、
十

天
平
十
七
、
十

○
刊
本
賀
美

○○
高
本
阿
曽

○○
美
敷

○
美
敷

○
神
前

×○
賀
太

Ｏ
賀
太

×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
田
郡

新
居
郡

キ
〔　
〕
は
「郷
」
を
付
し
て
い
な
い
も
の
。
　

華

二奎

・
兵
八
と
三

。
こ
一Ｔ

毒
四
≧
一室

・
貢
一Ｔ

夭
八
二
十盆

・
元
一
　

キ
革

兵
四ｔ
兵
七
二
一充

。
そ
ｏ
・

二
来

二
一穴

と
一全

二
一灸

と
一全

と
一３

と
一空

・
元
七
　
〇
は
和
名
抄
に
郷
名
の
み
え
る
も
の
、
×
は
み
え
な
い
も
の
。



木簡の記録内容

つ
ぎ
に
調
札
に
み
え
る
輸
貢
量
に
つ
い
て
の
べ
て
お
き
た
い
。
綿

・
鍬
の
場
合
が
各
々
一
〇
〇
屯
、　
一
〇
口
を
単
位
と
す
る
も
の

で
、
正
丁

一
人
の
負
担
量
と
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
さ
き
に
の
べ
た
が
、
こ
れ
を
の
ぞ
く
塩

・
鰻

・
堅
魚
な
ど
の
場
合
に

は
、
負
担
者

一
人
に
つ
い
て
の
輸
貢
量
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
今
そ
れ
を
問
題
に
し
て
み
よ
う
。
賦
役
令
第

一
条
に

規
定
さ
れ
て
い
る
輸
貢
量
と
比
べ
て
み
る
と
、
塩
は
令
文
通
り
三
斗
と
あ
る
の
が

一
〇
例
で
も
っ
と
も
多
い
が
、
二
斗
（四
例
）、　
一

斗
（五
例
）
の
も
の
も
あ
り
、
別
に
顆
で
数
え
て
い
る
例
も
あ
る
ｇ
三
≧
三
占
一一３
。
又
、
腹
は
例
外
な
く
六
斤
で
（四
例
）、
堅
魚
は
全

て

一
一
斤

一
〇
両
で
あ
る
（四
例
）が
、
こ
れ
は
令
文
規
定
の
三
分
の
一
に
あ
た
る
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
塩
の
二
斗
及
び

一
斗
の

例
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
不
足
分
は
別
物
で
納
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
或
い
は
又

二
斗
、　
一
斗
は
次
丁
（正
丁
の
％
）、
中
男
（正
丁
の
／
）
の
負
担
量
を
そ
れ
ぞ
れ
き
り
あ
げ
た
数
量
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。　
つ

ぎ
に
、
鰻

・
堅
魚
の
場
合
が
令
文
の
％
に
あ
た
る
こ
と
に
は
、
実
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
延
喜
主
計

式
に
よ
る
と
、
正
丁

一
人
当
り
の
負
担
量
は
腹
が
六
斤
、
堅
魚
が
九
斤
、
但
し
西
海
道
諸
国

三塁
　

は

一
一
斤

一
〇
両
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
数
字
は
ま
さ
に
平
城
官
出
上
の
調
札
の
量
と

一
致

胸

　

す
る
か
近
い
も
の
で
あ
る

（堅
魚
は
九
斤
と
な
っ
て
い
る
が
、
西
海
道
諸
国
で
は
何
故
か
調
札
と
一

調

　

致
す
る
負
担
量
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
が
あ
る
）。
そ
し
て
延
喜
主
計
式
は
最
後
に
調
の

表

　

斤
両
が
大
斤
法
に
拠

っ
て
い
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
賦
役
令
の
斤
両
法
が
大

第

　

小
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
は
、
条
文
そ
の
も
の
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
同
条
集
解
穴
説
は
小
で

あ
る
と
解
し
て
い
る
。
雑
令
度
地
条
に
は

「九
度
レ地
量
〓銀
銅
穀
一者
皆
用
ツ大
此
外
官
私
悉
用
と
　

４７

品 名 令制 延 喜式 制

魚

割

菜

藻

松

藻

鰻

籠

海

海

堅

雑

紫

滑

海

凝

18斤

35斤

50斤

48斤

260斤

130斤

120斤

6斤

9斤 (11斤lo両

16斤10両

16斤

86斤 lo両

43斤 (35斤5両

40斤



総 説

小
者
こ

と
あ
り
、
こ
れ
を
義
解
は
、　
貴
な
る
者
は
小
、　
賤
な
る
者
は
大
で
は
か
る
意
で
あ
る
と
し
て
い
る
。　
ま
た
延
喜
雑
式
に
は

「九
度
量
権
衡
、
官
私
悉
用
ツ大
、
但
測
〓基
景
一合
と湯
薬
一則
用
ツ小
者
」
と
あ
り
、
原
則
的
に
は
大
を
用
い
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も

か
く
令
文
の
た
て
前
は
調
物
は
小
斤
法
で
は
か
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
大
小
の
比
は

一
対
三
で
あ
る
。
令
制
と
延
喜
式
制
の
数

量
比

（第
八
表
）、
令
制
と
調
札
の
数
量
比
は
三
対

一
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
ま
さ
に
小
斤
法
、
大
斤
法
に
よ
る
相
違
で
あ
ろ
う
。
問

題
の
調
札
は
天
平

一
七

・
八
年
の
も
の
で
あ
る
が
、
調
物
を
小
斤
法
で
は
か
る
も
の
と
し
て
出
発
し
た
令
制
は
そ
の
後
改
め
ら
れ
、

大
斤
法
が
採
用
さ
れ
た
と
理
解
し
た
い
。
そ
の
時
期
は
、
調
痛
物
に
関
す
る
様
々
な
改
正
が
行
な
わ
れ
た
和
銅
ぞ
養
老
年
間
、
こ
と

に
「定
と調
庸
斤
両
及
長
短
之
法
こ
と
い
う
養
老
元
年
四
月
の
太
政
官
奏
は
墾
巾在
三別
式
こ
と
し
て
具
体
的
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、

こ
の
辺
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
天
平

一
一
年
伊
豆
国
正
税
帳
に
は

「調
窟
堅
魚
百
六
十
二
斤
十
二

両
売
得
稲
百
四
十
束
醐
紺
一
斯
十
両

」
と
あ
り
ヽ
正
丁

一
人
の
輸
貢
量
が

一
つ
の
単
位
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ぎ
に
、
調
庸
物
の
貢
進
月
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
賦
役
令
第
三
条
に
は

「凡
調
庸
物
、
毎
年
八
月
中
旬
起
輸
、
近
国
十
月
汁

日
、
中
国
十

一
月
汁
日
、
遠
国
十
二
月
汁
日
以
前
納
詫
（下
略
ご

と
あ
る
。
調
札
に
限
ら
ず
貢
進
物
荷
札
類
に
は
賦
役
令
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
、
年
月
日
を
記
す
の
を
原
則
と
し
た
。
い
ま
平
城
宮
出
上
の
荷
札
の
例
で
い
う
と
、
１
、
輸
貢
の
年
月
日
（或
い
は
年
月
）

を
記
入
し
て
い
る
も
の
、
２
、
貢
進
年
の
み
記
す
も
の
、
３
、
記
入
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。
但
し
、
３
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に

ぶ
れ
る
よ
う
に
同

一
の
貢
進
物
に
二
枚
以
上
の
付
札
が
つ
け
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、　
一
枚
の
つ
け
札
だ
け
で
こ
れ
が

省
略
さ
れ
た
も
の
と
な
し
う
る
か
は
断
定
し
難
い
。
い
ま
問
題
に
し
た
い
の
は
１
で
あ
る
が
、
賦
役
令
第
三
条
の
規
定
は
、
中
男
作

物
に
つ
い
て
も
同
様
適
用
さ
れ
た
も
の
と
し
て
よ
い
か
ら
、
調

。
中
男
作
物
を
含
め
て
事
例
を
拾
う
と
、
二

一
点
が
貢
進
月
を
明
記



木簡の記録内容

し
て
お
り
、
う
ち
二
〇
例
は
い
ず
れ
も
九
月
な
い
し

一
〇
月
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
貢
進
物
が
そ
の
国
を
発
進
し
た
月
日
を
示
す

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
賦
役
令
第
二
条
は
国
の
遠
近
を
考
慮
し
て
、
京
に
納
め
る
時
期
の
下
限
を
き
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

諸
国
で
は
九

。
一
〇
月
に
い
っ
せ
い
に
貢
進
物
を
上
道
さ
せ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
近
国
で
あ
る
備
前
が
鍬
を

一
〇
月
二
〇
日
に
発

進
し
て
い
る
例
全
一じ
や
同
じ
く
近
国
で
あ
る
尾
張
が

一
〇
月

一
九
日
に
塩
を
貢
進
し
て
い
る
０
天
）
の
は
、　
一
〇
月
末
が
こ
れ
ら
の

国
の
納
税
期
限
で
あ
る
か
ら
、
当
年
度
そ
の
国
の
最
後
の
輸
貢
物
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、　
邑
一一一
の
越
前
の
調
波
奈
佐
久
は
天
平

一
七
年
四
月

一
八
日
と
あ
り
、
第
三
条
の
期
限
に
合
致
し
な
い
。
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
或
い
は
天
平

一

七
年
五
月
平
城
宮
に
再
び
復
郡
し
た
と
い
う
当
時
の
政
情
に
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
調
札
に
関
し
て
注
意
さ
れ
る
こ
と
を
な
お
二
、
三
あ
げ
て
お
こ
う
。
そ
の
一
は
、
同

一
人
の
同

一
年
度
の
調
物
に
二
枚
以

上
札
を
つ
け
る
場
合
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

三
八
≧
一元

・
茜
ｏ
の
三
枚
は
、
い
ず
れ
も
矢
作
部
林
な
る
も
の
の
天
平

一
七
年
度
の
調

物
（鰻
）
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
但
し

一
枚
は
国
郡
郷
戸
主
姓
名
を
完
記
し
て
い
る
が
、　
一
枚
は
国
名
を
は
ぶ
い
て
郡
か
ら
記
載
し
、

最
後
の
一
枚
は
貢
進
者
で
あ
る
矢
作
部
林
を
表
記
す
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
空
四
・
空
〓
の
二
枚
は
、
記
事
は
ま
っ
た
く
同
文
で
、

形
態
が

一
方
は
８
留

型
式
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
他
方
は
８
留

型
式
で
あ
る
。
全
て
の
調
物
そ
の
他
の
貢
進
物
に
つ
い
て
こ
の
よ

う
な
処
置
が
と
ら
れ
た
と
は
お
も
え
ず
、
む
し
ろ
ま
れ
な
例
な
の
で
あ
ろ
う
。
右
の
二
つ
の
例
は
、
調
札
な
ど
の
記
事
を
考
慮
す
る

場
合
に
は
注
意
し
て
よ
い
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
三
ズ
に
は
貢
進
者
と
同
姓
で
あ
る
郷
長
の
署
名
が
み
え
る
。
ま
た
暑
〓
は
貢
納
者
二
人
分
の
調
塩
に
付
し
た
札
で
あ
る
。
二

人
の
調
物
を

一
枚
の
札
に
表
記
す
る
例
は
珍
し
い
。
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以
上
、
調
札
に
関
し
て
、
そ
の
特
徴
的
な
表
記
法
を
み
て
き
た
が
、
最
後
に
こ
れ
ま
で
特
殊
な
も
の
と
し
て
除
外
し
て
き
た
調
綿

の
つ
け
札
に
つ
い
て
の
べ
て
お
こ
う
。
調
綿
は
西
海
道
六
個
国
（筑
前

・
筑
後

。
豊
前

・
豊
後

。
肥
前

・
肥
後
）
か
ら
貢
進
さ
れ
た
も
の
で
、

今
回
報
告
す
る
調
物
の
中
で
は
も

っ
と
も
多
く
二
九
点
に
の
ぼ
る

舎
否
Ｔ
一一言

上
（〈ｅ
。
国
名
の
判
明
す
る
も
の
で
は
、
肥
後
七

・
肥

前
六

・
豊
前
四
が
多
く
、
年
紀
の
明
ら
か
な
も
の
で
は
養
老
二

・
三

・
七
、
神
亀
二

。
四
、
天
平
三
年
に
わ
た
る
。
さ
き
に
も
ふ
れ

た
よ
う
に
塩
の
中
に
も
神
亀
四
、
天
平
元

・
四
年
の
も
の
が
含
ま
れ
、
こ
の
両
者
は
天
平

一
七

・
八

・
九
年
の
ほ
か
の
貢
進
物
に
比

べ
て

一
時
期
古
い
も
の
で
あ
る
。
筑
紫
の
綿
は
万
薬
集
に
も
う
た
わ
れ
、
正
倉
院
文
書
に
も

「筑
紫
小
屯
」
と
み
え
る
よ
う
に
当
代

に
お
い
て
西
海
道
と
く
に
九
州
北
中
部
の
特
産
で
あ

っ
た
。

さ
て
、
こ
の
調
綿
の
つ
け
札
は
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
一
〇
〇
屯
盆

屯
は
四
両
）
の
つ
つ
み
に
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
表
に
は

貢
進
国
郡
が
記
さ
れ
、
一異
に
は
輸
貢
責
任
者
と
お
も
わ
れ
る
人
名
が
み
え
る
全
‐主
政
大
初
位
下
勲
十
二
等
建
部
君
罵
□
名
室
山
名
片
麻
呂
」

「得
足
」
な
ど
）。
賦
役
令
第

一
条
に
は
調
綿
を
い
れ
た
嚢
に
貢
納
者
等
を
あ
ら
わ
す
規
定
が
あ
り
、
正
倉
院
御
物
に
は
そ
れ
を
記
し
た

紙
箋
の
実
例
が
あ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
、

一
屯
四
両
の

一
〇
〇
屯
で
あ
る
か
ら

（
三
ハ
両
＝

一
斤
と
計
算

す
る
と
一一五
斤
に
な
る
）
正
丁

一
人
の
輸
貢
量
で
あ
る

一
斤
を
は
る
か
に
こ
え
た
分
量
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
調
綿
の
木
札
は
何
ら

か
の
事
情
で
郡
で

一
括
し
た
際
に
そ
の
荷
に
つ
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

西
海
道
諸
国
の
調
庸
物
は

一
般
に
は
京
進
せ
ず
、
大
宰
府
に
納
め
て
そ
の
費
用
に
充
て
る
の
が
建
前
で
あ

っ
た

（延
喜
民
部
式
、
同

主
計
式
）
。
し
か
し
そ
の
中
で
も
綿
の
ご
と
き
九
州
の
特
産
品
は
、
そ
の

一
部
を
さ
い
て
中
央
政
府
に
納
め
た
の
で
あ
る
。
大
宰
府
管

内
諸
国
の
調
綿
を
京
庫
に
納
入
せ
し
め
た
史
料
は
、
『
続
日
本
紀
』
『
類
乗
三
代
格
』
等
に
み
え
、
そ
の
初
見
史
料
は
天
平
元
年
九
月
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庚
寅
条
（続
紀
）
で
、
こ
の
時
、
大
宰
府
は
調
綿

一
〇
万
屯
を
京
に
納
め
た
。
つ
い
で
神
護
景
雲
三
年
に
い
た
り
、
始
め
て
毎
年
大
竿

府
の
綿
を
二
〇
万
屯
づ
つ
京
庫
に
輸
さ
し
め
た
の
で
あ
る
（続
紀
、
類
一こ
υ
そ
の
後
延
麿
二
年
三
月
二
二
日
格
で
貢
綿
二
〇
万
屯
を

半
減
し
年

一
〇
万
屯
と
し
、
さ
ら
に
弘
仁
四
年
四
月

一
六
日
格
で
、　
一
〇
万
屯
を
隔
年
に
進
上
せ
し
め
る
こ
と
に
し
た
（い
ず
れ
も
類

一こ
。
こ
れ
に
よ
り
神
護
景
雲
三
年
以
前
に
も
大
宰
府
綿
の
京
庫
輸
納
は
行
な
わ
れ
た
が
、
・に
れ
以
後
は
毎
年

一
定
量
を
京
輸
せ
し
め

る
こ
と
に
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
今
問
題
に
し
て
い
る
調
綿
札
の
年
紀
は
既
述
の
ご
と
く
養
老
二

。
三

・
七
、
神
亀
二

・
四
、
天
平
三
年
の
各
年
度
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
続
紀
の
初
見
史
料
で
あ
る
天
平
元
年
以
前
か
ら
す
で
に
調
綿
の
京
庫
輸
納
は
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
正
史
が
伝
え
る
史
実
を
補
う
史
料
と
し
て
注
目
に
価
す
る
。
た
だ
し
今

一
つ
の
解

釈
と
し
て
、
こ
の
調
札
の
年
紀
は
諸
国
か
ら
大
学
府
庫
に
納
め
た
時
点
を
示
す
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
京
庫
に
納

め
ら
れ
た
時
期
は
、
こ
れ
を
敢
え
て
臆
測
す
れ
ば
、
天
平

一
二
年
の
大
学
府
管
内

一
円
を
つ
つ
み
こ
ん
だ
藤
原
広
嗣
の
乱
に
よ
り
、

大
宰
府
が
廃
止
さ
れ
、
府
庫
の
官
物
を
筑
前
国
守
に
付
し
た
天
平

一
四
年
正
月
以
後
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
ｃ

中
男
作
物
　
　
　
中
男
作
物
は
養
老
元
年
の
改
制
に
よ
り
新
た
に
設
け
ら
れ
た
租
税
で
あ
る
。　
そ
の
格
文
に
は

「自
レ今
以
後
、　
宜
ツ

鉛
三百
姓
人
身
副
物
及
中
男
正
調
一、
其
応
レ供
〓官
主
・用
度
等
物
、
所
司
宜
て支
三度
年
別
用
度
一、
並
随
〓郷
土
所
コ出
付
ツ国
役
三中
男
】進
と、
若

有
ツ不
ツ足
〓中
男
之
功
一者
、
即
以
折
下役
と人
夫
・之
雑
得
と

（賦
役
令
集
解
調
絹
絶
条
釈
所
引
養
老
元
年
勅
、
参
照
続
日
本
紀
養
老
元
年
一
一
月
茂

午
条
）
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
令
文
に
規
定
さ
れ
る
正
丁
の
調
副
物
と
中
男
の
正
調
を
こ
こ
で
廃
止
し
て
、
こ
れ
に
相
当
す
る
物
資
を

中
男

（
一
七
１
二
〇
才
の
男
子
）
に
弁
備
さ
せ
た
の
で
あ
る
。　
こ
れ
が
中
男
作
物
で
あ
る
。

な
お
中
男
の
功
に
不
足
し
た
場
合
に
は
人
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夫
（こ
の
場
合
は
正
丁
及
び
老
丁
）
の
雑
得
で
ま
か
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

今
回
報
告
す
る
中
男
作
物
の
荷
札
は
九
例
を
か
ぞ
え
る
０
〒

三
木―
零
Ｔ
冨
Ｃ
。
国
名
の
判
明
す
る
も
の
は
、
参
河

・
遠
江

・
越

中

・
伯
者

・
美
作

・
伊
予
の
七
個
国
で
、
貢
進
物
は
小
擬

・
堅
魚

・
鯖

。
旧
鯖

・
謄
な
ど
の
海
産
物
類
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
に

共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
特
徴
は
、
調
の
そ
れ
が
原
則
と
し
て
個
人
負
担
を
明
記
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
某
郡
な
い
し
某
郷
の
中
男

が
輸
女
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、　
さ
き
に
引
用
し
た
格
文
に

「付
レ国
役
工中
男
・進
」
と
あ
る
よ
う
に
、

こ
れ
が
中
男
個
人
に
賦
課
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
多
く
の
場
合
、
中
男
の
集
団
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
充
分
に
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
正
倉
院
御
物
中
に
も
中
男
作
物
の
墨
書
銘
が

一
例
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
同
様
の
記
載
法

が
認
め
ら
れ
る
（布
袋
墨
書
銘

「信
濃
国
水
内
郡
中
男
作
物
芥
子
弐
対

天
平
勝
宝
二
年
十
月
し
。

雑
役
　
　
　
Ｓ
Ｋ
二

一
九
土
壊
出
上
の
も
の
に

「雑
役
」
な
る
租
税
の
つ
け
札
が
二
点
あ
る
０
キ

３
、
な
お
冨
も
同
種
か
）。

い
ず
れ

も
甲
斐
国
山
梨
郡
の
朝
桃
子
貢
進
の
つ
け
札
で
あ
る
。
『
平
城
宮
報
告
Ⅱ
』
は
雑
役
を
中
男
作
物
の
別
称
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
が
、

そ
の
後
、
早
川
庄
八
の
有
力
な
批
判
も
あ
り
一と

ま
た
何
よ
り
も

「中
男
作
物
」
を
明
記
し
た
も
の
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考

え
て
、
こ
れ
を
中
男
作
物
の
異
称
と
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
の
で
、
こ
の
機
会
⊆
訂
正
し
て
お
き
た
い
。
さ
き
に
引
用
し
た
中

男
作
物
設
定
の
養
老
元
年
勅
の
後
段
に
、
中
男
の
功
に
不
足
し
た
場
合
に
は
、
人
夫
の
雑
得
で
補
う
こ
と
を
の
べ
て
い
る
こ
と
に
関

連
さ
せ
て
　
雑
夜
を
中
男
作
物
を
補
完
す
る
意
味
を
も
っ
た
人
夫
の
雑
得
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
な
解
釈
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
な
お
早
川
は
雑
役
を
さ
ら
に
限
定
し
て
延
喜
民
部
式
が
規
定
す
る
年
料
別
貢
雑
物
の
前
身
的
な
も
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て

い
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
延
喜
式
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
胡
桃
子
は
甲
斐
国
の
特
産
で
あ
っ
た
。
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贄
　
　
　
今
回
報
告
す
る
荷
札
類
で
調
に
つ
い
で
多
い
の
が
諸
国
貢
進
の
贄
物
の
荷
札
で
あ
る
。
総
数
は
四
六
点
を
か
ぞ
え
る
省
至

―
一一憲

二
一一宍
―
四Ξ
占
望
―
四署
畠
冤
―
聖
５
。
い
ず
れ
も
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
土
壊
か
ら
出
上
し
た
も
の
で
、
こ
の
よ
う
に
多
量
の
贄
札
が
こ

の
地
点
か
ら
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
こ
が
内
裏
の
近
傍
で
あ
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
前
述
の
西
官
兵
衛
関
係
資
料
と

と
も
に
こ
の
地
域
の
性
格
を
窺
わ
せ
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
天
皇
や
神

へ
の
供
御
物
と
し
て
の
贄
物
の
貢
進
制
度
に
関
し
て
は
、
延
喜
宮
内
式

。
大
膳
式

・
内
膳
式
に
詳
細
な
規
定
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
式
諸
国
所
進
御
贄
、
諸
国
例
貢
御
贄
な
ど
の
条
項
で
、
諸
国
が
毎
年
進
め
る
べ
き
御
贄
の
種
類
、
品
目
が
定

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
諸
国
が
進
め
る
御
費
に
は
、
旬
料

・
節
料

。
年
料
の
三
種
類
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。　
一
年

を
通
し
て
毎
月
旬
日
ご
と
に
貢
進
す
る
旬
料
は
、
大
和
傘
口野
御
厨
）
・
志
摩

・
若
狭

・
紀
伊

・
淡
路
の
五
個
国
が
ま
か
な
い
、
そ
れ

ぞ
れ
の
特
産
傘
口野
御
厨
の
鳩
の
ほ
か
は
全
て
魚
、
偵
、
螺
な
ど
の
魚
介
類
で
あ
る
）
を
納
め
る
も
の
で
あ
る
。
。
第
二
の
節
料
は
、
五
畿
内

・
近
江

・
志
摩
の
七
個
国
が
年
六
回
の
節
日
（正
月
三
節
と
五
月
五
日
・
七
月
七
日
・
九
月
九
日
・
新
当
じ
ご
と
に
、
ま
た
参
河

。
若
狭

。

紀
伊

。
淡
路
の
四
個
国
が
正
月
三
節
に
限
り
、
各
国
の

「雑
鮮
味
物
」
を
進
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
内
膳
に
収

め
ら
れ
、
供
御
物
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
国
々
に
は
、
御
贄
を
貢
進
す
る
た
め
の
い
わ
ゆ
る
御
厨
が
設
け
ら
れ
た
。
就
中
、

和
泉

。
近
江

・
紀
伊

・
淡
路

。
若
狭
の
五
個
国
の
御
厨
は
、
日
次
の
御
宙
を
貢
進
し
た

（内
膳
式
）。
節
料
に
は
こ
の
ほ
か
大
膳
職
扱

い
で
あ
る
正
月
三
節
の
雑
給
料
分
が
あ
り
、
伊
賀
の
ほ
か

一
一
個
国
が
こ
れ
を
進
め
た
。

こ
れ
に
対
し
て
年
料
の
御
贄
は
、
旬
料

・
節
料
が
五
畿
内
お
よ
び
そ
の
近
国
に
よ
っ
て
調
進
さ
れ
た
の
に
対
し
、
山
城
以
下
三
三

個
国
及
び
大
宰
府
と
全
国
各
地
に
わ
た
り
、
各
国
の
山
海
の
上
産
を
貢
進
す
る
も
の
で
あ
る
。
延
喜
内
膳
式
に
は
各
国
が

一
年
に
輸
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貢
す
べ
き
御
贄
の
品
日
、
数
量
が
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
大
学
府
の
年
料
に
つ
い
て
、
崚

・
年
魚
な
ど
の
加
工
物
の
種

類
と
そ
の
数
量
を
あ
げ
、
そ
れ
を
ま
か
な
う
財
源
に
よ
っ
て
調
、
中
男
作
物
、
梁
作
、
厨
作
に
分
類
し
、
ほ
か
に
別
丈
と
し
て
、
雉

贈
と
腹
赤
魚
を
あ
げ
る
な
ど
、
年
料
の
御
贄
が
ど
の
よ
う
に
し
て
調
達
さ
れ
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
延
喜
式
の
貢
贄
の
制
に
つ
い
て
概
略
の
べ
て
き
た
が
、
問
題
の
費
物
荷
札
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
御
贄
の
貢
進

が
奈
良
時
代
に
ど
の
よ
う
な
形
で
行
な
わ
れ
た
の
か
が
究
朗
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
令
文
に
は
御
贄
の
貢
進
を
直
接

示
す
規
定
は
み
あ
た
ら
な
い
し
、
ま
た

『
令
集
解
』
の
注
釈
者
も
ほ
と
ん
ど
御
贄
の
こ
と
に
関
し
て
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
け
れ
ど

も一Ⅵ
八
世
紀
に
お
け
る
御
贄
の
貢
納
を
う
か
が
わ
せ
る
史
料
は
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
一
は
、
宮
内
省
大
膳
職
直
属
の
品

部
＝
雑
供
戸
で
あ
る
。
職
員
令
集
解
釈
記
所
引
の
別
記
に
よ
れ
ば
、
こ
の
雑
供
戸
は
、
鵜
飼
全
一生
邑

。
江
人
（八
上
Ｅ

・
網
引
全

五

〇
一こ

・
未
醤
０
一〇
一Ｅ

を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
い
ま
さ
し
あ
た
り
関
係
の
な
い
未
悟
を
の
ぞ
く
鵜
飼
以
下
の
三
色
人

は
、
「経
レ年
毎
レ丁
役
、
為
一一品
部
・、
免
三調
雑
鶴
こ

と
な
っ
て
お
り
、
調
雑
得
を
免
ぜ
ら
れ
る
代
り
に
、
毎
年
上
記
の
戸
数
の
丁
男
が

役
使
さ
れ
て
、
恒
常
的
に
魚
介
類
の
輸
貢
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
輸
貢
す
る
も
の
が
御
贄
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

後
の
史
料
で
は
あ
る
が
、
彼
ら
は
贄
戸
、
あ
る
い
は
贄
人
と
も
称
せ
ら
れ
て
い
る
３
類
乗
三
代
格
』
元
慶
七
年
一
〇
月
二
六
日
格
、『三
代
実

録
』
仁
和
元
年
九
月
七
日
勅
）。
ま
た
彼
ら
品
部
の
統
率
者
は

「筑
摩
御
厨
長
」
「網
曳
長
」
「江
長
」
な
ど
と
称
し
た
。
●
類
乗
三
代
格
』

延
麿
一
七
年
六
月
二
五
日
格
、
同
延
麿
一
九
年
五
月
一
五
日
格
）、　
こ
れ
は
さ
き
に
み
た
延
喜
式
制
が
い
う
と
こ
ろ
の
旬
料
型
の
御
贄
に
近

い
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
令
制
と
延
喜
式
制
の
大
き
な
違
い
は
、
雑
供
戸
が
大
膳
職
直
隷
の
品
部
と
し
て
官
司
に

人
身
的
に
隷
属
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
御
贄
の
貢
納
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
延
喜
式
制
の
そ
れ
は

一
般
百
姓
の
得
に
よ
っ
て
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ま
か
な
わ
れ
る
こ
と
を
建
て
前
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
３
延
喜
内
膳
式
』
、
コ
ニ
代
実
録
』
仁
和
元
年
九
月
七
日
勅
、
同
仁
和
三
年
六
月
一
一

日
）。

律
令
制
以
前
の
伴
造
―
品
部
が
令
制
下
で
各
官
司
の
伴
部
―
品
部
、

雑
戸
と
し
て
定
着
し
の
こ
さ
れ
た
が
、

雑
供
戸
も
ま
た

そ
の

一
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
ら
の
身
分
が
解
放
さ
れ
る
の
は
、
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ

っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
節
料
あ
る
い
は
年
料
の
御
贄
に
関
す
る
も
の
は
、
天
平
年
間
の
い
わ
ゆ
る
公
文
類
に
若
千
そ
の
徴
証
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
天
平

一
〇
年
淡
路
国
正
税
帳
に
は
若
椒
御
贄
壱
荷
の
ほ
か
、
節
料
と
し
て
正
月
二
節
御
贄
壱
拾
伍
荷

（柄
独
◇
が
記

一
六

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
相
模
国
の
御
贄

（橘
子
）
部
領
使
余
綾
郡
散
事
丸
子
部
大
国

（天
平
一
〇
年
駿
河
国
正
税
帳
）、
遠
江
国
大
御
贄
使
国

守
百
済
王

（天
平
一
二
年
遠
江
国
浜
名
郡
輸
租
帳
）
な
ど
の
記
事
は
諸
国
が
御
贄
を
貢
進
す
る
に
際
し
て
、　
専
当
の
使
を
派
遣
し
て
い
る

こ
と
を
知
り
得
る
史
料
と
し
て
興
味
が
あ
る
。

奈
良
時
代
に
お
け
る
御
贄
の
貢
進
を
示
す
文
献
資
料
は
、
以
上
の
ご
と
き
も
の
に
つ
き
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
に
お
け
る

御
贄
の
貢
進
も
既
述
の
ご
と
く
、
お
よ
そ
延
喜
式
の
貢
贄
の
制
に
近
い
も
の
が
推
測
さ
れ
る
と
と
も
に
、
当
代
に
お
い
て
御
贄
貢
進

の
中
核
と
な
っ
た
大
膳
職
直
属
の
雑
供
戸
制
は
こ
の
時
代
に
特
異
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
奈
良

時
代
の
御
贄
貢
進
に
関
す
る
文
献
資
料
は
、
断
片
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
よ
く
そ
の
実
態
を
知
り
得
な
い
の
で
あ
り
、
今
回
発
見
さ

一
八

れ
た
多
量
の
贄
物
荷
札
資
料
は
、
そ
の
欠
を
補
う
貴
重
な
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
つ
ぎ
に
贄
物
の
荷
札
に
つ
い
て
そ
の
概
要
を
の
べ
る
こ
と
に
す
る
。

総
数
四
六
点
の
国
別
の
内
訳
は
、
参
河
奮
一五
占
じ
・
下
総

。
常
陸

。
武
蔵
全
百
●
。
若
狭

・
但
馬
０
百
ど
。
出
雲

。
備
前

・
阿
波
で

九
個
国
を
か
ぞ
え
る
。
さ
て
、
も

っ
と
も
多
い
参
河
の
も
の
は
す
べ
て
幡
豆
郡
篠
島
発
よ
び
析
島
の
海
部
が
東
進
し
た
御
贄
に
関
す
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る
も
の
で
あ
り

（篠
島
一
四
例
。
析
島
一
〇
例
）、
そ
の
書
式
は
い
ず
れ
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

参
同
国
幡
豆
郡
篠
（析
）
島
海
都
供
奉
某
月
料
御
贄
物
若
千

こ
の
書
式
の
特
徴
は
、
御
贄
は
篠
島
あ
る
い
は
析
島
の
海
部
が
供
奉
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と

「月
料
」
の
形
を
と
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
文
献
資
料
の
上
で
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
両
島
の
海
部
の
存
在
を
明
示
し
て
い
る
点
で
貴
重
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
「海
部
が
供
奉
す
る
」
と
い
う
表
現
は
、
天
皇
の
供
御
物
で
あ
る
御
贄
の
貢
進
の
内
実
を
よ
く
つ
た
え
て
い
る
。
両
島
の
海
部

は

一
年
を
通
し
て
恒
常
的
に
御
贄
を
進
め
る
贄
人
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
、
海
部
と
御
贄
の
結
び
つ
き
を
う
か
が
わ
せ
る
資
料
と
し

て
注
目
さ
れ
る
。
篠
島

・
析
島
は
こ
の
時
期
に
お
い
て
皇
室
領
と
し
て
の
御
厨
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
月
料
と
い
う
表
記
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
荷
贄
に
み
え
る
月
は

・
正
月

・
五
月
（六
例
▼

六
月
全
一例
）
・
七
月
（六
例
▼

八

月
０
一例
）
。
閣
九
月
の
各
月
に
わ
た
り
、
御
贄
を

一
年
を
通
し
て
毎
月
輸
贄
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
五
月
か
ら
八

月
の
間
が
多
い
の
は
、
あ
る
い
は
こ
の
間
の
貢
進
物
が
い
ず
れ
も
佐
米
（楚
割
）
で
あ
る
こ
と
に
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
御
贄

を
月
々
恒
常
的
に
貢
進
す
る
形
は
、
ほ
か
の
贄
物
荷
札
に
そ
の
例
を
み
な
い
特
異
な
も
の
で
あ
っ
て
、
両
島
の
海
部
が
天
皇
の
供
御

物
を
調
達
す
る
贄
人
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
延
喜
式
の
旬
料
型
に
相
当
す
る
御
贄
と
い

っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

貢
進
物
は
佐
米
が
圧
倒
的
に
多
く

（
三
ハ例
）、
ほ
か
に
赤
魚

。
宇
波
加

・
須
須
岐
が
各

一
例
ず
つ
あ
る
。
佐
米

・
宇
波
加

・
須
須

岐
は
い
ず
れ
も
楚
割
と
記
さ
れ
て
い
る
。
楚
割
は
ス
ハ
ヤ
リ
と
読
む
が
、
こ
れ
は
ス
ハ
エ
ワ
リ
（条
割
）
を
約
し
た
も
の
で
、
小
枝
状

一
九

に
割

っ
た
も
の
の
意
で
あ
る
。
滝
川
政
次
郎
は
魚
肉
を
細
長
く
割

っ
て
塩
千
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
っ
て
い
る
ｃ
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最
後
に
こ
の
荷
札
が
記
す
量
目
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。　
一
枚
の
荷
札
が
表
示
し
て
ｉ、
る
数
量
は
殆
ん
ど
六
斤
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
六
斤
が

一
籠
の
重
さ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
三
命
に
よ
り
男
ら
か
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
こ
の
荷
札
は

一
籠
に

つ
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
六
斤
量
が
調
鰻
六
斤
の
よ
う
に
、
贄
人
で
あ
る
海
部

一
人
の
負
担
量
を
示
す
も
の
か

ど
う
か
は
、
元
来
御
贄
が
調
物
の
よ
う
に
個
人
（課
丁
ゞ
に
と
に
賦
課
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
な
く
、
ま
た
賦
役
令
雑
物
の
条
項
に
よ

る
と
、
雑
魚
楚
割
は
正
丁

一
人
に
つ
き
五
〇
斤
を
課
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
但
し
こ
れ
が
小
斤
法
で
計
算
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
さ
き
に
調
札
の
項
で
の
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
大
斤
法
に
し
て
も
そ
の
％
の
一
六
斤

一
〇
両

（延
喜
式
制
）
で
あ

っ
て
、
こ
の

場
合
の
六
斤
量
と
は
あ
ま
り
に
も
違
い
が
あ
り
す
ぎ
る
か
ら
、
に
わ
か
に
速
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
翻

っ
て
考
え
て
み
る
と
、
佐
米
等
の
楚
割

一
籠
の
斤
量
で
あ
る
六
斤
は
、
課
丁
の
調
物
負
担
量
に
無
関
係
に
き
め
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
参
河
の
両
島
の
海
部
に
恒
常
的
に
御
贄
を
進
上
さ
せ
る
場
合
に
、
海
部

一
人
に
対
す
る

贄
物
の
賦
課
量
は
、
律
令
公
民
の
基
本
の
賦
役
で
あ
る
調
（或
い
は
調
庸
）
に
見
合
う
よ
う
に
計
算
さ
れ
た
筈
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
大

膳
職
直
属
の
雑
供
戸
は
、
贄
物
を
貢
納
す
る
代
償
と
し
て
、
彼
ら
の
調
及
び
雑
得
を
免
除
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
延
喜
内
膳
式
諸

国
貢
進
御
贄
条
旬
料
の
項
に
、
若
狭
、
紀
伊
の
贄
物
を
注
し
て
「司
受
取
課
丁
若
千
人
、
以
こ其
調
物
一交
「
易
鮮
物
一
得
丁
運
進
」
と

あ
る
よ
う
に
、
贄
物
の
数
量
を
課
丁
数
で
表
示
し
、
調
物
で
鮮
物
（贄
）
を
交
易
す
る
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
六
斤
量
を
課
丁

一
人
の
負
担
量
と
す
る
品
目
は
、
さ
き
に
調
札
の
項
で
ぶ
れ
た
よ
う
に
綾
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
籟
の
場

合
は
、
大
斤
小
斤
の
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
賦
役
令
の
規
定
量
に

一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
令
文
が
定
め
る
量
日
と

一
致
せ

ず
、　
一
籠
六
斤
（同
時
に
課
丁
一
人
の
負
担
量
を
示
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
）
を
表
示
し
て
い
る
も
の
に
調
海
松

省
一四↓
、
中
男
作
物
小
擬
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全
二０
の
二
例
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
調
堅
魚
の

一
一
斤

一
〇
両
を
の
ぞ
い
て
、
魚
介
類

一
般
に
六
斤
量
を

一
箇
の
荷
物
の
量
と
す
る

こ
と
が
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
島
が
御
贄
と
し
て
貢
進
す
る
佐
米
等
の
楚
割
六
斤
も
海
部

一
人
の
負

担
量
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
の
問
題
は
同
種
資
料
が
今
後
多
く
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
こ
と
で
も
あ
り
、
い
ま
は

一
応
の
推
測
を
の
べ
る
に
と
ど
め
た
い
。

な
お
、
な
か
に
三
個
の
籠
を

一
括
し
た
荷
札
が
二
例
あ
る
。
「参
籠
腺
潮
鯨
斤

」
全
ё
ヽ
「参
籠
並
佐
米
」
金
Ｓ
。
こ
こ
で
も

一
籠
は

六
斤
で
あ
る
が
、
問
題
は
何
故
三
個
の
荷
を

一
枚
の
札
で
表
記
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
充
分
な
解
答
は
も
ち
合
わ
せ
な
い
。
し
か
し
こ
の
二
例
に
限
っ
て
い
え
ば
、
ほ
か
の
例
の
ご
と
く
楚
割
と
記
さ
れ
て
い
な
い
か

ら
、
或
い
は
斤
量
法
が
異
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
因
み
に
こ
の
参
河
の
贄
物
札
に
は
い
ず
れ
も
年
紀
を
欠
く
が
、
関
九

月
料
（一一蚕
）
と
あ
る
か
ら
天
平

一
八
年
度
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
参
河
以
外
の
八
個
国

一
一
例
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。
こ
の
う
ち
、
但
馬
（若
海
藻
）
。
出
雲
傘
掴海
藻
）
・
備
前
（水
母
）

の
例
は
、
国
が
進
上
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
武
蔵
（鼓
・
鮒
背
割
）、
下
総
（若
海
藻
）、
常
陸
Ｔ
し
、
若
狭
（多
比
鮮
）、
阿
波

（若
海
藻
）
の
場
合
は
、
某
郡
、
あ
る
い
は
某
郡
某
郷
（里
）、
某
郡
某
浦
が
貢
進
す
る
書
式
に
な
っ
て
い
る
。
後
者
は
各
国
の
御
贄
を

進
上
す
る
地
域
を
具
示
し
て
い
る
点
で
興
味
が
あ
り
、
こ
と
に
若
狭
国
遠
敷
郡
青
里
は
、
そ
の
後
に
発
見
さ
れ
た
資
料
で
ほ
か
に
二

例
が
同
様
御
贄
と
し
て
、
胎
貝
、
伊
和
志
賠
を
貢
進
し
て
お
嵯
、。
こ
の
郷
が
こ
れ
ら
の
海
産
物
を
御
贄
と
し
て
輸
貢
す
る
特
殊
な
地

域
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
な
お
若
狭
の
も
の
に
は
一異
面
に

「秦
人
大
山
」
と
人
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
輸
貢
人
あ
る
い
は
そ
の
責
任
者
名
を
明
記
し
た
贄
物
の
荷
札
は
ほ
か
に
例
が
な
い
。
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な
お
こ
れ
ら
の
荷
札
の
な
か
で
注
意
さ
れ
る
記
事
を
二
、
三
拾
う
と
、
但
馬
出
の
例
に
、

．第
二
（般
か
ご

と
あ
る
の
は
、
防
人
が

「前

。
中

。
後
般
」
の
三
番
に
分
け
て
派
遣
さ
れ
た
表
記
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
（天
平
一
〇
年
月
防
国
正
税
帳
）。　
同
国
の
当
年
度

の
第
三
回
目
の
貢
贄
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
備
前
の
水
母
が

「別
貢
御
贄
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
例
貢
に
対
す
る
別
貢

で
あ
っ
て
、　
毎
年

一
定
量
の
輸
貢
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
例
貢
物
に
対
し
て
、　
そ
の
時
々
に
と
れ
る
口
味
、　
鮮
物
を
進
上
す
る
の
が

「別
貢
」
で
あ
ろ
う

（延
喜
内
膳
式
年
料
条
大
宰
府
頂
、
写
一代
実
録
』
仁
和
三
年
二
月
九
日
条
）。
ま
た
、　
御
贄
は
鮮
物
で
あ
る
こ
と
が
第

一
の
要
諦
で
あ
る
か
ら
、
貢
進
の
月
は
、
調
な
ど
の
ご
と
く
秋
収
を
ま
っ
て
貢
進
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

な
お
、
贄
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
な
い
が
、
長
聞
国

（羅
海
藻
、
３
５
。
常
陸
国

全
狛海
藻
、
写
一）
の
二
点
も
お
そ
ら
く
贄
物
と

し
て
貢
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

自
米
　
　
　
地
方
か
ら
の
白
米
の
貢
進
荷
札
が
総
計
七
点
合
〓
畠
茎
―
審
し
、
関
連
資
料
が
二
点
奮
〓
、
四
こ
あ
る
。
貢
進
国
は
近
江

・
備
前

・
備
中

・
阿
波

・
伊
予
の
五
個
国
で
、
数
量
は
い
ず
れ
も
五
斗
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
五
斗
（現
在
量
に
し
て
約
二
斗
）
は
当
時

の
一
俵
の
量
で
あ
り
、
白
米
荷
札
が

一
俵
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

記
載
様
式
に
　
１
某
郷
（里
）白
米
、
２

某
郷
某
人
白
米
の
二
通
り
が
あ
る
。
両
者
の
記
載
の
相
異
が
い
か
な
る
事
由
に
よ
る
の
か
は
な
お
明
ら
か
で
は
な
い
。

さ
て
こ
の
場
合
の
白
米
は
、
田
令
田
租
条
が

「其
香
米
運
京
者
、
正
月
起
運
、
八
月
汁
日
以
前
納
畢
」
と
定
め
る
い
わ
ゆ
る
春
米

に
あ
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
諸
国
が
国
衛
に
貯
納
す
る
田
租
の
一
部
を
精
白
し
て
京
進
す
る
米
で
あ
る
。
諸
国

が
中
央
政
府
に
納
入
す
る
米
に
は
、
こ
の
香
米
の
ほ
か
庸
米
が
あ
る
。
し
か
し
後
者
の
場
合
に
は
、
今
回
報
告
す
る
も
の
以
後
に
発
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見
し
た
木
簡
に

「庸
米
」
と
明
記
し
た
も
の
が
あ
る
か
ら三
」

「白
米
」
と
あ
る
荷
札
は
、
田
租
条
規
定
の
香
米
を
指
す
も
の
と
考
え
て

誤
り
な
か
ろ
う
。
両
者
は
そ
の
用
途
を
異
に
し
て
お
り
、
庸
米
が
民
部
省
に
送
ら
れ
て
衛
士
、
仕
丁
、
条
女
、
女
丁
、
一雇
役
民
等
の

食
料
に
あ
て
ら
れ
る
の
に
対
し
、
香
米
は
大
炊
寮
に
送
り
諸
司
の
常
食
に
用
い
ら
れ
る
（田
令
集
解
田
租
条
古
記
）。
な
お
、
香
米
を
京

に
運
ぶ
担
夫
は
、
令
文
の
建
て
前
と
し
て
は
、
調
庸
脚
夫
な
み
に
香
米
負
担
人
の
責
任
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、

神
亀
元
年
以
降
は
こ
れ
に
公
浪
を
支
給
し
た
Ｇ
類
乗
三
代
格
』大
同
五
年
二
月
一
七
日
格
）。

と
こ
ろ
で
、
天
平
期
の
諸
国
の
正
税
帳
を
み
る
と
、
出
挙
穎
稲
の
雑
用
支
出
と
し
て
年
料
白
米
（天
平
二
年
紀
伊
一一一七
一
石
四
斗
）、

年
料
春
白
米
（天
平
六
年
尾
張
七
四
一
石
、
天
平
九
年
但
馬
三
〇
〇
石
）、　
年
料
春
税
（天
平
二
年
尾
張
）、　
香
米
（天
平
二
年
越
前
五
一
三
石
）
の

項
目
が
書
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
春
米
は
、
出
挙
稲
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
尾
張
、
但
馬
の
香
米

輸
貢
額
は
、
国
衛
総
支
出
の
お
よ
そ
光
を
占
め
る
の
で
あ
る
壇

し
た
が
っ
て
、
す
で
に
早
く
天
平
期
に
お
い
て
は
、
令
文
の
建
て
前
で
あ
る
田
租
呑
米
は
大
勢
的
に
崩
れ
、
一爪
に
運
ぶ
呑
米
の
財
源

は
出
挙
稲
に
も
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
延
喜
民
部
式
に
は
年
料
呑
米
と
は
別
に
「以
〓租
穀
内
一香
収
‘
随
こ官
符
到
一進
之
」

年
料
租
香
米
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
制
度
そ
の
も
の
は
、
庸
米
の
未
進
を
補
う
意
図
で
設
け
た
も

の
で
、
し
た
が
っ
て
調
庸
の
未
進
が
深
刻
化
す
る
延
暦
以
降
に
確
立
し
た
制
度
で
あ
る
か
嵯

．
こ
れ
を
直
接
に
田
令
の
田
租
春
米
に

系
譜
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
年
料
租
春
米
の
背
景
に
田
令
の
規
定
が
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

つ
ぎ
に
春
米
の
輸
貢
国
に
つ
い
て
ぶ
れ
て
お
こ
う
。
延
喜
民
部
式
は
、
年
料
春
米
を
輸
す
る
国
と
し
て
、
つ
ぎ
の
三
二
個
国
を
掲

げ
る
。
道
別
に
そ
れ
を
示
す
と
、
（東
海
）伊
勢
、
尾
張
、
参
河
　
（東
山
）近
江
、
美
濃
　
（北
陸
）若
狭
、
越
前
、
加
賀
　
（山
陰
）丹
波
、



木簡の記録内容

丹
後
、
但
馬
，
因
幡
　
（山
陽
）
播
磨
、
美
作
、
備
前
．
備
中
、
備
後
、
安
芸
　
（南
海
）
紀
伊
、
讃
岐
、
伊
予
、
土
佐
と
な
る
。
そ
し

て
こ
れ
ら
の
国
を
お
よ
そ
近
国
か
ら
遠
国
に
お
よ
ぶ
順
序
で
四
グ
ル
ー
プ
に
わ
け
、
二
月
末
、
四
月
末
、
六
月
末
、
八
月
末
の
各
時

期
に
春
米
を
京
に
納
め
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る

（貞
観
四
年
九
月
二
二
日
格
―
『類
乗
三
代
格
』
―
引
用
の
弘
住
民
部
式
に
は
、
八
月
末
に

春
米
を
輸
貢
す
る
備
中
以
下
五
個
国
を
あ
げ
て
い
な
い
が
、
格
引
用
の
際
に
逸
脱
し
た
も
の
か
）。　
こ
こ
に
み
ら
れ
る
春
米
輸
貢
国
指
定
の
特

徴
は
、
早
川
が
さ
き
の
論
文
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
良
米
を
産
す
る
国
で
あ
る
以
上
に
、
重
い
米
の
運
搬
を
考
慮
し
て
交
通
の
便
が

第

一
義
的
な
比
重
を
占
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
も
畿
内
諸
国
は
省
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
東
海
、
東
山
、
山

陰
の
三
道
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
近
国
ど
ま
り
で
あ
る
し
、
琵
琶
湖
の
水
運
を
利
用
で
き
る
北
陸
、
瀬
戸
内
の
海
運
を
使
う
山
陽
、

南
海
二
道
に
限

っ
て
中

・
遠
国
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
天
平
勝
宝
八
年

一
〇
月
丁
亥
太
政
官
処
分
Ｇ
続
日
本
紀
し
に
は
「山
陽
南

海
諸
道
春
米
、
自
今
以
後
、
取
と海
路
一這
送
」
と
あ
る
が
、
上
記
二
道
の
呑
米
の
海
上
輸
送
が
必
ず
し
も
こ
の
時
点
以
後
に
は
じ
ま

っ

た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

さ
て
木
簡
に
み
え
る
白
米
輸
貢
国
は
、
既
述
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
阿
波
を
の
ぞ
い
て
は
上
記
の
延
喜
式
制
の
春
米
輸
貢
国
に

一

二
四

致
し
、
今
回
報
告
す
る
も
の
以
後
に
出
土
し
た
も
の
で
も
お
よ
そ
そ
の
範
囲
に
お
さ
ま
る
よ
う
で
あ
る
。
奈
良
時
代

（正
確
に
は
白
米

荷
札
の
推
定
年
紀
で
あ
る
天
平
末
年
の
時
点
に
お
い
て
）
に
白
米
の
輸
貢
国
で
あ
る
阿
波
が
、
後
に
何
故
は
ず
さ
れ
る
の
か
は
そ
れ
自
体
と

し
て
考
究
す

へヾ
き
問
題
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
自
米
の
貢
進
時
期
に
つ
い
て
の
べ
て
お
き
た
い
。
今
回
収
録
す
る
も
の
で
年
月
日
を
明
記
し
て

い
る
の
は
備
中
の

一
例

含
一し
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
は
二
月
九
日
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
田
令
が
さ
だ
め
る
正
月
か
ら
八
月
ま
で
の
運
京
期
間
に
合
致
し
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て
い
る
。
た
だ
し
、
前
述
の
延
喜
式
制
に
よ
る
四
時
期
の
区
分
で
は
、
備
中
は
七
月
か
ら
八
月
に
納
米
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か

ら
、
少
な
く
と
も
天
平
末
年
頃
に
は
こ
の
よ
う
な
春
米
輸
貢
国
の
詳
細
な
規
定
は
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
他
　
　
　
麦
、
大
麦
の
貢
進
札
が
二
点
奮
兵
、
峯
こ
、
蘇
（生
蘇
）が

一
点
（四六０
あ
る
。
大
麦
の
貢
進
札
が

「官
交
易
」
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
蘇
に
つ
い
て
は
延
喜
民
部
式
に
詳
し
い
規
定
が
あ
り
、
各
説
の
該
当
個
所
で
若

千
の
解
説
を
付
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
他
租
税
の
種
類
の
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
七
点
あ
る
。
こ
の
う
ち
ｇ
一、
召
ニ

は
貢
進
物
が
ワ
カ
メ
で
贄
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
召
八
、
突
一は
調
物
で
あ
ろ
う
か
。
突
四
の
呉
桃
、
宅
一の
構
木
費
（美
作
）、
買
四
の
貌

が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
輸
貢
物
で
あ
る
か
は
定
か
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
が
租
税
の
種
類
を
明
記
し
な
い
理
由
は
、
例
え
ば
突
一
の
場

合
は
、
貢
納
者
と
彼
の
属
す
る
国
郡
郷
戸
主
姓
名
も
ま
た
記
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
略
記
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
別
に

一
札
が
あ

っ
て
聖
全
そ
の
も
の
は
こ
れ
に
副
え
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

付
札
　
　
　
官
内
で
の
物
品
の
保
管
整
理
用
と
し
て
、
そ
の
物
を
表
記
す
る
た
め
に
つ
け
た
木
札
で
あ
る
（ＰＬ
．３
ｏ
４
・
７．
１
７７
・
・４３
）
ｏ

鮒

。
床
須

・
絶

・
萩
甲
扇

・
紫
菜

・
海
藻
な
ど
の
魚
介
藻
類
、
生
娘

・
末
醤
等
の
食
用
品
、
長
女
柏

・
境
等
の
食
器
、
火
嬉
の
よ
う

な
調
度
類
、
西
市
交
易
銭
の
付
札
の
ほ
か
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
、
三
〇
点
余
の
繊
維
製
品
関
係
の
付
札
が
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
当
時
物
品
の
表
示
に
木
札
を
用
い
る
こ
と
が

一
般
的
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
繊
維
製
品
関
係
の
付
札
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
く
。
木
簡
の
形
式
、
内
容
か
ら
み
て
こ
れ
は
二
群
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き

る
。　
一
群
は
８
駕
型
式
の
も
の
で
、
た
と
え
ば

「緑
縫
衣
入
積

一
合
」
（四〈ｅ
の
よ
う
に
、
衣
服
な
ど
を
お
さ
め
た
櫃
を
表
示
し
た
も

の
（只
ｏｌ
宍
三、
四き
、
兒
四
な
ど
）、
他
の
一
群
は
五
ぞ
七

ｃｍ
ほ
ど
の
短
い
木
札
（上
下
を
折
っ
た
ま
ま
で
調
整
し
な
い
粗
い
つ
く
り
の
も
の
）



木簡の記録内容

に
絶

・
絹

・
糸

・
綾

・
緻
（綴
緬
）
な
ど
の
繊
維
製
品
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
（獨を
１
三
こ
。
　
な
お
第
二
群
の
筆
跡
は
い
ず
れ
も
類
似

し
て
い
る
か
ら

一
時
に
書
い
た
も
の
ら
し
い
。

両
群
と
も
に
、
品
物
を
示
す
も
の
に
色
調
を
書
き
そ
え
て
い
る
が
、
緑
、
青
系
統
が
大
部
分
を
占
め
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
（緑
２４
、

青
３
、
繰
３
、
紺
１
）。
ま
た
究
ｏ
を
の
ぞ
い
て
は
い
ず
れ
も
数
量
の
記
載
が
な
い
。

第

一
群
の
櫃
に
お
さ
め
た
も
の
が

「縫
衣
」
（四台
、
丞
一縫
腋
抱
）
と
あ
る
よ
う
に
、
縫
製
加
工
し
た
衣
服
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
二

群
は
絶

・
絹

・
綾

・
糸
（絹
糸
）、
緻
な
ど
と
あ

っ
て
、
す
べ
て
未
加
工
の
生
地
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
緻
は
綴
緻
染
を
意
味
し
、
今

日
の
鹿
の
子
絞
り
の
よ
う
な
絞
り
染
で
、
正
倉
院
の
遺
品
な
ど
か
ら
み
て
縄
に
施
さ
れ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
絹
織
物
の
生
地
が
な
に
に
使
用
さ
れ
た
か
は
断
定
し
難
い
が
、
こ
れ
が
も
し
衣
服
用
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
両

群
に
つ
い
て
類
例
の
多
い
緑

・
青
系
統
は
、
衣
服
令
に
よ
っ
て
文
官
の
六
位
答深
緑
）ぉ
七
位
（浅
緑
）、
八
位
、
初
位
（練
）
の
朝
服
の
色

調
に
一
致
す
る
０
に
の
場
合
の
色
の
濃
度
差
を
示
す

「深
。
中
。
浅
」
は
廷
喜
縫
殿
式
の
雑
染
用
度
に
み
え
る
「深
緑
綾
」
「中
緑
綾
」
「浅
緑
綾
」
の

処
理
法
が
参
考
に
な
る
）。　
し
か
し

一
方
同
令
に
よ
っ
て
綴
緻
は
衣
服
と
し
て
は
、　
内
親
王
礼
服
、
女
王
、
内
命
婦
礼
服
、
六
位
か
ら

初
位
ま
で
の
朝
服
、
官
人
制
服
な
ど
の
材
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
出
土
地
が
内
裏
近
傍
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
下
級
官
人
の
も
の

で
あ
る
よ
り
も
、
こ
の
よ
う
な
女
官
の
衣
服
生
地
で
あ
る
可
能
性
は
強
い
が
、
い
ず
れ
と
も
決
し
難
い
。
た
だ
し
、
綴
練
は
正
倉
院

の
遺
品
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
女
性
の
材
ば
か
り
で
な
く
、
包
み
裂
２
異
地
や
テ
ー
ブ
ル
な
ど
の
上
に
飾
る
裂
地
の
裏
地
な
ど
に

も
用
い
ら
れ
る
。

な
お
こ
の
ほ
か
に

「御
被
」
「
稀
肋
染
ｋ
薄
い
紫
）
な
る
名
称
を
記
し
た
木
簡
が
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
（一霞
）。



総 説

Ｅ

習

書

楽

書

類

ＰＬ
・３

・
鵜

・
７８
‐
８９
に
は
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
土
壊
出
上
の
官
人
た
ち
の
書
風
と
文
字
に
習
熟
す
る
の
に
彼
ら
が
い
か
に
努
力
し
た
か
を

窺
う
に
足
る
習
書
の
木
簡
を
収
め
た
。
な
か
に
文
選
巻
第

一
（〓〓Ｃ
と
記
す
も
の
が
あ
り
、
同
土
壊
出
上
の
上
器
の
墨
書
に
同
様
文
選

の
文
字
の
み
え
る
こ
と
と
併
せ
て
、
当
時
の
文
章
軌
範
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
こ
の
書
物
が
　
底
辺
の
官
人
た
ち
に
も
ひ
ろ
く
意
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
し
、
吾
一に
は
羊
蹄
、
鴨
頭
草
な
ど
の
植
物
名
が
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

万
葉
仮
名
を
記
す
木
簡
が
三
点
（完
、
一七四、
豊
５
あ
る
が
、
こ
れ
を
含
め
て
木
簡
全
体
に
み
ら
れ
る
文
章
表
現
は
、
当
時
の
生
の
国

語
を
伝
え
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
貴
重
な
資
料
で
も
あ
る
。

森
鹿
三

「漢
腎
の
木
簡
」
『書
道
全
集
』
第
二
巻
（中
国

・
漢
）

平
九
社
刊
、　
同

「居
延
漢
簡
研
究
序
説
」
『東
洋
史
研
究
』
第
十
二
巻
三

号
。

『
平
城
宮
報
告
Ⅱ
』
八
六
頁
。

た
と
え
ば

「去
上
位
子
従
八
位
上
伯
祢
廣
地
眸
研
唯
安
宿
郡
」
の
ご
と
き
も
の

（『
平
城
官
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
］
し
。

『
大
日
本
古
文
書
』
五
十
二
八
九
頁
。

『奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

一
九
六
五
』

釈
文
七
七
頁
参
照
。

『
平
城
宮
報
告
Ⅳ
』
五
六
頁
。

関
野
貞
は
官
城
内
西
方
に

「大
り
宮
」
の
字
名
を
の
こ
す
付
近
を
西
宮
に
比
定
し
た
Ｓ
平
城
京
及
大
内
裏
考
し
。

昭
和
四
〇
年

一
〇
月
に
実
施
し
た
第

一
二
次
補
足
調
査
で
第
二
次
内
裏
南
面
築
地
回
廊
を
検
出
し
た
際
、
内
裏
中
軸
線
上
に
柱
間

一
間
分

（三

・
七
三
ｍ
）
の
関
跡
を
発
見
し
て
い
る

（『奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

一
九
六
六
し
。

九 八 七 六 五 四 三 二  一 註



木簡の記録内容

一
〇
　
早
川
庄
八

「律
令
財
政
の
構
造
と
そ
の
変
質
」
『
日
本
経
済
史
大
系
Ｉ
』
所
収
。

一
一　
官
人
の
勤
務

。
考
課

。
選
叙
等
に
つ
い
て
は
、
野
村
忠
夫

『律
令
官
人
制
の
研
究
』
が
詳
し
い
の
で
参
照
さ
れ
た
い
Э

一
一
一　
笹
山
晴
生

「中
衛
府
の
研
究
」
『古
代
学
』
第
六
巻
三
号
。

一
〓
一　
早
川
前
掲
論
文
。

一
四
　
延
喜
官
内
式
腹
赤
魚
進
上
の
祝
詞
、
職
員
令
集
解
宮
内
省
条
跡
記
。

一
五
　
賦
役
令
集
解
雑
徳
条
古
記

「御
贄
痛
贄
送
、
…
…
充
二雑
緒
こ
、
前
註
職
員
令
集
解
跡
記
等
。

一
一ハ　
延
喜
大
膳
式
諸
国
貢
進
菓
子
条
に

「相
模
国
綿
断

」
と
あ
り
、
『類
乗
国
史
』
巻
第
三
三
延
暦

一
一
年

一
〇
月
丁
未
条
に

「停
二相
模
国
献
ラ橘

…
…
以
二路
遠
一也
」
と
あ
る
。

一
七
　
こ
の
ほ
か
天
平
六
年
出
雲
国
計
会
帳

「進
上
茂
浜
藻
御
贄
弐
荷
」、
『続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
八
年

一
〇
月
甲
戊
条
、
『
東
大
寺
要
録
』
所
収

天
平
腸
宝
八
年
五
月
二
二
日
勅
な
ど
。

一
八
　
大
化
二
年
正
月
甲
子
詔
其
四
賦
役
条
項
に

「九
調
副
物
塩
贄
、
亦
随
〓郷
上
所
ワ出
」
と
あ
る
記
事
が
注
目
さ
れ
る
。

一
九
　
楚
割
に
つ
い
て
は
、
和
名
抄
飲
食
部
魚
鳥
類
に

「魚
条
、
遊
仙
窟
云
東
海
鱈
条
、
魚
条
読
〓須
波
夜
利
・、
本
朝
式
云
〓楚
割
こ
と
あ
り
、
狩

谷
液
奔
は
こ
れ
を
箋
注
し
て

「按
条
小
枝
也
、
魚
条
者
、
割
二魚
肉
一乾
レ之
、
其
条
如
〓条
枝
こ

と
し
、
「須
波
利
、
即
須
波
衣
和
利
之
急
呼
」

「按
楚
割
鮭
魚
不
レ配
レ塩
而
乾
レ之
、
削
供
レ之
、
見
工厨
事
類
記
こ

と
解
し
て
い
る
。
滝
川
政
次
郎

「楚
割
考
」
Ｇ
日
本
上
古
史
研
究
』
五
の

一こ
参
照
。
な
お
、
平
城
宮
木
簡
の
用
例
で
腹
を
条
で
数
え
て
い
る
も
の
が
あ
る
全
暑

ｏ
三
弟
・
異
し
。

『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
０
』
五
頁
、
『
同
０
』
五
頁
。

『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
四
』
七
頁
、
『
同
的
』
四

・
八
頁
。

百
田
香
融

「出
挙
―
天
平
か
ら
延
喜
ま
で
―
」
∩
律
令
国
家
の
基
礎
構
造
」所
収
）、
早
川
庄
八

「律
令
財
政
の
構
造
と
そ
の
変
質
」
令
日
本
経

済
史
大
系
』１
所
収
）に
拠
る
。

一
〓
一　
薗
田

。
早
川
前
掲
論
文
。

二
四
　
『
平
城
官
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
０
ど
∞
』
に
み
え
る
白
米
貢
進
国
は
、
尾
張
、
参
河
、
美
濃
、
越
前
、
丹
波
、
丹
後
、
但
馬
、
幡
麿
、

美
作
、
備
前
、
備
後
、
紀
伊
、
讃
岐
、
伊
予
の
一
四
個
国
。

二 一 〇
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Ｓ
Ｋ

二

一
九
土
羨
出
土
木
簡

一　
・
寺
請
　
小
豆

一
斗
　
替

一
十
五
升
大
床
所
酢
　
末
善
等

・
右
四
種
物
竹
波
命
婦
御
所
　
　
　
　
一二
月
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］り配
ｅ
Ｗ
ま
目

某
寺
よ
り
竹
波
命
婦
御
所
の
用
料
と
し
て
、
小
豆

・
醤

・
酢

・
末
磐
等
を
請
求
し
た
も
の
。
竹
波
命
婦
は
常
陸
国
筑
波
郡
出
身

の
条
女
壬
生
直
小
家
主
女
で
、
後
に
掌
膳
と
し
て
称
徳
天
皇
の
食
膳
を
掌

っ
て
い
た
側
近
の
女
官
。
天
平
宝
字
六
年
二
月
、
平
城

宮
改
作
の
た
め
近
江
国
保
良
宮
に
移
居
し
て
い
た
天
皇
は
、
完
成
と
共
に
奈
良
に
帰
り
、
淳
仁
天
皇
は
中
官
院
に
、
高
野
天
皇
は

法
奉
寺
に
入
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
を
御
在
所
と
し
た
。
高
野
天
皇
の
法
華
寺
滞
在
期
間
は
長
く
と
も
天
平
宝
字
六
年
二
月
か
ら
重
詐
し

た
同
八
年

一
〇
月
ま
で
と
考
え
ら
れ
る
。
他
の
木
簡
の
年
紀
は
天
平
宝
字
五

・
六
年
で
、
高
野
天
皇
の
法
華
寺
滞
在
時
期
に
ほ
ぼ

合
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
天
皇
側
近
の
竹
波
命
婦
が

「寺
」
か
ら
食
料
を
請
求
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
「寺
」
は
法



釈 文

華
寺
と
考
え
ら
れ
る
。
「大
床
所
」
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、　
竹
波
命
婦
所
管
の

一
機
関
で
あ
ろ
う
か
。

『
正
倉
院
文
書
』

続
修
別
集
第
四
八
巻
所
収
の
万
葉
仮
名
文
に
み
え
る

「於
保
止
己
□
都
可
佐
乃
比
止
」
は
大
床
所
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か

爺
鰤
聖
体舘
Ｊ
。
な
お
こ
の
木
簡
の
充
先
は

一
応
大
膳
職
と
推
定
し
て
い
る
。
『
平
城
官
報
告
Ⅱ

・
Ⅳ
』
参
照
。
左
欠
。

〔数
叩
ヵ
〕

二
　
・
主
殿
寮
　
請
火
事

殿
□
口

・
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

十

二

月

十

二

日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（醤

）
赴

い
益

亀
は

主
殿
寮
が
火
（火
種
か
）を
請
求
し
た
も
の
。
主
殿
寮
の
職
掌
の
一
に
燈
燭
、
松
柴
、
炭
燎
の
こ
と
が
あ
る
。
殿
都
（ト
ノ
モ
リ
）
は

律
令
制
以
前
か
ら
官
廷
官
司
に
隷
属
し
た
職
業
集
団

（伴
部
）
で
、
日
置
、
子
都
、
車
持
、
笠
取
、
鴨
の
五
氏
が
世
襲
的
に
任
ぜ
ら

れ
た
鶏
一蝋
撃
華
覇
ゼ
。
こ
の
う
ち
燈
燭
以
下
の
火
の
こ
と
は
日
置
氏
が
担
当
し
た
と
お
も
わ
れ
る
。
職
員
令
に
よ
れ
ば
主
殿
寮
は

四
〇
人
の
殿
部
を
統
轄
し
て
い
た
。
下
欠
。

〓一　
・
請
常
食
朝
夕
井
三
斗

〔一
徊
ヵ
〕

・
□
鳥
□
一日
□
受
如
件
副
飯
給
途
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（醤
て
やプ
ぎ
忌

文
は
ほ
ぼ
完
存
。
朝
夕
料
と
し
て
常
食
三
斗
を
請
求
し
た
も
の
。
職
員
令
集
解
大
炊
寮
条
朱
説
は
、
諸
司
食
料
に
月
根
と
別
に

日
々
朝
夕
に
諸
司
に
班
給
さ
れ
る
常
食
の
あ
る
こ
と
を
の
べ
て
い
る
が
、
集
解
に
い
う
常
食
は
大
炊
寮
の
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
か
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ら
米
（飯
）
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
常
食
な
る
用
語
は
、
造
石
山
寺
所
食
物
用
帳
（メ
製
だ
頁一Ｊ
な
ど
の
正
倉
院
文
書
中
に
も
見
え
、
塩

・
茄
子

・
油

・
醤

・
小
豆
な
ど
に
つ
い
て
も
常
食
料
と
い
う
注
記
が
あ
る
。
裏
面
後
半
部
の

「副
飯
給
送
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら

す
る
と
、
米
以
外
の
右
の
如
き
食
料
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
副
食
物
を
請
求
し
て
い
る
先
と
し
て
は
、
大
膳

職
を
想
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
上

・
右
欠
。

四　
・醇
則
〕解
Ⅳ
日
画

【
士
徊
″〕

□
日
日
日
日
――
日
日
日
日
日
日

〔ニ
ス
ヵ
〕

∴
日
日
日
日
一　
□
一日
日
　
　
　
　
一旧
日

全
面
朽
損
著
し
。
一―
一一一の
請
求
文
書
と
同
類
か
。
「謹
啓
」
の
書
始
め
が
特
徴
。
下

・
左
欠
。

五　
　
謹
通
　
敷
万
呂
日
Ш
所
　
講
茶
端
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（Ｓ
Ｉ
ド支
撃
ミ

「敷
万
呂
」
に
つ
づ
く
字
は
判
読
困
難
。
字
数
の
確
定
も
検
討
を
要
す
る
。

某
所
よ
り

「敷
万
呂
日
口
所
」
に
あ
て
、
菜
端
を

請
求
し
た
文
書
。
「謹
通
」
で
書
き
出
す
文
書
は
、
正
倉
院
文
書
中
に
も
数
例
あ
る
命
柘
暉
伍
壁
三
欧
ｒ
五一五
川
ぞ
。
下
欠
。

大
　
・
阿
万
留
止
毛
宇
子
弥
可
々
多

・　［日］　　　　　　　　　一日日日日日日日日日日旧日日日日日出日日日中一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド『ド）〈（μ卜））〈や　ら〇」芍

（］ヽ
６
）
〉〈
∞
卜
〉〈
∞
　
αＯ
」埒



釈  文

□
　
常
食
朝
夕
日

二
と
同
様
朝
夕
の
常
食
を
請
求
し
た
も
の
か
。
上
端
の
み
原
形
か
。
全
面
朽
損
著
し
。

〔愧

攪
ヵ〕

□
慕
慕
以
□
　
阿
□
□
盆
口

・
五
　
五
□
□

〔崩川
ヵ
〕

・　
　
□
□
□
□

〔
國
ヵ
〕

〔
郡

中
ヵ
〕

〔物
ヵ〕

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
口

〔
田
部
ヵ
〕

〓
一　
・
肥
前
國
日
正
八
位
上
矢
□
□
日
日

「
豊
」
「國
」

・
筑ヽ
前

蝙
□
□
徒

八
位

上
矢

田
部
日
日
日

（〕卜
〇
）
）〈
ドω
）〈
い
　も
〇
」も

表
裏
と
ヽ
官
位

。
姓
名
を
記
す
（名
の
部
分
朽
損
）。
一異
面
上
部
の
官
職
部
分
は
別
筆
に
て
重
書
訂
正
し
て
い
る
。
用
途
未
詳
。
表

一異
と
も
に
人
名
が
矢
田
部
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
下
欠
。
下
半
部
朽
損
。

Φ

「宇
」
以
下
は

「魚
見
（鵜
を
見
）芳
」
か
。
芳
（カ
タ
ガ
タ
）
の
用
例
は
上
代
語
に
あ
ま
り
な
い
か
ら
、
弥
可
を
甕
と
す
れ
ば
、
「魚

　

７０

甕
か
た
」
に
な
り
、
全
体
は

「余
る
と
も
魚
甕
か
た
」
と
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
前
後
を
欠
き
、
文
意
不
明
。
右
欠
。

（Ｈ
９
×
含
９
×
り
も
Ｒ
も

（］
ド
ド
）
×
］〇
×
（ド
）
は
ｏ
∞
ｋ

（ド∞
〕
）
）〈
�
ω
〉〈
Φ
　α
Ｏ
∝
」

（
ド
釦
り
）
×
］
∞
×
∞

も
〇
い
る
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一口
　
Ｌ
甲
斐
國
」山
梨
郡
日

。　　　　　　　　　　　　　一日日日日日日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（、∞））〈（ド〇））Λω　αＯ蛹０

筆
跡
は
克
・
呂
と
類
似
し
、
も
と
同
じ
文
面
か
。
下

。
右
欠
。
切
込
み
部
両
面
に
圧
痕
あ
り
、
紐
断
片
が
付
着
。

一三　
　
海
藻
根
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ｄ
災
０
と
乙
驚

「
マ
テ
カ
ヒ
ノ
ネ
」
轟
酸
む
、
「
マ
ナ
カ
エ
」
（報
藷
じ
。　
賦
役
令
調
雑
物
の

一
。
海
藻
の
茎
に
で
き
る
成
実
茎
か
。
四
辺
原
形

を
と
ど
め
ず
。〔扇

〕

〓（　
　
森
甲
扇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∞賀
Ｐ聟
ま
亀

「
ウ
エ
只
報
酔
む
。
賦
役
令
調
雑
物
の
一
つ
。
完
存
。

一七
　
・
□
馬
馬
馬
馬
馬
日

・
□
日
日
日
日
日
一日

習
書
。
四
辺
と
も
に
欠
損
。
表
面
上
部
と
裏
面
朽
損
。

９

マ
）

曇
声
主
ヵ〕

一八
　
・
紀
伊
園
日
高
部
財
郷
日
日
一大
田
部
盆
占
調
塩

（ｇ
じ
×
含
９
×
ドゃ
ら０
驚



釈 文

・
三

斗

　

天

季

学

霊

酢

寧

十

月

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（醤

▼

］〕
逢

畿

芍

「天
平
宇
宝
」
は

「天
平
宝
字
」
の
誤
記
。
「
日
高
部
財
郷
」
は

「
日
高
郡
財
部
郷
」
の
誤
記
で
あ
ろ
う
か
。

但
し
Ｓ
Ｄ
埓
８

出
上
の
同
年
同
郡
の
荷
札
に
も
同
じ
く

「
日
高
部
財
郷
」
と
あ
る
０
轟
随
範
蹄
唯
ｐ
ｏ
『
類
乗
名
義
抄
』
に
は

「部
」
に

「
コ
ホ
リ
」

の
訓
が
見
え

「部
」
は

「
郡
」
の
意
で
、
或
は

「
日
高
郡
財
郷
」
と
よ
む
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。
下
欠
。
表
一異
と
も
に
や
や
朽
損
。

（追
筆
）

一九
　
Ｌ
甲
斐
國
」山
梨
郡
雑
彼
胡
桃
子

一
古

・
天
不
賓
字
六
年
十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド］聟
ド聟
Ｒ
識
」

言

・
こ
と
同
筆
。
「古
」
は

「籠
」
の
音
通
。
「雑
役
」
に
つ
い
て
は
、
総
説
五
〇
頁
参
照
。
甲
斐
国
は
『
延
喜
民
部

・
主
計
式
』

に
よ
る
と
、
年
料
別
貢
雑
物
と
し
て
胡
桃
子
を
、
中
男
作
物
と
し
て
胡
桃
油
を
貢
進
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

（追
筆
）

〓ｏ
　
乳
甲
斐
」
山
梨
郡
雑
役
胡
桃
子

一
古

・　
　
天
學
賓
宇
六
年
十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
懸
×
導
溢
ζ
設

二一　
　
長
女
柏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
μω露
ド受
怒
目

「
ナ
カ
メ
カ
ン
ワ
」
。
柏
に
は
、
青
と
千
の
二
種
が
あ
り
菓
子
雑
肴
を
盛
り
齢
講
ど
、
或
い
は
器
物
の
口
を
覆
う
も
の
婚
講
ど
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七 大
と
し
て
用
い
た
。
幡
磨
柏
、
三
津
野
柏
な
る
第
も
み
え
る
鍮
講
じ
。

二
一　
　
撫
滑
海
藻

ド
ド
］
×

や
い
×

ω

も
〇
蝋
К

吾
一　
　
未
滑
海
藻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぃド支
ドダ
ぎ
昌

「
カ
チ
メ
」。
賦
役
令
調
雑
物
の
一
。
正
倉
院
文
書
中
に
散
見
し
、
写
経
生
に
ひ
ろ
く
支
給
さ
れ
て
い
る
。

二四　
　
長
女
柏
冊
把

二〓　
　
□
大
豆
二
升
直
十
二
支
使
□
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も昌

最
上
部
の
塁
書
は
○
印
か
。
大
豆

一
升
の
直
が

一
一
文
で
あ
る
の
は
、
正
倉
院
文
書
に
よ
っ
て
検
す
る
と
、
天
平
宝
字
七
年
三

月
か
ら
同
八
年
三
月
ま
で
の
間
に
あ
た
る
。
天
平
二
〇
年
五
文

級
蛤
館
影
、
天
平
宝
字
七
年
二
月
八
文

動
四一法
Ｕ
ヽ
同
八
年
二
月

一
八
文
爺
七一
赫
己
ヽ
同
年

一
二
月
二
〇
文
動
を
球
己
。

学

学
　
日

故

ド
ド
ド
×

い
０
×

ω

も
〇
』
ヽ

α
Ｏ
芍
ゝ

も
〇
芍
К
　
　
　
強
¨
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八

□
老

〇 九

Ｓ
Ｅ

三

一
一
井
戸
出
土
木
簡

口
一　
　
政

酔
酌
酸
敵
□
　
　
　
御
匝
殿
七
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（重
）
×
μ∞
溢

邑
も

〔足

歳
ヵ
〕

文
意
未
詳
。
津
守
貞
成
は

『
津
守
系
図
』
に
見
え
、
父
は
和
九
。
和
九
は

『
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
延
暦
八
年
八
月
の
署
判
者

の
一
人
津
守
宿
祢
和
床
呂
と
同

一
人
物
か
。
子
の
貞
成
の
活
躍
時
期
は
九
世
紀
初
頭
で
あ
り
、
こ
の
木
簡
の
年
代
は
平
城
上
皇
当

時
の
も
の
と
推
定
で
き
る
。

御
匝
殿
は
内
一暴
貞
観
殿
の
別
称
。

「七
人
」
は
後
宮
縫
司
に
属
す
る
女
襦
で
、
貞
観
殿
に
つ
め
て
い

た
者
を
い
う
か
。
『
平
城
官
報
告
Ⅳ
』

一
九
頁
参
照
。
下
欠
。

大
天
千
賓
字
六
日

第

一
宇

「大
」
は
尊
称
の
意
か
。
年
号
に

「大
」
を
冠
す
る
の
は
あ
ま
り
例
を
み
な
い
。

四
　
十
六
日
口

山
背
園
口

軒
〇
も
ゝ
　

　

密

Ｓ
Φ
る
」

上

。
右
は
原
形
を
と
ど
め
る
。

も
〇
芍
ゝ

α
Ｏ
芍
Ｈ
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四

山

（中
］
）
）〈
］
『
〉〈
頓
　α
Ｏ』
芍

Ｓ
Ｋ
入
二
〇
土
壊
出
土
木
簡

甲
一　
生
日
回
検
校
藁
球
伯
陸
拾
伍
目
又
ユ
ハ束

・

　

那

聯

舛
丞

池

田
足

縫

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

∞受

身

⇔
昌

中
務
少
丞
池
田
足
継
が
藁
を
検
校
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
。
藁
は
賦
役
令
に
「凡
供
ツ京
藁
藍
雑
用
之
属
、毎

レ年
民
部
預
於
〓畿
内
一

斜
量
科
下
」
と
あ
り
、
こ
の
条
に
関
す
る
古
記
な
ど
の
説
は
、
京
で
必
要
と
さ
れ
る
藁

・
藍

・
染
車

・
縄

・
孤

・
柏

・
槽

・
机

。

籠

・
置
費
な
ど
が
畿
内
百
姓
の
雑
径
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
中
務
省
が
藁
を
必
要
と
し
た
事
情
は

粥
ら
か
で
は
な
い
が
、
『
延
喜
式
』
に
よ
る
と
、
藁
の
用
途
は
染
色
、
造
瓦
、
造
紙
等
の
た
め
の
材
料
及
び
縄
、
薦
等
の
藁
製
品
、

或
い
は
壁
塗
料
な
ど
多
方
面
に
わ
た
っ
て
お
り
、
例
え
ば
中
務
省
被
管
の
図
書
寮
、
縫
殿
寮
で
と
く
に
藁
の
需
要
が
あ
っ
た
こ
と

が
想
定
さ
れ
る
。
困
み
に
藁
の
計
量
単
位
は
、
『
正
倉
院
文
書
』
や

『
延
喜
式
』
に
も

「囲
」
と
あ
り
、
「駄

一
匹
可
負
員
十
園
」

（ゴ

一日簿
附
Ｊ
ヽ
「藁
五
十
園
…
…
諄
〓
両
撤
塑
百

命
騰
０

と
あ
る
か
ら
大
凡
の
量
は
推
定
で
き
る
。
尚
こ
の
木
簡
に

「叉
乱
六
束
」

と
あ
り

一
囲
＝

一
〇
東
で
あ
ろ
う
。
池
田
足
継
は

『
続
日
本
紀
』
に
み
え
る
池
田
朝
臣
足
継
と
同

一
人
で
あ
ろ
う
。
足
継
は
天
平
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宝
字
元
年
二
月
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
、
同
年
六
月
左
衛
士
佐
、
同
三
年

一
一
月
下
総
介
、
同
五
年

一
〇
月
豊
後
守
、
同
七
年
四

月
左
少
弁
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
木
簡
の
推
定
さ
れ
る
年
紀
は
天
平
末
で
あ
る
か
ら
相
当
官
位
で
従
六
位
上
で
あ
る
中
務
少

丞
は
彼
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。

四四　
　
民
郡
省
　
　
進
薪
重
伯
荷

〔右

依
ヵ
〕

□
□
□
日

（∞
卜
Φ
）
）〈
（∞∞
）
）〈
〇　
も
〇
」も

上
部
が
原
状
を
と
ど
め
る
の
み
。
原
形
は
か
な
り
の
大
き
さ
で
あ

っ
て
、
欠
失
部
分
に
民
部
省
が
薪
を
進
上
し
た
事
由
を
記
し

た
も
の
か
。
薪
進
上
に
つ
い
て
は
御
薪

今
ヽヽ
カ
マ
キ
）
が
想
起
さ
れ
る
。
雑
令
に
よ
れ
ば
、
二
月

一
五
日
、
文
武
官
人
諸
王
は
官
位

に
応
じ
全
位
一
〇
担
、
以
下
初
位
二
担
、
無
位
一
担
）官
内
省
に
、
帳
内
資
人
は
本
主
に
、
中
官
、
東
宮
舎
人
は
各
々
本
職
本
坊
に
薪

を
納
め
る
定
め
で
あ
っ
た
。
薪
は

『
釈
日
本
紀
』
に

「
ミ
カ
マ
キ
」
と
訓
ま
れ
、
御
竃
で
焼
く
木
の
意
。
『
延
喜
主
殿
式
』
に
は
年

中
所
用
御
薪
と
し
て
湯
殿
料

一
八
〇
荷
、
御
区
殿
御
洗
料
七
二
荷
、
御
沐
料

一
八
〇
荷
、
御
脚
水
料
二
四
〇
荷
、
御
炊
料
七
〇
八

荷
、
儲
料
二
〇
〇
荷
、
御
贄
殿
五
荷
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
尚
、
正
月

一
五
日
に
は
御
薪
札

（各
人
の
進
む
、へ
き
薪
の
数
を
記
し
た
も

の
）
を
提
出
す
る
進
御
薪
儀
が
行
な
わ
れ
た

翁
髄
鶏
隊
級
幣
さ
）。　
薪
の
計
量
単
位
で
あ
る
荷
は
さ
き
の
雑
令
に
「長
七
尺
以
〓廿
株
・為
〓

一
担
こ

と
あ
る
担
と
同
じ
て
あ
ろ
う
。

四五
　
・
大
膳
職
　
□
日
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二
Ｈ

一
一日

四大　
　
大
膳
職

四七　
　
内
膳
司
請
年
料
薦
廿
二
枚
薦
廿
二
枚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド∞聟
中、溢
ｅ
ｋ

内
膳
司
の
年
料
薦
請
求
文
書
。
全
文
を
墨
線
に
て
抹
消
。
文
中

「薦
汁
二
枚
」
が
重
複
し
て
い
る
（薦
は
異
体
字
使
用
）。

『
廷
喜

内
膳
式
』
に
は
内
膳
司
の
年
料
の
薦
と
し
て

「薦
十
六
枚
承
触
嫉
触
敵
硼
雁
料

」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

四
八
　

・
国
書
寮
解
　
　
　
　
　
　
矢
田
〔則
）

・　　　　一Ш
　日］
一Ш
　同］
一Ш
　巾中　．□　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中ド∞×含じ×⇔αｏも

第

一
字
は
図
の
異
体
字
。
下
は

「矢
田
□
」
の
一
部
を
除
き
文
字
が
削
り
と
ら
れ
て
い
る
。
裏
面
は
材
を
横
に
し
て
書
い
た
も

の
字
一六以
下
参
照
）。
と

。
〓
八
に
西
宮
の
兵
衛
と
し
て
矢
田
部
姓
が
み
え
る
。
上
端
の
み
原
形
。

四九　
　
主
菓
餅
　
　
□
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牌ゃダ
ａ
）溢
邑
も

主
莫
群
は
宮
内
省
大
膳
職
に
属
す
る
官
職
名
。
「主
実
舒
二
人
掌
三菓
子
造
〓飛
餅
争

ス
鋪
じ

と
あ
る
。
相
当
官
位
は
正
七
位
下
。
左

欠
。
朽
損
著
し
。

〔
雨四
ヵ
〕

□
日

（ドωΦ
）
×
ドω
×
い
も０
るゝ

（ド『Φ
）
〉〈
（］卜
）
）〈
いＯ
　ＳＯ
ｏゝ



=
三

釈 文

=   
五

一    〇

大
膳
職

園
池
司

□
□
木
工
寮
日

〔む爵
ヵ
〕

官
内
省

五四
　

・
府
召
　
牟
儀
猪
養
　
右
可
問
給
依
事
在
召
宜
知

・
放
不
過
日
時
参
向
府
庭
若
遅
緩
科
必
罪
　
曜

月
歓
嚇
付
鯵
結
虫
　
　
　
　
　
　
　
中∞聟
］∞
溢

邑
ゝ

兵
衛
府
召
喚
状
。
表
裏
と
も
や
や
朽
損
。
文
末
割
書
の
官
職
名
で
あ
る

「翼
大
志
少
志
」
は
、
大
宝
令
制
の
兵
衛
府
の
次
官
主

典
で
あ
り
（長
官
―
率
、
次
官
―
翼
、
判
官
―
大
直
・
少
直
、
主
典
―
大
志
・
少
志
）、
「府
」
は
兵
衛
府
を
さ
す
（囃
馴
勲
歌
熙
野
球
粁
究
↓
ｏ

「某
司
（某
所
）召
」
で
は
じ
ま
る
文
書
（頭
祀
ギ
瓢
砒
捩
Ю
卜
」
勧
症
Ｔ
も
形
式
は
正
倉
院
文
書
や
木
簡
に
散
見
す
る
。
漢
文
体
の
く
ず
れ

が
み
ら
れ
、
「右
」
以
下
は

「問
給
う
可
き
事
在
る
に
依
り
召
す
」
と
読
む
か
。
文
末
割
書
の

「翼
大
志
少
志
」
は
連
署
の
省
略
形
。

「付
と縣
若
虫
こ

は
こ
の
文
書
の
伝
達
者
を
示
す
。
大
宝
二
年
御
野
国
戸
籍
に
み
え
る

「縣
造
若
虫
」
（六
才
）
と
或
は
同

一
人
か
（総

説
参
照
）。
牟
儀
猪
養
は
兵
衛
か
。

８
×
（ドじ
×
釦
乙
も

　

７８

６
９
×
６
）
×
∞
ＧＲ
芍

転
〇
芍
ヽ

Ｇ
Ｏ
芍
Ｈ
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〔召
ヵ〕
　
〔部
ヵ〕

五
五
　
　
　
・
「
一‐‐‐十日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
」

・＝

＝

日
一

召
　
錦
部
岡
万
呂
　

承
知
此
状
急
く
寮
庭
参
向

怠
く
莫

・
頭
　
助
　
大
局
　
少
局
　
潤
九
月
十
四
日
付
廣
足
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］∞翼
Ｃ
）溢
§
ｋ

右
側
辺
が
割
れ
、
表
下
方
の
主
文

一
行
分
を
欠
い
て
い
る
ら
し
い
。
最
初
に
ま
ず
召
喚
す
べ
き
者
の
氏
名
を
中
央
部
に
書
き
、

そ
の
下
に
割
書
で
三
行
（推
定
）
に
主
文
を
記
し
、
裏
に
は
こ
の
文
書
の
発
行
人
で
あ
る
某
寮
の
長
官
次
官
主
典
の
官
職
名
の
み
を

略
記
し
、
日
付
と
こ
の
文
書
の
伝
達
者
を
記
す
書
き
方
で
あ
る
。
表
上
方
右
辺
に
僅
か
に
墨
痕
が
認
め
ら
れ
る
が
第

一
字
は
「召
」、

第
三
字
は

「部
」
と
も
推
定
さ
れ
或
い
は

「召
錦
部
岡
万
呂
」
の
文
を
右
横
に
習
書
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
年
紀
は
な
い

が
天
平
末
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ

（総
説
参
照
）、
関
九
月
と
ぁ
る
か
ら
天
平

一
八
年
と
し
て
よ
い
。
錦
部
岡
万
呂
を
急
ぎ
寮
庭
に

召
喚
し
た
文
書
で
あ
る
。
「急
ミ
」
「怠
ｋ
莫
」
な
ど
の
踊
字

「
モ
」
の
使
用
が
見
ら
れ
る
。
錦
部
岡
万
呂
は
兵
衛
か
。
と

・
圭

・

九
八
。
３
一ス
西
宮
兵
衛
関
係
）
な
ど
に
錦
都
の
姓
が
み
え
る
。

〓大
　
・
符
三
野
部
石
嶋
等
　
□
日
日
日
一

右
烏
打
　
勅
旨
紙
召
宜
知
此
炊
以

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一



釈 文

・
莫
烏
怠
遅
符
到
奉
行

大
局
錦
部
連
員
道

一‐‐日日日日日日日日日日日日日‐‐一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕ミΦ〉〈（∞〕）〉〈ω　αＯ」」

表
一異
共
に
左
右
両
辺
各
半
行
分
を
欠
き
、
も
と
は
三
行
か
。
表
は
か
な
り
荒
れ
て
い
る
が
、
赤
外
線
写
真
で
は
釈
文
の
ご
と
く

判
読
で
き
る
。
「符
」
と
い
う
公
式
様
の
文
書
形
式
を
と
る
（総
説
二
三
頁
参
照
）。
来
寮
が
勅
旨
紙
を
打
つ
た
め
に
三
野
部
石
嶋
等
を

召
喚
し
た
も
の
で
あ
る
。

「勅
旨
紙
」
は
管
見
の
限
り
で
他
に
類
例
が
み
え
ず
、　
そ
の
意
味
は
な
お
明
ら
か
で
な
い
が
、
勅
旨
を

記
す
た
め
の
紙
或
い
は
勅
旨
に
も
と
づ
い
て
必
要
と
な
っ
た
紙
と
か
の
意
で
あ
ろ
う
。
後
者
の
例
と
し
て
は
勅
旨
大
般
若
紙
打
料

（家
型
薄
じ
が
あ
る
。　
″
紙
を
打
つ
々
と
い
う
こ
と
は
、
紙
を
滑
ら
か
に
す
る
た
め
に
石
で
打
つ
こ
と
を
い
う
繍
薩
撃
鞠
）。
奈
良
時

代
の
写
経
所
で
も
ひ
ろ
く
打
紙
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
例
え
ば
奉
写

一
切
経
所
で
は
装
漬
生
が
仕
丁

。
自
進

二
屋
夫
等
を
つ
か
っ
て
紙
を
打
た
せ
て
い
る
俗
蜻
路
』状
川
に
乳
仁
Ｆ
各一砂
Ｏ
打
紙
所
爺
症
川
し
、
紙
打
殿
鍮

雲
Ｕ
な
る
語
も
み
え
る
。

尚
こ
の
符
は
紙
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
図
書
寮
の
符
で
あ
ろ
う
か
。
裏
面
末
尾

一
行
は
日
付
と
こ
の
文
書
の
伝
達
者
を
示
し

た
も
の
か
。
三
野
部
石
嶋
は
兵
衛
か
。
全

・
老

・
六

・
三
ｏ
（西
宮
兵
衛
関
係
）
な
ど
に
三
野
の
姓
が
み
え
る
。

二七
　
・
八
月
十
八
日
進
紺
糸
二
斤
六
雨

一
分
□
□
□
附
薬
口

・
正
六
位
上
行
正
動
十
二
等
山
口
伊
美
吉
　
　
天
干
十
三
年

（
曽

じ

×

含

９

×
∞

乙

は
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表
に
主
文
で
あ
る
紺
糸
を
進
め
た
月
日
、
荻
量
を
書
き
、
裏
に
紺
糸
を
進
め
た
官
司
の
長
官

令
正
も
の
署
名
お
よ
び
年
紀
を
記

す
。
こ
の
官
司
は
紺
糸
を
作
製
す
る
と
こ
ろ
に
限
定
し
得
る
と
す
れ
ば
、
織
部
司
（大
蔵
被
管
）或
い
は
内
染
司
（宮
内
被
管
）
で
あ
ろ

い
う
ノ
。

山
口
伊
美
吉
（忌
寸
）
は
次
の
よ
う
な
史
料
に
み
え
る
山
口
忌
寸
佐
美

（沙
弥
）
麻
呂
か
。
天
平
勝
宝
五
年
正
六
位
上
紫
微
中
台
大

疏
兼
近
江
大
塚
俗
船
薙
頁〓
゛
、
同
七
歳
紫
微
中
台
少
忠
綿
五一正
Ｄ
、
天
平
宝
字
二
年
八
月
外
従
五
位
下
）
従
五
位
下
、
同
五
年

一
〇

月
甲
斐
守
、
神
護
景
雲
三
年

一
〇
月
復
本
位
従
五
位
下
、
宝
亀
元
年
三
月
会
賀
市
司
、
同
三
年
四
月
木
工
助
、
同
年

一
一
月
備
後

介
曇
粋
し
。
上
と
左
は
原
形
を
と
ど
め
る
か
。
図
版
配
列
は
表
裏
逆
。

三八
　
・
□
付
火
長
大
日
部
勝
航
呂

・
□
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（煮
ｙ
§
▼
ｇ
忌

火
長
は

『
延
喜
内
蔵
式

。
左
右
近
衛
式

・
左
右
衛
門
式
』
等
に
見
え
る
が
特
に
軍
防
令
に
は
、
「兵
士
十
人
為
■

火
こ
と
あ
り
、

ま
た

『
左
右
近
衛
式
』
で
は
同
府
所
管
の
賀
輿
丁

一
〇
人
の
長
と
し
て
火
長
が
い
る
。
し
た
が
っ
て
火
長
は
衛
士

・
仕
丁

・
兵
衛

な
ど
の

一
〇
人
の
単
位
集
団
の
長
を
示
す
が
、
西
宮
兵
衛
に
関
す
る
木
簡
を
併
せ
考
え
る
と
、
兵
衛
の
火
長
で
あ
る
可
能
性
は
強

い
。
上
部
欠
。

二九
　
・
Ш
右
四
人
財
日



釈 文

・
□
願
烏
烏
日

（⇔
〇
）
×
］〇
×
ド
αＯ
』
Ｈ

大Φ
　

□
右
兵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枷ド×心
溢
己
も

大
一　
・
□
位
下
財
椋
人
安
万
呂

□
行
夜
使
偽
注
状
故
移

・
□
少
志
檸
原
造
総
臓
昌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ミ
▼
∞軍
ぎ
己

英
府
移
。
署
判
者
は
少
志
で
あ
り
、
発
給
官
司
は
衛
門
府

・
左
右
兵
衛
府

・
左
右
衛
士
府
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
財
椋
人
安
万

呂

（因
み
に
財
椋
人
は
初
見
の
複
姓
氏
）
を
某
月
某
日
の
官
内
の
あ
る
地
区
の
行
夜
使
と
し
て
派
遣
し
、
行
夜
使
の
身
分
証
明
と
し
て

同
人
に
給
付
し
た
も
の
か
。
行
夜

（
ョ
マ
ハ
リ
）
は
宮
衛
令
開
閉
門
条
に
諸
衛

盆
（衛
府

。
衛
士
府

・
衛
門
府
）
が
あ
た
り
、
『
延
喜
式
』

の
詳
細
な
規
定
に
よ
る
と
、
内
一異
は
官
人

一
人
近
衛

一
人
、
大
蔵
は
近
衛
二
人
、
内
蔵
は
近
衛

一
人
、
八
省
院
と
豊
楽
院
は
聞
部

一
人
が
行
夜
に
あ
た
り
、
兵
衛
も
ま
た
各
々
に

一
人
乃
至
二
人
配
さ
れ
て
い
る
。
上
部
は
切
り
こ
み
を
い
れ
て
折
り
、
欠
損
し
て

い
る
。

〔士
編
ヵ
〕

杢
一　
・
□
兵
衛
府
口

・
□
滋
□
□
　
　
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（こ
Ｘ
ｅ
ｘ
ｇ
昌
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大

〔敷
ヵＸ
入
ヵ〕

□
□
給
□
宜
校
牒

□
□
□
□
□

〔量

他
〕

申
應
直
□
□
□
口

〔如

件

兵

状

護

牒
ヵ〕

大五
　
・
□
□
□
□
□
□
□

共太　
・□
謹
請
慮
殴
諏
剛
〕

□
日

含
樹
）
×
（Ｒ
）
ｘ
〕
忌
驚

共七
　
・
□
衛
府
一――
日
日
日
日
日
日
日

・　一日日日日日日日日一　　　　　　　　一日日日日日日日日日日日日日日一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（〕ω９）〉〈（い０）〉〈、　も〇”」

〔巻理
ヵ〕

末
八
　
　
日

□
守

臣
老

玉
猿
日
回

□
□
君
茶
□
日
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（醤

▼

ｅ
ｙ
憲

昌

「玉
棒
」
以
下
は
削

，
と
ら
れ
、
約
三
字
分
の
墨
痕
が
の
こ
る
。
玉
棒
は
玉
の
飾
り
の
あ
る
枠
、
或
い
は

「ほ
こ
」
の
美
称
、

ま
た
道

・
里
に
か
か
る
枕
詞
。
「玉
枠
」
以
下
は
左
に
寄
り
、
も
と
二
行
の
割
書
か
。
「君
来
」
な
ど
の
残
文
と
併
せ
考
え
る
と

６
９

×
く
）
×
囀

き
驚

（
Ｓ
じ

×
Ｇ
）
×
ヽ

己

驚

（
罵
９

×
貧
）
×
〕

乙
驚



釈 文

「
玉
枠
」
以
下
は
歌
の
後
半
部
で
は
な
か
ろ
う
か
。

大九　
　
謹
論
人
成
一

道
守
臣
老
は
兵
衛
か
。
と
に
辻
姫
兵
衛
と
し
て
道
守
姓
が
み
え
る
。

（
怒

９

×

含

９

×
∞

も
記

Ｈ

七〇
　
・
申
請
月
借
袋
事
一日
日
日

・醇
酔
酔
酔
野

醇
酔
酔
郎
日

（怒
∪
×
６
）
×
∞
転
記
Ц

月
借
銭
請
求
文
書
。
申
請
者
は
不
明
だ
が
、
貸
与
者
は
、
解
の
形
式

（上
申
文
豊
０
だ
か
ら
、
官
司
で
あ
る
。
正
倉
院
文
書
に
、

宝
亀
三
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
、
写

一
切
経
所
の
月
借
銭
請
求
書
が
九
七
通
以
上
残
存
す
る
。
書
式
は
、
月
借
銭
請
求
額

・
返
済

期
限

。
質
物
の
品
名
数
量

・
請
求
月
日

・
請
求
者
名

・
保
証
者
名
が
あ
り
、
次
に
貸
与
責
任
者

・
貸
与
返
済
月
日
が
追
筆
さ
れ
て

い
る
。
月
借
銭
の
借
用
期
限
は
通
常
は

一
ｉ
三
カ
月
で
、
五
カ
月
の
も
の
も
あ
る
。
給
料

（布
施
）
で
返
済
を
約
束
し
た
も
の
が
多

い
。

利
子
は
月
毎
に
単
利
で

一
割
三
分
な
い
し

一
割
五
分
、
年
に
よ
っ
て
変
化
が
あ
る
。

そ
の
他
仕
丁
の
月
借
銭
も
あ
る
（誤
増

嘘
引
せ
。
な
お
証
人
の
大
伴
は
兵
衛
か
。
後
出
を

・
六

。
３
ｏ
の
西
官
守
衛
の
兵
衛
姓
に
大
伴
が
み
え
る
。
四
辺
欠
。

七
一　
・
□
成
　
　
　

成
成

四
月
十
七
日
替
成
成

・
□
章
章
章
章
章
章
章
日
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□
幸
　
華
　
幸
章
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（Ｓ
Ｉ
（じ
～
量
【

表
上
方
左
寄
り
の
「月
十
七
日
替
」
が
本
文
の
一部
か
。
他
は
習
書
。
上
下
左
右
と
も
に
欠
。
裏
面
図
版
上
．下
逆
。

〔
日月
ォ〕

曽
一　
　
右
以
今
□
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
転昌

〔締肝
コ〕

害
一　
　
ム
郡
司
□
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
αミ

墨
色
は
薄
い
が
、
左
辺
に
濃
い
墨
色
の
二
画
が
一重
複
し
て
い
る
。
「ム
」
は
「英
」
に
通
じ
、
郡
司
の
「解
」
の
書
式
を
記
し
た

も

の
。

七四　
ぼ
帥
ず
移
配
酌
Ⅳ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∝晨

「移
」
の
書
式
を
示
し
た
も
の
。

〔箱
ォ〕

七〓
　
　
Ш
□
府
移
出
雲
國
司
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
転目

某
衛
府
（申
衛
府
・
兵
衛
府
）か
ら
出
雲
国
司
に
出
さ
れ
た
移
文
の
首
都
。
或
い
は
菫
。
喜
と
同
じ
く
書
式
を
示
す
た
め
の
も
の
か
。

〔む脅
，〕

七六　
　
九
月
十
四
日
造
□
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も昌

85



釈 文

七七
　
・
松
原
車
除
充
夫
十
七
人
　
領
中
衛

一
人

。　
　
　
　
　
　
　
天
奔
十
八
年
十
月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∞］『巡
卜逢
毯
量

松
原
の
草
除
に
夫

一
七
人
を
充
て
、
中
衛

一
人
が
そ
の
統
領
に
あ
た
る
こ
と
を
記
し
た
も
の
。
『
続
日
本
紀
』
に
は
、
天
平
元
年

三
月
以
降
由
水
、
騎
射
の
宴
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
松
林
、
松
林
宮
、
松
林
苑
、
北
松
林
な
ど
が
み
え
る
。
「松
原
」
は
こ
れ
に
あ
た

る
か
。
因
み
に
松
林
に
関
す
る
記
事
は
天
平

一
七
年
五
月
の
平
城
還
都
直
後
に

「天
皇
親
臨
〓松
林
倉
庫
一賜
と陪
従
人
等
穀
こ

と
み

え
る
記
事
が
最
後
で
あ
る
。
神
亀
三
年
以
降
し
ば
し
ば
宴
に
使
用
さ
れ
た
南
苑

（南
樹
苑
）
も
同
様
天
平

一
九
年
以
降
に
は
た
え
て

し
ま
う
こ
と
と
併
せ
考
え
る
と
、
還
都
後
の
官
内
改
造
で
こ
れ
ら
の
苑
が
消
滅
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
左
中
央
の

一
部
分
を
欠
き
、

土
圧
で
歪
ん
で
い
る
。

丈
。囀
唖
唖
唖
目

□
路
即
　
□

正
六
位
上
右
大
合
人
阿
倍
勝
大
養
徳
因
□
□
郡
山
村
日

ｅ
逃
之
之
之
之
之
之
　
□
□
□
溶
溶
章
口

□
□
□
日
日
□
　
一日
日
日
日
日
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（灘
Ｘ
Ｑ
）巡
乱
Щ

「正
六
位
上
右
大
舎
人
阿
倍
勝
」
以
下
の

一
行
の
他
は
習
書
。
以
下
の
地
名
は
阿
倍
勝
の
本
貫
地
。
勝
が
姓
か
人
名
か
決
し
難

い
が
、
姓
な
ら
ば
阿
倍
勝
の
例
は
な
い
。
「大
養
徳
国
」
は
天
平
九
年

一
二
月
丙
寅
か
ら
同

一
九
年
二
月
辛
卯
間
の
大
和
国
の
表
記
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法
。
山
村
は
郷
名
。
上
端
の
み
原
形
。

七
カ
　
　
　
・
一

津
玖
余
く
美
宇
我
礼
□
□
□
□
□

〔初肝
ヵ
〕

故
　
款
　
　
　
□
　
由
　
由
我
　
礼
自
由

所

謹
解
　
川
日
開
務
所
　
本
土
返
避
夫
人
事

□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夫
人

故
漢
□
解
解
解
務
都
本
書
礼
我
遠
事
事

〔喬
母
〕

□
□
白
大
郎
奪
者
口
下
借
錢
請
□
右
取
□
日

一＝

一

〔皇

皇

皇

皇

皇

皇

皇

皇
〕

・
□
□
□
□
□
□
□
日未

未
未
未
未

皇
皇
皇
皇
皇
皇
皇
皇
皇
讃
讃
讃
讃
讃
讃

馬
隔
隔
嬬
馬
馬
馬
隔
隔
塞
嬬
用
馬
郎
郵
邸
□
□ 男 伊 男

日 勢
國



釈 文

未
　
　
未
未
未
□

遠
量
疏
疏
應
未
未
反
反
其
勢
結
結
郎
郎
芭
□

未
未
未
未
未

〔
誌
狐
ヵ〕

□

書

□

□

□

　

未

之

□

□

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（選

▼

奪

）
溢

證

芍

「謹
解
　
川
口
関
務
所
云
々
」
の
記
入
の
あ
る
も
の
に
、
そ
の
後
数
度
に
わ
た
り
表
裏
に
習
書
な
ど
を
書
き
加
え
た
も
の
。
「謹

解
　
川
日
関
務
所
」
以
下
の
一
行
は
未
完
だ
が
、
伊
勢
国
の
川
口
関
務
所
に
宛
て
、
そ
の
関
を
越
え
て
東

へ
還
る
夫
人
（諸
国
徴
発

の
百
姓
＝
人
夫
の
意
か
）
の
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
、　
過
所
か
。　
川
口
関
は
三
重
県

一
志
郡
旧
川
口
村
と
推
定
さ
れ
、
大
和
か
ら
桜

井
、
名
張
を
経
て
伊
勢
に
通
ず
る
重
要
交
通
路
の
関
所
。
『
続
日
本
紀
』
天
平

一
二
年

一
一
月
乙
酉
に
伊
勢
国
壱
志
郡
河
口
頓
官
を

関
官
と
い
っ
た
記
事
が
あ
る
爺
球
芽
以
郵
‐「率
響
柳
牌
琳
鉛
難
棘
馳
聟
軸
）
。
「□
白
大
郎
云
々
」
は
借
銭
請
求
の
書
式
。
借
銭
と
い
う
言

葉
は
奈
良
時
代
で
は
、
１
利
子
の
記
載
の
な
い
契
約
文
書
か
ら
な
る
借
貸
銭
（娯
謝
鉾
砂
、
２
月
借
銭
の
略
記
倫
一卒塾

頁三
じ
ヽ
３
官

司
が
物
品
調
達
用
に
上
級
官
司
か
ら

一
時
借
用
す
る
も
の
動
九一∝
Ｕ
な
ど
の
場
合
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
「津
玖
余
ミ
美
宇
我
礼
」

は

「月
夜
好
み
浮
か
れ
」
の
意
。
上
端
の
み
原
形
を
の
こ
す
。

〔
関心
〕

八〇
　
上
日
日
□
解
□
息
事
右
日
日
日
者
蒙
□
澤
日
日
一延
年
如
常
日
日
日
日
日
日
日
一□
□
等
師

・
雨
日
日
日
日
十‐
―‐
日
日
日
日
――
剛
評
警
今
願
所
者
稲
釧
脚

〔仰
ヵ
〕

日
日
日
日
日
一口
彼
郡
大
領
所
令
仕

（置
９
×
奮
じ
×
９
恐
量
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個
人
の
啓
状
か
。
解
文
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
「蒙
恩
澤
」
「延
年
如
常
」
な
ど
の
文
言
は
、
啓
状
の
慣
用
語
、
裏
面

「今
願

所
者
」
以
下
が
割
書
さ
れ
て
い
る
の
は
余
白
の
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「仰
彼
郡
大
領
所
令
仕
奉
」
と
あ
る
記
事
が
注
意
さ

れ
る
が
、
全
体
の
文
意
は
判
読
し
難
い
文
字
が
多
く
明
ら
か
で
な
い
。
薄
く
削
り
と
ら
れ
た
部
分
が
多
く
、
下
半
部
に
は
細
字
で
、

「能

。
自

・
還

・
戴
」
な
ど
の
習
書
が
あ
る
。
上

・
下
は
原
形
か
。
図
録
の
配
列
は
左
右
逆
。

八一　
　
回
・初
位
上
捨
前
合
人
倭
蹴
呂
謹
解
申
請
日

一Ｈ

一

一日

一

も
Φ
る
」

檜
前
舎
人
倭
床
呂
の
提
出
し
た
請
求
文
書
。　
檜
前
舎
人
姓
は
東
国
に
分
布
し
、
武
蔵
国
那
珂
郡
の
防
人
嬢
璧
挙
゛
、　
上
総
国
海

上
郡
の
檜
前
舎
人
直
建
麻
昌
象
�
警
欝
嵌
邦
り
、
遠
江
国
城
飼
郡
の
主
帳
の
檜
前
舎
人
部
諸
国
爺
監
鞄
醇
し
が
い
る
。
な
お
こ
の
檜
前

舎
人
は
兵
衛
か
。
後
出
全
の
西
官
東
二
門
守
衛
の
兵
衛
に
檜
前
姓
が
み
え
る
。

八
一一
　

　

日

一　

　

　

一日

国
十
二
日
依
相
見
条
女
宣
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α昌

相
見
条
女
は
出
身
郡
名
に
よ
る
祭
女
の
特
定
個
人
の
表
記
法
。
相
見
は
伯
者
国
相
見
郡
（駅
稲
応
魏
融
諒
ど
で
、
『
和
名
抄
』
『
延

喜
民
都
式
』
で
は
会
見
（
ア
フ
ミ
）
と
す
る
。
全

・
金

ｏ
き
は
同
類
か
。



〔撮
獅
ヵ〕

□
□
宣
臥
酔
嘲
声
詞
耐
‐――
‐‐‐

□
命
婦
宣
進
責
日

Ш
如
件
□
□
日

□
□
□
□
日

〔数ｍ
″〕

□
下
ム
位
姓
名
口

文
書
の
書
式
を
記
し
た
も
の
。
署
名
の
部
分
で
あ
ろ
う
か
。

徒
六
位
上〔眈
即

畑期　醸籐

α
Ｏ
Ｓ
」

Ｓ
Ｏ
る
ヽ

も
Ｏ
Ｓ
ヽ

合
づ

）
Ｘ

（
『
▼
×

９

軒
⇔
”
」

Ｓ
Ｏ
”
」

乙
息

　

”

α
Ｏ尊
Ｈ

も
〇
芍
」

□
位
上
□
□
臥
嘘
〕

□
日
徒
七
位
二
酢
砂
酔
ド

と き 発 灸 金

道八^
守戸E

釈 文

灸 全 金 全

〔依

八
〕

□
□
上
条
女
日

・
北
姫
兵
衛
　
恥
前

鯨
織
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・
曜
絲
瑯
　
　
△
向
上
引

一
一
Ａ
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
伽
ｏ
×
∞
岸
×
卜

鶴
〇
」
Ｈ

北
姫
関
に
上
番
す
る
兵
衛
名
を
列
記
し
た
も
の
。
北
姫
門
は
空
の
解
説
参
照
。
こ
こ
に
北
姫
兵
衛
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、　
一
連

の
西
官
の
門
ご
と
に
人
名
を
つ
ら
ね
た
木
簡
は
そ
れ
ぞ
れ
の
開
の
守
衛
に
あ
た
る
兵
衛
に
関
す
る
日
々
の
記
録
で
あ
る
こ
と
が
判

明
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
老

・
３
ｏ
な
ど
の
記
事
に
よ
る
と
、　
兵
衛
の
上
番
日
の
食
料
を
請
求
す
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
る
。
こ
れ

ら
兵
衛
木
簡
に
は
い
ず
れ
も
年
紀
は
な
い
が
、
他
と
同
じ
く
天
平
末
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
人
名
中
、
「
八
戸
」
は
八
戸
、

「枝
井
」
は
榎
井

・
朴
井
か
。
空
ｔ
三
四
二
霞
に
つ
い
て
は
総
説
西
官
兵
衛
伝
票
の
項
含
一五
頁
以
下
）参
照
。

を
一　
。
西
宮
束

一
門
腟
上
輸
翻
判
詔
舛　
　
　
右
七
人

ｏ　一一一期嚇抑（ｆ入占‐釧嗣岬（訥『枷叩‐　^ハ同一ハＡ〈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕０６×ゃ∞×∞もＯｋК

表
に

「右
七
人
」
と
あ
る
が
、
書
き
出
さ
れ
て
い
る
人
名
は
六
人
。
裏
の

「
二
」
は
西
宮
東
二
門
の
意
。
三
野
の

「
三
」
の
第

三
画
は
追
筆
。
人
名
に
付
し
た
合
点
は
豊
の
例
で
は
下
番
の
意
。

警
一　
　
北
姫
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］ド露
ａ
）赴
晏
る

「北
姫
門
」
以
下
の
空
白
部
分
に
は
西
官
兵
衛
木
簡
か
ら
推
し
て
兵
衛
の
名
前
が
記
さ
れ
る
べ
き
も
の
か
。
「北
姫
開
」
は
籍
火

を
焚
く
西
宮
の
北
門
の
意
。
従

っ
て
と
の

「北
姫
兵
衛
」
は
北
門
の
夜
間
禁
衛
に
あ
た
る
兵
衛
を
意
味
す
る
。
西
官
兵
衛
木
簡
で

南
門
や
東
門
で
矩
を
焚
く
こ
と
を
示
す
も
の
が
な
い
か
ら
、
西
宮
で
は
北
開
が
夜
間
開
い
て
い
た
唯

一
の
開
に
な
る
。
令
文
は
日



釈 文

没
諸
門
を
閉
じ
た
あ
と
も

「
不
レ在
〓開
限
正
、
「
至
レ夜
燃
レ火
」
す
門
を
理
門
と
称
し
て
い
る
が
幕
υ
、
「臨
時
定
■

便
門
人
出
入
者
一

名
云
と理
門
一昼
夜
開
検
二人
出
入
こ

縮
陥
籍
様
雛
Ｊ

と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
内
門

・
中
門

・
外
聞
（宮
城
門
）各
々
に
理
門
が

あ
る
爺
聯
籍
攘
》
。
北
矩
聞
は
西
官
の
北
門
で
あ
る
か
ら
内
裏
の
内
門
の
理
聞
で
あ
る
。
左
欠
か
。

九四　
　
飯
請
　
田
口
牛
甘
　
河
内
五
百
足
　
ハ
二
一人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕ω覚
Ｐ受
ぎ
昌

西
官
兵
衛
の
食
料
（飯
）
請
求
文
書
。
田
口
牛
甘
は
夫

。
３
一一一
に
み
え
、
さ
ら
に
正
倉
院
文
書
の
官
人
歴
名
帳
舎
爺
静
師
嘘
４

・天軒
隆

一薯

中
の
伊
勢
少
塚
田
口
牛
甘
、
『
続
日
本
紀
』天
平
宝
字
八
年
九
月
丙
午
条
に
正
六
位
上
か
ら
従
五
位
下
に
昇
進
し
て
い
る
田
口

朝
臣
牛
養
と
同

一
人
物
か
。
こ
の
推
定
が
成
立
す
れ
ば
兵
衛
の
官
人
社
会
進
出
を
示
す
貴
重
な
例
に
な
る
。
河
内
五
百
足
は
と
の

河
内
と
同

一
人
物
で
あ
ろ
う
。

日
下
部
　
　
専

九
三
　

　

西

宮

商

門

ね

舗

引

角

鞠
跡

人
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ぃド聟

∞
ド
溢

§

」

南
門
と
角
門
（脇
門
か
。
角
が
角
開
で
あ
る
こ
と
は
尭
よ
り
甥
ら
か
）守
衛
の
兵
衛
計
五
人
を
書
き
あ
げ
て
い
る
。

「茨
田
下
」
な
る
記

載
は
上
番
を
予
定
さ
れ
て
い
た
兵
衛
の
茨
田
が
何
ら
か
の
事
情
で
下
番
と
な
っ
た
も
の
か
。

九大
　
・
所
塁
凸
三
一門
　
鶏
攀

舟
ｒ
即
即
軒
朝
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・
∩
咄
鵜
榊
Υ
引
　
ハ
呈
ハ
人

門
名
が
単
に

「
三
聞
」
と
の
み
あ
り
方
位
が
な
い
こ
と
、

Ｏ
人
単
位
の
兵
衛
集
団
を
統
率
す
る
番
長
が
み
え
る
こ
と
、

推
し
て
東
の
第
三
門
の
意
か
。
田
日
午
甘
は
茜
解
説
参
照
。

る
が
、
同

一
人
か
は
不
明
。

ド∞ヽ
×
や
ド
×
ω
も０
」ｋ

兵
衛
の
人
名
標
記
が
姓
だ
け
で
な
く
名
も
示
し
て
い
る
こ
と
、　
一
〇

以
上
は
他
の
西
宮
兵
衛
木
簡
と
記
法
が
異
な
る
。
ど
一開
」
は
他
か
ら

上
広
足
は
、
宝
亀
五
年
の
正
倉
院
文
書

命
輪
鉗
．差
引
翔
彩
゛
に
み
え

宅

占

異

一
門
階

辞

人

騨
靱
が
　
　
　
　
　
　
　
Ｐいξ
営

「朝
夕
料
」
は
兵
衛
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
食
料
（常
食
×
総
説
三
一
頁
参
照
）。
因
み
に
兵
衛
の
生
活
資
は
、
大
炊
寮

。
大
膳
職
か
ら

支
給
さ
れ
る
諸
司
食
料
鍮
醸
し
、
出
身
郡
か
ら
の
養
物
鍮
ギ
修
鯉
篠
ご
で
ま
か
な
わ
れ
た
。
『
延
喜
大
炊
式
』
に
は
兵
衛

一
五
〇
人
分

の
食
料
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
左

。
右
欠
。

（川
〕

九八
　
・
西
宮
東

一
門
即
」

対
錦

合
四
人



釈 文

九九
　
・
西
祥
皇
陶
門
ム
ロ
剖
　
麟
野
　
角
誦
�
条
幣
Ψ

押
八
日
一今
人

・
此
元
塩
如
何
不
可
須
如
常
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（置
Ｘ
ωド添
邑
る

表
裏
別
筆
。
南
門
と
角
門
は
豊
に
も
み
え
る
。
裏
の
文
は
、
後
欠
か
。
表
書
に
よ
り
支
給
さ
れ
た
食
料
に
つ
い
て
、
塩
の
支
給

が
な
い
こ
と
を
難
ず
る
気
持
を
後
で
書
き
記
し
た
も
の
か
。
上

・
下
欠
。

Б
ｏ　
・
支
雪
言
間
徽
翻
　
跡
部
　
紳
　
北
話
日肺
下
部
　
ヤ
歳
用
お
秘
卿

。
合
十
人
　
　
　
二
月
九
日
食
司
日
下
部
太
万
昌
炊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド∞『巡
〕赴
乙
Ｈ

兵
衛

一
〇
人
の
食
料
請
求
文
書
。
「食
司
」
は
こ
こ
で
は
兵
衛
の
食
料
事
務
担
当
者
（総
説
三
一
生
≡
一頁
参
照
）。

憂一〇
二

・
二
門
三
願

籐
林
　
合
四
人

西
宮
束

一
門
刻
吐
　
束
二
命
網
「
右
二
人

束
三
門
期
剛　
伸細

丹
比〔硼
一日
日

ド
ヽ
ω
×

］
中
×

ω

Ｇ
Ｏ
ゝ
ゝ
　

　

９

牌
６
∞
×

ド
『
×

］

銚
Ｏ
ｋ
Ｈ

（
馬

ｅ

×

含

じ

×

∞

ζ

電
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３
三　
・
請
御
食
　
川
内
五
百
足
　
田
日
午
甘

・
　

「郵
叫
彰
」
半
￥
理
叫
呼
）
Ⅵ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕釦冤
μダ
ぎ
昌

西
宮
兵
衛
の
食
料
（飯
）
請
求
文
書
。
表
裏
の
文
字
は
逆
方
向
。
束
尾
の

「食
納
飯
」
は
後
筆
か
。
川
内
五
百
足
、
田
口
牛
甘
二

人
の
食
料
請
求
に
つ
い
て
は
圭
参
照
。

〔万

呂
ヵ〕

一畠

・
日
日
一嶋
□
□
　
川
上
足
棒

・

上

廣

足

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

μ
頓
露

曾

ｙ

忘

忌

「川
上
足
枠
」
は
〓
一に
も
見
え
る
。
左

。
右
欠
。
朽
損
著
し
。

〔茨

田
〕

３
三

・
西
宮
束

一
門
　
昭

市随
　
合
四
人

〔糊
〕
合
四
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
μΦダ
ｅ
Ｘ
ざ
己

・
東
二
門

肺

訓

判

〔
西

宮

南

門
〕

３
大
　

□
□
□
□
　
君
子

３
七
　
西
宮
南
門

□
□
筐
瞑

含
中
じ

×
６
）
×
中

も
ｏ
“
ゝ
　
　
９５

「

|

（ド∞⇔
）
〉〈
（μＯ
）
）〈
Ｎ
　む０∝
Ｈ



釈 文

〇
八〇

日青|
土

呂  □響

表
面
を
削
り
、
文
字
は

一
部
に
の
み
残
る
。
下

・
右
欠
。

∴
日
日
□
東〔酢
則
〕

〔三

野
錦
ど

・□
尾
張
（剛
団
団
口
口

・
□
□
日
日
日
日
日
日
一

き
餅
則
芹
――――
―――‐
Ш

一＝

一

〔東
ヵ〕

ｏ
□
□

表
裏
面
と
も
に
削
一り
と
ら
れ
、　
一
部
に
墨
痕
を
と
ど
め
る
の
み
。
西
官
兵
衛
に
関
す
る
も
の
。

（μいΦ
）
Ｘ
（ドヽ
）
Ｘ
］
αｏ
Ｈ芍

含

０
じ

Ｘ

含

じ

Ｘ

囀

ｓ
£

Ц

（『Φ
）
Ｘ
（∞
）
×
や
銚〇∞【

８

６

ｘ

誤

×

や

ら
０
」
ゝ
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一
〓
一　
・
旧
呂
田
門
　

い
日室

．
Ｌ‐

「
都
　
、
茨

・
回
□
□
□
口
　
　
　
　
　

口

一Ξ

・
東

一
嬬
子
　
一
玲
田
疋
騨

・　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　
〔歩ね
，〕

合
□
日

「一只十　一　」
「
二
」
は
東

一
門
、
東
二
門
の
意
。
下
欠
。

〓
四

３
〓〓　出興岬貰↑七一

〔
司

門
む

〓
六
・
回
□
□
一日
日
日
日
回

・
回
伺
Ｈ
評
日
日
日
Ш

≧

璽

〕即

解蔀

（０う
）
Ｘ
ф
“
Ｘ
Ｆ

０ヽ”
【

（
い
い
０
）
Ｘ
中
ω
Ｘ
ω
も
０
」も

（ドω
ド）
×
〕
〕
×
（∞
）
α⇔
ｏ
」

昌   亀



釈 文

一え

・

右
七
人
仝

一醜

一糊

内

・
国
人
食
□
□
堕
□
給
□
□
日

表
裏
異
筆
。
表
は
西
宮
兵
衛
関
係
か
。
裏
は
文
意
未
詳
。
下
欠
。

〔門
ヵ〕

〓
九

・
□
□
□

・
　
□
□
□

三ｏ　
・山口臥絣秩酢　欧帥酌剛口

・　
　
□
　
口
□
□
□
口

〓・　
剛
上醜酢謹
啓口

三
一　
□
　
室
　
茨
日
　
□
日

一量

・
東
二
門
口

知
田網
日

鰻
�
ｘ
（こ
）
ｘ
ヽ
３
ζ

　

銘

（〕
い０
）
×
ωド
×
〕
ｓＯ
‘ゝ

（中ドト）
）^
（Ｐ〕）
）〈中　転〇∝
」

（
Ｏ
Ｎ
）
）〈
騨
∞
〉
＾
∞
　
α
Ｏ
“
ヽ

α
Ｏ
も
ヽ

（ω
じ

×
６
）
ｘ
ド
』
巳

ゝ
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暑 兵 三 云一二八
一工九

一三〇
一
〓一
一

一一一一二

生
＝西

宮
□
口

窺
副

乳

〕
〔ハ一
，〕

二
門

種

日

回
徹獅
口

西
韮
齢
Ⅳ

齢
酢
酢
酢
即
昨

醐
濯
酎
ォ一門

日

大路
酢

□
□
林
紳
暖
〕

企
馴
し
Ｘ
（ミ
）
Ｘ
い
も
０
“
ゝ

ヽ
０
も
ヽ

α
⇔
埼
Ｈ

ら
０
ヽ
ゝ

ぶ
⇔
芍
ｋ

α
Ｏ
る
ヽ

く
じ

ｘ
（ｅ

ｘ
∞
乙
驚

α
Ｏ
も
ヽ

も
⇔
る
」

α
ｅ
【
　

９９



罐
≡
凸
醍
酔□
酢
酢霞
叩

・
□
□
日
　
　
　
　
□
□
口

・
西
宮
東

一
□
　
茨
田
口

・
□
　
　
一日
□
　
　
日

Ξ末　
・」
醜
剛
酢
誕
飾
ヵ〕酪メ

・

・□
位
上
伊
勢
直〔酔
犀
□

〓モ
・□
位
上
伊
災
酔
誤
欅唯
叶□
□
□
口

=
四

尾
張

６
こ
×
６
）
×
中
は
ｏ
驚

（８
じ
×
令
）
×
〕
αｏ驚

〔
正

五
ヵ〕

尾
張
園
守
□
□
日

（ド⇔
〕
）
×
（ドい
）
×
卜
も
〇∝
Ｈ

胡
剛
酌
酔
ド
ロ
【酔
酔
ド

↑
〕
゛

×
含
じ

×
枷

Ｇ
ｏ
』
Щ

表
一異
に
讚
岐
国
塚
、
尾
張
国
守
、
美
野
国
大
嫁
、
周
防
国
介
な
ど
の
記
載
が
み
え
る
が
、
性
格
未
詳
。
上
端
の
み
原
形
。

一□□団団団団□団
【□団剛弼団聞側団酢眸ド醇
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・
□
欝
□
　
敵
蓋
加
□
　
□
□
□
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ミ
Ｗ
ａ
）ミ
乱
ヽ

Ξ
八
　

奈
良
王
　

解
騨
王
　
　
玉
手
工
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（］こ
×
（こ
溢
邑
る

王
第
を
列
記
。
「奈
良
王
」
は
長
親
王
の
子
綴
蠍
髄
じ

で
天
平

一
二
年
正
月
、
無
位
か
ら
従
四
位
下
に
叙
翁
鮒
）。
「管
（菅
力
）
原

王
」
「
玉
手
五
」
は
未
詳
。
一元

・
言
ｏ
と
関
連
す
る
か
。

（ｓ
ｅ
×
盆
髯
）
×
６
）
乙
電

Ξ
九
　

川
勢
王

（８
９
×
６
）
×
枷
む０驚

西
ｏ
　

□
原
王

〔
数岬
ヵ〕

西
一
　

金
守
部
β
人
　
　
金
守
部
小
君

百
一　
□
□
□
□
茨
田

酉
一　
□
秦
古
万
呂

西
四
　
養
徳

兵
衛
の
姓
か
。
と
参
照
。

金
守
□
日

（〕〕『
）
〉〈
（ド∞
）
〉〈∞
　αＯ∞
」

（
Ｓ

９

×

含

じ

×

中

転
記

」

令

９

×

含

９

×

ド

ら
ｏ
驚

Φ
〕
Ｘ

ド
Φ
×

∞

も
Φ
哨
」



ェＸ
　
　
　
一四
〓

釈

一四
六

一四
七

一四八

□
上
勝
部
豊
嶋

□
　
　
膳
廣
航
昌
日

・
回
六
拌

・
□
□

一冤
　
刑
部
□
□
□

口

Ξ
Ｏ

・
　

小
足

也

饂

剛

□

一〓一
　
口
鴎

忌
寸
日

一豊
　
ｏ
□
　
茨
田

（ｏ∞）
〉〈
（一ド）
〉〈〕
も〇”【　　　
覗

（ドい∞）
）〈
（ドド）
Ｘ
料　∝０”ヽ

』
０
０
」

（Ｅ
こ

×
６
）
ｘ
ゃ
３
驚

（瞼
も
Ｘ
一令
）
Ｘ
ω
ｓ
記
ヽ

貪
９

×
含
や
）
ｘ
い
ｃ
畠
【

Ｓ
０
０
」

」
醍
ド
腕
昌
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≡ 吾 勇 天 零 要 ≡ 吾 三

（Ｓ
）
ｘ
６
）
ｘ
〕
乙
驚

ら
０
も
ヽ

こ
０
０
ヽ

６
０
も
ヽ

α
Ｏ
る
Ｈ

Ｓ
Ｏ
も
Ｈ

Ｓ
Ｏ
も
Ｈ

・Ｓ
Ｏ
も
ヽ

も
〇
も
ヽ

Ｓ
も
も
ヽ



釈  文

一一奮一　　　　　前刊一一中中ヵ〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＳＳる」

冥
二
　
白
妥
郡
連
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
Ｒ

莫
四
　
矢
田
部
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
葛ミ

冥
〓
　
国
　
各
務
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ晨

笑
大
　
□
使
こ
こ
ッ
こ
　
　
　
　
　
藤
野
ミ
き
〓
ツ
」　
　
　
子
奈
女

勝粋
岸
工
球
一
４
一
↓イ
一　
　
　
　
　
　
桶ど
毛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・ギ
豆
以
歩
ネ
　
　
　
　
　
（８
９
ｘ
Ｇ
じ
ｘ
∞
８
徴

安
性
名
下
の
点
は
一
一
番
目
を
長
く
は
ね
、
数
の
区
切
り
を
示
す
。
「藤
野
」
「加
毛
」
は
郡
名
に
み
ら
れ
、
あ
る
い
は
祭
女
か
。

一奄
と
同
類
。
四
辺
と
も
に
原
形
を
と
ど
め
ず
。

一奄
　
〔殴
辟
”ヽ・・ご
・ン

（貨
３
）
Ｘ
（博や
）
Ｘ
Ｏ
鶴０“
【

笑
八　
・
五
十
上
女
　
　
　
　
　
　
玉
虫

〔「ハ
，
〕

・　
□
上

Ｓ
８
）
ｘ
（薔
）
ｘ
Ｏ
ζ
驚
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日
□
□

〔君
ヵ
〕

口
□

（〕⇔
Φ
）
）〈
（い
ぃ
）
）本
ド〇
　
も〇
∞
Ц

署
ｏ
　

□

女

春
日
村
　

　

　

　

　

□

女

臨
酔

ば
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（吾

ｙ

Ｏ

赴

己
驚

天
平
腸
宝
二
年
東
大
寺
に
進
上
し
た
官
奴
婢
の
中
に
春
日
村
常
奴
婢
四
人
、
飽
浪
村
常
奴
輝
九
人
の
名
が
み
え
る
楡
壕
義
蔀
）。

春
日
村
は
大
和
国
添
上
郡
、
飽
波
村
は
大
和
国
平
群
郡
に
あ
り
。
『
続
日
本
紀
』
に
み
え
る
春
日
離
宮
、
飽
波
官

（聖
徳
太
子
が
亮
じ

た
と
い
わ
れ
る
飽
波
葦
塔
宮
も
同
じ
か
諏
遊
局
）
の
所
在
地
。
両
村
の
常
奴
婢
は
、
こ
の
離
官
の
雑
役
に
従
事
し
た
も
の
と
い
わ
れ
、

こ
の
木
衡
の
来
女
も
両
離
宮
の
輝
か
。
四
辺
原
形
を
と
ど
め
ず
。

（い０∞）
〉〈
（いい）
〉〈∞　αＯ∞」

τ
一
　

大
津
女

α
Ｏ
る
」

琶
一　

□
春
日
女

α
Ｏ
る
ゝ

琶
一　

員
濱
女

〔士
張
ヵ
〕

一名

Ｌ

歩

「
が

天
専

傘

脅

習

箋

譜

目

覇

」

・　
　
　
一回
　
　
　
　
　
旦
〔醜
が
比
等
等
ミ
流
刀
毛
意
夜
志
己
ミ
呂
曾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ω、じ
×
（〕じ
ｘ
∞
も記
Ｈ

「天
平
十
八
年
九
月
四
日
交
易
紙
百
酔
酢
』
の
部
分
が
本
来
の
文
か
。
「味
」
「実
」
等
の
習
書
が
あ
る
。
万
葉
仮
名
は

「た
□
　
ｌｏ５

九

子
刀
自

口
回
虫



釈 文

し
人
と
と
る
と
も
お
や
し
心
ぞ
」
と
読
め
る
。
全
体
の
文
意
は
不
明
だ
が
、
「お
や
し
」
は
同
じ
の
意
。
「
お
や
し
」
の
用
例
は

「大

王
の
敷
き
ま
す
国
は
都
を
も
こ
こ
も
於
夜
自
と
心
に
は
思
ふ
も
の
か
ら
」
大
伴
家
持
越
中
時
代
の
歌

『
万
葉
集
』
四

一
五
四
な
ど

が
あ
る
。
左

・
右
久
。
図
版
の
配
列
は
左
右
逆
。

τ三　
・進
上
　
　
団
枕□□

・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
～九
〕

・　
　
　
　
　
天
季
十
八
年
□
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕ｏ露
ぐ
）溢

己
電

モ
大
　

醒

曲
が

一ハ
人
さ

一石
七
斗
人
別
四
斗
五
升
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（趣

巷

▼

∞
α霞

土
師
女
六
人

へ
の
米
の
支
給
文
書
。
人
別
四
斗
五
升
の
米
は
天
平

一
七
年
度
の
月
綬
請
求
文
書
命
齢
籍
こ
に
み
え
る
祭
女

・
官

人
の
月
根
支
給
額
と
同
じ
で
あ
り
、
こ
の
米
は
土
師
女

へ
の
月
根
か
。
右
辺
の
み
原
形
。

モ
七
　

八
月
十
九
日
請
古
御
酒
〔匪

ポ
又
十
〔剛
評
駒
酌
ゴ
升
又
十
二
日
古
御
酒

脆
剛
閥

硼

爛

艶

騨
減

螺

謎

日
古
娼

弄

琵

上
回

　

∞ｏｏ×
置

昌

欠
損
部
は
多
い
が
、
ほ
ぼ
原
形
は
判
明
す
る
。
日
別
の

「古
御
酒
」
の
請
求
量
を
記
し
た
帳
簿
風
の
も
の
。
古
酒
は
天
平
元
年

隠
岐
国
正
税
帳
な
ど
に
み
え
、
新
酒
が
天
平
八
年
摂
津
国
正
税
帳
な
ど
か
ら
わ
か
る
か
ら
、
酒
に
新
古
の
別
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
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八       ハ       .ハ
三       二       ~

〔許
”〕

・酢岬一一一一紺錮

・
□
□

国
人
小
豆

□
□
口

申
留
日

〔・言騨コ〕

（一
ド
∞
）
Ｘ
申
！
Ｘ
卜

α
ｏ
」
も

（協
）
×
博
ｘ
ω
ぶＲ
ヽ

公
ヽ
）
Ｘ
（
ド
∞
）
×
Ｏ

ｓ
Ｏ
“
ヽ

公
ミ
）
Ｘ

（
い
０
）
Ｘ
ミ

む
０
∞
ゝ

（
番
ラ
Ｘ‐
（中
卜
）
χ
〕

む
ｏ
“
【

』
電

」

・０７

金  究
一丈

・
回
□
相
盛
物
四
日

・
日
□
　
十
支
日

「網
盛
物
」
は
二
種
以
上
の
も
の
の
盛
合
せ
の
意
か
。
死
一に
も
み
え
る
。

・
□
□
　
□

一
斗

〔
Ｅロ
ォ
〕

・
□
月
二
□

・瞬
一電
布
口

・
回
二
人
口
回

鈴
一
日



一Ｘ
　
　
　
一八
四

釈

一八
三

□
飽
口

□
伊
加
一印
剛

「伊
加
」
は

「烏
蹴
」
（イ
カ
）ｏ

一駐
醜
騨
口

□

一
斗
酒

一
斗

∩
―――
――Ｉ
Ｈ

天八　
□
□
醤
口
□
□
鯖．酢
Ⅳ

磐

（ヒ
ッ
ホ
）
は
も
ろ
み
の
よ
う
な
も
の
。
磐
鮒
鍮
熊
主
）の
ご
と
く
魚
を
讐
漬
に
し
た
も
の
か
。

昴
闇
ぴ
詭
〕

死
０
　
□
□
同
日

栗
前
□
□

£  灸

己 ｓｅ
ヽ
　
駆

Ｓ
Ｏ
ヽ
ヽ

軒
Ｓ
芍
」

転
０
芍
ｋ

転
０
も
ヽ
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突    窒    盗
九 九    九

□
□

一
合
　
　
令剛

□

一
斗
∩
倒
倒
留

一古
入
器
磁
二
日
伺
叫

□
奎
覗
〕醍
離
囃
〕

□

朝
夷
□
□
進
上
道
子

〔
一　
伽盛
ヵ
〕

九
月
廿
□

〔益旧
ヵ
〕

□
□
□
□

□
□

菖
□
□
□
　
　
〕県
依

〔敷

御
ヵ〕

・
□
□
□
□
　
□
□
日

〔
一ハ
　ロ
＝
ヵ
〕

・　
□
□
　
一日
日
日
日
□
　
□
□
□

飯
五
斗
　
塩

一
百
顆
用
物
貫
濱
女
板
野

転
〇
芍
ゝ

Ｇ
Ｏ
も
Ц

（隠
↓

×
６
９
×
∞
αΦ
驚

μ
Φ
『
×

∞
６
×

い

も
Ｏ
Ｈ
ｋ

（示
９
×
含
ｅ
×
０
もｏ
驚

（ド〕Φ）〉〈ド∞〉〈卜　も〇∞」　　　↓り



釈 文

「板
野
」
は
阿
波
国
板
野
郡
出
身
の
条
女
の
板
野
命
婦
の
こ
と
。
正
倉
院
文
書
に
散
見
し
、
天
平
勝
宝
四
年
八
月
に
出
家
（譲
一日
　

・・０

左
引
↓
。
天
平

一
七
年
正
月
外
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
た
粟
凡
直
若
子
は
同

一
人
か
鐙
鮒
）。　
飯

・
塩
を
板
野
命
婦
の
下
に
あ
る
真

浜
女
に
支
給
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
か
。
上

。
下
欠
。

一４
　
・
□
五
斗
日

・
□
　
□
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（３
云
じ
恙
ζ
驚

〔報獅
ヵ〕

死
八
　
布
枡
四
□

糸
五
斤
十
二
雨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（療
ｙ
Ｇ
）益
最
」

〔月

廿
ヵ〕
　

〔給
ヵ〕
　

〔砲
ヵ〕

死
九
　

回
□
□
四
日
□
出
責
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（置
γ
ｅ
）溢

量
ｋ

「黄
砲
」
は
衣
服
令
制
服
条
に
よ
る
と
無
位
の
着
す
る
も
の
。
右
辺
の
み
原
形
。

〔
以
ヵ〕

３
ｏ

・
二
蒲
蘭
染
　
□
御
被

一　
回
進
湊
田
□

十
六
日
敷
御
被
三

一　

　

　

　

　

一
御
□

（遇
じ
×
含
９
×
い
はｏ驚

は
そ
の
点
数
を
示
し
、
内
訳
と
し
て

「御
被
（覆

「驀
蒟
（え
び
ご

染
は
衣
服
令
服
色
条
に
よ
る
と
薄
い
紫
染
。
最
初
の

「二
」



衣
洋

一
点
が
あ
り
、
浅
田
某
が
こ
れ
を
進
上
し
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
か
。
裏
面
も
同
様
な
内
容
か
。

工皇

に
は

「十
七
日
」
「十
八
日
」
と
あ
り
内
容
上
も
関
連
資
料
で
あ
る
。
上
端
の
み
原
形
。

３
一　
□
□
□　
十
七
日〔剛
酌
馳
｝
十
八
旦〔酔
酔
酔
則
一

「橡
（
つ
る
ば
み
ご

は
紺
墨
色
染
。
上

・
左
欠
。

こ
一　
□
□
束
別
四
文
　
　
　
日

こ
・一　
□
六
支
　
各
十
六
支
充
　
黒
葛
直
六
十
文

Ｓ
四
・
ュ
豆
支
女
人
給

二〇
三
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ロ

□授
□竜
□
W

口

・　　　　　　　［日］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ド頓］）
）〈
（∞）
）〈い　は〇∞ゝ

「
亘
豆
支
女
」
（て
つ
き
め
）は
手
香
女
で
、
国
を
つ
く
仕
事
に
従
事
し
た
女
か
。
そ
の
人
給
料
の
支
給
に
関
係
す
る
も
の
。

右
上
は
付
札
の
切
り
こ
み
部
が
欠
損
し
た
も
の
で
、

（い
ド）
）Λ
（ドω
）
）〈
］　も
〇』０

物
品
付
札
に
属
す
る
も
の
か
。
こ
九
に
同
文
あ
り
。
下

・
左
欠
。
　
　
　
　
　
Ш

「十
六
日
」
と
あ
る
が
、

（
Ｓ
ｅ

×
含
じ

×
、

恐
驚

（
く
じ

×
含
ｅ

ｘ
］
α
ｏ
驚

（
８

じ

×
６
）
ｘ
や

乙
驚



釈 文

二
〇
大

工〇
七

三
〇
八

工〇
九

三
ｏ

・
錦
部
小
濱
給
綿

・
十
屯
「潤
□
右
□
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ドｏ受
】Ｎ逢
己
量

錦
部
姓
は
西
官
兵
衛
木
簡
に
も
み
え
る
全
Ｔ
を
Ｔ
宍
・
憂
Ｔ

〓
７

〓
５
。
綿
の
支
給
記
録
。
「潤
」
以
下
は
異
筆
。

工一一　
　
　
士買
約
」
“
他
性
・
一
〈
口
日日
□
日
］　
　
　
　
　
一行
れ
酬
常
一
〈
日
陣等
呼
四
希
［
甲
π
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（卜ヽ
じ
×
Ｏ
じ
×
伽
らｏも

「黄
御
戸
帷
」
は
斗
帳
。
御
斗
帳
は

『
廷
喜
内
匠
式
』
に
よ
る
と
、
高
八
尺

一
寸
、
方

一
丈
二
尺
二
寸
と
あ
る
。
「御
」
の
字
を

冠
し
、
天
皇

・
皇
后
等
の
使
用
に
供
す
る
も
の
か
。
「布
帷
」
は

「
カ
タ
ビ
ラ
」。
尚

「帷
帳
」
の
事
は
主
殿
寮
が
掌
る
（職
員
令
）。

縦
に
割

っ
て
、
燃
し
た
ら
し
く
、
下
端
が
焼
け
損
じ
て
い
る
。

〔
櫛川
ヵ
〕

合
伍
□

□
薪
十
斤
□
日

並
四
合
□
日

二

日
波

古

六
十
文
各

一
口

（Φ〕））〈
（０））〈Ｏ　ＳＯ∞」　　　”一

６

９

×

含

じ

×

や

は
ｏ
驚

貪

じ

×

含

９

×

ω

恐

驚

∞
頓
×

（
ド
〕
）
×

〕

α
Ｏ
』
』
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三
二　
・菰
七
十
二
日
は計抑軍醸師鋏計政幣城蝋徹奎
一夏

・
合
参
伯
重
拾
陸
支

「瓢
（
ヒ
サ
ゴ
ご
は
異
体
字
使
用
。
官
司
が
瓢
を
購
入
し
た
際
の
記
録
か
。

こ
一一　
皆
流
十
古
小
大
三
古

三
四

ｏ
蕎
料
縫
米
径

一
寸
二
分
　
「大
□
大
□
」

。
角
長

一
寸
五
分
　
厚
八
分
　
維
跡
浮
二
寸
六
分
一日
日

。
大
長
八
寸
六
分
　
中
径
五
寸
六
分
　
志
利
径
三
寸
二
分

。
「大
□
　
大
大
　
一日
日
Ｆ

廣
径

一
寸
三
分
二
未ド

Ｎ
ヽ
×

ド
〇

×

０

も
ｏ
」
Ｈ

一一一〓
二
一一（

四
面
に
昌
書
。
第

一
面
の
下
半
と
第
四
面

「大
」
の
習
書
の
ほ
か
は
、
製
作
者
の
覚
え
と
し
て
寸
法
を
記
し
た
も
の
か
。

□
四
斗
四
升

右
□
六
斗

〕
∞
卜
×

卜
０
×

Ｐ
Ｏ

も
〇
」
」

や
Ｐ
Φ
×

ヽ
］
×

時

も
Ｏ
ｋ
Ｈ

Ｐ
Φ
Φ
×

（
ミ
）
×
ゃ

ｓ
Ｏ
∞
ｋ

（ドωい）〉〈（Φ））〈Φ　も〇∝Ц　　　棟一



釈 文

三
七
　

日
原
□
日
三
斗
四
升

量
八
　

日

　

　

　

直
〔酢
ポ
十
二
唱
〕

量
九
　

二
月
【剛
，一

日
□
矢
□
□
回
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
口

三ｏ　
直
錢
九
百．醐
一

三
一　
曖
一一ぼ
”〕

≡
一　
□
物
六
□
　
□
口

喜
一　
藤
が
十
日

三
四　
Ｌ
堅

匹

空

萌
〕

三
重　
回
±
醜
″〕

直
七
日

含
無
）
ｘ
令
）
ｘ
ヽ
軒Ｒ
ヽ

（弩
じ
ｘ
Ｇ
）
ｘ
６
３
置

ぐ
駕
）
×
６
）
ｘ
ф
ぶ
記
」

Ｇ
ｅ
×
６
）
ｘ
〕
亀
離

（８
）
×
（９
ｘ
】
∬Ｒ
ヽ

徐
も
）
Ｘ
（ドω
）
×
ヽ
αＯ“ヽ

全
８
）
ｘ
（ｅ
ｘ
〕
３
驚

（い�Ｏ
）
×
（０
）
×
ｕ
』０
“
ヽ

含
馘
）
×
６
）
×
卜

島ヽ
【

114
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エ
二六

コ
ふ

　

駕
旧Π
　
コ

材
を
横
方
向
に
使
用
し
、
多
数
の
行
を
記
入
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
、
帳
簿
風
の
も
の
が
多
い
。

の
木
簡
は
絶
等
の
支
給
記
録
で
、
日
毎
に
書
き
つ
い
で
い
っ
た
も
の
か
。

三七　
・□
□
□
誌
□
　
□
叶
　
□
□

●
　

　

　

　

　

□

ニ
二八

二
二九

二
二
〇

二
一一一一　
・

コ祠匠

HIII
匡

「静匠 □ 誹

離 」 き 議
(せ椴翔)

叫 番 設

祗 □ 目

牌匡
コ

コ
m 匡

□ EI

EIコ

匠

謁将匡
〔音耐〕

|

丹匠

華蕗匠

コEEl斗

コ |

叢覇匡

コ器田諄H匠

コ十番H匠

コロ

コロ

（慧
じ
Ｘ
奮
む
）
×
頓
も⇔驚

二合

ま
で
は
同
類
。　
こ

（じ
×
含
『
じ
×
り
αｏ
驚

含
ｅ
×
含
馴
）
×
『
Ｂ
曽

（じ
×
含
Φ
じ
×
や
は
ｏ
驚

含
じ
×
６
導
）
×
や
ζ
驚



七

鵜
>□

ミ    ニ    ニ      ニ
大    ミ     四      ニ

コ魏匠 亜ヨ ロ  ‖匠

コ〉1匡  目  識  □

コロ肝  華

匠  口

釈 文

匡

I

I_

・
Ｅ
Ｅ
匠
□

□
埓

コ

ヽ
０
４
ゝ

含
ｕ
）
×
奮
』
）
Ｘ
ω
転鳥
ヽ
　

．

α
Ｏ
芍
ゝ

転
０
る
」

Ｓ
０
０
」

含
ｅ

ｘ
６
９

×
ω
３
驚

ヽ
〇
芍
【
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二四
一一　
　
碑

　
□

工四大
　
・
　

□
□

　
剛
□

　
離

・
繋
静
□

□

匡

二只
　

静
□

二四九
　
　
回

　
柾

　
　
――

一一工０
　
　
□

　
旺

　
一

三
一
　

□

導

日

二〓四
　
　
コ
　
酬

二〓大　　叫
　
一上
帥

転
や
る
」

（
μ
〕
）
Ｘ
（
いヽ
Ｎ
〉
Ｘ
い

Ｓヽ
∝
Ｈ

Ｓ
６
る
ヽ

Ｓ
Ｓ
る
」

α
０
０
」

は
〇
芍
ゝ

Ｓ
⇔
る
」

も
０
も
ヽ



工
〓
七

工
五
九

二
大
一

二六
四

二大
三

二大
七

工大
八

二七
〇

二七
二

二七
三

釈 文

離  EI 君 □  □ 当 講 訓  当 コ匠
〉,

コロ匠 □ 醇  川   □

□

華匠

も
〇
も
」

齢
〇
る
ｋ

も
〇る
」
　
　
　
的Ю

も
〇
も
ヽ

Ｓ
Ｏ
る
ヽ

Ｓ
０
０
ゝ
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八    八       八
大    =       四

二ｔ
四
　
　
口
訃

　
コ

毛
九
　
□
劇
摯
　
□

二八
〇
　
　
帥

夭
二　
・
筑
前
図
恰
土
郡
調
綿
萱
伯
屯
四
雨
養
老
七
年

・　
　
　
　
　
　
　
室
山

二
３
ま
で
の
調
綿
荷
札
の
裏
の
人
名
、
た
と
え
ば
こ
の

「室
山
」
は
そ
の
収
納
責
任
者
か
。

・
肥
後
國
盆
城
郡
調
綿
重
伯
屯
四
雨
養
老
七
年

〔Ｅ口
ヵ〕

・　
　
　
　
　
　
□
□
□

豊
前
國
宇
佐
郡
調
黒
綿
萱
伯
屯

四
雨
屯
耐
亀
四
年

〔ＨＨ匹
ヵ〕

・
□
前
國
榊
埓
□
□
綿
査
伯
屯
四
雨
耐
亀
二
年

・　
　
　
　
　
　
・＝

・

α
Ｏ
も
」

も
０
も
」

は
Φ
芍
ヽ

］
ω
頓
×

］
Ш
×

Ｏ

ｓ
Φ
』
Ц

〕
〕
ω
×

ω
頓
×

∞

Ｇ
Ｏ
』
ゝ

中
い
ヽ
×

〕
『
×

い

も
〇
』
」

〕
中
ミ
×

］
Ｏ
×

∞

α
Ｏ
』
」

　

１９



釈 文

夭
七
　

豊
前
園
仲
津
郡
調
短
綿
重
伯
屯
瓢
卸
一耳

「短
綿
」
は
未
詳
。
『延
喜
大
蔵
式
』
賜
客
例
条
（九
条
家
本
）に
は
「長
綿
」
が
み
え
る
。

景
八　
・
豊
前
國
下
毛
郡
調
綿
重
伯
屯
瓢
獅
□
□

〔
一．　ヵ〕

。　
　
国
人
□

夭
九　
・
□
郡
調
綿
萱
伯
屯

四
諏
警
一唯

・　
　
　
足
嶋
　
二

地
名

・
品
名
を
欠
い
て
も
、
木
質
か
ら
西
海
道
調
綿
荷
札
と
推
定
で
き
る
も
の
多
し
。

肥
前
國
日

□
四
評
碓
寧

〔御
ヵ
〕
（筑
後
）

。
□
□
井
郡
調
綿
重
伯
屯

〔口口
ヵ〕

・　
　
　
□
万
□
　
四

九    九

一    〇
九

〔四
ヵ
〕

□
雨養

老
七
年

（ド∞い））〈∞〇〉（い　も〇』Ц　　　輸一

（岸Ｎ
Ｆ）
）〈
やＮ
）〈
∞
　も〇』芍

（ド∞ω
）
×
ω
Ｏ
×
伽
αＯ
∞
Ｈ

（ヽ

Ｎ
）
×
中
伽
×
∞

α
Ｏ
』
も

（
ヽ
い
）
×
〕
卜
×
卜

も
〇
∞
」

（ドヽ
Ｎ
）
×
中Φ
×
伽
転
ｏ』
芍



SK 820土墳 木簡 287～ 298

〔
話叫
〕

元
二　
・
肥
前
園
耐
埼
郡
調
綿
重
伯
屯
　
□
亀
二
年

〔組
は
ヵ
〕

□
子

元
四　
・
肥
前
雖
隣
酔
濯
調
綿
重
信
屯

四
諏
警

耳

・　
　
　
　
　
　
片
航
昌

・至

・面
酌
則

諜
評
郡
調
趣
日
日
日一四
雨
口

・
　
　
　
　
　
　
　
恵
二

元
大
　

豊
後
國
大
分
郡
調
綿
重
伯
屯
日

〔
倍旧
ヵ
〕

元
七　
・
□
調
綿
重
□
日

●　
　
□

元
八　
・
肥
後
國
恰
志
郡
調
綿
重
伯
屯

四
雨
養
老
七
年

・　
　
　
　
　
　
得
足

〕
や
ω

×

∞
ω
×

∞
．
は
〇
』
ｋ

中
ド
φ
×

ω
ド
×

伽

α
Ｏ
』
ゝ

（ド伽６
）
）〈
〕
Ｎ
〉〈
い
　
ら〇い
も

（ＰＮ卜
）
〉〈
〕卜
）〈
釦
　α
Ｏ
∞
」

（ヽ
∞
）
×
〕ヽ
×
枷
α
ｏ
∞
Ｈ

］ヽ
∞
〉〈ωＯ
〉〈Ｎ　ＳＯ』ゝ
　　　切一



釈 文

元
九
　

肥
後
園
葦
北
郡
正
調
締
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（甍
▼
］伽溢
識
」

正
調
は
調
副
物
（成
年
男
子
が
調
の
ほ
か
に
調
に
そ
え
て
出
す
税
）
に
対
す
る
も
の
で
、
調
そ
の
も
の
を
さ
す
。

３
ｏ
　
肥
後
因
飽
田
郡
調
締
重
伯
屯
　
天
不
三
年
主
政
大
初
位
下
勅
十
二
等
建
部
君
駐
酌
ヵ〕

ω
ω
∞
×
∞
ミ
Ｘ
ド
ｏ

α
ｏ
』
」

他
の
調
綿
札
と
は
異
な
り
、
国
郡

・
調
綿
数
量

。
年
紀

・
収
納
責
任
者
（郡
司
）
を
表
に

一
行
に
書
く
。
定
部
姓
は
筑
前

・
豊
前

・
薩
摩
な
ど
西
海
道
に
も
広
く
分
布
し
、
肥
後
国
飽
田
郡
の
豪
族
建
都
公
（君
）
は
の
ち
の
史
料
で
は
あ
る
が
、
大
蔵
卿
の
家
令

・

大
領
と
み
え

翁
琉
伸
難
難
即
籐
勤
年一翔
杵
一一一一月閉
申
、

）ヽ
　
輸
伽
師
地
論
巻
三
八
を
奉
写
し
た

「飽
田
郡
建
部
公
虫
床
呂
」
楡
韓
義
蔀
づ
、　
大

品
般
若
経
巻
四
〇

一
を
写
し
た

「建
部
君
足
国
」
縮
が
乳
ψ
も

一
族
で
あ
ろ
う

み
馳
紙
離
紅
朝
Ｖ
ｏ

二皇
　
・師
富

園
章
壮
郡
調
綿
萱
伯
屯

四
扇

養
老
七
年

〔苺麒
，
〕

・　
　
　
　
　
大
□

（μ∞
時
）
）〈
〕∞
〉〈
ω
　
齢
〇』
芍

３
ェ　
・
肥
後
園
託
廠
酌
評

綿
重
伯
屯

四
肩

養
≧
一〓

〔由ふヵ〕

・　
　
　
　
　
　
　
航
刀
□
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（埓
ｙ
］露
ぎ
昌
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勇 衰 尋
一一一〇
〓一

］
調
綿
重
一

］使

一

三〇四

〔四

］葦
□
□
□
唖
〕

〔桑
ヵ　
　
　
同
日

●
　
　
　
〕

□

二０
エ

・
肥
前
園
瀞
埓
郡
調
綿
重
伯
屯

瓢

貫
□
　
一

吾
大

。
□
郡
調
綿
重
伯
屯

硼
卸
軍

・

Ｈ

一

豊
前
園
宇
佐
郡
調
日

回
雨

回
象
二
日

□
七
年

（Ｏ
①
）
Ｘ
ゃ
Ｏ
Ｘ
頓

も
ｏ
“
憔

公
～
）
×
や中
×
卜
ｓＯ
“
ヽ

（
μ
Ｎ
や
）
Ｘ
ω
ド
Ｘ
Ｏ

ｓ
Ｏ
”
０

（
μ
（超
）
×
馘

Ｘ
卜
ぶ
０
』
０

（駕

）
ｘ
（
ぶ
）
×
頓

き
Ｈ

６
じ

ｘ
歳
】
×
ω

ｓ
⇔
驚

６
じ
ｘ
Ｎ
×
い
α鼠
Ｈ

123



釈 文

一言
・（醜
雖
酬ド
日
□
重
伯
屯
剛剛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・２４

・　
　
　
　
　
　
□
航
呂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ω∞＋
こ
溢
∞溢
己
驚

上
下
欠
の
二
つ
の
断
片
か
ら
な
る
。
木
質

・
巾

。
厚
さ

。
木
目
な
ど
が

一
致
す
る
の
で
、
中
間
都
は
欠
損
し
て
い
る
が
、
も
と

一
つ
の
木
簡
と
推
定
。

三
一　

備
前
園
赤
坂
郡
周
通
郷
調
鍬
十
日
天
李
十
七
年
十
月
十
日

調
鍬
に
つ
い
て
は
総
説
四
一
頁
参
照
。

二
一二

・
聾

郷
ヵ）

・　
九
月
十
日

暑
一一　

三
上
郡
信
敷
郷
調
鍬
十
日

三
四
　
備
後
園
三
上
郡
調
鍬
重
拾
日
　
天
季
十
八
年

〔備

後
ヵ〕

三
〓
　

□
□
國
三
上
郡
調
鍬
日

や
０
や
×

］
〇
×

ヽ

も
〇
』
」

ぬ
∞
×

中
Φ
×

Φ

α
Ｏ
』
」

や
∞
ミ
×

Ｐ
Φ
×

ヽ

も
〇
』
』

］
頓
『
×

や
６
×

頓

転
〇
』
ｋ

は
０
も
」
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三
大
　
□
御
調
鍬
十
日
　
天
不
十
八
年
十
月

三
七
　

□
附
酌

Ⅳ

□
〔酌

ド

ロ
【酌

謂

鍬

十

日

天
苧
十
八
年
十
月

三
八　
・
」
酢
郎
軽
瑠
膨
翠
和
本
部
臣
牟
良
御
調
塩

・
」

酔

が

年

十

月

十

九

日

郷

長

和

本

部

安

倍

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（醤

Ｘ

〕露

ぎ

電

裏
面
に
調
塩
徴
税
責
任
者

「郷
長
和
容
部
安
倍
」
の
署
名
が
み
え
る
。
霊
亀
元
年
郷
里
制
施
行
に
伴
な
い
郷
の
下
に
里
が
設
け

ら
れ
、
里
に
は
里
正
が
お
か
れ
た
が
、
こ
の
時
期
に
郷
長
が
署
名
を
加
え
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
な
お
尾
張
国
智
多
郡

一

円
に
ワ
ニ
ベ
が
濃
密
に
分
布
し
て
い
た
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
平
城
官
出
土
木
簡
の
う
ち
智
多
郡
で
氏
姓
の
判
明
す

る
一一一ズ
・
二
死
≧
一こ

・
∽
〕
も
留
出
土
木
簡
（郎
塑
輛
韻
総
輔
錘
鋒
触
頓
評
り

の
四
例
は
す
べ
て
フ
エ
ベ
と
ワ
ニ
ベ
臣
で
あ
る
。
ま
た
、

天
平
六
年
尾
張
国
正
税
帳
に
よ
る
智
多
郡
の
少
領
は
和
容
都
臣
若
麻
呂
で
あ
る
侮
諮
紹
や
代二販
群
蛸
耐
第
墜
難
瑚
ど
）。
上
欠
。

〔策鮨
ヵ〕

三
九

・
尾
張
園
智
多
郡
番
費
郷
花
井
里
九
部
□
航
昌

・　
調
塩
三
斗
　
瀞
亀
四
年
　
　
十
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誤
×
ωマ
Ｆ
識
』

〔
上〈
ヵ
〕

三
ｏ

・
尾
張
園
智
多
郡
贄
代
郷
朝
倉
里
戸
主
和
本
部
色
□
智
調
塩
三
斗
　
天
季
一死
年
　
　
　
　
　
　
　
・２５

（ドΦＯ
）
×
嵩
×
０
もｏ∞
ｋ

（］『
ド）
〉〈
（いヽ
）
〉〈い
　は〇』
も



釈 文

一日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
‐‐日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω∞ω×
∞Ｎ〉《Ｏ　ＳＯ』中

三
一　
・
備
前
因
鬼
嶋
郡
三
家
郷

・
峠

斡

脚

林

賊

二

人

調

塩

二

斗

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

μ
ｏ
Ｎ
赴

∞
溢

ζ
毬

三
家
郷
は
白
拷
屯
倉
の
地

０
判
範
し
。
牛
守
部
山
守
部
が
み
え
る
の
は
、
律
令
制
時
代
に
も
引
き
続
い
て
、
牛
の
牧
や
猟
野
が

設
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う

Ｇ
動
伸
黙
鉾
麺
瑯
一柱等
一Ю
朋
較
茸
し
。
塩
二
斗
に
つ
い
て
は
総
説
四
五
頁
参
照
。

〔艦閉
〕

量
工　
・
□
前
図
見
嶋
郡
費
茂
郷

・
鴨
直
君
航
昌
調
塩
三
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］ｏ聟
∞伽溢
§
』

三
二

・
備
前
園
見
嶋
郡
費
茂
郷

・　
三
奴
連
乙
公
調
塩

一
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卜り聟
μ聟
ｇ
目

一三
四
　
　
参

河
國

渥
美

郡
大
壁

醐
雛
幹

呂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
μ∞ヽ
×
Ｎ
×
Φ
ζ
ヽ
ゝ

三
三
　
紀
伊
園
安
諦
郡
幡
胞
郷
戸
主
秦
人
小
航
昌
調
塩
三
斗
天
不
口
　
　
　
　
　
　
　
や８
×
中い溢
畿
』
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三         ニ    ニ

S    死  ズ
「天
平
」
の
下
は
削
り
と
ら
れ
る
。
「安
諦
」
は
阿
提

。
阿
畳
に
も
つ
く
る
。
大
同
元
年
、
平
城
天
皇
の
諄
が

「安
殿
」
の
た
め

「在
田
」
と
改
称
争
雲
移
郎
球Ｊ
。

三
大
　
周
防
國
大
嶋
郡
美
敢
郷
田
部
小
足
調
塩
二
斗
天
不
十
七
気
Ｈ
回
　
　
　
　
　
　
ゃゃ『溢
ド溢
乙
鷺

「天
平
十
七
年
」
よ
り
下
は
削
り
と
ら
れ
て
い
る
。
『
和
名
抄
』
の
美
敷
郷
は
こ
の
木
簡
以
下
の
三
例
に
よ
れ
ば
、
あ
る
い
は
美

敢
郷
の
誤
り
で
あ
ろ
う
か
。

量
ｔ
　
周
防
國
大
嶋
郡
美
敢
郷
九
海
阿
耶
男
御
調
塩
二
斗

日
日
日
一　
　
天
不
十
七
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゃいい×ゃり溢
識
ヽ

使
用
ず
み
木
簡
を
削
り
、
再
使
用
し
た
も
の
ら
し
く
、
一異
面
に
は
削
り
残
り
か
と
思
え
る
墨
痕
が
あ
る
。

周
防
園
大
嶋
郡
美
敢
郷
九
海
直
薩
山
御
調
尻
塩

・
周
防
園
吉
敷
郡
耐
埓
郷
戸
主
阿
曇
五
百
万
昌
日
同
部

・
□
航
呂
進
上
調
塩

一
斗
天
不
十
七
年
九
月
八
日

〔↓
イ
ヵ〕

・
讃
岐
國
阿
野
郡
日
下
部
大
万
昌
三
□

い
０
『
×

い
∞
×

卜

』
Φ
』
ｋ

や
Φ
Ｏ
×
〕
ド
Ｘ
ω

鶴
ｏ
』
嗚



釈 文

・　
　
　
　
四
年
調
塩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
μΦω
赴
Ｎ
益

乙
鷺
　
２８

調
札
で
郷
宅
の
な
い
唯

一
の
例
。

三
一　
・
若
狡
國
遠
敷
郡
玉
置
郷
田
井
里
三
徹
誡
鯛
敢
斗

・　
　
　
　
　
耐
亀
四
年
潤
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕中聟
∞算
ｇ
目

曇
一　

若
狡
國
三
方
郡
竹
田
期
助
紳
縄
鮒
細
郵
田
乙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（Ｓ
ｙ
］や恙
§
ヽ

〔顆
ヵ
〕

塩
を
顆
と
す
る
単
位
は
正
倉
院
文
書
に
散
見
す
る
が
、　
一
定
の
斗
量
を
示
さ
な
い
盆

顆
＝
五
斗
。
二
升
三
合
。
一
升
五
合
な
ど
）。

し
か
し
天
暦
四
年
の

「東
大
寺
封
戸
荘
園
斉
寺
用
帳
」
に
は
若
狭
国
の
調
塩
の
果
を
三
升
入
と
し
て
い
る
（坪
菫
較
七
）。
下
欠
。

言
・　
鰺
印
駒
酔
酔
刷
謂
釧
坦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（こ
巷
ジ
ｏも電

吾西
・（醜
酢
海
部
郡
可
太
郷
炉雄鮪郵掴□□□□

・　
　
天
苧
日
日
日
日
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（遥
）赴
ｏ溢
己
毬

上
半
を
両
側
か
ら
削
り
尖
ら
せ
た
の
は
、
調
札
廃
棄
後
の
加
工
。
可
太
郷
の
潜
女
は
著
名
（絨
難
胡
舛
雑
υ
。
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三〒
詭
騨
飾
叩
需

ぷ

彎

翻

騨

里
鋼

翻

　

　

　

　

　

　

　

　

　

μも
ｘ
選

量

二
縦
國
安
房
郡
白
濱
郷
戸
主
日
下
部
床
万
呂
戸
白
勇
部
嶋
輪
綾
調
陸
斤
彩
幹
難
七
年
十
月

∞
〇
ヽ
×
〕
卜
×
卜

も
〇
』
ゝ

三
八
　

上
絶
朝
夷
郡
健
田
郷
戸
主
額
田
部
小
君
戸
日
矢
作
郡
林
調
綾
六
斤
刑
佃
岨
七
年
十
月

ヽ
〇
ド
Ｘ
ω
ω
×
ヽ

も
〇
転
」

詈
瓦
皇
一目
も
同

一
人
の
貢
進
（総
説
四
七
頁
参
照
）。
朝
夷
郡
は
養
老
二
年
、
平
群

。
安
房

。
長
狭
の
三
郡
と
共
に
上
総
国
か
ら

分
割
さ
れ
安
房
国
と
な
り
、
天
平

一
三
年
両
国
は
合
併
し
再
び
上
総
国
に
属
し
た
。
そ
の
後
天
平
宝
宇
元
年
両
国
は
ま
た
分
立
。

三
九
　

朝

夷

郡
健

田
郷

戸
主

額

田
部

小

君
戸

日
矢
作

部
林

調

腹

六
斤

�
翻
報

七
年
十
月
　

∞∞〕
×
ゃ∞
溢

昌

」

吾
０
　
矢
作
部
林
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ドド受
〕ぃ溢
畿
』

〔郷

戸

主
力
〕
〔
刀

部
ヵ
〕

岳
一　
・
駿
河
國
有
度
郡
嘗
見
□
□
□
有
□
□
忍
万
呂
戸
有
刀
部
古
万
呂
調
堅
魚
十

一
斤
十
而
　
　
　
１２９

三    ニ
七    大
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・　
　
　
　
　
　
一日
――
□
□
□
十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω『ω溢
聟
〕ｇ
昌
　
・３０

吾
工　
・
伊
豆
國
費
☆
糾
三
嶋
郷
戸
主
占
部
久
須
理
戸
占
部
廣
庭
調
危
堅
魚
拾
萱
斤

・
ふ裕
雨
中
　
　
員
十
連
三
節
　
　
　
　
　
　
　
　
天
季
十
八
年
十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∞謡
×
埓
×
い
ζ
監

「十
連
三
節
」
の

「十
」
に
は
補
筆
が
あ
り
、
響
ご

も

「
二
」
を
加
筆
訂
正
。
三
島
郷
は
伊
豆
諸
島
か
鶏
期
練
節
誤
Ｊ
。
伊
豆
の

占
部
は
賀
茂
郡
に
あ
っ
た
三
島
神
社
の
祭
祀
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
壱
岐
、
対
馬
の
そ
れ
ら
と
と
も
に
亀
卜
に
長
じ
、

選
ば
れ
て
官
廷
の
祭
祀
に
出
仕
し
た
（郁
透
撃
酵
籐
錯
警
鞘
禁
薄
、）。

吾
二　
・
越
前
園
丹
生
郡
曾
博
郷
戸
主
牟
儀
都
百
足
戸
回
同
廣
足
調
波
奈
佐
久

ｉ酔
ヵ〕

・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
平
十
七
年
四
月
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
∞μ］巡
ω溢
ζ
驚

一茜
四　
　
士心
陸
編
鸞
央
直
爺
Ｔ
紬
鉄
所
卿
願
騨
鰈
鞘
脚
嘲
ウ
牌
”
御

九〔
同

脚
騨
脚
御
調

「耽
羅
」
は
現
在
の
済
州
島
。
『
延
喜
主
計
式
』
で
は
肥
後
国
か
ら
耽
羅
腹
を
貢
進
さ
せ
て
い
る
が
、

を
綾
に
冠
す
る
例
に
安
房

。
阿
波

・
出
雲

・
隠
岐

・
佐
渡

・
筑
紫

・
長
岡
等
が
あ
る
。

昌
三
　
　
Ш
綱

手
　
調
軽
九
堅

穐
〔十

ご
片

斗
称
”
一
韓

年
九
〔則

〕

］
∞
∞
×

∞
∞
×

ヽ

も
〇
ヽ
』

こ
の
ほ
か
に
個
有
の
地
名

（騨Ｏ
Ｏ
）
）〈
（〕∞
）
〉〈
ω　
α
Ｏい
る
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岳
六

・
玉
置
澤
家
三
家
人
黒
万
呂
御
調
三
斗

・　
　
天
不
四
年
九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐω∞×
〕賀
ぎ
昌

若
狭
国
遠
敷
郡
に
玉
置
郷
が
あ
り
（郎
も
、
こ
こ
に
駅
家
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
延
喜
式
』
『
高
山
寺
本
和
名
抄
』
は
こ
の
郡

の
駅
と
し
て
濃
飯
駅

全
暑
の
野
郷
と
同
じ
）
を
あ
げ
る
。
天
平
勝
宝
四
年
玉
置
郷

（五
〇
一こ

は
東
大
寺
の
話
戸
と
し
て
施
入
さ
れ
た

か
ら
、
こ
れ
以
後
当
郡
の
駅
は
野
郷
に
移
さ
れ
た
も
の
か
（雲
釜
曖
』）。
な
お
若
狭
国
の
本
衡
に
は
三
家
人
姓
が
多
い
〔
略
輯
舛
∪
。

駅
家
に
編
付
さ
れ
た
駅
戸
は
得
役
を
免
ぜ
ら
れ
た
が
調
は
負
担
し
た
。

岳
七

・
若
狡
國
遠
敷
郡

劉
潮
郊
即
亜
一耳

・　　　　　　　　　　　　　ユ刊和口Ｈ却　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＰＮΦ
〉〈〕Φ
）〈ヽ
　も〇』」

貢
進
物
は
塩
か
。
「野
郷
」
は

『
和
名
抄
』
に
野
里
郷
と
あ
る
が
、
伴
信
友
は

「里
」
は

「伊
」
の
誤
写
と
す
る
（翠
締
嬢
陸
等
酔
）。

〔繋腺
ヵ〕

岳
八

・
□
岐
園
山
田
郡
海
郷
同
日
日
日
日
一

〔調

塩

一
日

・
葛
本
部
龍
航
昌
□
□
□
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ∞〕赴
ｏ溢
乙
監

（μΦΦ）〉〈中∞
〉〈ω　も〇∞ヽ
　　　悧“

四
九

壇§

酔3

尭I□
目屎
男邑
海

盆興
□仁
天
今
十
七

「
千
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調
海
松
の
付
札
。
隠
岐
国
正
税
帳
俗
鱗
簿
し
に
隠
地
郡
を
役
道
郡
に
つ
く
る
。
上

。
下
欠
。

〔添中
〕

□
千
航
呂
調
危
堅
魚
萱
国
日

〔
皓狐
ヵ〕

□
□
調
□
二
顆

□
堅
魚
日

〔
名思
ヵ
〕

所
□
堅
□
口

幽剛田剛
□
堅
魚
日

堅
魚

量
六
・
参
河
図
賞
鋲
郡
篠
束
郷
中
男
作
物
小
擬
六
斤

・　
　
　
　
　
　
　
天
季
十
八
年
九
月
十
日

「小
擬
」
は

「小
凝
菜

（イ
ギ
ス
ご

か
鶏
講
じ
。

「中
男
作
物
」
は
総
説
四
九
頁
参
照
。

ヨ 三

〇
工    =
=   

四 =

（Φ
四）
×
∞Ｏ
Ｘ
∞
αΦ∞
Ｈ

（∞『
）
×
騨『
×
ヽ
齢〇∞
】

（∞卜
）
〉〈〕ω
×
卜
　もｏ』芍

転
〇
る
」

α
Ｏ
も
ヽ

６
０
芍
Ｈ

いも

∞
×

∞
い
Ｘ

⇔

Ｇ
ｏ
『
』
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三
七　
・
越
中
園
羽
咋
郡
中
男
作
物
鯖
重
伯
隻

・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十八
ポ十
二刊
百〈
舟平
工排
熱
蜘

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゃΦｏ
×
∞Ｎ
×
６
６０”」

羽
咋
郡
は
養
老
二
年
二
月
、
能
登

・
鳳
至

・
珠
州
の
三
郡
と
と
も
に
越
前
国
か
ら
割
か
れ
て
能
登
国
に
属
す
。
天
平

一
三
年

一

二
月
か
ら
天
平
宝
字
元
年
五
月
ま
で
、
能
登
国
は
越
中
国
に
併
合
、
以
後
ま
た
能
登
国
に
復
す
鐙
酬
）。

『
延
喜
主
計

・
内
膳
式
』

に
よ
る
と
、
鯖
は
能
登
国
か
ら
中
男
作
物
と
し
て
貢
進
さ
れ
、
特
に

「能
登
鯖
」
と
よ
び
供
御
月
料
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

〔十
ヵ
〕

量
八

・
遠
江
國
山
名
郡
進
上
中
男
作
物
堅
魚
十
斤
天
李
十
七
年
□
月
　
　
　
　
　
　
　
（誤
）×
〕ミ溢
識
る

量
九
　

鮮
酢
長
下
郡
中
男
進
堅
〔醜
昨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ
ｘ
淫
益
驚
」

兵
ｏ

・
伯
者
園
汗
入
郡
尺
刀
郷
中
男
作
物
謄

一
斗

・　
　
天
李
十
七
年
十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ＰΦダ
〕Φ逢
己
数

長
一
　

伊
豫
園
風
早
郡
中
男
作
物
書
鯖
葦
伯
隻
載
籠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
μΦド×
〕ｏ滋
畿
ゝ

〔男

作

物

堅

魚
ヵ〕

三査
　
・
□
郷
中
□
□
□
□
日

・
　

天

不

十

七

年

十

月

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
岸
Ｓ

Ａ

Ｓ

造

乙
驚

133
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曇
・一　
参
河
園
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
六
月
料
御
贄
佐
米
楚
口
　
　
　
　
　
　
　
　
（鶴
ゞ
∞受
ξ
電
　
・３４

「析
島
」
は
現
在
の
愛
知
県
循
豆
郡
の
佐
久
島
。
以
下
元
七
ま
で
は
参
河
国
の
御
贄
に
関
す
る

一
連
の
資
料
。
い
ず
れ
も
天
平

末
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
佐
久
島
、
篠
島
の
海
部
は
こ
れ
ま
で
の
資
料
に
は
な
か
っ
た
も
の
。
「御
贄
楚
割
」
に
つ
い
て
は
総

説
五
四
頁
参
照
。
下
欠
。

長
四
　

参
河
園
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
正
月
料
御
贄
参
籠
ｋ
捌
赫
鯨
　
　
　
　
　
　
　
∞卜聟
ωダ
ｇ
目

「赤
魚
」
未
詳
。
こ
れ
と
兵
五
は
他
の
例
と
異
な
り

「参
籠
」
盆

籠
＝
六
斤
）
の
付
札
。

長
三
　
参
河
園
搭
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
七
月
料
御
贄
参
籠
逆
佐
米
　
　
　
　
　
　
　
　
ω∞∞×∞μ逢
乙
ミ

曇
（　
参
河
園
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
五
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
口
斤
　
　
　
　
　
　
やφミ×］ω溢
鵞
”

長
七　
・
参
河
因
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
五
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤

・
参
河
園
搭
豆
郡
篠
嶋
海
供
奉
五
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤
　
　
　
　
　
　
　
］９露
８
為
識
』

一
面
が

「篠
島
海
部
」、
他
面
が

「篠
島
海
」
と
な
っ
て
お
り
、
後
に

「部
」
を
加
え
て
書
き
改
め
た
か
。

長
八
　

参
河
園
搭
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
八
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤
　
　
　
　
　
　
］Φ『赴
伽溢
乙
監



七 七
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二     三     ニ     ニ

t    t    t    t
大     三     四     ニ

兵
九
　
□
参
河
國
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
五
月
料
佐
米
楚
割
六
斤

冒
頭
の
墨
痕
は
書
き
損
じ
で
、
播
の
手
偏
か
。

参
河
園
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
七
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤

「供
奉
」
以
下
は
異
筆
か
。
削
っ
て
書
き
改
め
た
ら
し
い
。

〔斤
ヵ〕

参
河
園
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
六
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
□

参
河
園
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
日
日
日
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤

一日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
旧
一月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤

〔採
瑾
ヵ
〕

□
豆
郡
析
□
日

〔
＞化
ヵ〕

参
河
園
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
□
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤

参
河
國
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
八
月
料
御
口

中
Φ
ミ
×

ド
Φ
×

∞

転
〇
ヽ
Ｈ

Ю
∞
卜
×

μ
Ｎ
×

〕

α
Ｏ
ゝ
Ｈ

〕
∞
ω
Ｘ

Ｐ
Ｎ
×

⇔

Ｇ
Ｏ
』
ゝ

〕
頓
〇
×

μ
ω
×

∞

ｓ
⇔
』
ゝ

〕
∞
ド
×

中
ド
×

ヽ

も
〇
』
』

（中∞Ｎ
）
）〈
］〇
〉（い　も〇』芍

］
ｕ
∞
×

中
ω
×

ω

α
ｏ
』
」

（ぷ
じ
×
謡
×
ミ
ζ
も

　

・３５



釈 文

三     ニ     ニ     ニ     ニ     ニ     ニ     ミ     ニ     ミ
八     八     八     八     八     八     八     七     七     七
大     三     四     ニ     ニ     ー     〇     九     八     七

□
供
奉
七
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤〔月

料
御
贄
佐
ヵ〕

参
河
國
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
五
□
□
□
□
□
日

□
供
奉
七
月
料
御
贄
佐
米
楚
割
六
斤

〔素↑
ヵ〕

□
□
潤
九
月
料
御
贄
宇
波
加
楚
割
六
斤

□
嶋
海
部
【酔
酢
Ⅳ
日
日
日
贄
佐
〔酔
Ⅳ

参
河
園
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
奉
口

〔雌
徊
ヵ〕

□
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
二
月
□
日

〔海
ヵ〕
　

　

〔
五

月
ヵ〕

□
□
部
供
奉
□
□
日

参
河
因
播
豆
日

参
河
國
播
豆
郡
篠
日

含
駕
）×
Ｓ
×
〕
もｏ亀
　
鶴

（］やり
）
〉〈
（ドド）
）〈
ω
　も〇』芍

（やい〕）
）〈
（ド『
）
）〈
〕　αＯ”
Ｈ

（い『時
）
）〈
や
ド
）〈
９
　６０』も

（ドＮ卜
）
）〈
μ頓
）〈
ω
　αＯ∝
ヽ

（ド０枷
）
）〈
（Ｐい
）
）〈
『　も〇』も

（ズ
ち
）
Ｘ
〕ｏ
Ｘ
ω
αｏ∞
」

も
〇
も
К

（黛
じ
×
６
）
Ｘ
卜
も記
ゝ

（∞釦）
）〈
〕〇
〉〈ω　α⇔』る



〔篠

嶋
ヵ〕

参
河
図
播
豆
郡
□
□
口

参
河
園
播
豆
郡
析
嶋
海
部
日

〔件麻
ヵ〕

□
國
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
□
奉
日

参
河
國
播
豆
郡
析
嶋
海
部
供
口

参
河
國
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
奉
日

鰺
印
帥
剛
臣
Ｆ
日
日
日
路
畔Ⅳ

」
帥
剛
征
贄
須
須
岐
楚
割
六
斤

「須
須
岐
」
は
鑢
＝
ス
ズ
キ
（餌
υ
。

□
七
月
料
□
□
殴
粁
楚
割
六
日

（Ｒ
）
×
８
×
”
乙
亀

（い伽頓
）
）〈
］『
）〈
『
　も⇔』る

（ド頓ω
）
〉〈
（Ｐ卜
）
）〈
枷
　αＯ』芍

（ドヽ
卜
）
〉〈
〕〇
〉〈ω　転〇』芍

（ド∞Φ
）
×
淫
×
頓
αｏ』
芍

（ド∞〇
）
）〈
いい
〉〈
〕
　αＯ』０

（い〕『
）
）ハ
（いい）
）〈
∞　転〇』芍

（ド中０
）
）〈
（ＰＯ
）
）〈
時
　も〇』ｏ

（Ｐ∞騨））^
（『））〈ヽ
　もｏ∝」　　　曹コ
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憂  暑 塁 塁 塁 愚 易 ス 辱

参
河
國
播
豆
郡
【酢
ぽ
丘
酌
Ⅳ
日
日



釈 文

元
大
　
□
國
播
日
日
日
一嶋
海
部
供
奉
六
日

元
七
　
参
河
園
播
豆
郡
篠
嶋
海
部
供
日

元
八　
ｏ
備
前
園
水
母
別
貢
　
御
贄
式
斗

・　
　
　
　
天
不
十
八
年
九
月
十
五
日

『
延
喜
宮
内
式
』
に
諸
国
例
貢
御
贄
と
し
て
、
備
前
国
の
水
母
（
ク
ラ
グ
）を
あ
げ
る
。

元
九　
。
若
狭
園
遠
敷
郡
努
処
鰤
畿
蝙

・　
秦
人
大
山

「多
比
鮮
」
は
鯛
ず
し
。
単
位
を
表
わ
す
「婦
」
は
土
器
か
。

８
ｏ
　

下
総
園
海
上
郡
酢
水
浦
若
海
藻
　
御
贄
太
伍
斤
中

「五
斤
」
の
上
の

「太
」
は
大
斤
の
意
。
「中
」
は
品
質
の
等
級
か
。

８
一
　

長
門
園
豊
浦
郡
都
濃
嶋
所
出
繹
海
藻
天
牟
十
八
径
一万
十
九
日

（μ〕や）〉〈μ∞〉〈ω　転〇∞ヽ
　　　ヽ
蛭

（ド〕Ｏ
）
）〈
ＰＯ
）〈
卜
　は〇『も

ド
ト
ヽ

×

〕
∞
×

ω

Ｇ
Ｏ
』
』

〕
Ｎ
ω
来

∞
６
×

『

転
〇
』
ゝ

ド
ω
Ｏ

×

い
０
×

伽

α
Ｏ
』
Ｈ

囀
〇
〕
×

〕
ぬ
×

Ｏ

ｓ
Ｏ
』
』
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「標
海
藻
」
は
ワ
カ
メ
。

響
一　
常
陸
図
邦
賀
郡
須
□
埓
所
と
若
海
藻

彗
一一　
阿
波
図
進
上
御
贄
若
海
藻
重
籠
板
野
郡
牟
屋
海

上
下
に
結
び
紐
の
葛
が
残
存
。
「牟
屋
海
」
は
牟
屋
（撫
養
）
の
海
部
か
。

召
四
　
武
戒
國
男
塞
郡
餘
戸
里
大
贄
攻

一
斗
天
季
十
八
年
十

一
月

「政
（ク
キ
ご
は
納
豆
の
類
。
「大
贄
」
と
表
記
す
る
も
の
は
、
ほ
か
に
召
重
。Ｂ
六
・里
一が
あ
る
。

８
三
　
武
威
園
男
宴
郡
川
面
郷
大
贄

一
斗
鮒
背
割
天
季
十
八
年
十

一
月

四冥
　
・
武
威
國
秩
父
郡
大
贄
攻

一
斗

・　
　
天
李
十
七
年
日

８
七
　
出
雲
國
若
海
藻
　
御
贄

８
八　
醒
♂
纏
概
且
ハ郷
伊
祗
須

〕
〕
Ｐ
Ｘ

〕
∞
Ｘ

∞

ｓ
ｏ
』
」

ド
Φ
Ｏ

Ｘ

ド
Φ
×

６

６
ｏ
』
Ц

ド
∞
〇

×

］
卜

×

⇔

も
〇
』
嗚

騨
０
ド
Ｘ

Ｐ
∞
×

い

も
⇔
”
』

μ
卜
伽
×

中
μ
×

∞

も
〇
』
』

ド
ω
Ｏ
×

〕
い
×

∞

α
Ｏ
”
Ｈ

Ｐ
Ｓ

×
淫

×
頓
も
宝

ヽ
　

３９



釈 文

「伊
祗
須
（イ
ギ
ス
ご

は
海
藻
。
上
方
に
小
孔
が
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４０

〔但
〕
　
　
　
　
〔般
ヵ〕

８
九
　
□
馬
國
第
二
□
進
上
若
海
藻
　
　
御
贄

一
籠
　
天
不
十
九
年
二
月
十
八
日
ｅ
∞ゞ

ｅ
）溢
識
る

「第
三
般
」
は
但
馬
国
の
当
年
度
第
三
回
日
の
御
贄
の
進
上
を
示
す
も
の
か
。
次
の
皇
ｏ
は
記
載
内
容
類
似
し
、
同
筆
と
思
わ

れ
、
関
連
あ
る
か
。
下

・
左
欠
。

〔般

進

上
ヵ〕

□
□
□
□
□
海
藻
　
御
贄

一
籠

（出
じ
ｘ
含
じ
ｘ
∞
αｏ驚

（い０⇔
）
）〈
μミ
）〈
∞
　αＯ』も

四

四

四 四 四 四

〇

常
陸
園
鹿
嶋
郡
播
航
郷
大
贄
日

〔耐〕
ヵ〕

□
波
園
那
費
郡
林
郷
白
米
五
斗

□
俵

「白
米
」
は
総
説
五
七
頁
参
照
。
上

。
下
欠
。

白
米
五
斗

□
足

一
石

（ド９０
）
）〈
い０
〉〈
Ｏ　ＳＯ∝
」

い
ヽ
∞
×

Ｈ
ミ
×

ω

も
ｏ
』
嗚

（ドミ∞
）
）〈
ＰΦ
）〈ヽ
　もΦ』る
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里
三
　

日
五
斗

（ヽ
Φ
）
×
ド『
×
い
は〇蝋芍

里
末

・
□
郷
進
上
奔
五
斗

・
□
部
得
足
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ｅ
誓
ぃ受
ぎ
電

「進
上
麦
」
は
紀
伊
国

・
和
泉
監
な
ど
の
正
税
帳
に
散
見
す
る
「交
易
進
上
小
麦
」、
「交
易
麦
」
を
さ
す
か
〔
溶
靖
■
引
響
。
『
延

喜
民
部
式
』
で
は
麦
は
交
易
雑
物
の
一
つ
。
上
欠
。

里
七

・
備
中
國
賀
夜
郡
阿
宗
里
白
米
五

・
斗
　
天
苧
十
九
年
二
月
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
μＯ受
Ю受
霞
目

里
八
　

伊
典
國
耐
野
郡
繹
家
Ｔ
陸
脚
″
志
白
米
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置
×
∞い溢
§
」

裏
面
に

「斗
」
以
下
が
あ
っ
た
も
の
を
削
り
と
っ
た
た
め
か
、
現
状
で
は
文
字
が
な
い
。
神
野
郡
は
大
同
四
年
九
月
乙
巳
に
新

居
郡
と
改
称
命
隣
）、
新
居
駅
が
あ
る
絵
離
づ
。

里
九

・
阿
波
図
板
野
郡
井
隈
戸
主
波
多
部
足
人
戸

・　
秦
人
豊
日
白
米
五
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
いｏ∞×
遇
ｈ
曇

　ゝ
望



釈 文

里
ｏ
　
日
日
日
日
四
□
励
昌
白
米
五
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（醤
Ｘ
∞ド溢
§
」

四
〓　
・
近
江
國
高
嶋
木
津
道
守
〔靡
Ｆ
万
昌

写
一　
備
前
園
藤
野
郡
」
酬
酌
ぽ
米
五
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ｘ
や∞ヽ

§
ヽ

養
老
五
年
四
月
丙
申
、
邑
久

。
赤
坂
二
郡
の
郷
を
さ
い
て
藤
原
郡
と
し
、
神
亀
三
年

一
一
月
己
亥
こ
れ
を
藤
野
郡
と
改
名
、
さ

ら
に
神
護
景
雲
三
年
六
月
乙
丑
、
和
気
郡
と
改
め
た
。

響

一
　

弱

畑

孵

駒

交

易

大

パ

五
〔酔
ヵ〕

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

Ｐミｏ
×
やミ
溢

§

』

聖
四
　

勇
一端
荘
秀
美
郷
中
村
里

別
謝
法
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕ｏド×
ドヽ溢

§
ヽ

塩
の
貢
進
札
か
。
〓
〓
と
文

・
筆
跡
共
に
一
致
。
同

一
貢
進
物
に
札
を
二
枚
つ
け
た
も
の
か
（総
説
四
七
頁
参
照
）。
弥
美
郷
の
別

（君
）氏
は
古
事
記
（開
化
）
の
ム
ロ
ヒ
コ
王
を
祖
と
す
る
「若
狭
之
耳
別
」
で
あ
る
。

里
〓
　

三
方

郡
弥
美

郷

中
村

里

別
努
承
人
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

薔
や
×
ヽ
Ｐ
溢

畿

ゝ

142



SK 820土墳 木簡 420～ 432

四        四    四

ニ        ー    〇
里
大　
・
参
河
園
額
田
郡
新
木
郷
九
部
五
月

上
＝

＝

一

里
七

・
阿
波
國
板
野
郡
井
隈
郷
日

・
戸
主
海
部
馬
長
戸
同
部
日

里
八
　
紀
伊
國
海
部
郡
可
太
郷
戸
主
海
部
老
人
口

〔鳴

郡
ヵＸ
部
ヵ〕

里
九
　
美
作
國
藁
□
□
健
□
郷
日

伊
豆
園
田
方
郡
乗
妾
郷
戸
主
醸
一Ⅳ
日
日
日
□
．酔
犀
口

・
□
郡
同
日
一津
期
□
□
□
□
□
小
□
期
□
日

〔
貢ハ
ヵ〕

天
千
十
□
年
十

一
月

・
阿
波
園
板
野
郡
田
上
郷
進
国

上
日
――
□
部
子
奈
西

�
μ
ミ
×

〕
∞
×

釦

も
〇
蝋
Ｈ

干
∞
ド
×

Φ
×

頓

α
ｏ
∞
К

（で
Ｓ
）
×
］
ド
×
ω
もｏヽ
も

（ド伽〇
）
）〈
囀頓
〉〈卜　はΦ』も

（ドΦＯ
）
）〈
∞〇
〉〈０　も〇』も

（ド０
ド）
）〈
中∞
〉（ω　鶴Φ』も

（ドド『）〉〈ド∞〉〈∞　も〇』も　　　”『



四     四     四
四     二     三
0    九     八
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四     四     閣

=   
四     ニ

□
間
里
九
部
石
寸

□
郷
戸
主

断
が
図
牟
婁
郡
牟
婁
―‐

日

一□
皿
――

――

動

細
拙

衛

月

「呆
」
は
顆
。
輸
貢
物
は
塩
か
。

〔智
ヵ〕

堅
大
　

尾
張
國
□
日

筒
防
図
）

〔
郡

美

敢
ヵ
〕

堅
七　
・
□
國
大
嶋
□
□
□
期
日

天
干
十
七
年
口

伊
豆
函
賀
茂
郡
□
日
郷
戸
主
□
□
一日
日

讃
日

〔器削
ヵ
〕

備
日

（ドドヽ
）〉〈ド∞〉〈ヽ
　も〇鯨も　　　“理

（μＯ
ド）
）〈
中
ド
）〈
ω
　も〇転も

や
中
ド
×
〕
∞
×
６

５
０
』
”

（中〇∞
）
Ｘ
ヽ
い
×
『
ら０』
０

〕
〇
ヽ
×

〕
０
×

０

も
ｏ
蝋
蝋

（ド∞ミ
）
）〈
中Φ
〉（り　も〇』も

（ヽ
い）
）〈
（〕∞
）
〉〈
（∞
）　
は〇』芍

６

９

×

含

じ

×

μ

も
ｏ
憲



四

四

・
縣
若
虫

・
　
二
月
日

回
國
射
水
郡
日
日

里
剛
國
ヵ
〕
　

〔郡
ヵ
〕

備
□
□
日
日
一□
□
上
郷
戸
主
海
部
三
□
戸
ロ

〔蜘
副
ヵ
〕
〔
一
一

回
□
□
□
□
一籠

ヵ〕
□

大
内
郡
白
鳥

〔大
件
公
ヵ〕

郷
□
□
口

・
□
一日
Ш
□
人
　
　
　
　
〔十

〔輪
小〕県一日
醜一口

・　
天
平
十
□
鴬年
八
月
十
七
日

・
近
江
國

（い０
）
〉〈
（ド頓
）
）〈
〕　鶴〇』芍

（Ｎ
∞
）
×
〕
〇
×
、

も
Φ
∞
」

ａ
じ
ｘ
３
）
×
伽
αｏ』埼

や
ヽ
Φ
×
中
Ｏ
×
頓
も
〇
』
』

囀〇
∞
）〈
（〕
Ｐ
）
）〈
卜
　
も
〇
』
”

（騨Ｎ
Ｏ
）
×
］
い
×
ヽ
も
〇
蛹
も

（ドヽ
卜
）
Ｘ
ω］
×
０
も〇∞
Ｈ
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酔
即
酔
□田
嘲
郎
酔
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四
四
九

堡 堅 蜜 里
ニ     ニ    ー    o堅四

齢
酔
酌
酢
メ
鰹
躍
辟
騨
□

●
　
□

〔数Ｗ
ヵ〕

・
国
朝
夷
期
石
部
友
万
昌

・
□
月
十
四
日

朝
夷
郷
は
遠
江

・
駿
河

・
常
陸
の
諸
国
に
あ
り
。
上

。
下
欠
。

□
富
郷

日

揺

司

三

□
目
辞
戸
漢
人
小
弘
酢
ヵ〕

〔義惧
ヵ〕

・
□
日
日
日

・
□
園
□
□
□
手
日

（卜頓
）
×
（μ∞
）
）〈
卜　も〇ヽ
も
　
　
　
・４６

（
Φ
Ｏ
）
×
〕
∞
Ｘ
伽

Ｓ
ｏ
“
」

（
ド
ド
ド
）
Ｘ
や
ヽ
Ｘ
ド

α
ｏ
蛛
芍

〕
∞
囀

×

囀
Φ
×

ヽ

Ｓ
Ｏ
ヽ
』

（ド９∞
）
〉〈やい
〉〈ω　む０
」る

μ
Φ
∞
×

〕
∞
×

卜

も
Φ
』
』

疇
も

ゃ
×

（
μ
∞
）
×

卜

も
〇
』
」
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四
〓
〓

里
六　

ぼ
ダ
十
九
年
七
月
±

一一日

堅
七
　

日
波
因
口

里
八
　

備
後
日

堅九　
回
　
□
田
期
回

異
ｏ
　

秦
人
君
瓜
十
顆

異
一　
・
長
籠
査
籠
納
参
拾
漆
條

馴
条一蒜
胤
啄
寸

・　
　
　
　
天
干
十
七
年
九
月

長
絶
は

『
廷
喜
主
計
式
』
で
は
安
房

・
伊
予

・
肥
前
か
ら
調
と
し
て
貢
進
。

暑
一　
御
収
飽

α
Ｏ
る
」

Ｏ
い
Ｘ

ド
ヽ
×
ω

も
ｏ
』
』

Ｓ
Ｏ
芍
」

も
〇
る
」

は
〇
る
ヽ

（ド〕
四）
×
ドヽ
×
〕
αｏ
Ｈも

μ
Ｏ
∞
×
〕
や
Ｘ
ω

も
ｏ
』
Ｈ

Ｓ
『
×
�
ｏ
×
ヽ

６
ｏ
蝋
Ｈ
　
　
４７
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御
取
鰻
は
、
志
摩

・
隠
岐

・
阿
波

。
筑
前

・
肥
前

・
豊
後
か
ら
調
と
し
て
正
丁

一
人
四
斤
ず
つ
尋
講
じ
、
大
宰
府
が
贄
年
料
物
、　
艶

志
摩
御
厨
が
贄
と
し
て
巖
騰
υ
そ
れ
ぞ
れ
貢
進
。
宅
〓
も
同
じ
。

雲

一一
　

紫

茶

上

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

騨
８

×
中
∞
溢

畿

ヽ

「
ム
ラ
サ
キ
ノ
リ
」。
「
上
」
は
品
質
の
等
級
。
紫
菜
は
賦
役
令
調
雑
物
の
一
。
『
廷
喜
民
都

・
主
計
式
』
で
は
志
摩
（調
）
・
隠
岐

（調
。
中
男
作
物
）
・
土
佐
（交
易
雑
物
）
か
ら
貢
進
。
供
御
月
料
、
東
宮
月
料
中
に
み
え
る
ほ
か
命
整
蘇
謙
）、　
雑
給
料
と
し
て
は
参
議

以
上
並
び
に
五
位
以
上
三
〇
人
に
限
ら
れ
る
鯰
詐
ど
。
海
藻
類
の
中
で
最
も
高
価
な
も
の
（神
護
景
雲
四
年
紫
菜
一
升
二
六
〇
文
（誤
悧

叱引
一゙
Ｏ

異
四
　

醍

Ｆ

臭

桃

一
斗

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

中∞ド
×
や
ド
溢

鵞

』

「
ク
ル
ミ
」
。
『
延
喜
式
』
に
よ
れ
ば
年
料
別
貢
雑
物
（甲
斐
―
民
部
）、
年
料
雑
菜
（伊
勢
・
阿
波
―
典
薬
）、
中
男
作
物
（甲
斐
・
越
前

。
加
賀
―
主
計
）、
年
料
御
贄
（信
濃
　
姫
胡
桃
子
―
宮
内
。
内
膳
）
と
し
て
諸
国
よ
り
貢
進
。
食
用

・
薬
用

・
灯
油

。
染
料
な
ど
に
使
用
。

上
部
に
結
紐
用
の
葛
が
残
存
。

四

三

潰子,島

□香

墨
（　
近
江
園
生
蘇
三
合

ド
ド
×

〕
卜
×

卜

も
ｏ
嗚
ヽ

い
い
×

Φ
×

〕

α
Ｏ
『
ゝ
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蘇
は

『
延
喜
民
部
式
』
に
よ
る
と
、
牛
乳
大

一
斗
を
煎
じ
つ
め
て
蘇
大

一
升
を
つ
く
り
、
全
国
五
七
カ
国
を
お
よ
そ
地
域
別
に

六
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
六
年
毎
に

一
一
月
以
前
に
貢
進
。
孝
徳
天
皇
の
代
に
帰
化
人
の
末
喬
大
山
上
和
薬
使
主
福
常
が
乳
を
取
る

術
を
習
っ
て
初
め
て
乳
長
上
に
任
ぜ
ら
れ
、
そ
の
後
子
孫
相
承
し
て
こ
の
任
に
つ
い
て
き
た
と
あ
る
（司鵞
第一環
諄
醜
確
Ｃ
。
ま
た
、

政
事
要
略
所
引
の
右
官
史
記
に
文
武
四
年

一
〇
月
使
を
諸
国
に
遣
し
て
蘇
を
造
ら
し
め
た
と
あ
る
。
天
平
六
年
の
出
雲
国
計
会
帳

・
尾
張
国
正
税
帳
、
天
平
九
年
の
但
馬
国
正
税
帳
、
天
平

一
〇
年
の
周
防
国
正
税
帳

・
淡
路
国
正
税
帳
に
造
蘇
進
上
の
記
事
が
み

え
、
尾
張
国
は

一
斗
三
升
（延
喜
式
で
は
大
五
升
、
小
一
斗
）れ
周
防
国
は
四
升
（同
小
六
升
）
を
進
め
、
容
器
は
〓
で
、
尾
張
の
例
で
は

大
小
あ
り
大
は
三
升
、
小
は

一
升
を
い
れ
て
い
る
。
こ
の
木
簡
の
場
合
は
三
合
で
正
税
帳
、
延
喜
式
に
比
べ
て
少
量
で
あ
る
。
ま

た
政
事
要
略
所
引
の
養
老
六
年
間
四
月

一
七
日
格
で
は
蘇
の
進
上
に
つ
い
て
、
檜

。
杉
等
の
櫃
で
納
め
る
つ
を
や
め
て
籠
に
納
め

る
よ
う
命
じ
て
い
る
の
は
、
重
に
い
れ
た
も
の
を
更
に
籠
等
に
納
め
た
も
の
か
命
紳
敬
翻
瀬
鉢
誰
齢
群
製
噺
製
む
）。

異

ｔ

　

生

崚

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

報

ｘ
Ｐ
り
滋

乙
殺

鰻
は

『
和
名
抄
』
で
は
、
訓
が

「
ハ
ミ
」
で
、　
ヘ
ビ
の

一
種
。
鰻
を
罐
と
書
き
、
地
を

「
ア
ワ
ビ
」
と
よ
む
例
も
あ
る
か
ら

（斜
鯉も
、
あ
る
い
は
鰻
の
異
宇
か
。
宅
〓
も
同
じ
。

冥

八

　

鮒

廿

隻

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ド
∞
岸
×
］
Ｎ
溢

§

」

『
延
喜
主
計

。
内
膳
式
』
で
は
中
男
作
物
と
し
て
醤
鮒
、
贄
年
料
物
と
し
て
鮒
が
見
え
、
美
濃
（贄
年
料
物
―
鮒
）、
筑
前
（調
―
　
・４９
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讐
鮒
・
鮨
鮒
）
か
ら
貢
進
さ
れ
、
ま
た
近
江
国
筑
摩
御
厨
か
ら
は
醤
鮒

・
鮨
鮒

・
味
塩
鮒
を
進
め
る
。
さ
ら
に
『
同
衛
門

・
兵
衛
式
』
　
・５０

で
は
左
右
衛
門
府

・
左
右
兵
衛
府
が
交
互
に
進
め
る
鮮
鮒
御
贄
も
あ
る
。

呉
九
　

廿
五
隻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド∞頓×
〕ヽ
赴
§
」

宅
ｏ
　
崩
須
楚
割

一
籠

〕
卜
〇
×
卜
∞
×

Ｏ

α
Ｏ
ヽ
的

宅
一　

美
作
図
椅
木
貨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］∞更
μ露
ｇ
霞

「貧
」
は
異
体
字
使
用
。
費
は
本
来
竹
や
葦
な
ど
を
粗
く
編
ん
だ
も
の
で
床
の
上
の
敷
物
や
ス
ダ
ン
に
用
い
ら
れ
た
。
正
倉
院

文
書
に
は
再
野
席
と
な
ら
ん
で
幡
磨
費
が
み
ら
れ
る
。
ま
た

「費
」
は

『
和
名
抄
』
で
は
ス
ノ
コ
と
も
訓
じ
る
が
、
「貨
子
」
は
板

を
目
透
し
に
並
べ
て
作
っ
た
床
を
い
い
、
さ
ら
に
転
じ
て
、
こ
れ
に
用
い
る
大
き
さ
の
材
を
い
っ
た
０
講
琢
）。
こ
こ
に
み
ら
れ
る

「檜
木
費
」
は
或
い
は
費
子
の
意
か
。

響
一　
供
　
御
木
醤

一
石
二
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕ｏや×ωド溢
識
』

『
延
喜
内
膳
式
』
に
は
供
御
月
料
と
し
て
末
讐

一
斗
五
升
を
計
上
。
末
醤
は
今
日
の
豆
味
噌
の
ご
と
き
も
の
律
錘
零
齢
頒
鉄
純
設
解

狂膝発謗
一）ｏ

響

・一
　

御

頭

飽

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

Ｐ
伽
貿

霊

溢

己
徹
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四
七
七

四     四     四
七     七     七
大     三     四

宅
八
　
塊
十
七
日
　
対
十
七
日
　
血
（Ｅ
閑
四
日
　
加
比
三
日

水
財
二
日
　
一局
不
五
日
　
小
郷
三
日
　
杯
藷
九
日

署
九
　
御
殿
内
火
鱚

一
日

只
ｏ
　
線
縫
衣
入
櫃

一
合

ド
ヽ
Φ
×

Ю
Ｏ
Ｘ

卜

は
〇
』
』

ふ

ｘ

μ
６
×

〕

も
０
」
」

頓
〕
×

〕
〇

×

ヽ

も
〇
嗚
』

（
ω
ｈ
あ

）
×

ω
頓
×

Ｏ

ｓ
Ｏ
』
ゝ

岸

漬

□

□

一
□

天
不
十
五
年
四
月

生
喚

・
美
□
呂

〔
ｒ五
ヵ〕

・
天
手
十
八
年
□
月
日
日
一

折
櫃
八
合
彗
籠
二
日

『
延
喜
式
』
で
は
、
折
櫃
は
京

・
畿
内
の
調
（謎
Ｊ
。

「査
籠
」
含

シ
ョ
）
は

「輿
籠
」
と
同
じ
か
、
共
に
畿
内
諸
国
か
ら
交
易

雑
器
（試
υ
と
し
て
貢
進
。

〕
〕
頓
×

や
『
×

∞

も
０
』
嗚

い
０
中
×

中
∞
×

∞

Ｇ
Φ
』
』

μ
い
］
〉
〈
〕
ド
）〈
『
　
Ｓ
Ｏ
』
』
　
　
　

‐５．



縫
衣
は
袖
の
下
か
ら
両
腋
を
縫
い
合
わ
せ
た
服
。

只
一　

雑
線
叙
枚
〔駒
鰐
四
櫃

昼
一　
紺
絶
雑
組
等
入
櫃

一
合

紺
色
に
染
め
た
絶
と
種
々
の
色
糸
で
組
み
あ
げ
た
帯
な
ど
を
納
め
た
櫃
に
つ
け
た
札
。

釈 文

塞
・一　
線
縫
衣
□
□
領
納
櫃

一
合

〕
ド
〇

×

中
０
×

ド

α
Ｏ
』
哨

只
四　
・
不
煮
凱
納
彗

・　
天
干
十
七
年
十

一
月
十

一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ドド∞巡
ｏ溢
ζ
鷺

「孤
」
は
異
体
字
使
用
。
孤
は
賦
役
令
に
よ
れ
ば
染
草

。
縄

・
柏

・
槽

・
机

・
籠

・
貧
な
ど
と
共
に
、
民
部
省
が
預
め
当
年
度

の
需
要
量
を
算
出
し
て
畿
内
諸
国
に
賦
課
し
、
百
姓
の
雑
得
に
よ
っ
て
製
作
京
進
す
る
定
め
と
さ
れ
、
『
延
喜
民
部
式
』
に
は
五
畿

内
か
ら
の
交
易
雑
器
と
し
て
、
ま
た
遠
江

・
常
陸
な
ど
の
国
か
ら
も
交
易
雑
物
と
し
て
貢
進
さ
れ
る
。
従

っ
て
孤
は
雑
器
を
作
る

料
に
あ
て
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し

「不
煮
孤
」
と
あ
る
か
ら
或
い
は
雑
器
と
し
て
で
は
な
く
食
用
の
ウ
リ
と
解
す
べ
き
か
姦
鰺
梯

υ
。
「賛
」
は
賛
籠
の
意
。

ド
ド
ド
×

ド
∞
×

枷

α
Ｏ
』
”

岸
〕
∞
×

や
０
×

ヽ

も
ｏ
』
Ｎ

152
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四全

・
箭

一
具
　
矢
廿

〔馬

万
ヵ〕

・
船
□
□
呂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∞〕溢
⇔溢
乙
験

も
と
８
留
型
式
の
も
の
の
側
辺
を
削
っ
た
も
の
か
、
本
来
こ
の
形
態
か
不
明
。
船
姓
は
西
宮
兵
衛
木
簡

分
↓

に
み
え
る
。

四
八
大

中

Φ
『
Ｘ

μ
Ｏ
Ｘ

Ｎ

ｓ
ｏ
」
ヽ

Φ
ド
Ｘ

い
ヽ
Ｘ

∞

α
ｏ
』
』

西
市
司
交
易
銭
は
性
格
不
粥
。

只
七
　
西
市
交
易
錢

四兌
か
ら
み
る
と
「西
市
司
交
易
銭
」
の
省
略
か
。
同
類
の
買
〈
は
裏
に
年
月
日
を
記
入
。

只
八

・
西
市
司
一日
日
日
日
日

四八九
四九
〇

天
千
十
九
年
□
月
十
日

西
市
司
交
易
錢

遠
江
糸
百
十
七

（ド〇
い
）
）〈
や〇
〉〈
∞
　ＧＯ』
０

ドω
ヽ
Ｘ
ド∞
Ｘ
ω
α⇔”
』

（中］
ド）
）〈
〕
∞
〉〈
中
　
αＯ』
』
　
　
　
・５３



釈 文

幽
九

四    四
九    九
七    末

丞
置
八
十
狩
鰺
勁
〕

吾
ス
と
同
類
か
。

墨
一　
□
子
四．邸
ぽ
升

男
二

・
小
□
□
□
□
□
□

・
天
千
十
□
年
六
月
十
四
日
□

・
御
□
絶
屋
納
櫃

上
回

〔鑓
聴
ヵ〕

・
□
糸
日

上
日
日
回
線
糸
十
日

〔△「
つ
〕

長
櫃
二
口

薄
線
糸

い震
×
置
ｘ
Ｏ
ぶＲ
ヽ
　

・５４

ド
ω
∞
×

〕
ド
×

ω

α
Ｏ
』
中

μ
ヽ
ド
×

］
ド
×

ヽ

Ｓ
Ｏ
』
”

ド
ド
∞
Ｘ
〕
『
Ｘ
ф

蘇
ф
飾
Ｎ

∞
∞
Ｘ

い
Ｏ
Ｘ

ヽ

６
⇔
い
時

会
β

〉
Ｘ

遇

Ｘ

や

ヽ
⇔
『
る

躍

ｘ

鶴

ｘ

ω

ら
０
ヽ
」



男 異
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憂  憂   憂 憂 琶
以
下
吾
う
ま
で
総
説
六
〇
頁
参
照
。

中
線
糸

黒
線
糸

黒
緑
は
濃
い
緑
色
。

湊
線
糸

湊
線
緻

〔緑

綴
ヵ〕

白
□
□

顔
料
に
白
緑
（ビ
ャ
ク
ロ
ク
）も
あ
る
が
、
こ
こ
は
非
常
に
う
す
い
緑
の
色
調
を
示
す
。

青
染
練

湊
線
交
紗
練
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。貿
ド貿
ぎ
晨

「浅
緑
交
線
紗
」
の
書
き
誤
り
か
。
紗
を
浅
緑
色
に
染
め
、
そ
れ
に
綴
綴
を
施
し
た
も
の
。
夏
季
の
女
性
の
構
な
ど
に
使
用
。

６
０

Ｘ

ド
∞
Ｘ

ω

α
⇔
』
」

６
卜

Ｘ

い
∞

×

ω

も
ｏ
』
Ц

６
∞
×

騨
Φ
×

ヽ

も
〇
』
ゝ

頓
ド
×

ド
『
×

∞

Ｇ
ｏ
』
ゝ

ｍ
ヽ

×

ド
〇
×

中

も
ｏ
』
」

Ｆ
頓
×

ド
∞
×

�

ｓ
Φ
嗚
Ｈ



釈 文

嚢 衰 重 嚢 憂
〓
一〇

重
一
一

工
一エ

三
一二

中
線
緻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い聟
岳
恙
ｅ
ミ

自
線
綾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
８
赴
い滋
亀
」

薄
線
綾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
８
×さ
益
鸞
ヽ

青
染
綾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
８
ｘ
ドΦ溢
鵞
ゝ

標
生
染
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訊
溢
∞溢
鸞
【

練
ら
な
い
糸
、
す
な
わ
ち
，生
糸
で
織
っ
た
絹
織
物
を
糠
色
に
染
め
た
も
の
。
糠
色
は
藍
の
単
一
染
で
緑
色
を
含
ま
な
い
青
。

中
線
生
染
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酬
通
い恙

αミ

標
調
絶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伽ミｘ
い貿
∞
鸞
ヽ

湊
線
絶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無
×
騨ダ
群
ミ

薄
線
東
絶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９露
μ貿
中
鶯
Ｈ
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〓
一四

〓
一エ

〓
一六

三
一七

三
一八

〓
一九

〓
二〇

〓
二
一

〓
ニ
ニ

五
〓
ニ

中
線
絶

中
線
調
絶

黒
線
東
絶

青
染
絹

中
線
絹

中
線
御
服
絹

取
色

中
線
□
御
服

中
線
国

天
千
十
八
年
一

ヽ
Φ
×

ド
∞
×

ω

α
Ｏ
』
ゝ

い
い
Ｘ

〕
〇
×

〕

も
ｏ
”
ゝ

Ｏ
Ｎ
Ｘ

Ｐ
ミ
×

∞

転
〇
』
Ｈ

頓
６
×

い
ω
×

〕

軒
ｏ
』
ゝ

い
や
×

μ
∞
×

〕

Ｓ
Ｏ
』
」

”
頓
×

ド
Φ
×

］

齢
ｏ
囀
ヽ

ぶ

×

ド
∞
×

∞

α
ｏ
嗚
Ｈ

い
ヽ
×

（
い
∞
）
×

〕

α
Ｏ
い
」

６

じ

×

含

ｅ

×

∞

も
自

芍

（ド∞や））〈（∞））〈０　も〇∞ゝ
　　　口一



釈 文

=
閣

〓
〓
三

〓
二大

ヨ
エｔ

〓
二八

=
九

=    =
一    〇

鰈
酔
Ｆ
回
路
叫□三
酔
昨
日

□
□
□
　
□
□〔酔
酔
附
□五剛
即

天
千
十
八
年
十
月
十

一
口

天
千
十
八
年
口

・
六
度
同
回
二
十
日

上
Ｈ□

檜
本
貨
日

Ш
干
十
八
年
閏〔醜
Ｆ

・
□
　
□
　
□

・
九
凋

（い００）〉〈（０）〉（Ｏ　ＳＯ∞」　　　い単

含
】
）
ｘ
Ｇ
）
×
４
３
贅

（
ド
ロ
い
）
Ｘ

（∞
）
Ｘ
卜

は
ｏ
∞
」

（
Ｓ
ｅ

ｘ
Ｇ
）
ｘ
ω

恐
磁

（Ｃ一）
Ｘ
（歳
じ
Ｘ
〕
ｓＯ」芍

も
⇔
る
ヽ

Ｓ
Ｏ
い
ヽ

全
ω９）
Ｘ
Ы
ｘ
卜
３
驚



=   =ニ    ニ
ユ    ニ
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=   三    =   =   =   =

元 貢 零 長 三 岳

〔占口
，〕

五
日
　
十
五
日

・　
　
十
月

・
□
　
□

十
八
日

回
　
天
千
口

〔百刀
ヵ〕

□
一一一日

口
四
日
口

日
日
日
Ш
　
　
伊
費
囲
山
田
郡

上
日
日
日
日
日
日
日
一　
　
　
　
回
□
□
□
□
日

・　
□
□
□
□
　
退
　
烈
列
去
□
□
□
□
一日
日

Ｓ
Ｏ
も
ヽ

公
導
）
Ｘ
いｗ
Ｘ
卜
ｓＯ』
」

魯
芍
」

（ＯＳ
）
Ｘ
“ミ
×
ｕ
ｓｓ∞
ヽ

公
ド
）
Ｘ
６
Ｘ
申
軒ｓ∝
Ц

ら
０
も
ヽ

（策
～
）
Ｘ
（∞
）
Ｘ
∞

α
Ｏ
”
ヽ

（ω囀『））〈（ドい）Ｖ企ω　ＳＯ∞ゝ
　　　向】



殿
　
　
郡
質
質
殿
殿

文

質
質
質

Ш
殿

釦体　
　
　
五
四
〇

殿
　
　
　
　
質
質
　
殿
殿
殿
殿

し
き
五
字
を
書
く
。
上

。
下
欠
。

上
部
に
逆
方
向
に

「臣
」
ら
，

習
書
。
下
方
に

「易
」
を
五
字
、

〔
ヱＪ
ヵ
〕

吾
一　
・
梗
□
□
榛
子
　
羊
蹄
鴨
頭
草
菱
□
日
日
日

・　
　
　
　
　
　
士四
昔
四
日．調
ｒ
輩良
訂ｗ
結
猟

い種
醒
騨
に
　
　
鍋
］

‐‐‐‐
半
日
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（］ｏｅ
×
（選
）×
い
もｏ∞Ｈ

〔華産
ヵ〕

両
面
共
に
習
書
を
重
ね
る
。　
一
面
に
は
、
「梗
」
「榛
子
」
「羊
蹄
」
「鴨
頭
草
」
「菱
」
な
ど
の
草
や
菜
や
菓
の
名
を
記
す
。
梗
は

ベ
ニ
バ
ナ
い
染
料
紅
藍
（露
）
か
。
榛
子
は
栗
の
一
種
、
和
名

「波
之
波
美
」。

羊
蹄
は
供
奉
雑
菜
の
一
で
、
食
用
の
野
草
齢
騰
υ
、

和
名

「之
布
久
佐
」
。
鴨
頭
草
は
押
赤
草
と
も
い
い
、
染
料
用
の
野
草
、
和
名

「都
岐
久
佐
」。
四
辺
原
形
を
と
ど
め
ず
。

〓四一一　
・齢

響

結
結
翡
　
應
應
足

下
者
係

ヵ〕

・
一亘
念
唖
筆
辞
ｈ
日

奉
幸
崇
苧
龍
畔
ヵ〕市

帥
鸞
げ
韮
山垂
白日要
立
オ
堕
却　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（いｏじ
×
Ｓ
ｅ
×
Ｏ
αｏ∞Ｈ

薄
墨
の
文
字
に
重
複
し
て
、
同
じ
文
字
を
書
き
連
ね
た
習
書
。　
一
面
に
「莫
頒
読
書
」
の
句
も
み
え
る
。
下
端
は
原
形
。

６
〕
じ
×
公
ド
）
×
∞
αｏ
驚
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〔
培曽
ヵ〕

畳
一一　

□
風
風
□
□
夏
□
之
時
　
古
□
□

左
半
部
に
は

「成
」
を
重
ね
て
習
書
。
右
に
掲
げ
た

「風
」
以
下
は

吾
困
　
板
板
板
道
首
首
板
板
矢
．酢
浮
□
．酷
評
□

〓豊

・
□
能
能
能
大
能
□
□
能
□
能
一日
日
日
日
日
日

・醍
暑
詭
騨
占

醇
詳

一
面
に

「能
」
、
他
面
に

「大
」
「人
」
を
更
に
重
ね
て
習
書
す
る
。

四
辺
と
も
に
原
形
を
と
ど
め
ず
。

〓
四
大
　
・
卸

翻

翻

翻

叙

叙

叙

叙

・講
酢
確
酢
誅
□

吾七　
醍
酔
印
則
〕

（博
９
×
含
ｅ
×
頓
α乱
ゝ

「
成
」
よ
り
や
や
細
宇
。
右
辺
の
み
原
形
か
。

∞
ド
ω
×
〕
］
×
ヽ

も
〇
ヽ
ゝ

（ゃ伽Φ
）
）〈
（い０
）
）〈Ｏ　αΦ∞
」

材
を
横
に
し
て
書
い
た
か
と
見
ら
れ
る
薄
い
文
字
も
あ
る
。

ド
〇
∞
×

∞
〇
×

∞

も
ｏ
Ц
ゝ

（
Ｓ
じ

ｘ
６
）
ｘ
∞
ｓ
記

虫



釈 文

=四
八

．配
配
己豊
幽ユロ
日

〔己
ヵ〕
〔己
ヵ〕

・
日
国
　
人
使
使
使
　
上
日

離
騨
脆
〕

．剛□同日胴‐―‐‐

一日
――
四
□
恥

〔婁８
ヵ〕

第

一
面
の

「津
紙
建
調
用
所
」
と
第
二
面
の

=四
九

□□成□□
□□□太□

□御 及□間
及乃乃間大関
乃  所□申
素 所申申

所
「意
恥
」
は
同
筆
。
あ
る
い
は
文
書
本
文
か
。

（Ｓ
９
ｘ
含
９
×
い
己
驚

や
∞
∞
×
∞
０
×
Φ

α
ｏ
Щ
Ц

（毬
９
×
命
じ
×
ヽ
ｓ記
ヽ

上
端
の
み
原
形
。
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工三
　
・
営
朋
多
多
可

□
夜
　
赫
幣
咄
〕

・　
　
大
大

魯
□
及
　
久
久

．□
長　螺犠
康
・及□

第

一
面
上
部
に
蔦
の
絵
。
そ
の
下
の

「多
可
夜
万
乃
」
は
万
葉
仮
名
。
三
面
と
も
に
習
書
。
四
辺
原
形
な
し
。

（異
筆
）

〓
〓二　　　　「　　〔齢ぬ力〕

□

　

成

．
拗即

ロ
　
ミ

．‐‐
日
刑
判
□
一第

上
酢
斜
六
百
□

（異
筆
）

二畦胆胴い宿「　　□□□□□□」

□
□
□
□
百
百
百
百
百
百
百
百

（果
筆
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔侍
〕

「□
□
□
女
女
　
　
　
　
右
九
人
内
□
　
（異
書

〓写

回跛監
経
謂
酌課
剛吼
〕
吊陣
芦

（μやＯ
）
Ｘ
（中Φ
）
Ｘ
『
Ｇｏ∞
ゝ

〕
『
ド
Ｘ
卜
∞
×
伽

齢
Φ
」
」



釈 文

=
=七

三

=
=

。
□
□
千
千
□
千
千
之

一＝

一

陥

（置
じ

ｘ
６
じ

ｘ
６

Ｓ
Ｏ
置

（ド一∞）
Ｘ
（畏
じ
Ｘ
卜
αＯ“ト

（烹
ド
）
Ｘ
鴛

Ｘ
ヽ
α
Ｏ
”
Ц

騨
ｏ
〕
ｘ

協

ｘ

〕

α
Ｏ
ｓ
」

第

一
面
細
字
の

「右
九
人
内
（酔

け
詭
駕
騨
跳
野
酌
酔
け
は
ヽ
習
書
以
前
の
文
書
の
本
文
か
。
四
辺
原
形
を
と
ど
め
ず
。

吾

・
Ｆ
甲
静
臥
寧
給
抄

挙畔
日
Ш
甚
□
」

・屯
支
避酔
職
♂

「除
見
　
解
職
〕第
□
」

・
口
□
見
□
日

・
＝

・

□
嶋
鳴
和

〓夭

・
□
不
不
不
口

164
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三    =   =

杢  さ  元

〔沙

弥
ヵ
Ｘ
戒

悦
ヵＸ
等
″〕

異
二　
・
一
□
□
　
□
□
　
日

・
□
光
光
光
光
光
光

異
二

・
□
□
□
□
□

・
□
□
□
不
不
不
不
□

異
四
　

□
鳥
鳥
□
□
□
□

・
日
□
□

　

　

廣

〔部
一□
□
□

□
口

〕

〔何
何
〕

〔何
ヵ〕

〔蔦

蔦

蔦

蔦
ヵ〕

□
□
□
□
□

男
男
男
男
日

・
旧
日
一右

　

〔右

右

右
ヵ〕

右

□

□

□

日

●　
　
□

□

□
　
□

（Ｆ
じ
ｘ
含
じ
ｘ
、
ｓ乱
ゝ

（蔦
じ
ｘ
６
）
ｘ
ω
乙
驚

（Ｐヽ
い
）
彰〈
（ド〇
）
〉〈
ω　ＳΦ∞
Ц

（
～
じ

ｘ
く
）
ｘ
い

も
記

」

（Ｐ〕∞
）
Ｘ
（ド中）
Ｘ
ω
転ｏいる

（
μ
Φ
Ｏ
）
×
（中
∞
）
Ｘ
ω

も
ｏ
∞
ゝ

（さ

じ

ｘ
Ｇ
）
×
頓

ζ
驚



釈 支

奎
工    =

充  交
エ    エ
大    大
七                              1宍

基

翠

・騨〔昔子
”〕

革
□．鴫

右和
鯨畑□日

・　　　　　　　一十一一̈中一″〕

袖
袖【酌
Ⅳ

・各
綱
刊
絶
日

ｏ
日
Ｈ
一
岡

義

〕

□

□

日

Ｇ
一じ
ｘ
（‘
）
ｘ
ω
３
贅

令当
０）
ｘ
・含
９
ｘ
”
事巳
ヽ

（
い
ヽ
０
）
Ｘ

企
毬
ラ
Ｘ
Ｏ
ｓ
Ｏ
“
ヽ

ぶ
０
る
」

（３
）
ｘ
（Ｓ
）
ｘ
ド
ｅ
留

（Ｂ
）
ｘ
（ドｅ
Ｘ
ψ
Ｓ
脅

166



三
七
一　
　
・

モ
ニ　
・
謂
謂
謂
謂
謂

〔
由Ｔ
ヵ
〕

・団
器大大
大
大

〔

申

甲

甲

申

申

・硼朧姐鮭畑

〔△
心
ヵ
〕

□
□
念

尋
四
　

馬
馬

SK 820土墳 木簡 565～575

〔使

使
ヵ〕

毛
〓
　
□
□
日

||

||

飾
酔
単

―‐‐‐
‐――‐
―――‐
‐‐――

Я塾昌 全国二□霊ど□□冥目 査□賢固藷
我
我

（ドミ０
）
）〈
∞
ド
〉〈
］ヽ
　も〇も」

も
Φ
る
ヽ

α
Φ
芍
ヽ

も〇る
」
　
　
　
″ｕ



釈 文

全 台 究 女 宅 実

□
廠
口

日

辞

一旺
〕

五

五
五
五
五
五

醜
酌
剛
麻
判
Ｈ

滑
椿
擢
大
脱
酔
Ⅳ

員
一ｔ
〓全

は
同
筆
。
乗
〒

夭
一一一
は
同
文
。

〔易
断

惜
じ

丞
一　

□
□
□
風
景
於
也

〔景

於
ォ〕

還
・一　

惜
風
□
□

天
四
　

楡
舎
　
會
天
短
口

十

き
Ｈ

　
鴎

Ｓ
Ｏ
る
ヽ

α
Ｏ
芍
【

ヽ
０
る
ヽ

（
い
Ｏ
Φ
）
）〈
（
ド
ф
）
）恭
ω
　
軒
０
∝
」

Ｓ
Ｏ
る
」

ぶ
０
嗚
」

亀 芍



=八
八

=八
七

=八
大

三
八

=

SK 820土竣 木簡576～592

≡ ≡ 過 禿

〔舟
ヵ〕
〔金
ヵ〕

□
道
岡

同
じ
Ｓ
Ｋ

公
δ
土
墳
か
ら

「為
道
金
」

躁
則
〕粟

天
口

上
　

　

　

　

　

　

一

〔應

應

應
ヵ〕

・
□
□
□
應
見
馬
□
□
□

辞
騨
也
也

〔
飾卿
ヵ
〕

□
□
郷
□

□
馬
長
長

〔讃

讃

讃
ヵ〕

□
□
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近
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れ
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岐
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Practice calligraphy                   541-543

Practice calligraphy                   544-548

Practice calligraphy                   549-551

Practice calligraphy                   552,553

Practice calligraphy                   554-561

Practice calligraphy                    562-570

Practice calligraphy                    571-580

Practice calhgraphy                   581-593

Practice calligraphy, WIiscellaneous      594-600

Practice calligraphy                    601-604

A ladle、 vith an inscription,and、 vooden 605-607
fragments、 vith lines dra、 vn on thena in

Sタ タタ2タ

Practice calligraphy,etc.

Miscellaneous, lines dra、vn in d27夕 9ゲ

Fragments with inscriptions

Fragments、 vith inscriptions

Fragments、 vith inscriptions

Fragments ttrith inscriptions

Fragments、 vith inscriptions

Fragments、 vith inscriptions

lnscriptions on shavings

fronl wooden tablets

lnscriptions on shavings

fronュ wooden tablets

lnscriptions on shavings

fronl、vooden tablets



100)SK820

101)SK820

102)SK820

103)SK820

104)SK820

105)SK820

106)SK820

107)SK820

108)SK820

109)SK820

110)SK820

111)SK820

112)SK820

113)SK820

114)SK820

115)SK820

116)SK820

117)SK820

118)SK820

119)SK820

120)SK820

121)SK820

122)SK820

123)SK820

124)SK820

125)SK820

126)SK820

127)SK820

763-802

803-808

809-814

815-823

824-830

831-845

846-868

869-872

873-878

879-883

884-893

894-905

906-918

919-944

945-958

959-994

995-1008

1009-1030

1031-1045

1046-1074

1075-1090

1091-1117

1118-1143

1144-1167

1168-1202

1203-1229

1230-1261

1262-1292

Inscriptions on shavings

from 、vooden tablets

Fragments with inscriptions

Fragments、vith inscriptions

Fragments with inscriptions

Fragments with inscriptions

Fragments with inscriptions

Fragments with inscriptions

Fragments Ⅵ/ith inscriptions

Fragments Ⅵrith inscriptions

Fragmentsヽ vith inscriptions

Fragments with inscriptions

Fragments Tvith inscriptions

Fragments with inscriptions

Fragments with inscriptions

Fragments■ /ith inscriptions

Fragments with inscriptions

Fragments with inscriptions

Fragttents、 vith inscriptions

Fragments、vith inscriptions

Fragments、vith inscriptions

Fragments witn inscriptions

Fragments、vith inscriptions

Fragments with inscriptions

Fragments、vith inscriptions

lnscriptions on shavings

from wooden tablets

lnscriptions on shavings

from 、vooden tablets

lnscriptions on shavings

from 、vooden tablets

lnscriptions on shavings

from Ⅵrooden tablets



128)SK820   1nscriptions on shavings              1293-1326
fro■1 、vooden tablets

129)SK820  1nscriptions on shavings              1327-1362
froHl 、vooden tablets

130)SK820  1nscriptions on shavings              1363-1405
fronl wooden tablets

131)SK820  1nscriptions on shavings              1406-1444
froni wooden tablets

132)SK820  1nscriptions on shavings              1445-1488
from M「 ooden tablets

133)SK820  1nscriptions on shavings              1489-1531
from ttrooden tablets

134)SK820   1nscriptions on shavings              1532-1576
froHl 、vooden tablets

135)SK820  1nscriptions on shavings              1577-1619
from 、vooden tablets

136)SK820  1nscriptions on shavings              1620-1660
from Ⅵ/ooden tablets

137)SK820   1nscriptions on shavings              1661-1702
fronl 、vooden tablets

138)SK820  1nscriptions on shavings              1703-1742
from 、vooden tablets

139)SK820  1nscriptions on shavings              1743-1786
from 鞘/ooden tablets

140)SK820  1nscriptions on shavings              1787-1829
froln wooden tablets

141)SK820  1nscriptions on shavings             1830-1885
fronl 、vooden tablets

142)SK820  Documents, records relating to the 1886-1894
Sα¢′′;転,a gOVernment bureau,Personal
names

143)SK870 Docuttents,Tallys,etc.         18951905
144)SK870  Fragments with inscriptions         1906-1925



WOODEN TABLETS EXCAVATED FROM
THE NARA IMPERIAL PALACE SITE

The ancient metropohs of Nara, whose site lies under and adiacent

to the present‐ day town of Nara,served as the capital of」 apan from 710

to 784. Earlier, members of the ruhng class, 、vith the Ernperor as their

nucleus,had diligently、 70rked for the establishment of a legally― regulated,

centralized government,and during the second half ofthe seventh century,

two capitals(the Naniwa Capital, located within the present city of

Osaka,and the Fu,iwara Capital,in the Asuka region of Nara Prefec‐

ture)had been inaugurated,both planned after Chinese prOtotypes. How‐

ever, M/ith the full implementation of the legal system and the nrm

establishlment of the centrahzed state by the eighth century, a broad,

impressive capital,in keeping都 /ith the greater dignity ofthe government,

became a necessity, and the result 、7aS the Nara metropolis.

The great city ttras laid out across the northera part of the Nara

plain.  It measured four kllometers east to west and four and a half

kilometers north to south, with an extensive addition on the eastern

side, known as the “G¢カノ∂"(the “Outer" Or “Peripheral" Capital),

M/hich ran one and a half kilometers east to west and two kilometers

north tO south.「 Γhe extensive Palace,、 vhich included the lmperial DOmicile

(“ Dairi")and HallS Of State c`Ch6d6in'り , tOgether with the highest
government bureaus, was erected in the northern extremity of the main

area, at the terminus of a central north‐ south avenue, and covered an

area about one kilometer sttuare. Bordering this area On the east is a

section measuring a quarter of a kilometer east to ■lrest and three
quarters of a kilometer north to south. These t、vo areas都/ere utilized by

local farmers as irrigated rice nelds until they were recently purchased

by the government for purposes of preservation and research.

Preliminary excavations at the Nara lmperial Palace site were begun

in 1955 under the auspices of the Nara NatiOnal Cultural Properties

Research lnstitute, and excavation and research activities at the site



have been conducted COntinuously since 1959. By the end of1969,eighteen

hectares,(fOurteen percent of the total palace site)had been systematically

excavated and Studied. In the process, various sorts of ne、v evidence

、vhich throw COnsiderable light on the history and cuiture of ancient

」apan have been unearthed,and the discoVery of the wooden tablets dealt

郡′ith in this report is certainly one of the most important anong them.

The wooden tablets recovered from the Nara Palace site conSiSt of

nat pieces Of wOOd on which records have been written in S″ ηゲ(the

traditional mediuni for、 vriting in East Asia,an ink composed prinCipally

of oil soot and binders, 、vhich iS applied 、vith a brush after it haS been

ground and thinned tO a proper consistency with、 vater). In China,pre‐

vious to the discovery of paper, a variety of materials such as bamboo,

郡/ood and hemp cioth had been utnized for keeping records, and they

continued to be used for thiS purpose even after the manufacture of

paper had become common. AInong the、 vooden tablets recovered from

sites in China,the latest date only up as far as the third and fOurth cen―

turies, and、7hile it is not clear iust hOW 10ng this material continued

to be used there for clerical purposes,the examples excavated in Japan

wili constitute important evidence in future investigation on thiS Subiect.

While it iS true that SCholars in Japan had been aware of the exiSt‐

ence of a fe覇 /iSolated Japanese wooden tablets previous to the discovery

of such obieCtS at the Nara Palace site,it had always been cO。 lmonly

assumed that paper had served aS the chief rnediulm for record‐ keeping in

ancient times, and the posSibility that 、vooden strips might have been

used in large quantities for thiS purpose dOes not Seem to have deen

seriously pursued by anyone,and the few examples known at the time

did not attract seriOus scholarly attention. Hovever,in January of 1961,

during the course of the Fifth Archaeological Research Proiect,ヽ VOOden

tablets began to cOme to light at the Nara Palace site, and fron thiS

tirne up until the end of 1968, the excavations produced about 20,000

examples, and it became quite clear that in ancient Japan theSe objects

had been utilized in very large quantities, together 、vith paper, as a

material for the keeping of records.  After their initial appearance at

the Nara Palace site,、 voOden tablets Subsequently began to COme tO light

in various other localities,and examples going back to the seventh century

(and thusむ redating the Nara Palace nnds)were discovered.The value

of these materials as a primary source of information about the culture

of ancient Japan soon became obvious to those in scholarly circles.



The results of archaeological investigation at the Nara Palace site

have been published in the series of reports entitled “Excavation Re‐

search Reports on the Nara lmperial Palace Site'',four volumes of郡 /hich

have appeared to date, While the wooden tablets have been commented

on in volumes II and IV in the sections on the areas 、vhere they 、vere

recovered, the present volume is the trst of a separate series devoted

excXusively to these materials and intended to deal 、7ith them in a

colmprehensive manner.  It treats all the wooden tablets recovered over

a period of tiine extending from the occasion 、vhen the nrst examples

M/ere discovered up until the 13th Research Project in 1963,and numbers

1925 examples. The follo、 ving chart sho、 vs the number of specimens

recovered and the locations 、vhere they came to light

′οθクチ′οη          クタタつο夕″歩

1)Excavation Proiect 5(1961) Disposal pit site SK219    40

2)Excavation Project 7(1962) �Ven site      sE311     2

3)Excavation Project 13(1963) Disposal pit site SK820   1843

4)Excavation Project 13(1963) Disposal pit site SK870    40

1 WOODEN TABLET RECOVERY SITES

The M′ooden tablets treated here were recovered from the contents

of an ancient 、vell and at three disposal pit iocations, but others have

also been excavated frona gutter sites and pillar depressions.

The Mた ooden tablets have been excavated not only at sites 覇′ithin

the palace boundaries, but also at various locations outside, and it is

proper to say that future excavations 覇/ill probably bring them to light

at places spread across the largest part of the extensive area occupied

by the eighth century metropoliS.

i)Disposal Pit Site SK219

This site consists of t郡 /o ancient rubbish disposal pits,one,ust tO the

south of the other and ioined to it; both measure three meters east to

west and three and a half meters north to south, and are one meter in

depth. Various 覇′aSte materials 、vere apparently brought from the sur‐

rounding area and throM′n into these pits. The contents, 、vhiCh lllled

the pits from their bottoms up to the level of the horizontal area exca―

vations,、 vere found to be in a surprisingly good state of preservation.

Arnong the contents 、vere a large number of earthenMrare relics and

sherds, together with roof tile fragments, objects of wood, カケカ,'α (cy‐

XV



press bark used for roottng), and walnut and peach pits and other

natural materials such as leaves The 、vooden tablets x/ere found prin‐

cipally in a strata of grey sand at the lo覇 ′est level of the disposal pits.

Arnong the examples of unique interest M/hich came to light here was

ンフξοοブθη raぅ′¢歩7,、vhich bears an inscription with the name of a ttroman

called Tsukuba‐ noマ My6bu, a functionary M/ho served under the Retired

Empress K6ken at the Hokkeji,a temple located iust tO the east of the

Nara Palace site.  The inscription consists of a requisition for various

foodstufFs,such as red beans,soy sttuce and condiltaents. An entry dated

to the sixth year of the Tempy6-Hδ ji period (762)in the famOus hiStor‐

ical chronicle, the S力 ο力%‐ ム「ゲカο″gゲ, describes vividly ho、 7, fOnOMing the

completion of a large‐ scale rebuilding of the Nara Palace, the Retired

Ernpress K6ken and her successor, the EInperor 」unnin, returned from

a period of residence at a temporary palace (the Hora.no‐ miya)in the

province of Omi(in present‐ day Shiga Prefecture), and the various

events覇 /hich took place as a result of the competition for poM′ er bet、veen

Fujtwara‐ no‐Nakamaro and the priest D3ky6. The Retired Empress

K6ken used the Hokkeji as her residence, and the fact that 雨oοブιη

raぅ′¢サz 都′as actually used to request foodstuFFs for this temple makes

it an important and accurate document for corroberating the history

of the time.

�)Excavation Site SE311,an Ancientヽ んrell

The remains of three large 、vells 、vere discovered in the same area

as the rubbish disposal pits described above, and t覇 /o 、vooden tablets

were recovered from one of them.  The x/ell 、7here these t、 vo Mrooden

tablets came t0 1ight had an interior frame、 vork made of郡〆ooden planks

measuring about three meters in length,thirty centimeters in覇 /idth,and

ten centimeters in thickness. These Mrere assembled into a square 、vell‐

shaft, designated here T″;♂′J‐S力,ア″4.  Later, the Mrell ttras repaired and

a smaller、 vell,shaft,rneasuring l.9 meters across,M′ as constructed inside,

and ttre have designated it 呼 9′′‐s力α)itt B,  On the basis of the contents

of these two well‐ shafts,it is presumed that W3■′d力仇汚チ4 dates to the

Nara Period(710-734), while v9′ ′‐s力αtt B is thOught to have been ex‐

ecuted at the beginning of the ninth century、 vhen the Retired Ernperor

Heizei resided brieny at the Nara Palace location,  One 、vooden tablet

、vas found in each of the ttren_shafts.

iii)Disposal Pit Site SK820

A garbage disposal pit, measuring four meters in circumference and



2.3 in depth M/as diSCovered during excaVations in the northeastern part

Of the exterior section of the remainS of the second in the series of

lmperial Domiciles erected within the Nara Palace. The layer of earth

inside was composed Of three separate strata. The lowest,approximately

half a meter in thicknesS, 郡アas colmpoSed of natural materials, mainly

leaves, 、vhile that above it, of about the Same thickness, 覇′as composed

of dark brown earth containing a large amount of organic matter.

Here,、 vooden tablets、vere diScOVered in large numbers for the irst time.

Wooden objects were preServed in this strata in a SurpriSingly freSh

state,and feM/of them exhibited any evidence of decomposition. Above

was a third strata of reddiSh‐ bro、vn clay, containing a fe都 / fragments

of pottery and roof tiles.  As a result Of the investigation of the suc‐

cessive strata and their cOntents, the history of the 、/aste diSposal pit

became cleari SOOn after the pit was dug, various natural materials,

discarded artifactS and rubbish, together ttrith earth and Sand, 郡/ere

dumped into it, burying the contents.  63 M/ooden tablets 都/ith inscrip‐

tions dating them to specinc years came to light here  19 bOre dates

froni the earlier part of the Nara Period,ranging froni the Second Year

Of the Y6rδ  Period(718)to the Fourth Year of the Tempyδ  Period(732),

and the contents of the inscriptions on all of the重 1, 郡/ritten oVer thiS

considerable span of years, indicated that they had served as tallys for

the payment of taxes‐ in‐kind in the form of unspun silk or salt, By

contrast,the many examples(42 in number)frOni the short 3 year period

from 745 to 747(the 17th through the 19th years of the Tempy6 Period)

included not only speciments uSed in conneCtiOn 、vith the payment of

taxeSin― kind,but also various co■lmunications bet覇 /een omcials. The

evidence provided by theSe wooden tablets,together with the other relicS

recovered from thiS earth layer, indicate that itS upper limit cannot be

very far remOVed in date from the year 747.

The materials treated in thiS report are the M/ooden tablets, SOme

intact, but most in fragmentary foral, M/hich have been recovered in

considerable numbers from sub‐ Surface locations, and usually interred

in conditions favorable for their preservation  Ho、 vever, of the total of

1843 examples, more than half consisted of shavings, removed from the

M/ooden tablets 覇/ith Some sort of Sharp blade,in order that nettr inscrip―

tions could be 郡′ritten on the clean surface, WVhen the wooden tablets

and shavings were thrown a、 vay, they 、vere most often already split or

broken, or became SO in the process,and thus more than eighty percent
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came to light in a shattered or fragmentary state,、 vhile only about ten

percent 、vere intact,

On the basis of evidence supplied by the inscriptions, two important

suppositions can be dra郡 ′n about the areas in 都′hich the、rooden tablets

M′ere excavated. The arst is that one group of examples are related to

the S,ゲ g坊 (“ Western Palace"):these are numbeお 91-134.The Sクを坊 is

noted in the S力ο力″

"力
ο,21ζ「ゲas one of the Emperor's doniciles,and the

inscriptions on these、vooden tablets consist of requisitions for foodstuFfs

for the guards 覇′ho protected it, men kno、 vn as Fr9・ ι9, 、vho Mrere the

oFfspring of provincial omcials or nobles. On the basis of these inscrip一

tions,it may be concluded that about the end of the Tempy5 Period,the

detached palace knoM′ n as the Sαttgtt Mras located in the general area

、vhere these 覇/ooden tablets M/ere unearthed. The second assumption is

that the section of the Ernperor's domicile M/hich he used as a daily

residence M′ as located in the area M/here tablets 363-407, 4C13-407, and

409-411 、vere excavated, the reason being that among these Mrooden

tablets, 都/hiCh vere used as tallys for tax purposes,a large number had

inscriptions referring to foodstufFs sent to the EmperOr,including certain

nsh and sea郡 /eed delicacies.

iv)Disposal Pit Site SK870

This site ■vas discovered about t葛′enty meters north of the north―

eastern corner of the inner tile‐ roofed earth 、vall cloister of the second

of the lmperial dottliciles built at the Nara Palace site.  The disposal

pit site, rather irregular in shape, measured ive meters east to west

and north to south and 、7aS l.3 meters deep. The remains of pottery

and roof tiles 、vere scattered throughout the excavated strata,as if they

had been throM/n inside at random, and the llr。 。den tablets M′ere inter‐

mixed 、vith these contents.  Because of the shallo、 vness of the site, the

ObieCtS were rather poorly preserved. In addition to inscriptions men―

tioning the government ottce kno、 vn as the Sα ο′ガタ,which administered

the requisitioning of farmers from the entire country for the purpose

of guarding the lmperial capital city,there are also tM′ o or three exam‐

ples都/hich bear、 vhat are presumed to be the names of common Soldiers

(E″)whO were recruited from the farming class.Because of the evi‐

dence of pottery remains at the site, it is presumed that it 、vas aban‐

doned as a disposal location about the end of the Tempy6■ ■6ji period,

approximately 760.
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H THE SHAPES OF THE W00DEN TABLETS

Because of their use for a specinc purpOSe,the 、vooden tablets柄 ′ere

fashioned initially according to a functional, Standarized form i but as

a result of Subsequent modiflcations(suCh as shaving off the surfaces),

or their use for some other purpose, most of the excavated examples

no longer retained their original shapes.  The wooden tablets recovered

fron the Nara Palace site can be divided into thirteen typeS On the

basis of their shapes(see ng.4).

Type 6011. Roughly like the shape of a チ,″ぞ,カタ (a 10ng, narro、 v

strip of stitt paper on 郡ァhich poems are traditiona■ y ttrritten); mOst

of these examples Mrere squared oft at the ends.  The contents of

the inscriptions on these examples moSt Often conform tЭ  the type

already described under heading IV,ユ .

Type 6019  0ne end is intact, M′ ith a squared‐ off prOnle, but the

original for,l iS lost because the other end has been broken off or

has rotted a郡 /ay.

Type 6021.  Small in size and short in length,140St Of these exanlples

都/ere used as tallys, and ttrere attached to bundles of textiles,thread

and foodstuftS; Some ～
vere rather crudely fashioned.

Type 6022.  Small in size and short like the above example,but∬′ith

the corners cut off obliquely. Carefully fashioned, with a small hole

bored through iust under the peak, these examples served as tallys,

and 、vere attached to foodstuffs or goods.

Type 6031.  Fashioned like Type 601l above,in the general shape of

a 歩,″z,カタ, but with the addition of notches on the right and left

close tЭ  both ends  SOnae exampleS have squared endS,while others

have ends like the type just above.  They were used as tallys,

Type 6032. Fashioned in the shape of a チ,″z,カク but ttrith notches

on the right and left on only one endo Some have square ends、 7hile

others have the corners cut off ob■ quely hke the examples above.

�IOst of these exarnples M/ere also used as tallys.

Type 6033. Notched on right and left like the example above, but

sharpened to a point on the other end.  The maiority ttrere used as

tallys.

Type 6039.  ra″ zαヵク■lke in pronle、 vith notches right and left, but

M/ith the oppoSite end gone either because of breaking or rotting;

the original form thus unClear, but undoubtedly either Type 6031,



6032 or 6033.

Type 6051.  Tα″zα乃″■lke in shape, but 、vith the bottom end Sharp‐

ened to a pointo WIost of the top ends are square, Many、 vere used

as tallys.

Type 6059.  Apparently originany ttα ″z,考ク■ike in shape. Sharpened

to a point on one end,but覇′ith the other end either broken or or rotted

aヽ7ay, While the original shape is thus unclear,it undoubtedly con‐

forms to that of either Type 6033 or Type 6051.

Type 6061,  Examples fashioned of、 700dヽVhose original function can

be determined M/ith some conidence, such as ladles or round con―

tainer‐ boxes, as 、ve■ as sections of such objects on which inscrip―

tions have been 、vritten.

Type 6065.  These examples, fashioned from 、vood, appear to have

served some function originally,but this is no longer clear. Some

of them bear inscriptions.

Type 6081.  This group consists

are unclear because of breakage,

shapes must conform to one of

of fragments 、vhose original shapes

sphtting or rotting. Their Original

those described in the categories

above.

Type 6091.  This group consists of shavings from wooden tablets.

The chips shaved off during this process have been discovered in

large quantities and are classined together in a single group.

IH THE INSCRIPT10NS ON TⅡ E lⅣOODEN TABLETS

The inscriptions which appear on the M/ooden tablets may be divided

into the following general groups:

i)Records and Accounts

These consist of everyday transactions bet覇 /een various government

omces 、vithin the lmperial Palace complex, such as the receipt and

disbursement(payments, claims, purchases, etc.)of Various lnaterials,as

Mrell as receipts for the transfer of clothing for oncials, and some sim‐

ple conlmunications. One of the characteristic features of this category

is the large number of claims submitted by oalcials requesting foodsturfs

■)TaXatiOn Tallys
According to the laws and ordinances dealng 、vith taxation (the

B2ノ ,カタ空ノε), Silk and the other textiles M/hich served as taxes‐ in― kind

(knOwn as Cヵ ι and ンリ)were tO have the foHowing information written
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on their borders: province, district, village, name of the head of the

family,personal name, year, month and day.  In the case of salt, hoes,

marine products such as nsh,sea、 veed,and sheHnsh, as vell as grains

such as rice and wheat, the above information was to be x/ritten on

a 、vooden tally and attached to the material or its 、vrapping.  In the

present study, there are as many as 171 examples of materials which

served as taxesin‐ kind (categOries such as ι力∂, ε力坊″ク″‐s,力 %夕″20サ s夕
,

z9ノα力%, ″ゲ¢, 力,カクタ%αび, etc.). See plates 3, 4, 34-70.

�l)TallyS Attached to Articles

These 、vooden tablets 、vere used as tallys and attached to various

kinds of articles in order to arrange and store thenュ (plates 3, 4,77-71,

143) AFF4xed to goods such as various marine products and types of

sea、 veed, soy‐ sauce, oak leaves, and bra7icrs, tallys of this sort contin‐

ued to be used for the same purpose for many centuries in Japan,

iV)ヽVOOden Tablets Used for Practicing Canigraphy Or Scribblng

During periods of rest from their duties, oFncials practiced composi

tion and calligraphy, and examples of these activities provide us 郡/ith

an accurate idea of the calligraphic styles of the period and various of

the interests and tastes of the ofacial class. See plates 13, 29, 78-89.

IV TⅡE SIGNIFICANCE OF THE WOODEN TABLFTS AS

HISTORICAL MATERIALS

This section may be divided into t、 vo topics i the nrst relates to the

role played by the、 vooden tablets as materials for the research and study

of the archacological site itself (in this case the Nara Palace site),

都′hile the second deals 、vith the factual and documentary information

furnished by the 郡′ooden tablets, and the consequent advancement in

our kno郡 /1edge about various aspects oF ancient」 apanese history M/hich

M′ere formerly unclear. No accurate evaluation of the unique impor‐

tancc of the 郡/ooden tablets as historical material is possible 都′ithout

considering both of these topics.  TMro points should be noted in refer‐

ence to the irst:

a)Determining the Nature of Sites

As already described in Volume II of the series ``Excavation

Reports on the Nara lmperial Palace Site", location SK219 is a

disposal pit site located in an area 郡′hich seems to have been

occupied originally by the government bureau in charge of the



preparation of food for the Ernperor and government oFncials

(the Fζ″″,ガs力∂‐つ,ゲz¢″sカガカケ),、7hile location SK820(alsO a disposal

pit site)is 10Cated in the conflnes of the つ,ゲ/i, the Emperor's

domicile, located in the center of the lmperial Palace.  The

identincation Of these sites is based in part on evidence provided

by inscriptions on the wooden tablets excavated fro■l them.

WVhile the extensive excavations and subsequent research carried

out at the site of the Nara Palace have revealed the locations of

various of the government bureaus,the importance of the、 vooden

tablets as a direct source of documentary material in this research

cannot be overemphasized.

b)Determining the Dates of Sites,their Remains and Relics

The buttdings of the Nara Palace M/ere reconstructed a num‐

ber of times, and there are many cases where the sites of foun‐

dations overlap in successive layers of strata. In a coltlplicated

archaeological circumstance of this sort, 郡′here the remains of

various buildings of different dates exist in close juxtaposition,

the possiblity that the dates in the inscriptions on certain of the

、vooden tablets can serve to verify the dating of the remains is

of obvious importance.  Furthermore, it is frequently the case

that the dates in the inscriptions are effective in helping to

establish the dating of the other objects deposited together 、vith

the 、vooden tablets in the 、vaste disposal pits, assorted obiects

such as wooden implements, pottery, and roof tiles,  Of equal

importance iS the fact that the inscriptions have also been

instrumental in speeding up research on the chronological assign―

ments of a signiflcant percentage of the relics unearthed at the

Nara Palace site,

In dealing with the second topic, headings i)and ii)diSCussed under

section III above, are of particular importance.  The 覇/ooden tablets

マヽhiCh are grouped under heading i)conSiSt of transactions, records,

and simple communications bet、 veen various government bureaus, and

the recovery of each one has provided us 、vith some ne、 v piece of ma‐

terial for studying ancient Japanese historぅ ′. Examples excavated at

location SK820 provide an interesting illustration. �lany of these spec―

imens consist of requisitions for foodstuffs by the soldiers 、Tho 、7here

responsible for guarding the Emperor's domicile, men knol■ /n as Tο″¢万.

As a result of the information in their inscriptions, various details of



the lmperial Palace and its rOutine have become cleat. Thus, we now

know the number and iocation of the palace gates, and the number of

soldiers on duty at each of them both day and night, as well as the

formation of the units is、 vhich these soldiers served. FOrmerly,specialists

in ancient Japanese history had nrmly COntended that the TO″ ¢″ゲvere

natives of the Kant6 region in eastern Japan,but we now know from

the names M/hich appear on the、 vooden tablets that many、 vere froHi the

Kinki region,the extensive area 、vhich surrounds Nara.

As we have already noted, the wooden tablets grOuped together

under heading i)cOnsist of various daily records and transactions by

the central government bureaus, and this material raises an important

SubieCt fOr investigation, namely, what was the relationship between

these 、vooden documents and others of the same period 、vritten on

paperP At the some tilne, it also seems relevant here to ask the basic

question 、vhy were the wooden tablets actually necessary and what

function did they serveP Fortunately we possess a great number of

eighth century paper documents,Inany thousands in fact,that have been

preserved in the famous Sh6sSin repository.  These are oFncial recOrds

and communications and date to the same period as the wooden tablets

from the Nara Palace site.  Contentwise,they include census registra‐

tions, tax collection ledgers,annual llnancial reports submitted to the

central government by provincial government omces, monthly account―

ing reports on construction proiectS Carried out by the government and

temples, and other important undertakings such as the copying of su‐

tras.

There can be little doubt that in eighth century Japan paper consti‐

tuted the favored material for documents,  On the other hand, the

wooden tablets,measuring roughly twenty contimeters in length and four

in width (while there seems to be no standard size, those with these

approximate dimensions are most numerous)proVided a writing surface

which is obviously restricted in size and only appropriate for short or

abbreviated inscriptions. For this reason they were extensively utihzed

in the silnpler,day‐ to‐ day clerical work of various government bureaus;

as handy, brief reminders in the receipt and distribution of commodities;

and in the daily requisitioning of foodstutts for ottcials. Their use for

these purposes also renects the greater strength and permanence of、 vood

as a medium for documents in comparison to paper. Recently,、 vooden

tablets dating back to the seventh century have begun to come to light



as a result of excavations at the sites of the Asuka and Fujiwara

Palaces in the southern part of the Nara plain,  When these examples

have been carefuny studied and related to those fr。■l the Heij5 Palace

sites,the day 17hen an accurate evaluation of the historical position of

the wooden tablets in Japan can be arrived at will not be far in the

future.

The next category, grouped under heading ii)are the tallys origi‐

nally attached to the various goods and commodities which were sent

to the central government as taxesin‐ kind.  These tallys demonstrate

very cleany hO、 v the national tax system of the penod operated. Pre‐

served in the Sh6sδ in repository are many exaコnples of the several

types of textiles which vere commOnly sent to the central government

as tribute by the provincial governments. As we have already noted,

each one of these bears an inscription written in s%物 ケrecording infor‐

mation such as the name of the province where it had been manufac‐

tured and the name of the ofncial 、vho had presented the material, in

accordance with the legal ordinances of the period. In addition,each one

invariably bears the stamped seal impression of the provinceo  Conse‐

quently, ve know that it was standard practice to write certain re‐

quired information on coHHnodities submitted as taxes‐ in‐ kind, directly

on the surface in the case of text■ es,and on a tally which was aalxed

to the wrapping in the case of salt, hoes, ash, seaweed, and the like.

These inscriptions are detailed, and include the province or district,

village, names of the head of the family, and the individual taxpayer,

the category of tax, name of the commodity, the amount included,and

year, month and day. In certain cases,the name of the local omcial

who wrote the inscription is also added. This stringent tax system、 Tas

instituted in accordance with the new legal structure implemented

during the second half of the seventh century, and during the eighth

centuryt the period of the Nara Palace, this system 、vas brought to its

point of highest development, By the late eighth century,ho、 vever,this

highly organized system was showing obvious signs of general disintegra‐

tion, and it was already abandoned by the end of the century.

As a result of the excavation and study of the wooden tablets, our

kno、vledge of a number of details and circunstattces of eighth century

Japan are much cleareri they have provided us with signincant infor‐

mation about the types of taxes, the special products of various pro‐

vinces, the method of recording provincial government divisions(pro‐
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vince, county,village)and their respective geographical names,as well

as the names of people froHx the various regionso  Moreover, the value

of this information is all the more precious because of the scarcity of

other reliable materials on the periodo We know from the wooden tab―

lets, for example, that certain provinces were outstanding for the

amount of salt they sent to the capital. These indude Owari(Chita,

county,Aichi Prefecture),Wakasa(the area around the City of Obama

in Fukui Prefecture),Su6(OS� ma cOunty,Yamaguchi Prefecture)and

Kii(Wakayama Prefecture).Furthermore,the foodsturs specially pres‐

ented to the Emperor as tibute orerings(known asル π‐″ゲι and O_″ゲι)

vere, in actuality, another form of tax, and the fact that the wooden

tablets have provided us with the documentation to clarify the actual

operation of this systen demonstrates another aspect of their value and

importance.

Chronoiogicval Table

Era Name IY∽
rl E温解 gtte

WVadδ (和銅 )1

Reiki(霊亀 )

Y6r6(養老 )

Sinki(神亀 )

後mpy>Ka彗
謹 )

Tempyδ‐Sh6hδ  l

Gemmei(元明)

Gensei(元正)

Sh6mu  (聖武)

K6ken  (テ警謝驚)

Junnin (淳ィ生)

Sh6toku(″常志)

Kδnin (光仁)

Kammu(桓 武)

708

715

717

724

729

749

749

757

758

764

765

767

770

781

782

(天平勝宝)

Tempy6‐H6,il(天平宝字 )

2

8

Tempy6‐Jing。   1
(天平神護)

Jingo‐Keiun  l
(神護景雲)

Hδ ki(宝亀 1)

Ten'6(天応 1)

Earyaku(延 暦 1)
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弓|索

名 数字は木簡番号

大養徳国添上郡山村

大和国添上郡春日村

― 平群郡飽浪村

山背国

河内国

伊賀国山田郡

伊勢国

志摩国答志郡和具郷

― 英虞郡名錐郷

尾張国

― 智多郡

― 智多郡番賀郷花井里

― 智多郡贄代郷朝倉里

一 智多郡富具郷野間里

参河国額田郡新木郷

― 幡豆郡 385,393,396

―――,琴三二君下羽T島   363,368,371,372

374,375,382,388,391

-――夕彗I二君Б篠島   364,365,366,367

369,370,376,378,383

386,387,389,390,392

397

-宝鋲郡篠束郷

一 渥美郡

― 渥美郡大壁郷

遠江国

― 長下郡

一 山名郡

一 城飼郡朝夷郷

駿河国益頭郡朝夷郷

― 有度郡害見郷

伊豆国田方郡棄妾郷      430
-賀 茂郡三島郷      342
-賀茂郡□日郷      438

甲斐国山梨郡      14,19,20
武蔵国男余郡川面郷      405
-男余郡余戸里      404
-― 秩父君躊                406

上総国安房郡白浜郷      337
-朝夷郡健田郷    338,339

下総国海上郡酢水浦      400
常陸国信太郡朝夷郷      449
-鹿 島郡播麻郷      4■
―一那賀郡須□埼      402

近江国                   448,466

-高 島郡木津郷      421
美野国            135
若奴国遠敷郡玉置郷田井里 331,336

-遠敷郡玉置駅      346
-遠 敷郡野郷野里     347
-遠 敦郡青里       399
-三方郡能登里      454
-三方郡弥美郷中村里  424,425

-三方郡竹田郷丸部里   332
越前国丹生郡曽博郷      343
越中国羽昨郡         357
-効 JK君躊                 442

丹波国多紀郡        1171
但馬国            409
伯者国汗入郡         617
-汗入郡尺刀独[          360

出雲国          75,407

地

78

170

170

31

455

538

79

408

344

135

436

319

320

318

426

356

333

324

490

359

358

449

449

341
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隠岐国役道郡都麻郷

美作国

― 勝田郡

一 真島郡健部郷

備前国

一 邑久郡邑久郷

― 邑久郡石上郷

― 藤野郡島村郷

― 赤坂郡周通郷

一 児島郡三家郷

― 児島郡賀茂郷

備中国賀夜郡阿宗里

一 賀夜郡大井

備後国
十 三上郡

一 三上郡信敷郷

周防国

― 吉敦郡神埼郷

長門国豊浦郡都濃島

紀伊国海部郡可太郷

一 安諦郡脚 酬

一 日高郡財部郷

一 牟婁郡牟婁郷

阿波国板野郡井隅郷

敢

県

― 若虫

浅田

安曇鳥

阿曇 五百万呂

一 部□麻呂

穴太

阿倍勝

海部

―一板野郡田上郷

― 板野郡牟屋

一―那賀郡林郷

讃岐国

一 大内郡白鳥郷

一 山田郡海郷

一 阿野郡

伊予国風早郡

一 神野郡駅家

筑前国

― 恰土郡

筑後国御井郡

肥前国

― 神埼郡

一 藤津郡

肥後国恰志郡

― 飽田郡

― 託麻郡

一 益城郡

― 葦北郡

豊前国

― 仲津郡

一 下毛郡

一 宇佐郡

豊後国大分郡

432

403

412

135,335

446

348

330

361

418

13

288

292

13,290

286,293,305

294,295

298

300,310

302

284

299,301

13

287

288

285,307

296

324

428

444

427

98,105

452

43

―――ジ(島君Бうe身文lR5 326,327,328,437

349

471

443

429

398,440

423

444

422

311

321

322,323

417

312

458

314,315

313

135

329

401

334,428

325

18

435

419,427

人

113

100

54,441

200

96

329

329

1897

78

一 首万呂

一 老人

一 三□

一 馬長

綾

漢人小弓

池田足継

名

368,369,370,371,372,375,376

378,381,382,383,384,388,389

390,391,392,396,397,403

334,363,364,365,366,367
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伊勢

石前

石部衣万呂

磯

板野

牛守部小成

有刀部 古万呂

― 忍万呂

占部 久須里

― 広庭

枝井

凡海 直薩山

一 阿耶男

大伴

一 部国万呂

一 部得島

大野

大原

一 大魚

大日都勝麻呂

相見条女

刑部

一 石次

他田床足

忍海

尾張

小治田

各務

膳

― 広麻呂

勝部豊島

葛木部竜麻呂

金守都

一 浄人

一 小君

上

― 広足

岬烏

136,137

91

449

91

196

321

341

341

342

342

91

328

327

70,97,98,100,148,446

344

344

99

109

96,120

58

82

149,162

1887

1894

242

91,92,110

226

100,127,165

92

146

145

348

141

141

141

99,112

96,104

95

一 直君麻呂

加毛

軽

川上
一―足梓

川勢王

河内

一 五百足

紀

私部□奈布女

日下部

― 犬万呂

― 床万呂

一 太万呂

管原王

車持匠

君子

佐伯 直息綱

一 部稲奈知

一 息□

宍人

白髪部 島

一 連

宗我

財椋人安万呂

多紀

一 国□

田口

― 牛甘

竹田部回乙□志

建部 君馬都

― 益人

違沙

錯

丹比都

田部

― 小足

玉手王

322

166

126

92,97,98,101

104,121

139

91,118

94,103

118

553

95,100,112

330

337

100

138

155

106,113,133

136

335

135

430

337

163

91

61

109

1894

153

94,96,103

332

300

1888

99

92,108

99,102

83,91

326

138
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民金万呂           96
丹波            154
道守             91
-臣老           68
-真 □万呂        421

春米            107
竹波命婦           1
津守貞成           41
鳥取            117
預ミれ、                95,97,98,101

奈良王           138
糖原造総麻呂         61
9亀増語        91,92,98,102,110,125

一 岡万呂

一 小浜

一 連真道

額田

一 部小君

漆都

土師

秦

一 神万呂

― 古万呂

秦人 4ヽ麻呂

一 大山

一 君

― 豊日

一 文屋

波多部足人

林

春部

桧前

55

210

56

100,102,113

338,339

92,100

92,98,108,127

62,100,132,782,802

658

143

325

399

460

419

347

419

一 舎人倭床呂

服結

船

一 馬万呂

文忌寸

習除和/Th志

100,115,132

99,125

92

81

100

99

485

151

418

ラ蕉E日         92,95,97,101,102,105

112,122,134,142,152,256

茨田連

三野

136

92,97,98,110

一 部石島         56
三家 人黒万呂        346
-連 乙公         323

三次君国依         331
神           100,132
牟儀猪養           54
牟儀都 百足         343

-――″く月き                    343

六人部           159
宣き                92,112,114,122

牟婁大夫          160
ノ(」二                           168

-条女           90
八戸             91
矢田部  13,48,92,118,120,158,164

-益 占          18
う駕T/F菩 おヽヽ              338,389,340

嘉懲窃魚                      91,144

山口伊美吉          57
山守都小広         321
若麻            91
男1昇許ラ(ノ(                 424,425

和本部 色夫智        320
-安倍          318
-臣牟良         318

丸部 石寸          433
-―五月             426
-竜蒸呂         319

□原王           140
コ部乎奈西          432
コ人部小真匠         447

五十上女          168
大津女           171
大歳           301



大庭

小足

乎□女

片麻呂

春日女

君万呂

子刀自

子奈女

敷万呂

島万呂

竜手

玉敷女

玉虫

足島

千麻呂

官 司

中務

図書寮

民部省

宮内省

大膳職

木工寮

主殿寮

内膳司

園池司

左衛土府

右兵衛府

中衛府

衛府

西市司

食司

大床所

川日関務所

御厘殿

43

48

44,770

53

45,46,50

52

2

47

51

1886

60,62

614

67,75

487,488,489

100

1

79

41

職

職

頭

助

少丞

翼

少録

大属

少属

大志

少志

右大舎人

主栗鮮

殿部

左衛士

中衛

北値兵衛

番長

火長

領

３５７
・５０
６３６
２９４
・７２
６３７
・６９
・６６
５

・０４
３４５
・６６
臨
６５８
師

働２

ユ豆支女          204
?3月己                   298,416

刀自女          571
根子            293
土師女          176

「
A~キ年                       357

広足            55
藤野           166
牧津            166
麻刀良          302
真浜女        173,196
真依           194
営三w                       283

[]男釆呂      147,156,157,284,292

310,349,420,635,658,1897

官

５５

５５

４３

５４

８９

，
５６

５５

５４

，
６．

発

４９

２

６３３

７７

９．

９６

５８

７７
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行夜使

命帰

条女

国司

出雲目司

尾張国守

周防国介

水産物

赤魚

鰻・胞

薄絶

耽羅鰻

長絶

長薄絶

御取籟

伊加

伊祇演

蔵森甲

宇波加

海藻

堅魚

荒堅魚

鹿堅魚

水母

小擬

鯖

旧鯖

佐米

美野国大縁

讃岐国像

肥前国目

郡司

郡大領

主政

郷長

61

1,84

82,90

74

75

135

135

135

135

13

73

80

300

318

物 品 名

ア争淮ユ灌ミ    400,402,403,407,409

繹海藻          401
未滑海藻         23
撫滑海藻         22
海藻根          15

364

184,337,338,339

186

344

461

189

462,473

185,189

408

16

380

223,410

341,352,353,354

355,358,359,362,790

345

342,350

398

356

188,357

361

363,365,366,367,368,369

370,371,372,373,375,377

378,379,381,395

薯ユ      18,99,196,318,319,320,321

322,323,324,325,326,327

329,330,331,332,333,334

335,336,348,351,620

尻塩

須須岐

多比

波奈佐久

鮒

麻須

海松

紫菜

その他の食品

飯

瓜

津・糟

謄

胡フL子・呉桃

香

米

白米

酒

古酒

鼓

328

394

399

343

405,468

470

349

463,1900

3,94,103,196

460

474

360,651

19,20,464

465

176

412,413,417,418

419,420,421,422

187

177,178

404,406



宅雪                          1,188

腎1                                  1

静 多比昨          399
背割 鮒背割         405
蘇 生蘇           466
楚割 宇波加楚割       380

ゼとメく売ヨ笹赳    363,366,367,368

869,370,371,372,373

375,377,379,395

須須岐楚割

麻須楚割

菜

喚 生崚

豆 小豆

大豆

末醤

麦

大麦

394

470

5

467,475

1,179,675

25

1,472

416

423

繊維製品

粕ヒ    224,226,229,232,234,481,494

569,580,648,774

512

513

516

482

514

515

511

508

507

506

198,774

500

497

499

57

490

浅緑絶

薄緑東絶

黒緑東絶

紺絶

中緑絶

中緑調絶

繰調絶

綾 青染綾

薄緑綾

白緑綾

糸

浅緑糸

薄緑糸

黒緑糸

紺糸

遠江糸

XXX■ 1

中緑糸          498
繰糸          495
緑糸           495

布帷             211
絹 青染絹          517

中緑絹          518
中緑御服絹        519

練 青染線          503
浅緑線          501
浅緑交紗細        504
雑緑線          481
白緑編          502
中緑線          505

衣 緑縫衣        480,483
紗 浅緑変紗績        504
染 青染       503,508,517

蒲面染          200
中緑生染         510
繰生染          509

戸帷            211
1貢tュ                          520

ア,               182,198,211,224

均寛                       200,201

月風  †即月民                      201

中緑御服絹        519
中緑□御服        521

抱 黄抱           199
湘吊    182,210,227,232,237,246,264

279,283,284,286,288,289,292

293,294,295,296,297,298,299

300,301,302,303,305,306,580

648

285

287

雑

力H上ヒ                         478

籠  361,364,365,403,409,410,461

綿

綿

黒

短



替籠

柏 長女相

葛 黒薦

紙 交易紙

勅旨紙

火炉

靖

鍬

大井鍬

薦

筈 桧木脅

鈴

銭

借銭

月借銭

交易銭

薪

郭 高」/F

郷蓋

小郭

波古

火

瓢

不煮凱

櫃

折IE

長櫃

蓋 邪蓋

瓶

水瓶

矢

箭

与区閑

璧

藁

境

銃

478

205,209

2

212

484

480,432,483,494

477

496

478

191

478

485

485

478

484

43

478

1185

477

21,24

203

174

56

479

478

311,313,314,315,316,317

312

47

471,529

183

212,220,552,759

79

70

487,489

44,207

478

478

雑

租 税

交易 (官交易)        423
雑役           19,20
中男作物     356,357,358,360

361,362,443

中男進          359
司司     18,261,283,284,285,287,288

289,292,293,294,295,296,297

298,300,301,302,303,305,306

307,311,313,314,315,316,317

319,320,321,322,323,324,325

326,329,330,333,335,337,338

339,341,342,343,345,347,348

349,350,351,454,515

η¶ョ司      316,318,327,328,331

正 調

332,334,336,344,346

299

381

ノ(幸尊         404,405,406,411

御豪彗 363,364,365,366,367,368

370,371,372,373,375,377

378,379,380,394,395,398

399,400,403,407,409,410

398

文書形式

61,74,75

5

48,70,73,79,80,81

4,80,121

1,2,3,66,70,94,103,177

件

贄

別貢

移

謹通

解

啓

請

XXXiV



ユ

状

勅旨

牒

符

召

年 号

養老

二年

三年

七年

神亀

二年

四年

天平

元年

三年

四年

十三年

十二年

十七年

十八年

十九年

十回年

天平宝字五年

82,33,84

100

56,684

63,65

56

54,55,56

288,305,310

289,291,294

302

283,284,292,298,301

680

286,298,306,308

285,319,331

325,334,451,526

318,320

287,300

346

57

474

311,326,327,329,337

338,339,343,344,349

358,360,362,406,435

437,447,461,484

77,174,175,314,316

317,342,345,356,357

398,401,404,405,431

476,523,525,527,530

409,410,417,456,488

493

18

XXXV

四年

六年      19,20,29
330

雑

供御             472
供奉   363,364,365,366,367,368

369,370,371,372,375,376

377,378,379,380,381,382

383,384,390,391,392,396

397

検校             43
Zを 歩移              174,423,487,489

ナ・ 4       18,320,325,329,334,337

338,339,341,342,343,344,419

427,428,430,434,438,444,678

戸日

戸

ロ

常食

證人

所出

所生

進上 。進

刀自

人給

年料

夫

奉行

夫人

松原

輸

338,339,343,344,444

337,341,342,419,427,452

329

3,7,37

70

401

402

44,57,175,192,329,358

403,409,410,416,432,464

235

204

47

77

56

79

77

337
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